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はじめに 

建築物のライフサイクルカーボン（LCCO2、通算炭素排出量、ホールライフカーボン：WLC）

では、ライフサイクルの観点から建築物の生涯にわたる温室効果ガス（GHG）管理が、また、

スコープ 1、2、3 の視点からバリューチェーン全体における GHG 管理が検討対象となる。

WLCA（WLC アセスメント）に基づく脱炭素の検討は、建築物の新築、運用、改修、解体等の5 
すべての側面に強い影響を及ぼす。 

建築分野の脱炭素においては、ライフサイクルカーボン、エンボディドカーボン、アップフ

ロントカーボン、オペレーショナルカーボンについての検討が必要である。従来、ゼロカーボ

ンビルの議論の対象は一般にオペレーショナルカーボンであったが、近年それがライフサイク

ルカーボンに拡大してきた。 10 
世界全体の GHG 排出量の約 40%は建築分野に由来するとされる。建築分野の責任は重い。建

築物からの GHG 排出量を生涯の累積値で評価すれば、一般にオペレーショナルカーボンが 70％、

エンボディドカーボンが 30％である。省エネの取組が実施されている建築物では、両者はそれ

ぞれ 50％程度になる。新築後の 10 年間に限定して評価すればその内訳は逆転し、エンボディド

カーボンが 70％程度、オペレーショナルカーボンが 30％程度となる。 15 
政府の地球温暖化対策計画や政府が国連に提出する日本の NDC の目標として、2035 年度及び

2040 年度において、2013 年度比で温室効果ガスをそれぞれ 60％、73％削減する目標が掲げられ

る中、GHG 排出における時間の視点を忘れてはならない。直近の脱炭素対策としてのアップフ

ロントカーボン削減の有効性は高い。2060年までに世界の建築ストックは約 2倍になると言われ

ており、アップフロントカーボン対策の緊急性が指摘される。 20 
行政における建築物の GHG 削減の従来の取組は、新築建築物を対象とした省エネルギー、す

なわちオペレーショナルカーボン削減が中心であった。しかし近年では、資材製造、施工、修

繕・更新、解体を含めた建築物のライフサイクル全体での排出量削減の必要性が高まり、政府

においても建築物のライフサイクル全体を対象とした脱炭素政策へと大きく転換しつつある。

2024 年 11 月には、内閣に「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」25 
が設置され、関係省庁が連携して制度整備を進める体制が構築された。さらに、2025 年 4 月に

は、同会議において「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本

構想」が決定され、2028 年度を目途に建築物 LCA の実施を促進する制度の開始を目指す方針が

示された。この基本構想に基づき、2025年 6月には、国土交通省において「建築物のライフサイ

クルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会」が設置され、建築物のライフサ30 
イクルカーボン評価制度の具体化に向けた検討が開始された。その後、2026年 1月には、同検討

会において中間取りまとめが公表されるとともに、社会資本整備審議会より「今後の住宅・建

築物の省エネルギー対策のあり方（第四次答申）」が示され、従来の省エネルギー対策に加え、

建築物のライフサイクル全体での GHG 排出量をライフサイクル全体で評価・削減していく必要

性が示された。さらに、2026 年 3 月には、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律35 
の一部を改正する法律案」が閣議決定され、建築物のライフサイクルカーボン評価制度の創設、



 
 

建築物の環境性能（ライフサイクルカーボン又は省エネ性能）の第三者認証・表示制度等の導

入方針が示された。 

一方、民間企業においては、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開示の義務化が

2027 年 3 月期から株式時価総額に応じて段階的に強化され、上場企業による GHG 排出量に関す

る情報開示が加速する見込みである。また、GX 経済移行債をはじめとする脱炭素投資政策の拡5 
大により、建築分野においても、ライフサイクルカーボンを含む環境性能が投資・金融の観点

から重視される傾向が強まりつつある。 

ゼロカーボンビル推進会議は、2022 年 12 月に国交省の支援に基づいて、建築物 WLC 算定ツ

ール（J-CAT）※の開発を目的に一般財団法人 IBECs に設置された。2025 年度のゼロカーボンビ

ル推進会議では、親委員会のもとに「中長期戦略・情報発信ワーキンググループ（WG）」、「ツ10 
ール開発 WG」、「データベース検討 WG」、「海外情報 WG」の 4 つの WG を設け、2026 年 3 月ま

での 1 年間にわたって精力的に検討を重ね、建築物の WLCA による中長期戦略の立案、日本型

WLCA の情報発信、J-CAT の開発・普及、データベースの検討、海外の最新動向の収集などを行

ってきた。本報告書は、J-CAT-戸建の開発、建築物 LCCO2 削減のための設計施工事例集、積み

上げ型の原単位整備の推進、先行する海外（欧米、アジア圏）動向調査に代表される 2025 年度15 
の検討結果をまとめたものである。 

 

 ※建築物 WLC 算定ツール（J-CAT）： 

「建築物ホールライフカーボン算定ツール（J-CAT／Japan Carbon Assessment Tool for Building 

Lifecycle）」は、推進会議のもとで開発された、建築物のライフサイクル全体を通じた CO220 
をはじめとする GHG（温室効果ガス）排出量の算定ツール（算定ソフト及びマニュアル） 
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第 0章 2025年度ゼロカーボンビル推進会議の活動方針 

0-1. ゼロカーボンビル(LCCO2ネットゼロ)推進会議  設置の背景 

2050 年カーボンニュートラルの実現は今や世界的な目標である。我が国の建築物分野におい

ては、建築物省エネ法の改正等により、ＺＥＨ／ＺＥＢの普及・推進が進められている。 

一方、欧米を中心に、省エネ・創エネだけでなく、新築・改修・廃棄時に発生するカーボン5 
（いわゆる「エンボディドカーボン」）の削減に向けた議論が展開されている。  

特に、エンボディドカーボンのうちアップフロントカーボン（新築時に発生するカーボン）

の削減に向けて、その削減量を建築規制にしようとする海外の先進的な取組が見られるほか、

我が国の不動産業界においても、気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）の提言を

踏まえた情報開示のため、アップフロントカーボンの評価手法を確立しようとする動きが加速10 
している。 

産官学の連携により、ＢＩＭの活用などＤＸへの貢献も視野に入れつつ、国際社会・次世代

に通用する質の高い建築ストックの確保に向け、早急にエンボディドカーボンについての評価

手法を整備するとともに、使用時の省エネ・創エネも併せて総合的にＬＣＣＯ２を実質ゼロ、も

しくはそれ以下にする建築物、いわゆる「ゼロカーボンビル」を普及・推進することを目的と15 
して、「ゼロカーボンビル（ＬＣＣＯ２ネットゼロ）推進会議」を設置する。 

 

0-2. 2025 年度 ゼロカーボンビル推進会議の活動方針 

2023 年度までの活動を第一期、2024 年度からの活動を第二期と位置付け、2025 年度は第二期の

2 年目の活動となった。 20 

 

第二期の活動計画： WLCA（Whole Life Carbon Assessment）の実施に向けて 

１ WLCA の背景と国際動向 

1.1 スコープ 1，2，3 のパラダイムに基づく脱炭素の統合的管理 

1.2 金融/デベロッパー分野のリーダーシップによる WLCA の推進 25 

1.3 欧米各国における WLCA の制度化の進展 

 

２ J-CAT の普及/定着のための基盤整備 

2.1  J-CAT の維持管理 

2.2  J-CAT 利用の登録制度と質疑対応 30 

2.3  J-CAT 利用の人材育成 

 

３ 原単位データ整備のための基盤整備 

  3.1 ＰＣＲ/ＥＰＤ整備に向けた概念と枠組みの整理 

3.2 過渡期の WLCA の便宜的方法の整備 35 

3.3 産業界における原単位データ整備のための体制の強化 
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3.4  EPD 等の整備に向けた省庁連携体制の設置の支援 

3.5 PCR/EPD 整備に関わる産業団体が参加する統合的組織の設置の支援 

3.6 建材・設備産業界等に対する支援と連携体制の強化 

 

４ 制度化のための行政基盤の整備支援 5 

4.1 EU や欧米各国における制度化の動向 

4.2  J-CAT の WEB 化に基づく、ケーススタディの実施とデータベースの作成 

  4.3  制度化の基盤整備の支援 

        4.4  関連制度、関連ツールの整備（J-CAT と BIM の連携など） 

 10 

５ 将来動向と新たな課題 

5.1 カーボニュートラル宣言の国際的、国内的動向と WLCA の実施計画 

5.2  WLCA の新しい課題 

ダイナミック LCA、固定/貯蔵炭素の取扱い、削減貢献量の考え方等 

 15 
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0-3. 2025 年度 ゼロカーボンビル推進会議体制 

 
図 0-1. 2025 年度 ゼロカーボンビル推進会議体制 

 

0-4. 2025 年度 活動スケジュール 5 

表 0-1. 2025 年度 活動スケジュール 

 

建設時GHG排出量算定マニュアル検討会
【事務局：不動産協会】

ゼロカーボンビル推進会議
委員長：村上周三東京大学名誉教授

ツール開発WG ②
主査：伊香賀 俊治 (前出）

データベース検討WG ③
主査：清家 剛東京大学教授

海外情報WG ④
主査：堀江 隆一 CSRデザイン環境投資顧問社長

連携

中長期戦略・情報発信WG①
主査：伊香賀俊治住宅・建築SDGs推進センター理事長

【事務局：IBECs/JSBC】

建材EPD検討会議
【事務局：日本建材・住宅設備産業協会】

建築物のライフサイクルカーボン削減に
関する関係省庁連絡会議
【内閣官房】

WLCA: Whole Life Carbon Assessment

建築物のライフサイクルカーボンの算定・
評価等を促進する制度に関する検討会
【国土交通省】

都市におけるゼロカーボン建築PJ
【事務局：経済協力開発機構 OECD】

OECD：経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）

IEA/EBC/Annex89「ネットゼロエミッ
ションビルの導入委員会」

連携

連携

連携

IBECs「J-CAT人材育成委員会」

連携

官庁施設のﾗｲﾌｻｲｸﾙｶｰﾎﾞﾝ削減に関する
検討会【国土交通大臣官房官庁営繕部】

連携

連携

2025年度
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ビル推進会議
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WG ②

●●●●
データベース
検討
WG ③

●●●●
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WG ④
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4
5
6
7
8
9
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11
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15
16
17
18
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24
25
26
27
28
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第1回
活動方針決定

WG発足

第1回

第2回
進捗確認

第3回
成果まとめ

第2回

第1回 第2回 第3回

第3回

第4回

行政基盤の整備支援、J-CATの普及・定着、人材育成、将来動向と新たな課題

事例集の作成、J-CAT-戸建 の開発、BIM連携・WEB化要件整理
▲J-CAT v2.2

6/23 11/12

8/5
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10/21
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主要関係業界データベース整備支援、データベース維持管理体制の構築
設備分野の業界団体への働きかけ、BIM組み込み検討

▲建設時GHG
算定ソフト v3.1

不動産協会/GHGマニュアル検討会

第1回 第2回 第3回 第4回

第1回 第2回 第3回 第4回

6/24 9/2

8/7
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■J-CAT-戸建
分科会実施

■建築物LCCO2削減のための設計施工事例集
分科会実施

11/6

2/9

10/28

2/18

1/29

12/22 2/13
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第１章 活動成果概要  

ゼロカーボンビル（LCCO2 ネットゼロ）推進会議第Ⅱ期 2 年目の 2025 年度は、推進会議（親

委員会）のもとに、「中長期戦略・情報発信ワーキンググループ（WG）」、「ツール開発 WG」、

「データベース検討 WG」、「海外情報 WG」の 4 つの WG を設けて検討を進めた。主な活動成果

は、以下の 12 項目である。 5 
 

1-1.  建築物の WLCA による中長期戦略の立案 

建築物の WLCA による中長期戦略として、建築物の WLCA が共通の評価・意思決定の軸とし

て、脱炭素・資源循環・技術革新・人材・市場・地域をつなぎ、環境性能の向上が社会的便益

や経済的価値として評価され、その価値が再び環境投資や社会基盤の強化に還元されることで、10 
環境・経済・社会が相互に関係し、持続的かつ自律的な好循環の創出を目指すというビジョン

と、目指すべき 6 つの社会像を示した。 

 
図 1-1 目指すべき 6 つの社会像 
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1-2.  日本型 WLCA の国内外への情報発信 

建築・都市の持続可能性に関連する国際会議である「サステナブル建築都市国際会議 2025 東

京大会（SBE25 Tokyo）」や、国際エネルギー機関・IEA 傘下の国際共同研究プロジェクトである

「IEAEBC Annex 89」、「日本建築学会大会（九州）」などへの参加を通じて、日本型 WLCA の国20 
内外への情報発信を行った。 

 

1. 脱炭素

2. 資源循環

3. 技術革新

4. 人材

5. 市場

6. 地域

目指すべき6つの社会像
建築が脱炭素社会の基盤として機能する社会

資源が循環し、既存建築ストックが価値を持ち続ける社会

革新技術により高品質で効率的に建築が供給かつ運用される社会

多様な人材が建築分野で持続的に活躍できる社会

建築の環境性能が正当に評価され市場価値として認識される社会

建築が都市・地域スケールでの課題解決に貢献する社会
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図 1-2-1  SBE25 Tokyo リーフレット             図 1-2-2  IEA EBC Annex89メンバー 

 

 

1-3.  J-CAT-戸建の開発等 5 

 J-CAT-建築で未対応の戸建住宅の建築物ライフサイクルカーボン算定用ツール「J-CAT-戸建」

の開発を行い、試行版を公開するとともにパブリックコメントを募集した。 

また、J-CAT-建築についても、搭載する EPD 原単位データの追加等による改訂版を公開した。 

 

 10 
図 1-3  J-CAT-戸建の開発 

  

操作マニュアル 算定ソフト
①EPD選択機能・EPDリストの表示
②対象工事項目の精査
地盤改良、外構

③複合原単位等の充実
・新規建材の追加
（杭、表層改良、金属屋根材、ALC板、樹
脂サッシ、アルミ樹脂複合サッシ、シス
テムフロア、バルコニー手摺、給湯器、
照明機器、エアコン 等）

・細目に応じたコードの追加
・製材・集成材等の入力単位の追加④複合
原単位の更新周期・修繕率の設定

⑤詳細算定結果表示の調整

序.本マニュアルの目的とJ-CAT-戸建 標準算定法の位置づけ
1. J-CAT-戸建の概要

1.1 J-CATシリーズの開発経緯
1.2 J-CAT-戸建 標準算定法の構造と算定ツール
1.3 J-CAT-戸建 標準算定法の構造と算定ツール

2. J-CAT-戸建 によるライフサイクルカーボン算定の方法
2.1 標準算定法による算定の基本的な流れ
2.2 ライフサイクルカーボン（LCCO₂）算定の仕組み
2.3 算定対象範囲
2.4 算定に用いる設計情報の仕訳
2.5 算定ツールへの入力
2.6 算定結果の表示・確認
2.7 算定結果の活用

3. 入力に関する支援情報
3.1複合原単位コード一覧
3.2 資材と複合原単位コードの対応
3.3 サンプル見積書を用いた仕訳の例

4. 算定事例【木造住宅】
4.1 算定事例の概要と対象建物
4.2 資材展開表からの複合原単位への仕訳例
4.3 使用段階の入力例
4.4 算定結果

附．用語解説
関連する主なツール・ガイドライン

出典: IEA EBC Annex89 https://annex89.iea-ebc.org/  
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1-4.  建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集の作成 

建築物ライフサイクルカーボン削減のための、設計・施工の勘所を示す成果物として「建築物

LCCO2 削減のための設計施工事例集」を作成した。エンボディドカーボン削減のみを偏重する

のではなく、建物の機能や性能、オペレーショナルカーボンに係るトレードオフにも留意が必

要であることを注意喚起する資料とした。 5 

 
図 1-4  建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集の作成 

1-5.  J-CAT WEB 化と BIM 連携に向けた基本要件の整理 

 将来の J-CAT の WEB 化、BIM との連携を見据え、基本要件を整理した。 

 10 
図 1-5  J-CAT の WEB 化機能要件図 
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事務所の新築を想定したモデル
を用いて、構造関連の影響要因
がアップフロントカーボン（以
下UC）に与える影響を検討。耐
震形式、構造種別、地上と地下
の比率、建物形状をパラメー
ターにしたケーススタディを行
ない、UCうち、特に大きい構成
部位（以下、「ホットスポッ
ト」）の傾向を検討

建築物ライフサイクルカーボン 削減ケーススタディ
削減ホットスポット検討

削減ポテンシャル検討

S造事務所の新築を想定したモデ
ルビル用いて、各削減手法を適
用した場合のケーススタディに
よる削減可能性（ポテンシャ
ル）を検討

RC造 S造 S造 S造 S造 S造 S造 S造
S造

一部木造

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋
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上記＋No.3 ロングスパン 中止
上記＋No.4 外皮性能の向上

上記＋No.5 設備容量の適正化
上記＋No.6 太陽光発電設備の導入

上記＋No.7 環境配慮コンクリート採用
上記＋No.8 電炉鋼採用率拡大
上記＋No.9 再生アルミの採用

上記＋No.10 デッキプレートの木質化
上記＋No.11 リサイクル石膏ボードの活用

上記＋No.12 現場内電力の再エネ化
上記＋No.13 軽油代替燃料の活用

[kg-CO2e/m2]

A1-A3 A4-A5 B1-B5
C1-C4 B6-B7

アップフロントカーボン：UC, エンボディドカーボン：EC, ライフサイクルカーボン/ホールライフカーボン：WLC
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WLC     -20%
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SuMPO EPDやBEI等

J-CAT WEBサービス
⓪-1 J-CAT 入力シート
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EDP DB
BEI DBなど

J-CAT WEB API
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JSON/XML 
API(A案)

⓪-2
データベース
接続

利用者

①
ダウンロード

③
アップロード

⑤
ブラウザベース

②
入力

④

⓪-1: J-CAT 入力シートをサーバに配置する
⓪-2: 原単位DBにSuMPO EDP DBからデータを取得する
①: J-CAT 入力シートをダウンロードする
②: J-CAT 入力シートに情報を入力する
③: J-CAT 入力シートをアップロードする
①～③はBIM連携パターン(C案)。IFCやAPI直接呼出しのフローは上記と異なるが、IN/OUTのAPIを使い分けることで、
LCA算定は同じものを利用するイメージ

④: アップロードされたデータを用いて建築物ライフサイクルカーボンを算定する。
⑤: 算定したデータを編集・表示切替・XMLにて一時保存する
⑥: 最終データをダウンロードする
⑤～⑥はBIM連携パターン(C案)。IFCやAPI直接呼出し時は⑤をスキップするなどフローは異なる

酸性化算定

富栄養化算
定

⑥
結果出力

J-CATのWEB化機能要件図案

資料作成協力：晝場委員、一部事務局更新
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1-6.  LEED v5 への J-CAT 活用検討 

J-CAT の LEED v5 への活用を目指し、U.S. Green Building Council と調整を実施し、特例 

(Guidance) を策定し、J-CAT が必須項目に適合していることが認められる見込み。加点項目への

適合には更に ISO 14044、ISO 21930、ISO 21931 準拠が求められることから、今後も U.S. Green 

Building Council と継続して交渉を実施予定。 5 

 
図 1-6  LEED v5 への J-CAT活用検討 

1-7.  データ整備の体制構築 

データベース検討 WG では、効率的かつ統一性を持ったデータ整備を推し進めるため WG の

直下に実作業部隊の位置づけとしてデータ整備 SWG（以下 SWG）を新設した。 10 

SWG では、資材製造に係る業界団体ヒアリングを積極的に行い、業界代表データの作成を支

援するとともに、積み上げ型指向データセットの作成を進めた。 

 

図 1-7  データ整備 SWG 体制と主な役割 

USGBCにて公開予定の特例（Regional Guidance）の抜粋

主査 ：清家剛東京大学大学院教授
メンバー ：磯部孝行武蔵野大学准教授

新藤幹早稲田大学講師
日建設計（丹羽幹事・小上）

オブザーバー：経済産業省製造産業局
国土交通省住宅局
農林水産省林野庁
日本建材・住宅設備産業協会

報告
データベース検討WG

データ整備SWG

＜主な役割と検討項目（案）＞
・業界代表データ取得促進
・団体、個社との連絡窓口（各種相談等）
・積み上げ型指向データセットの作成
・J-CAT搭載済みデータと積み上げ型指向データセットの関係性の確認

ゼロカーボン推進会議

建材EPD検討会議
進捗確認

連携新設

体

制

承認 報告

承認
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1-8.  整備すべきデータベースの在り方検討 

今後増加するデータの集約化と LCA の効率化を目的として、データ提供者やデータ使用者と

もに使いやすいデータベースの構築を進めるため、データベース検討 WG において、既往のデ

ータやデータベースとリンクしたリンク型のデータベースのイメージを示した。 

 5 

図 1-8  データベースの在り方検討図 

1-9. 日独意見交換会の継続実施 

データベース検討 WG にてデータベース海外動向の詳細調査として、2024 年よりドイツ連邦

建設・都市・空間研究所 BBSR との意見交換会を継続している。今年度は全 4 回の意見交換会を

行った。データベースに関わる日本国内における最新の取り組み状況と、ドイツにおける新た10 
な課題について共有を行った。ドイツではデジタル技術を駆使した建物資源管理が進められて

いる。またドイツ国営データベースのデータ受け入れ品質要件等について参考となる情報提供

があった。 

 
図 1-9  日独意見交換会の継続実施  15 
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1-10.  先行する海外（欧米、アジア圏）動向調査 

欧米及びアジア圏の WLC に関する制度化の動向調査を実施した。 

＜欧米＞ 

欧米についてはヒアリングを主とし、行政担当者に制度策定の背景にある考え方等を調査し

た。 5 

 
表 1-10-1 海外（欧米）動向調査結果 

 
オランダ ヘルシンキ市 ロンドン市 デンマーク バンクーバー市 スウェーデン フランス 

1. WLC 算定 
タイミング 

建築許可時 建築許可時 建築許可時＋

竣工時 
竣工時 建築許可時 竣工時 建築許可時＋

竣工時 

2. 理由 ― ― ― 事業者・行政

双方の負担抑

制を念頭に、

既存の省エネ

規制との整合

を重視 

― • 省エネ規制と

の整合を重視 
• 計画値ではな

く実績値を把

握するため 

複数回確認す

ることで着実

にカーボン削

減につなげる

ため 

3. 活用方法 • 建築許可・不

許可の判断 
• 竣工時検査 

建築許可・不

許可の判断 
報告義務と目

安値の提示 
竣工時検査 報告義務と目

安値の提示 
竣工時検査 • 建築許可・不

許可の判断 
• 竣工時検査 

4. 上限値設定 
方法・水準 

基準設定時点

で 90％の建物

が適合する水

準 

• 公的住宅約

60 棟の約半

数が追加対応

なしで達成で

きる水準 
• 再エネ普及等

に応じてに段

階的な強化を

行っている 

業界主導団体

のデータを基

に設定 

約 100 件の実

例を基に追加

負担が生じな

い水準 

• ほぼ全ての建

物が追加対応

なしで達成で

きる水準 
• 現行「固定

値」と新規

「ベースライ

ンからの削減

量」の二本立

ての新基準を

検討中*1 

2025 年に上限

値規制を導入

予定だった

が、現在は

EPBD による

EU 規制との整

合を重視し、

2030 年直前の

導入を検討中

（2026 年国政

選挙後、新政

権意向によ

る） 

― 

5. OC や構造

耐力とのトレ

ードオフ 

OC は別規制 現行 EC 上限

値が緩いため

問題視されて

いない 

構造起因（OC
への影響小）

の EC 低減が

中心のため問

題視されてい

ない 

非地震国のた

め耐震性能の

問題は存在し

ない 

「ベースライ

ンからの削減

量」方式で建

物の特徴（耐

震性等）をト

レードオフに

せず評価が可

能 

• OC は別規制 
• 安全性能は

性能規定とな

っており、UC
削減を阻むも

のではない 

OC は別規制 

6. 中長期課題 
モジュール D 
長寿命建築 
再利用材 

長寿命化のた

めの算定期間

の変更は考え

ていないが、

計算者が長寿

命化施策を反

映してより長

い算定期間を

採用すること

は可能。 

長寿命化のた

めの（その他

政策判断によ

る）算定期間

の変更は考え

ていない 

長寿命化のた

めの算定期間

の変更は考え

ていない 

• 長寿命化の

ための算定期

間の変更は考

えていない 
• 再利用材は

排出量 0 とし

て計上可 

再利用材の活

用には最大

5％の上限値緩

和 

• モジュール D
は報告義務の

内容には含ま

ない 
• 算定期間は

一律 
• 再利用材は

排出量 0 とし

て計上可 

― 

7. データ管理 政府支援の財

団が管理 
― 業界主導の民

間 DB で管理 
分散型管理 ― 国が管理 民間 DB で管

理 
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＜アジア圏＞ 

アジアでも、欧米同様の調査項目についてヒアリングと机上調査を行った。 

 
表 1-10-2 海外（アジア圏）動向調査結果 

 
中国 香港 台湾 シンガポール 

0-1. 制度化 • 未対応 
• 一部特区で先行制度化が

進む 

未対応 未対応 未対応 

0-2. 指針・ 
認証制度 

• WLC 算定指針（国）あ

り 
• 緑色建築基準（民間）内

に評価項目あり 

HKGBC climate change 
framework、HK BEAM 
Plus（全て民間）内に EC
評価項目あり 

Low Embodied-carbon 
Building Rating（民間）内

EC に評価項目あり 

Green Mark（民間）内に

UC 評価項目あり 

1. WLC 算定 
タイミング 

認証制度の検討タイミン

グから、設計時が多いと

推測される。 

同左 同左 同左 

2. 理由 ― ― ― ― 

3. 活用方法 未調査（認証取得による

付加価値等と推測され

る） 

• 公共建築物では一定規模

以上の新築建物は一定ラ

ンク以上の BEAM Plus
取得義務あり 

• BEAM Plus 取得が容積

緩和、税制優遇に紐づく 

未調査（認証取得による

付加価値等と推測され

る） 

• 公民共に一定規模以上の

新築建物は一定ランク以

上の Green Mark 取得義

務あり 
• Green Mark 取得が建築

許可、容積緩和、補助金

受給に紐づく 

4. 上限値設定 
方法・水準 

― 上限値なし（climate 
change framework に任意

の目標値あり） 

― • 上限値設定方法は不明 
• 容易に達成できる水準 

5. OC や構造

耐力とのトレ

ードオフ 
（地下躯体の

取り扱い） 

― 香港全域における多様な

地盤条件により、基礎形

式にも大きな違いが生じ

る。基礎形式による EC の

有利不利を統一的に考慮

する手法がまだ確立して

いないため、算定対象か

ら除外した。 

地下躯体は評価対象外。 地下躯体は建物にとって

重要な基礎構造であり、

EC 削減のために数量を減

らす等、強度を犠牲にす

ることがないよう、シン

ガポール建築建設庁 
(BCA) の意向を受けて算

定対象から除外した。 

6. 中長期課題 
モジュール D 
長寿命建築評価 
再利用材 

― 認証制度内に再利用材評

価項目あり 
― 認証制度内に再利用材評

価項目あり 

7. データ管理 ― 民間 DB で管理（主要建材

のみ） 
― 民間 DB で管理（国外

EPD 事業者への登録が主

流） 

 5 
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＜サーキュラーエコノミーにつながる取り組みの評価事例及び実態調査＞ 

欧米及びアジアについて、サーキュラーエコノミーにつながる取り組みの評価事例及び実態

調査を行った。 
表 1-10-3 サーキュラーエコノミーにつながる取り組みの評価事例及び実態調査結果 

調査項目 論点 調査結果 

1 再利用材 

将来リユース/リサ

イクルしやすい材の

評価 
（優先的に採用させ

るインセンティブ） 

• 北米｜リユース・リサイクルしやすい建材の評価はまだ成熟してい

ないが、州や郡単位でリユース/リサイクルするためのディコンス

トラクションに関する条例や補助金制度が広がっている。 
• ロンドン｜ロンドンプランで提出が求められるサーキュラー・エコ

ノミー・ステートメントで、リユース/リサイクル材の使用目標率

が示されている。 
• ドイツ｜DGNB 認証制度内で評価される。DGNB 認証結果が融資に

紐づいているため、間接的にインセンティブが付加されている。 
• 香港｜BEAM Plus v2.0内で評価される。一定規模以上の公共建築物

には BEAM Plus ゴールドやプラチナランク取得義務であり、容積

緩和、税制優遇に紐づくため、間接的にインセンティブが付加され

ている。 
• シンガポール｜Green Mark 内で評価される。公民共に一定規模以

上の新築建物は一定ランク以上の Green Mark 取得義務であり、建

築許可、容積緩和、補助金受給に紐づくため、間接的にインセンテ

ィブが付加されている。 
再利用材の排出量を

ゼロまたは極めて少

なく計上する手法 

北欧のうちデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェ

ー、スウェーデンは再利用材の排出量をゼロとして計上して良い。 

2 長寿命化 
オランダでの評価期

間延長計算の位置づ

け 

制度上は原則デフォルトの参照年（住宅 75 年、非住宅 50 年）を用

いて MPG を算定するが、任意で参照年を延長する計算手法も認めら

れている。 

3 モジュール D 各国の記述内容 
ロンドン｜「ネット・アウトプット・フロー方式」（リユース/リサイ

クル/エネルギー回収のうち、建物で再使用されず外部に出ていく

分）で算定された排出量を D1 として表記する。 

4 
マテリアル 
パスポート、 
マテリアルバンク 

設計実務での 
普及状況 

 マテリアルパスポートのプラットフォームは複数（Madastar、
circuland、SUM4Re 等）市場に出回っており、先進事例や研究開発

プロジェクトでの使用実績が増えつつあるが、まだ一般的ではな

い。 
 マテリアルバンクの考え方は、使用中の建物に取り付けられている

建材を将来のリユース資材と見なすものと、再利用材を含むオンラ

イン上の流通市場自体をそれと見なすものの 2 種類が提唱されてい

る。前者については、施工実態に即した流通が成立するかは未調

査。 

5 GHG 以外の 
環境負荷 表示の拡大動向 

 各国制度において GHG 以外の算定、表示義務化の動きはない。 
 各国認証においては、BEAM Plus（香港）、LEED（米）、BREEAM
（英）がマルチクライテリア算定（BEAM Plus はうち 3 項目の削

減）を求めている。 

6 オフセット WLC 相殺が認めら

れるオフセット 
英｜特定の団体（ICROA、ICVCM）が発行するカーボンクレジット

で EC のオフセットが認められている。 

7 生分解性建材 普及への取り組み 

オランダ｜2030 年までに①30%以上の住宅が、30%以上のバイオベ

ース建材を用いて建設される、②30%以上の断熱材がバイオベース

材で作られる、③非住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて

建設されることを目標に市場構築のための補助金が投入されてい

る。対象素材は亜麻、麻、ナピアグラス（イネ科の植物）、藁、木。 

8 既存建物再利用 
既存建物再利用のサ

ーキュラリティー全

体における位置づけ 

デンマーク｜解体した建材の再利用ではなく、既存建物の再利用を

明確にサーキュラリティーの優先施策と位置付けている。 
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1-11.  海外各種基準や認証制度との国際協調 

海外各種基準や認証制度の改定の動向調査や、国際的な調査活動との協働を行った。 

 
表 1-11 海外各種基準や認証制度の改定の動向調査結果及び活動内容 

調査項目 論点 調査結果 

1 SBTi、IEA/EBC/Annex89、
GHG プロトコル等の動向 

SBT 企業版ネッ

トゼロ基準改定 

• 2025 年にパブリックコメントを経て 2026 年に発行予定。 
• 改訂案では、 

• 認証取得要件に進捗管理が加わる 
• 削減経路の選択が可能になる 
• スコープ 2 の再エネ証書は物理的に接続されたグリッ

ド供給エリア内での調達が加わる 
等の変更点が議論された。 

セクターガイダ

ンス公開動向 

• ビルディングセクターガイダンスが 2025 年に公開され、す

でに初の認定取得企業が現れている。また、申請中の企業も

複数存在する。 
• 他にも自動車業界ガイダンス等、多数のセクターガイダンス

が公開されているが、企業版ネットゼロ基準との整合を取る

作業が進められる予定。 

Annex89 専門家

会議への調査協

力 

• 10 月に Annex 89 が各国への調査開始。日本も WG にて調査

協力している。 
• 11 月のエキスパート・ミーティング参加（ノルウェー）。 

GHGプロトコル

改定 

• スコープ 2 の再エネ供給に関して時間マッチング（同時同量

供給）、物理的に接続されたグリッド供給エリア内での調達

等、厳しい要件が追加される可能性が示唆された。 

 5 
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1-12.  海外のエンボディドカーボンに係る取組みと効果に関する調査 

海外各国の EC に係る取り組みとそれらが建築物に係るステークホルダーに及ぼした行動変容

に関する調査をヒアリング及び机上調査にて行った。 

 
表 1-12 建築物に係るステークホルダーの行動変容まとめ 5 

立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

事業者 

北米 
（総括・共通事項） EPD 施策 

• 環境イメージを重視する大学、データセンタープロジェ

クトで LCA への関心が高い。 
• 住宅や小規模案件ではコスト制約から導入は限定的。 

 マサチューセッツ州 ― • LEED や ILFI 等の環境認証制度も LCA 実施の後押しとな

っている。 

 バンクーバー市 報告制度 • 制度の数値基準の根拠や水準設定に透明性を持たせるこ

とで、理解が広がりつつある。 

EU+ロンドン市 報告制度 
建築物上限値規制 

• 先進的な事業者の間では既存建物の活用や材料再利用、

低炭素建材の採用を事業判断に組み込み、プロジェクト

初期から WLC 目標を設定する動きが強まっている。 

 オランダ 建築物上限値規制 

• MPG が義務的に算出する値ではなく、より高い環境性能

をアピールする指標として受け止められ始めており、入

札要件に盛り込まれている場合もある。包括的なサステ

ナビリティを達成するため、環境認証制度の併用も増え

ている。 

 ドイツ ― 

• 既存利用、改修、建材再利用の可能性を検討する機会が

増えた。 
• EU の政策を背景に、LCA 実施や LCA を ESG 戦略に統合

する動きもある。 
• LCA 専門家の参画を事業体制に組み込む機会が増えた。 

 フランス 建築物上限値規制 

• 上限値規制は義務であるため、事業主はプロジェクトの

基本構想、コスト計画、設計への影響を受け入れてい

る。大手デベロッパーは社内に ESG の部署を抱えたり、

特定の専門家と組むことを前提としている。そのための

費用確保にも前向きな姿勢。 

建築 
設計者 

北米 公共調達 
建材上限値規制 

• 公共調達要件や州・都市の報告/規制制度を背景に、特に

構造に焦点を当てた LCA が設計プロセスの一部として導

入され始めている。 
• そのためのコストや LCA コンサルタント等の専門職が増

えている。 

 カリフォルニア州 建材上限値規制 

• EPD が普及していることから、建築物上限値規制よりも

建材上限値規制を選択するケースが多い。LCA への関心

が高い事業者（教育施設、データセンター）のプロジェ

クトでは、設計初期段階から構造エンジニアを主体とし

た LCA が実施されている。 

 バンクーバー市 報告制度 

• LCA 実績の蓄積を基に建物用途別の排出量の分布が明ら

かになりつつあり、これを実務的な参照基準として活用

しながら設計プロセスの一部として LCA 分析を行うこと

が浸透しつつある。 

EU+ロンドン市 報告制度 

• より設計初期段階での LCA が一般化している。 
• 木質材料や低炭素建材、既存建物活用などを比較検討が

増えている。 
• LCA 専門家や BIM マネージャー等新たな専門職の役割も

増えている。 
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立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

 ロンドン市 報告制度 

• コストコンサルタントや積算士（QS）との連携が強化さ

れている。 
• 民間主体のガイダンスの発行が盛んで、知見の共有が活

発に行われている。 

 オランダ 建築物上限値規制 
• 設計初期段階での LCA専門家を交えた LCA実施が検討、

申請プロセスの一体化につながっている。 
• BIM の活用も見られ始めている。 

 ドイツ 

融資・補助金

（DGNB 認証＋

QNG 認証取得によ

る融資獲得） 

• 低炭素建材として、木、木質ハイブリッド構造、低炭素

コンクリート、グリーンスチール、バイオベース材料等

（特に木質系建材）が検討されるケースが増えている。 
• 材料効率の観点からモジュール建築やプレファブ建築へ

の関心も高まっている。 

 フランス 建築物上限値規制 

• EC 最適化のために構造システム（木/混合システム、低

炭素コンクリート、材料効率）、内外装、INIES を用いた

建材選択を検討することが一般化している。上限値遵守

自体は左程難しくないという認識が浸透し、設計事務所

が自身の LCA 能力をアピールする声も大きい。 
• 低炭素に配慮した構造と外装設計に検討することが増え

た。 
• 木材の採用が増えている。 

構造 
設計者 

北米 ― 

• 環境データの整備や SE2050※の影響を背景に、構造設

計者は設計初期から LCA 分析に関与し、材料比較や構造

最適化を通じて低炭素設計を主導する役割が強まってい

る。 

EU 報告制度 
建築物上限値制度 

• エンボディドカーボンが設計判断に直結する中で、構造

設計者は材料効率やプレファブ化、木質ハイブリッド構

造などの低炭素構造技術の検討を主導する役割を担って

いる。 

 ロンドン市 報告制度 • 民間の各分野のガイドライン発行が盛んに行われるよう

になり、構造設計者もその動きを主導している。 

設備 
設計者 

北米 

― 

• 建材中心の政策や環境データ不足の影響により、設備設

計者の LCA 対応は他分野に比べて遅れており、関与は現

時点で限定的である。 
• 民間主導でガイダンス（米 ASHRAE 240P、英 CIBSE 

TM65 等）が発行され始めている。 
EU+ロンドン市 

施工者 

北米 公共調達 
報告制度 

• 低炭素建材調達要件への対応を背景に、施工者は EPD 付

き資材の調達管理やサプライヤーとの早期調整を行いな

がら、設計・調達との連携を強化する必要が高まってい

る。 
• 建材の実数量・データを把握しているため、LCA 分析に

おいて鍵となる立場であることが認識され始めている。

クラウド型等、数量・材料データの管理方法も広がりを

見せている。 

EU+ロンドン市 上限値規制 
• 施工者は数量情報や実装条件の調整に加え、プレファブ

化や再利用材料の活用を通じて施工効率と低炭素化を両

立する役割が強まっている。 

建材 
製造者 北米 公共調達 

• Buy Clean型公共調達を背景に鉄鋼、コンクリート、アス

ファルト等主要建材の EPD 整備と低炭素製品開発が進展

している。  
• その他建材や設備の EPD は乏しく、整備を進めるに当た

り加工業者やファブリケーター等を含めたサプライチェ

ーン全体でのデータ共有の枠組みを構築する必要があ

る。 
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立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

 連邦 EPD 施策 

• 中小企業に対して、講習会や個別相談等の技術提供、業

界団体から EPD 生成ツールや平均データの提供を行う等

の支援策を講じることで中小企業の EPD 作成の支援にな

っている。 

EU 建築物上限値規制 

• 建材製造者では個別製品 EPD の整備が一般化し、低炭素

建材やリユース材を含む循環型サプライチェーンの構築

が進んでいる。また、国家データベースの整備や規制の

影響により、特にコンクリート分野では低炭素材料への

転換が加速している。 

 ロンドン市 
報告制度（サーキュ

ラーエコノミーステ

ートメント） 

• 再利用型材料の市場が急成長し高付加価値が付く製品も

登場した。 
• スクラップ材等「供給制約のある資源」の多用による弊

害も提唱され始めた。 

 オランダ 建築物上限値規制 

• 製品固有 EPD が製造者の競争力の原動と見なされ増加し

た。急速な拡大を支えたのは、EPD 発行、第三者検証、

データ連携を可能としたデジタル制度基盤。 
• 低炭素建材の技術改善や新規開発も活発化している。 

 ドイツ ― • EPD 整備と ÖKOBAUDAT への登録が一般化している。 

 フランス EPD 施策 

• EPD（フランスでは FDES）を INIES に登録しなければ

採用されないため、EPD 作成の強い動機となり整備が進

んでいる。特に低炭素コンクリート EPD への移行が進ん

でいる。 
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第 2章 中長期戦略・情報発信 

2-1.  建築物の WLCA による中長期戦略 

建築物の WLCA が共通の評価・意思決定の軸として、脱炭素・資源循環・技術革新・人材・

市場・地域をつなぎ、環境性能の向上が社会的便益や経済的価値として評価され、その価値が

再び環境投資や社会基盤の強化に還元されることで、環境・経済・社会が相互に関係し、持続5 
的かつ自律的な好循環の創出を目指す。 

 
図 2-1-1 建築物の WLCA による中長期戦略 

 

建築物の WLCA は、多様な環境負荷をライフサイクル思考で、環境・社会・経済の三側面を10 
統合的に検討するための基盤として捉えられる。脱炭素・省エネ・省資源や資源循環による環

境負荷の低減と建築物の備えるべき性能との両立を図るとともに、技術革新と人材の力を活か

し、市場による適正な評価を通じて、地域と連携した持続可能な価値の好循環を創出する。そ

の実現に向け、以下の目指すべき 6 つの社会像を整理した。 

 15 
図 2-1-2 目指すべき 6 つの社会像 

建築物のWLCA
(Whole Life Carbon 

Assessment)

環境・社会・経済の持続可能な好循環の創出

脱炭素

資源循環※2

技術革新

人材

市場

地域

※2  本資料における「資源循環」とは、建築物を構成する建材・部材等の物質的資源の循環を指し、人的資源や知的資源等
の非物質的な資源は対象としない。

※1  ホールライフカーボンアセスメント（Whole Life Carbon Assessment, WLCA）：
建築物のライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を、ライフサイクルアセスメント（LCA）の考え方を踏まえ、
体系的に算定・評価する手法

1. 脱炭素

2. 資源循環

3. 技術革新

4. 人材

5. 市場

6. 地域

目指すべき6つの社会像
建築が脱炭素社会の基盤として機能する社会

資源が循環し、既存建築ストックが価値を持ち続ける社会

革新技術により高品質で効率的に建築が供給かつ運用される社会

多様な人材が建築分野で持続的に活躍できる社会

建築の環境性能が正当に評価され市場価値として認識される社会

建築が都市・地域スケールでの課題解決に貢献する社会
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図 2-1-3 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 1 

 

 

図 2-1-4 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 2 5 
  

1. 脱炭素
目指すべき社会像
建築が脱炭素社会の基盤として機能する社会
目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAが、GHG削減・省エネ・省資源を通じて、社会
と産業のGXを牽引する基盤となる

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
建築物LCCO₂削減を制度的に位置づけ、省エネ・省資源・炭素貯蔵等を含む建築物の
WLCAの在り方や建築が持ち合わせるべき性能である耐震性・レジリエンス・ウェルネ
ス等との両立や優先順位を含めた統合的な評価の枠組みを、エネルギー・資源安全保障
の観点も踏まえて検討する。あわせて、建材および建設産業のGX連携を通じて、建材の
製造から設計、施工、運用に至るまで、各ステークホルダーによるサプライチェーン全
体の脱炭素化を目指す。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
上流から下流に至るサプライチェーン全体の脱炭素化を実現するとともに、国際標準と
の整合性を確保しつつ、アジア諸国等との連携・展開支援を通じて、国際的な取組を牽
引することを目指す。

2. 資源循環
目指すべき社会像
資源が循環し、既存建築ストックが価値を持ち続ける社会

目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAが、資源循環や長寿命化の評価軸を取り入れ、
循環型社会の形成を支える

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
時代の変化に伴って求められる建築性能や商品価値の変化を継続的に捉えながら、改修、
維持管理、分解可能な建材/解体可能な工法、リユース/リサイクル、自然へのインパクト
を考慮した評価体系の整備およびマテリアルパスポート等の資源循環促進に寄与する
データ基盤の構築を目指す。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
サーキュラーエコノミーや資源循環、自然循環に関する世界的潮流を踏まえ、産官学が
連携し、建築物の資源循環や長寿命化に関するデータの整備・共有・活用の枠組みを整
備することで、既存ストックの持続可能な価値を可視化し、資産価値の向上や地域貢献
につながる資源循環の取組の定着を目指す。
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図 2-1-5 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 3 

 

 

図 2-1-6 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 4 5 
  

3. 技術革新
目指すべき社会像
革新技術により高品質で効率的に建築が供給かつ運用される社会

目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAが、革新技術と連動し、品質や付加価値の高い
建築物を効率的かつ持続的に供給する仕組みとして機能する

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
革新技術やライフサイクル思考の分野横断的な先進的設計・評価手法の効果を見極めた
上で、建築物のWLCAへの導入の是非を検討するとともに、BIM・AI・IoT等のデジタ
ル技術を活用し、効率的かつ実務に即した実装を目指す。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
革新技術や先進的設計・評価手法を国際評価基準に適合した形で活用するとともに、日
本発の建築物のWLCAを軸としてアジア諸国等へ展開することで、国際競争力の強化と
付加価値の向上を目指す。

4. 人材
目指すべき社会像
多様な人材が建築分野で持続的に活躍できる社会

目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAが、教育・資格・研究の共通基盤となり、専門
人材の育成と国際連携を促進する

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
建築物のWLCAに関する大学・高専・専門学校等の教育課程への導入、ライフサイクル
思考の統合マネジメント能力を有する設計者や施工者の育成、認証機関や関連制度と連
携した資格制度の確立、中小企業への技術支援、国民・エンドユーザーを含む幅広いス
テークホルダーへの情報発信等を通じて、多様な人材および専門人材の二軸による育成
を目指す。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
教育・研究機関、産業界、国際機関が連携し、人材ネットワークの形成や、資格制度な
らびに教育・支援の枠組みの普及・定着を図る。これにより、中小企業やエンドユー
ザーを含む幅広い主体への知識・技能の浸透と人材循環の促進を目指す。
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図 2-1-7 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 5 

 

 

図 2-1-8 建築物の LCA により目指すべき 6 つの社会像と中長期戦略 6 5 
  

5. 市場
目指すべき社会像
建築の環境性能が正当に評価され市場価値として認識される社会
目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAが、不動産鑑定や情報開示などの評価要素となり、
WLCAによる便益の可視化を通じて、海外展開、地域活性化を含む
成長戦略に貢献する

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
建築物のWLCAを設計・調達・開示段階における意思決定プロセスに反映し、公共調達、
金融機関・投資家、エンドユーザーによる不動産価値の評価要素となることを目指す。
あわせて、WLCAを通じた投資価値、環境価値および健康影響等に関する便益の可視化
を図り、成長投資と整合した企業・建築物の価値向上に資する取組を促す。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
不動産鑑定評価制度と整合し、建築性能・環境性能・社会価値を一体的に評価する市場
の形成に貢献するとともに、企業価値・資産価値への恒常的な組み込みを通じて、海外
展開や地域活性化を含む成長戦略への波及を目指す。

6. 地域
目指すべき社会像
建築が都市・地域スケールでの課題解決に貢献する社会

目指すべき社会像を達成するための戦略の方向性
建築物のWLCAを起点として都市・地域スケールへと拡張し、地
域資源、再生可能エネルギー、分散型電源等の価値を正当に評価
し、都市・地域全体の脱炭素化と資源循環の取組を推進する

中期戦略（2035～2040） 制度化・実装・普及
都市・地域スケールにおけるWLCAの試行を通じて、建築物単体の評価を都市・地域ス
ケールへ段階的に拡張する。あわせて、再生可能エネルギー、地域資源、分散型電源、
モビリティ、スマートシティ等を考慮した評価のあり方を整理する。

長期戦略（～2050） 制度成熟・社会浸透・国際連携
都市・地域スケールにおけるWLCAの目的や手法の整理・高度化を図り、都市・地域レ
ベルのカーボンニュートラルに関する検討において、WLCAの活用が定着することを目
指す。
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経済・金融主導の外部からの要請を重要な契機としつつ、各ステークホルダーが相互に連携

し、建築物の WLCA に関する取組の評価・可視化、イノベーション、市場価値へと連なる価値

創出の連鎖を形成するという視点の下、建築物の WLCA の社会浸透によって各ステークホルダ

ーが享受することが期待される価値と、建築物の WLCA の中長期戦略における主な役割を整理

した。 5 

 

図 2-1-9 ステークホルダーが享受できる価値と期待される主な役割 

  

建築物WLCAの中長期戦略
における主な役割

建築物WLCAの社会浸透によって
享受が期待される価値ステークホルダー区分

WLCAに関連する制度整備・標準化・産業横断的
GX推進・公共調達へのWLCA導入・国際連携

国全体の脱炭素推進・GX関連産業の育成・建築
技術の向上・国際競争力向上1. 国

WLCAに関連する地域計画・条例整備・地域GX推
進

地域の環境ブランド強化・再エネや資源循環によ
る地域経済の活性化・市民満足度向上2. 自治体

WLCAを含む環境総合性能評価手法の開発・算定
基準の高度化・国際比較研究

学術的成果の向上・国際発信力の強化・研究資金
の拡大・教育との連携強化3. 研究機関

設計段階のWLC削減・WLCAを活用した設計手法
の開拓・建築性能の最適化

設計品質や競争力向上・顧客からの信頼獲得・新
しい業務領域の拡大4. 設計者

施工段階のWLC削減・低炭素資材選定・資源循環
を考慮した施工や解体の実証

環境対応入札での優位性・技能者教育の高度化・
ブランド力向上5. 施工者

低炭素建材・再生材の開発・EPD整備・製造プロ
セスの脱炭素化

製品差別化・新市場参入・海外展開強化・サプラ
イチェーン内での地位向上6. 建材・設備メーカー

WLCAを基にした建築事業判断・建築価値の可視
化・既存建築物の活用・更新の推進

WLCAを基にしたスコープ3対応等の高付加価値
のある不動産形成・資産価値向上・環境投資誘
引・リスク低減・社会的信頼獲得

7. 建築主
（不動産・デベロッパー等）

WLCAを活用した投融資や市場形成投資リスクの低減・脱炭素ポートフォリオの構
築・国際金融基準適合・持続的リターン確保8. 金融・投資機関

WLCAの価値理解・行動変容・地域参加ウェルビーイングの実現・エネルギーコスト削
減・地域貢献実感・価値ある建築の選択9. 市民・エンドユーザー

WLCAに関する自主基準・ガイドライン整備・業
界代表データの整理・普及推進

業界内の共通認識形成・自主的な標準化推進によ
る影響力強化・業界全体の競争力向上10. 業界団体

WLCAに基づく第三者認証・検証の実施・算定お
よび評価プロセスの品質確保

第三者認証・検証による信頼性確保・国際制度、
金融・開示との連携強化11. 認証・検証機関

WLCAに関する教育・人材育成・社会啓発・報道教育の質向上・産学連携拡大・社会的評価の向
上・環境リテラシーの普及・次世代人材の輩出12. 教育・普及機関

WLCAに関する国際基準・フレームワークの策
定・更新・各国制度との整合促進・知見共有およ
び国際連携の推進

国際的な比較可能性・信頼性の向上・各国政策や
市場との整合確保・国際的な脱炭素・資源循環の
加速

13. 国際機関
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図 2-1-10 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 1 

 

参照元（2026.1時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.mlit.go.jp/rep
ort/press/house04_hh_00
1327.html

建築物の省エネ性能の一層の向上と、
ライフサイクル全体でのカーボン評
価の促進を両輪として、住宅・建築
物分野の脱炭素化を制度的に加速さ
せる方向性を示した答申。

国土交通省
社会資本整備審議会建築分科会
今後の住宅・建築物の省エネルギー対
策のあり方（第四次答申）「脱炭素社
会の実現に向けた建築物のライフサイ
クルカーボン評価の促進及び省エネル
ギー性能の一層の向上について」, 
2026.1

資料1
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図 2-1-11 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 2 

  

参照元（2026.1時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.mlit.go.jp/
policy/shingikai/house
05_sg_000302.html

2050年を見据え、脱炭素や人口
減少などの社会変化に対応する
ため、既存ストック活用や人
材・技術・制度の強化を柱とす
る建築分野の中長期的な方向性
を整理した報告。

国土交通省
社会資本整備審議会建築分科会
「建築分野の中長期的なビジョン
の策定に向けて～中間的なとりま
とめ～」, 2026.1

資料2
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図 2-1-12 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 3 

  

参照元（2025.10時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.meti.go.jp/shi
ngikai/sankoshin/shin_kiji
ku/pdf/20250603_1.pdf

2040年を見据えた新たな経済産業政
策の方向性を示し、成長投資・人
材・地域・デジタル・GXの総合的戦
略を整理した中間整理報告。

経済産業省
経済産業政策新機軸部会
第４次中間整理
「～ 成長投資が導く 2040 年の産業構
造 ～」, 2025.6

資料3
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図 2-1-13 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 4 

 

図 2-1-14 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 5 

参照元（2025.10時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.mlit.go.jp/totik
ensangyo/content/001404
752.pdf

ESG要素を不動産鑑定評価に反映す
るための枠組みを整理。ESG配慮が
市場・投資・資産価値に与える影響
を検証。

国土交通省不動産・建設経済局
「不動産鑑定評価における ESG 配慮に
係る評価に関する検討業務」報告書, 
2021.3

資料4

ＥＳＧの配慮が不動産の価値に影響しうる
ことが判明したが、現状ＥＳＧ関連情報
の収集、評価、開示に関して十分であると
は言えないことや、鑑定評価で扱う数値化
できる情報が限られていること等の理由
により、不動産鑑定評価においてＥＳＧの
要素を反映するには、より多くの確実な
データの蓄積と分析等が必要である。
ＥＳＧ配慮に関する動きは急であるため、
不動産鑑定士は、ＥＳＧに関する「リテラ
シー」を高め、価格形成要因としてのＥＳ
Ｇ要因、最有効使用の 判定、収益還元法
などの評価手法の中でどのように反映しう
るかについて、鑑定評価を意識して 検討
していく必要がある。
（一部要約の上、報告書より引用）

参照元（2026.1時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.fsa.go.jp/singi
/singi_kinyu/tosin/202601
08.html

サステナビリティ情報（ESG・気候
変動等）の信頼性・比較可能性の確
保に向け、開示制度と第三者保証の
あり方を整理・提言

金融庁金融審議会
「サステナビリティ情報の開示と保証
のあり方に関するワーキング・グルー
プ」報告, 2026.1

資料5
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図 2-1-15 中長期戦略案を作成する上で参考とした 6 つの資料 6 

  

参照元（2026.1時点）資料の概要中長期戦略案を作成する上で
参考とした資料No.

https://www.wbcsd.org/re
sources/a-global-
framework-to-measure-
manage-and-
communicate-business-
circularity/?submitted=tru
e

企業が循環性（Circularity）を「測
る・管理する・伝える」ための国際
的に統一されたフレームワーク（プ
ロトコル）を提供。企業の資源循
環・サーキュラー経済への移行を加
速させ、投資家・ステークホルダー
に比較可能で信頼性の高い情報を提
供。

WBCSD
「Global Circularity Protocol for 
Business (GCP) v1.0」, 2025.11

資料6

概要Scope

自然環境との直接的な流
入・流出（資源採取、排
出・放出等）

Scope A

組織への直接的な流入・
流出（調達、製品・サー
ビスの提供等）

Scope B

組織のバリューチェーン
全体において発生する間
接的な流入・流出

Scope C

組織の活動が、バリュー
チェーン外の経済システ
ムにおいてもたらす循環
性への貢献（今後開発予
定）

Scope D

1. 循環パフォーマンス評価
（Circular Performance 
Assessment）
2. 循環の価値・影響評価（Value 
and Impact Assessment）の 2カ
テゴリー・4モジュールに体系化

1.1 Close the Loop
循環率(リユース/リサイクル)
1.2 Narrow and Slow the Loop
資源効率（リデュース、実際の利
用期間）
2.1 Value the Loop
経済価値（循環が生む収益・生産
性・付加価値）
2.2 Impact of the Loop
環境・社会影響（脱炭素・自然・
雇用などへの影響）
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2-2.  日本型 WLCA の情報発信 

地震国や既存ストック・改修への対応等の日本における LCA の特徴や強みを踏まえた評価の

あり方や日本企業の低炭素資材・設計施工技術を踏まえた WLC 削減技術を積極的に発信した。 

 
図 2-2-1 日本型 WLCA の国内発信 5 

2025 年 11 月 27～28 日にノルウェー・トロンハイムの NTNU（ノルウェー科学技術大学）で、IEA EBC Annex 

89 の第 5 回全体ミーティングが開催された。4 つのサブタスクのそれぞれについてセッションが設けられ、進捗

報告が行われた。 

日本は今回から正式に参加。初日冒頭に日本の状況について 20 分ほどプレゼンを行い、日本の取組に関する

情報発信および海外最新動向を収集した。 10 

 

図 2-2-2 日本型 WLCA の海外発信 

【参考URL】https://taikai2025.aij.or.jp/

<2025年度>
日本建築学会大会[九州]

[ゼロカーボンビル推進会議関連で発表]
建築物ホールライフカーボン評価に関する研究 9 月10 日（水）連報発表
その 1 J-CAT の開発背景と概要 発表者：伊香賀俊治（住宅・建築 SDGs 推進センター）
その 2 建材データベースの現状と今後 発表者：清家剛（東京大学）

その 3 ホールライフカーボン評価をめぐる海外動向 発表者：堀井めぐみ（日建設計）

その 4 J-CAT を用いたケーススタディ 発表者：久保木真俊（日建設計）

その 5 外装設計に関する事例分析 発表者：木野内剛（日本設計）

その 6 建築設備と空調フロン漏洩を含めた事例分析 発表者：呉光正（熊谷組）
モジュールDの将来的な取り扱い方、大規模開発における解体の環境影響評価、データベース
における波及効果設定の考え方など、多様な視点による活発な質疑応答が実施された。

日 時：2025年9月9日（火）～
9月12日（金）

主会場：九州大学伊都キャンパス

ゼロ・エミッションラボ（会場）の前で集合写真（Annex89 メンバー） 海外への情報発信・情報収集
出典: IEA EBC Annex89 https://annex89.iea-ebc.org/
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IEA EBC Annex 89 は、OECD の枠内における自律的な機関として設立された国際エネルギー機関（IEA）の

Energy in Buildings and Communities Programme EBC）における技術協力プログラム（Annex）の一つで、建物のラ

イフサイクル全体での「ネットゼロ（正味ゼロ）」を達成するための具体的な行動に焦点を当てた国際共同研究

プロジェクトである。今回は通算 5 回目のミーティングであった。二日間の会議では、Annex 89 内に設けられた

4 つのサブタスクのそれぞれについてセッションが設けられ、進捗報告が行われた。いずれのサブタスクにおい5 
ても、各国の状況や制度について把握するためのアンケート調査に関する状況報告がメインであった。日本は今

回から正式参加ということで、日本の状況について 20 分ほどプレゼンする機会をいただいた。その他に、コー

ヒーブレークなどで各国のエキスパートから様々な助言を得ることができた。 

会場はノルウェー第 3 の都市トロンハイムにある、NTNU（ノルウェー科学技術大学）の ZEB ラボラトリー※

のミーティングルームで行われた（※Zero Emission Building の略）。参加者はおおよそ 35 名＋オンライン 4-5 名10 
であった。 

全体を通じて、日本での取組が相対的に進展していることと同時に Anex89 の Subtask1～Subtask4 への調査協

力への期待が高いことが非常に伝わってきた（恐らく、Annex に参加している国・地域の中でも既にかなり温度

差があり、収集データが十分に集まっていないこと、これから Annex89 の最終報告にあたり欧州・米国以外の地

域からの事例・データを欲している部分もあるかと思われる）。 15 
以下、得られた情報の中でも特に重要と思われるポイントを列挙する。 

【評価期間について】 

欧州では評価期間を 50 年に統一する動きがある。この妥当性についてドイツとフィンランドの有識者に質問

したところ、評価期間 50 年というのは、対象建築物をモデル化し供用期間 50 年としているだけであるとの回答

であった。また、欧州では 50 年後に省エネ性能向上を伴う大規模改修を行う場合が多く、すなわち、50 年後以20 
降のオペレーショナルカーボンの算定が実質不可能であるため、仮想的な評価期間として 50 年という数字は妥

当ということであった。 

【届出のタイミングについて】 

フィンランドでは、「着工前の届出＋着工後の修正」という制度にする方向性で 10 年ほど業界との調整を試み

てきたが、負担軽減を求める業界の意見が最終的には通り、着工後の届出になったという経緯がある。 25 
【モジュール D の扱いについて】 

EUの案（パブコメで公開されていた資料含めて）は、モジュール Dも WLCに含めているように見えるが、誤

り。参考情報で併記のために独自算定を提示しているにすぎない。ただし、国によっては自国の制度において

WLC に組み込む可能性はあり、EU としてはそれも許容するだろうとのこと。 

【炭素貯蔵量の扱いについて】 30 
ダイナミック LCA にも関連するが、エンボディドカーボンの中でも木材の扱い方にかなり皆さん関心がある

印象であった。なお、参加していた多くの研究者がダイナミック LCA に反対していた。その理由として、「CO2

排出量は連続的なものであり、期間を区切ることは理に反する」や「特定の業界に便益を図るような仕組みはよ

ろしくない」という声があった。 

  35 
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図 2-2-3 日本型 WLCA の海外発信 1 

 

 
図 2-2-4 日本型 WLCA の海外発信 2 5 

 

【参考URL】Ecobalance2024 HP https://ecobalanceconference.org/index.html

＜2024年度＞

<2025年度>
SBE25 Tokyo 9月24-25日開催
口頭発表やポスター発表を実施。制度への将来対応、海外
製品対応、削減ポテンシャル等の質問があり、日本の建築
業界におけるWLCA取組に対する関心の高さが伺えた。

EcoBalance 2024

【参考URL】SBE25 Tokyo HP https://www.sbe25tokyo.jp/

EcoBalance 2024発表ポスター

2024年度はEcoBalance 2024の国際会議でのポスター発表

地震国や既存ストック・改修への対応等の日本におけるLCAの特徴や強みを踏まえた評価
のあり方や日本企業の低炭素資材・設計施工技術を踏まえたWLC削減技術を積極的に発信。

【参考URL】Ecobalance2024 HP https://ecobalanceconference.org/index.html

＜2026年度（予定）＞

<2025年度予定>

WSBE26 6月10-12日オーストラリア・メルボルン開催

【参考URL】WSBE26 HP https://www.wsbe26.org/

地震国や既存ストック・改修への対応等の日本におけるLCAの特徴や強みを踏まえた評価
のあり方や日本企業の低炭素資材・設計施工技術を踏まえたWLC削減技術を積極的に発信。

ゼロカーボンビル推進会議関連での以下の投稿などを予定
温室効果ガスの多様な削減戦略に対応する建築物ホールライフカーボン算定ツールの開発
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2-3.  成果まとめ 

1. 建築物の WLCA における中長期戦略 

1.1 建築物の WLCA を、制度・市場・技術・人材をつなぐ社会実装の基盤として位置づけ、

2050 年を見据えた目指すべき社会像や戦略の方向性を整理 

1.2 中期戦略（～2040 年）を「制度化・実装・普及」、長期戦略（～2050 年）を「制度成熟・5 
社会浸透・国際連携」と位置づけ、時間軸ごとの戦略の違いが明確になるように構成 

1.3 脱炭素に加え、資源循環、技術革新、人材、市場、地域といった複数の価値が建築物の

WLCA によって創出することを重視 

1.4 建築物の WLCA の社会浸透によって各ステークホルダーが享受することが 期待される価値

と主な役割を整理 10 
 

2. 日本型 WLCA の情報発信 

2.1 日本建築学会大会における対外発表等、国内における情報発信を実施 

2.2  IEA EBC Annex 89 への参画、SBE25 Tokyo における対外発表等、海外に向けた情報発信を

実施 15 
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第 3 章 ツール開発 

3-1.  J-CAT-戸建の開発 

公開済の J-CAT-建築で未対応の戸建住宅の建築物ライフサイクルカーボン算定用ツール、「J-

CAT-戸建」の開発に 2025 年度着手した。試行版を経て 2026 年 5 月に正式版公開予定。 

 5 
図 3-1-1 J-CAT-戸建の開発 1 

  

【参考】

J-CAT 正式版
（一般建築）

アップフロント

オペレーショナル CASBEE-建築

建築学会LCA指針

一般建築ソフト

J-CAT 
戸建住宅

アップフロント

オペレーショナル CASBEE-戸建

建築学会
LCA指針

戸建ソフト瓦

畳

スケジュールと検討事項
１）標準算定法の開発スケジュール

25年8月β版完成、ケーススタディ開始
25年11月試行版公表・パブコメ募集
26年5月正式版公表（予定）

２）5社によるケーススタディの実施・検証
＜鉄骨造＞積水ハウス
＜鉄骨造＞旭化成ホームズ
＜木 造＞三井ホーム
＜RC  造＞大成建設ハウジング
＜在来木造＞安成工務店

３）デフォルトで優先し作成すべき複合原単位整備
ケーススタディ・パブコメのご意見への対応

４) 冷媒漏洩の取り扱い
シートは用意。ただし当面は漏洩なしとする

５）超簡易／簡易／詳細算定の検討（次年度以降）
超簡易算定：CASBEE組込のイメージ
簡易算定：入力項目の絞込＋係数利用のイメージ
詳細算定：AIJ-LCA戸建のイメージ
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J-CAT-戸建試行版ケーススタディ結果・パブコメを踏まえ、正式版の操作マニュアル・算定ソ

フトを整備した。 

 

図 3-1-2 J-CAT-戸建の開発 2 

 5 

J-CAT-戸建 β版・試行版を用い、委員５社にて試行評価を実施。ソフトの改善点、要解説項目

等を抽出し、これを反映し正式版ソフトおよびマニュアルを整備した。 

 

ケーススタディ実施・検証スケジュール 

J-CAT-戸建標準算定法 β版の配布（2025 年 8 月） 10 
１）25 年 8 月 β版配布（委員５社） 

２）STEP1 課題、ご意見・ご要望提出と対応 

 ・ソフト・解説について検討・対応の上、委員社へ 11 月中・下旬にフィードバック 

J-CAT-戸建標準算定法試行版の公表（11 月） 

３）25 年 11 月試行版一般公開・パブコメ開始 15 
４）STEP2 試行版試算結果およびご意見・ご要望提出 

 ・ケースタディ５社個別に試算結果の確認、ご意見等ヒアリング実施（1 月） 

 ・パブコメで提出されたご意見等の整理 

５）ご意見・課題等への対応検討 

 ・標準版公開用ツールへの反映＋検証用ツールへの反映等 20 
 ・ソフト・解説について検討・対応の上、作成 

J-CAT-戸建標準算定法正式版ソフト・マニュアルの公開（2026 年 5 月予定） 

作成スケジュール
①2026年 1月 ケーススタディ及びパブコメ結果の検証、対応検討
② 2月 正式版ツール・マニュアル作り込み
③2026年 3月 日本建築学会 理事会にて建築学会とのライセンス契約締結
④ 5月 正式版公開予定
操作マニュアル 算定ソフト

①EPD選択機能・EPDリストの表示
②対象工事項目の精査

地盤改良、外構
③複合原単位等の充実
・新規建材の追加
（杭、表層改良、金属屋根材、ALC板、樹

脂サッシ、アルミ樹脂複合サッシ、シス
テムフロア、バルコニー手摺、給湯器、
照明機器、エアコン 等）

・細目に応じたコードの追加
・製材・集成材等の入力単位の追加④複合

原単位の更新周期・修繕率の設定
⑤詳細算定結果表示の調整

序.本マニュアルの目的とJ-CAT-戸建 標準算定法の位置づけ
1. J-CAT-戸建の概要

1.1 J-CATシリーズの開発経緯
1.2 J-CAT-戸建 標準算定法の構造と算定ツール
1.3 J-CAT-戸建 標準算定法の構造と算定ツール

2. J-CAT-戸建 によるライフサイクルカーボン算定の方法
2.1 標準算定法による算定の基本的な流れ
2.2 ライフサイクルカーボン（LCCO₂）算定の仕組み
2.3 算定対象範囲
2.4 算定に用いる設計情報の仕訳
2.5 算定ツールへの入力
2.6 算定結果の表示・確認
2.7 算定結果の活用

3. 入力に関する支援情報
3.1複合原単位コード一覧
3.2 資材と複合原単位コードの対応
3.3 サンプル見積書を用いた仕訳の例

4. 算定事例【木造住宅】
4.1 算定事例の概要と対象建物
4.2 資材展開表からの複合原単位への仕訳例
4.3 使用段階の入力例
4.4 算定結果

附．用語解説
関連する主なツール・ガイドライン
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ケース 

木造２×４（入力精度の異なる３ケース）、木造軸組、軽量鉄骨造（２例）、RC 造（PC） 

 

検証のポイント 

＜ツール・マニュアル＞ 5 
・入力精度に関する検証（物量を拾いづらい項目、金額比率算定の課題） 

・算定結果に関する検証（基礎・躯体の算定結果の比較など） 

・整備すべき複合原単位の検討 

・入力のしやすいソフトへの改善点の検討 

＜入力時期＞ 10 
・入力段階（竣工前、竣工後等）における把握可能な資材データに関する検証 

＜評価範囲＞ 

・評価範囲の違いが評価結果に与える影響の検証（各工事項目および地盤、外構等） 

 

加えて、パブコメに寄せられたご意見・ご要望を整理し、マニュアル・ソフトの充実化を検15 
討した。 

J-CAT-戸建標準算定法 開発の方針 

J-CAT の枠組みにおいて、戸建住宅に関する LCCO2 算定を実施することを意図したツールと

して作成 

パブコメ（計 20 件）の代表的な指摘事項 20 
①LCA 評価全般に関するご意見 

・LCA 評価の目的・方針、今後のロードマップの提示等に関するご意見  

・今後の制度化（表示、補助要件等への活用等）におけるご懸念 

 （入力の条件の明確化等） 

②電気・ガスの排出係数の扱い、戸建住宅における漏洩フロンの扱い 25 
③低層共同住宅、複合用途への J-CAT 戸建の適用の可否 

④入力作業における課題に関するご意見 

・わかりやすい入力方法の解説、入力事例の掲載 

⑤資材・設備の複合原単位の整備に関するご意見 

⑥その他 30 
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図 3-1-3 J-CAT-戸建の開発 3 

J-CAT-建築と J-CAT-戸建で類似する複合原単位における更新周期と修繕率について整合調整を

実施した。 

5 

図 3-1-4 J-CAT-戸建の開発 4 

  

回答案主なご意見・指摘
資材数量の入力方法等について、マニュアルにてわ
かりやすい解説とします。ただし、J-CAT-戸建の標
準算定法は、戸建住宅の事業範囲全体を対象に
LCCO2を算定する基本的な算定法を提供することを
目的に開発しています。算定時点や範囲などの入力
条件は、具体的な算定目的や算定結果の利用方法に
応じて適切に設定する必要があります。

算定目的、算定時点やバウンダリな
どの入力の説明が少なく、設計者に
とっては入力内容が不明確な項目が
あるので解説を充実してほしい。

契約する電力会社、ガス会社の排出係数を使用する
ことが原則です。
基礎排出係数を用いるか、調整後排出係数を用いる
かについては、検討中です。
ただし、算定結果の使用目的に応じて、使用する排
出係数が指定されることもあります。

電気やガスの排出係数の選択につい
てルールを明確にしてほしい。

戸建住宅におけるフロン漏洩については、現在調査
が行われている段階であるため、入力シートとして
は残しておきます。

B1シート（フロン漏洩等）につい
て、正式版でも入力する必要がない
のではないか。

J-CAT-戸建は、現時点では戸建住宅を想定したツー
ルです。

低層共同住宅、併用住宅のLCCO2算
定の際の入力方法を教えてほしい。

パブコメ（計20件）の代表的な指摘事項と回答

対応案
修繕率更新周期J-CAT 一般建築版 v2.2J-CAT-戸建 2025.11試行版

一般
建築戸建一般

建築戸建資材名称コード資材名称コード

戸建の値に統一01384120外天井 岩綿吸音板仕上
（PB+LGS含む）4.9-01軒天井4.9-01

更新周期30年
修繕率3%42882830床仕上 畳5.1-93床仕上 畳5.1-23

戸建の値に統一013530住宅 壁下地 木枠5.2-96壁下地 木枠5.2-11

戸建の値に統一103530集合住宅 収納用合板5.9-91収納用合板6.1-03

戸建の値に統一102030集合住宅 収納用ＭＤＦ化粧
板5.9-92収納用ＭＤＦ化粧板6.1-04

戸建の値に統一213530洋式便器6.1-06洋式便器6.1-06

4 2 一般財団法人建築保全センター（BMMC）「令和5 年版 建築物のライフサイクルコスト（令和5 年10 月刊行）参照
（公益社団法人ロングライフビル推進協会（BELCA）「建築物のライフサイクルマネジメント用データ集 改訂版（令和2 
年3 月刊行）では12%)

4１現状内部天井と同じ更新周期設定

① 住宅で主に用いる複合原単位：一般建築版の値を戸建版の値に整合させる、次回更新時に修正
② 床仕上げ 畳：修繕率8％がやや大きい（引用元のBELCA 建築物のライフサイクルマネジメント用

データ集の値が大きい）ため、建築保全センター発行の建築物のライフサイクルコストにおける値
相当、修繕率3%を適用

③ 軒天井（外部天井）：一般建築版では現在内部天井と同じ更新周期・修繕率となっているが、戸建
版に合わせ、内部天井よりも更新周期を短く設定、次回更新時に修正

J-CAT-建築とJ-CAT-戸建で現状更新周期・修繕率が異なる複合原単位の対応案
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J-CAT-戸建 標準算定法 正式版に向けた改良点と今後の課題を整理した。 

 

試行版から正式版に向けた主な改良点 

・ソフトを用いた評価結果の活用例の充実 

  戸建住宅の脱炭素の検討、GHG 排出量の把握など 5 
・ソフトへの入力のしやすさの改善 

・入力上、注意が必要な建材・設備（木材、窓、エアコンなど）に関する解説 

・算定事例の解説（CASBEE 戸建データを活用：木・鉄・RC 造） 

  算定結果や入力方法の解説を兼ねる 

 10 
今後の課題 

・次期改訂および簡易算定に向けた検討 

 例 - 検証用の複合原単位の設定・活用 

   - 入力必要項目の絞り込みと金額比率の検討 

    入力負荷の低減と、算定結果の公平性の確保 15 
   - 協力事業者を募り、ケーススタディ事例の収集 

   - 各評価方法（標準算定、簡易算定など）の評価精度の検証 
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3-2.  建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集の作成 

建築物ライフサイクルカーボン削減のための、設計・施工の勘所を示す成果物として『建築物

LCCO2 削減のための設計施工事例集』を作成した。エンボディドカーボン削減のみを偏重する

のではなく、建物の機能や性能、オペレーショナルカーボンに係るトレードオフにも留意が必

要であることを注意喚起する資料とした。 5 

 
図 3-2-1 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集の構成 

 

図 3-2-2 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 1 

建築物LCCO2削減のための設計施工事例集の構成案
1. はじめに

2. 建築物ライフサイクルカーボン削減手法
削減手法の分類方法、部位別の削減手法や基本計画/基本設計/実施設計/施工/運用の各
検討プロセスで検討が想定される削減手法を整理、分類方法に沿った形で削減手法を
リスト化、オペレーショナルカーボンについては、エンボディドカーボンとのトレー
ドオフ（外装等）に限定

3. 建築物ライフサイクルカーボン削減ケーススタディ
モデルビルを用いたケーススタディ等によって影響要因（ホットスポット）削減ポテ
ンシャルを試算

4. 建築物ライフサイクルカーボン削減に向けた取組
建築物ライフサイクルカーボン削減に配慮した先進的な研究や事例を紹介

APPENDIX
各削減メニューの解説、
昨年度（2024年度）に取り組んだケーススタディ結果を
J-CAT最新版に反映した形で収録

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集

ー削減手法の整理・J-CAT®を活用した試算・先進的取組ー

2026年3月

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋
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図 3-2-3 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 2 

 

図 3-2-4 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 3 

建築物ライフサイクルカーボン削減手法
Embodied Carbonの主要な削減手法 –削減手法の分類–

1. 資材数量の
適正化

1-1 構造・形状
合理性の追求

1-2 仕上
撤去・新設削減

2. 低炭素資材
の採用

2-1 低炭素な素材や
エネルギーの利用、
加工や流通の工夫

2-2 地産地消

2-3 炭素貯蔵・
CO2固定化・
CO2除去

2-4 将来的な
技術革新の反映

3. 施工努力

3-1 現場の
省エネ・創エネ

3-2 輸送効率化

4. 長寿命化

4-1 荷重・階高
のゆとり

4-2 耐久性向上
（高強度化）

5. 循環利用

5-1 既存躯体・
仕上げ等の
再利用

5-2 易解体設計
ユニット化・
モジュール化・乾式
工法等

3-3 現場施工の
合理化、ユニッ
ト化

4-3 スケルトン・
インフィル

1-3 設備
容量適正化
フロン漏洩量削減

1-4 オペレーショ
ナルカーボンの
削減※1

5-3 リユース・
リサイクル・
アップサイクル

6. その他
今後議論が必要な視点

4-4 ライフサイク
ルマネージメント

3-4 資材ロス・
廃棄物削減

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋

※1 主なオペレーショナルカーボン削減手法であってエンボディドカーボンとのトレードオフに配慮が必要なもの

手法2:低炭素資材の採用
Embodied Carbonの主要な削減手法 –部位別の削減手法–

杭長削減
仮設山留壁の本設利用
合成デッキスラブ採用
ロングスパン 中止
耐震壁の合理的配置 等

既存躯体再利用
環境配慮コンクリート採用
電炉鋼採用率拡大
CLT等を活用した木造建築
既存躯体残置 等

躯体

UC排出割合

56%

フロン漏洩量削減
設備容量適正化

低GWP冷媒採用
段ボールダクト採用 等

設備
UC排出割合

18%

その他 3%

ECとOCのトレードオフ

グリーンアルミ採用 等

外装
UC排出割合

6%

ECと機能･性能のトレードオフ

・ECとOCのトレードオフ（断熱材、ガラス、サッシなど）
・ECと機能･性能のトレードオフ（耐震、階高、ゆとり空間、寿命など）

木製防火戸採用 等

内装
UC排出割合

10%

現場内再生可能エネル
ギー採用率向上 等

施工
UC排出割合

7%

検討時に留意すべき事項 UC排出割合：APPENDIX 2収録の新築
ケーススタディの部位別の平均排出割合
を参考にした目安

手法1:資材数量の適正化
手法3:施工努力

建築物ライフサイクルカーボン削減手法
建築物LCCO2削減のための

設計施工事例集・抜粋
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図 3-2-5 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 4 

 

図 3-2-6 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 5 

建築物ライフサイクルカーボン削減手法

S0 S2S1

躯体
構造形式の選択
合成ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ採用/ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ中止
耐震壁の合理的配置/ 杭長削減/
仮設山留壁本設利用
仕上
範囲縮小
設備
ﾌﾛﾝ漏洩量削減/設備容量適正化

手法１：資材数量の適正化

手法２：低炭素資材の採用

手法３：施工努力

躯体
既存躯体再利用/既存躯体残置/
低炭素ｺﾝｸﾘｰﾄ採用
電炉鋼採用/CLT等を活用した木造建築
仕上
ｸﾞﾘｰﾝｱﾙﾐ採用(外装)/木材代替(内装)
設備
低GWP冷媒採用/段ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ採用

仕上
範囲縮小
設備
ﾌﾛﾝ漏洩量削減

仕上
ｸﾞﾘｰﾝｱﾙﾐ採用(外装)
木材代替(内装)

設備
低GWP冷媒採用
段ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ採用

施工
現場内再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
採用率向上

実施設計1基本設計 実施設計2 施工者選定

概算数量・設計仕様による算定可能

工事監理 意図伝達 維持管理
確認申請

躯体
棟配置/平面/立面
断面地上と地下比率、
階高/構造形式
仕上
外装システム
内装システム
設備
空調システム
照明システム

躯体
構造種別選択

S3 S4 S５ S６
企画・プロポ等 基本計画

事例による算定可能

手法1：資材数量の適正化 手法2：低炭素資材の採用 手法3：施工努力
各プロセスにおいて想定される削減手法

削減ポテンシャル検討

竣工

仕上
木材代替(内装)

設備
低GWP冷媒採用
段ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ採用

仕上
範囲縮小
設備
ﾌﾛﾝ漏洩量削減

改修/更新時

運用工事発注見積

着工

設計数量・設計仕様による算定可能
完成数量・完成仕様による算定可能

見積数量・見積仕様による算定可能

S７

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋

0

500

1000

1500

2000

A B C D E F G H I
土工・地業 コンクリート 鉄骨 鉄筋 木造 デッキプレート 内外装 設備 施工

事務所の新築を想定したモデル
を用いて、構造関連の影響要因
がアップフロントカーボン（以
下UC）に与える影響を検討。耐
震形式、構造種別、地上と地下
の比率、建物形状をパラメー
ターにしたケーススタディを行
ない、UCうち、特に大きい構成
部位（以下、「ホットスポッ
ト」）の傾向を検討

建築物ライフサイクルカーボン 削減ケーススタディ
削減ホットスポット検討

削減ポテンシャル検討

S造事務所の新築を想定したモデ
ルビル用いて、各削減手法を適
用した場合のケーススタディに
よる削減可能性（ポテンシャ
ル）を検討

RC造 S造 S造 S造 S造 S造 S造 S造
S造

一部木造

建築物LCCO2削減のための
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建
物

全
体

UC
[k

g‐
CO
₂e

/㎡
]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

上記＋No.+1 ZEB化

[kg-CO2e/m2]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

BAU
BAU ＋ No.1 杭長削減

上記＋No.2 仮設山留壁の本設利用
上記＋No.3 ロングスパン 中止

上記＋No.4 外皮性能の向上
上記＋No.5 設備容量の適正化

上記＋No.6 太陽光発電設備の導入
上記＋No.7 環境配慮コンクリート採用

上記＋No.8 電炉鋼採用率拡大
上記＋No.9 再生アルミの採用

上記＋No.10 デッキプレートの木質化
上記＋No.11 リサイクル石膏ボードの活用

上記＋No.12 現場内電力の再エネ化
上記＋No.13 軽油代替燃料の活用

[kg-CO2e/m2]

A1-A3 A4-A5 B1-B5
C1-C4 B6-B7

アップフロントカーボン：UC, エンボディドカーボン：EC, ライフサイクルカーボン/ホールライフカーボン：WLC

UC -25% WLC -9%

WLC     -20%

EC -14%
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図 3-2-7 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 6 

 

図 3-2-8 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 7 

① ケーススタディの方法
概要項目

規模：１万㎡ 用途：事務所共通条件

9パターン（A～I）について、地上・地下・基礎の部位別面積を設定し、部位別・資材別の数量歩掛（実績ベース）
を掛けて資材数量を算出。さらに、資材数量（面積×歩掛）に排出原単位（J-CATコード名称別）を掛けて躯体UC
（A1～A5）を算定し、その結果をもとに建物全体のUCをJ-CAT簡易算定法で算出した。

算定方法

ケース１ 耐震形式のケーススタディ、ケース２ 構造種別のケーススタディ、ケース３ 地上と地下の比率のケーススタディ
ケース４ 建物形状のケーススタディケース

イメージ基準階面積階数設定構造種別耐震形式記号

1,000㎡地上9階 地下1階地上・地下ともにRC造耐震A

1,000㎡地上9階 地下1階地上S造 地下RC造耐震B

1,000㎡地上9階 地下1階地上S造 地下RC造制振C

1,000㎡地上9階 地下1階地上S造 地下RC造免震
（基礎免振）D

1,000㎡地上7階 地下3階地上S造 地下RC造耐震E

1,000㎡地上6階 地下4階地上S造 地下RC造耐震F

3,300㎡地上2階 地下1階地上S造 地下RC造耐震G

630㎡地上15階 地下1階地上S造 地下RC造耐震H

1,000㎡地上9階(S造6層木造3層) 
地下1階地上S造＋木造 地下RC造耐震I

② 比較ケースの概要

削減ホットスポット検討（1/6） 建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋

① ケース１ 耐震形式のケーススタディ ケース２構造種別のケーススタディ
・共通条件：地上9階・地下1階・規模・用途 ・パラメーター：耐震形式、構造種別
・評価方法：建物全体のUC（実績ベース歩掛数量×J-CAT種別コードによるJ-CAT簡易

算定）に占める部位別排出量(延べ面積当たり)を評価
結果
・耐震形式・構造種の違いは、建物全体UCに影響を与える

耐震

削減ホットスポット検討（2/6）

制振 基礎免震 RC造 S造(6層)＋木造(３層)

ケース1 耐震形式別 ケース2 構造種別建
物

全
体

UC
[k

g‐
CO
₂e

/㎡
]

建
物

全
体

UC
[k

g‐
CO
₂e

/㎡
]

S造

※ 歩掛は実績ベースのため、異なるデータを用いた場合は値が変化し得る。
※ 地上鉄骨は本体鉄骨（付帯鉄骨を除く）を対象とし、歩掛数量は事務所用途の実建物の平均を採用。（耐震 N＝27、制振 N＝26、免震 N＝3）本体鉄骨の排出原

単位はJ-CATの種別コード3.3-01を採用した。
※ 制振装置、免震装置は含まない。地上鉄骨柱はCFTとしない。土工・地業には杭は含まない。木造は接合部等の金物は含まない。金物を含む場合は値が変化し得る。

構造躯体は建物全体の排出量への影響が大きく、設計後半での変更が困難。計画初期に排出
量構成を把握し、削減困難な躯体と削減可能な部位を見極めつつ、耐震・制振・免震につい
ては長寿命性や地震リスクを踏まえ、計画初期段階での前倒し検討が重要

0

400

800

1200

1600

B C D
0

400

800

1200

1600

A B I

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋
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図 3-2-9 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 8 

 

図 3-2-10 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 9 

② ケース３ 地上と地下の比率のケーススタディ ケース４ 建物形状のケーススタディ
・共通条件：耐震・S造・規模・用途 ・パラメーター：地上地下比率、建物形状
・評価方法：躯体UC（実績ベース歩掛数量×J-CAT種別コード）に占める部位別排出量
（延べ面積当たり）を評価
結果
・地上と地下の比率は、躯体UC（総量と部位別構成比率）に影響を与える
・建物形状の違いは、躯体UC（総量と部位別構成比率）に影響を与える

UCへ影響の大きな構造関連の影響要因（計画初期段階のホットスポット）の検討
削減ホットスポット検討（3/6）

建物構成(地上と地下比率、建物形状等）の違いは、躯体UCに大きな影響を与える。建物構
成による排出量の傾向を把握しつつ、地盤条件を踏まえ、地上・地下・基礎・杭を含めた総
合的な視点から、計画初期段階での排出量削減の可能性検討が重要

地上:地下＝9:1 地上:地下＝7:3 建築面積3,300㎡建築面積630㎡地上:地下＝6:4

ケース３ 地上と地下の比率（耐震、S造の場合）
※ 歩掛は実績ベースのため、異なるデータを用いた場合は値が変化し得る。地上鉄骨は本体鉄骨（付帯鉄骨を除く）を対象とし、歩掛数量は事務所用途の実建物の平

均（耐震N＝27）を採用。鉄骨の排出原単位はJ-CATの種別コード3.3-01を採用した。
※ 制振装置、免震装置は含まない。地上鉄骨柱はCFTとしない。土工・地業には杭は含まない。

ケース４ 建物形状（耐震、S造の場合）
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0.39
(N=7)0.32

(N=39)

0.43
(N=21)

耐震形式に対する地上部躯体UC排出量

t
CO

e/

参照：池沢,加藤,柳井,中村,井澤,杉浦,木野内,実物件を対象とした構造躯体におけるアップフロントカーボンの分析,
その2 構造形式の違いが CO₂ 排出量に及ぼ す影響 日本建築学会大会学術講演梗概集、2024.08

耐震構造
・梁・壁などの躯体の強化は多様な方法があり、比

較的ばらつきが大きい（用途や構造種別、地上と
地下の比率等により差が出やすい）

制振構造
・ダンパー等を設置し、地震時のエネルギーを吸収
・ダンパー等の周辺フレームの増強が必要になり、

躯体量が増加傾向となる
免震構造
・免震装置で地震力を大幅に低減
・上部構造の負担が減り、上部構造の躯体量は削減

するが、免震下部の躯体量が増加傾向となる
※ 歩掛は実績ベースのため、異なるデータを用いた場合は値が変化し得る。
※ 地上躯体（コンクリート、鉄筋、本体鉄骨、目隠し鉄骨、階段、その他鉄骨、雑鉄骨、耐火被覆を含む）を対象とした。排出原単位はIDEAV3.3を採用した。
※ 制振装置、免震装置は含まない。 地上躯体UC排出量は、算定にあたり分母を地上部の面積として算定した。
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図 3-2-11 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 10 

 

図 3-2-12 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 11 
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④ 地震損傷による地上部鉄骨UCとECに与える影響検討
評価対象と前提条件
・実建物サンプル：56件（耐震27件、制振26件、免震3件）
・用途：事務所に限定 構造：S造に限定
・評価項目：地上部鉄骨（本体鉄骨、付帯鉄骨）のみ（地下・基礎の影響は除外）
評価方法
・新築時の地上躯体UC （実績ベース歩掛数量（耐震形式別の平均）×J-CAT種別コー

ド）にPML値（％）を乗じ、地震損傷補修に伴うECを評価
・内装や設備を考慮すると、地震損傷補修に伴うECの影響はさらに大きくなる
留意点
・歩掛は実績ベースのため、異なるデータを用いた場合は値が変化し得る
・地震発生頻度と建物の更新周期のギャップの取り扱いや地震損傷補修に伴うECの

評価方法が異なる場合は値が変化し得る

耐震形式に対する地上部鉄骨UCと地震損傷補修によるEC排出量

UCへ影響の大きな構造関連の影響要因（計画初期段階のホットスポット）の検討
削減ホットスポット検討（5/6）

PML値（％）の参照元：池沢,加藤,柳井,中村,井澤,杉浦,木野内,実物件を対象とした構造躯体におけるアップフロントカーボンの分析,
その2 構造形式の違いが CO₂ 排出量に及ぼ す影響 日本建築学会大会学術講演梗概集、2024.08

※ 極めて稀に発生する地震（475年に1回）として，耐震，制
振，免震の構造形式別に，それぞれのPML475を想定。

※ 本来の地震PMLは建物の立地状況などの条件も算定評価に
含まれるが，今回は構造別に主要構造物に入力されるエネ
ルギーのみを変動させており，その他の条件は同一である
と想定した。

※ 歩掛は実績ベースのため、異なるデータを用いた場合は値
が変化し得る。地上鉄骨は本体鉄骨、付帯鉄骨のみ対象と
し、歩掛数量は事務所用途の実建物の平均を採用。（耐震
N＝27、制振 N＝26、免震 N＝3）本体鉄骨の排出原単位
はJ-CATの種別コード3.3-01を採用した。

※ 制振装置、免震装置は含まない。地上鉄骨柱はCFTとしない。

0

200

400

耐震(N＝27) 制振(N＝26) 免震(N＝3)

地震補修時EC
地震補修時EC

地震補修時EC

新築時UC 新築時UC 新築時UC

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋

⑤ 耐震形式/基礎/杭の有無が躯体UCとECに与える影響
敷地の地盤特性（支持地盤の位置）を活かし、免震構造を採用することで、杭基礎を
不要とし、BCP性能を向上させながら、地震損傷補修を含むECの低減を両立する。

参照：サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)採択事例紹介 令和7年度 事例3.（仮称）福岡・大手門一丁目計画 P14 

削減ホットスポット検討（6/6）

約10％の省CO₂e効果
大地震時の被害低減により約6％減

杭の削減・上部躯体の削減により約4％減
建築資材に係CO₂e排出量

(t‐CO₂e/㎡)
A1～A3＋B3

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋
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図 3-2-13 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 12 

 

図 3-2-14 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 13 

事務所建物用途
20,000m2延べ面積
1,500m2建築面積

65m高さ
地上14階、地下1階階数
S造、一部SRC造構造種別

60年評価期間

断面イメージ

平面イメージ

建築概要

145kg/延床m2鉄骨
30kg/延床m2鉄筋

0.35m3/延床m2コンクリート
40m杭長

（見付面積/延べ面積）＝0.6外装（アルミカーテン
ウォール＋ECP）

（天井面積/延べ面積）＝0.9内装 天井
（OAフロア面積/延べ面積）＝0.6内装 OAフロア

主要資材想定数量

BEI（一次エネルギー消費量基準値）想定
0.8相当BEI

モデルビルによる削減ポテンシャル検討
削減ポテンシャル検討（1/3）

算定ツール
J-CAT 標準算定法 v2.2（一部詳細算定法活用）

産業連関分析法による原単位（2015年版のAIJ-LCA原単位
データベース）（一部積み上げ法による原単位を使用）

建材･設備の GHG排出量原単位

建築物LCCO2削減のための
設計施工事例集・抜粋

削減ポテンシャル検討
モデルビルによる削減ポテンシャル検討 -試算条件-

削減ポテンシャル検討（2/3）
建築物LCCO2削減のための

設計施工事例集・抜粋

削減
手法一覧表
関連番号

削減対策BAU（Business As Usual）削減メニューNo.分類

No.5パイルドラフト採用により杭長20ｍに縮小すると想定液状化無しの場所打ち杭、杭長
40m杭長削減1

資材数量
の適正化

No.6仮設山留壁SMWのＨ形鋼の本設利用することで地下
外壁厚が50cmに低減されると想定地下外壁厚60cm仮設山留壁の本設利用2

No.4事務室内に柱を立て9+9ｍスパンに変更し、鉄骨量を
削減事務室18mスパンロングスパン 中止3

No.15複層Low-Eガラス（熱貫流率1.5[W/(㎡･K)],日射熱取
得率0.4[-]）、BEIの低減効果を試算

単板ガラス（熱貫流率
5.71[W/(㎡･K)],日射熱取得率
0.75[-]）BPI＝0.8, BEI=0.8

外皮性能の向上4

No.9過大設計解消により受変電、空調設備容量を縮小し、
容量・重量10%低減を想定、BEIの低減効果を試算J-CAT標準値設備容量の適正化5

No.17屋根面の一部を活用して100kWの太陽光発電設備を
導入、BEIの低減効果を試算太陽光発電設備無し太陽光発電設備の導入6

No.19高炉セメントB種使用ポルトランドセメント使用環境配慮コンクリート採用7

低炭素資材
の採用

+
循環利用

No.20
鉄骨の70％電炉鋼、30%高炉鋼
デッキプレート100%電炉鋼EPDの電炉鋼原単位を適
用

鉄骨の70％高炉鋼、30%電炉鋼
デッキプレート100%高炉鋼電炉鋼採用率拡大8

No.21アルミカーテンウォールにて再生アルミを活用
EPDの再生アルミの原単位を適用再生アルミ無し再生アルミの採用9

No.26鋼板の一部を木材に置換した上で、残りの鋼鈑を高炉
鋼から電炉鋼に変更想定床型枠用鋼製デッキプレートデッキプレートの木質化10

No.54100%リサイクル石膏ボード活用リサイクル石膏ボード活用無しリサイクル石膏ボードの
活用11

No.31100％再エネ電力利用想定一般の商用電力利用想定現場内電力の再エネ化12
施工努力

No.32軽油代替燃料利用想定一般の軽油燃料利用想定軽油代替燃料の活用13

削減対策BAU（Business As Usual）削減メニューNo.分類

熱源の高効率化等によりBEI=0.6の達成BEI=0.8ZEB Oriented＋1ZEB化

【参考】オペレーショナルカーボン削減項目
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図 3-2-15 建築物 LCCO2削減のための設計施工事例集 14 

  

削減ポテンシャル検討
モデルビルによる削減ポテンシャル検討 -試算結果-

削減ポテンシャル検討（3/3）
建築物LCCO2削減のための

設計施工事例集・抜粋

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

上記＋No.+1 ZEB化

[kg-CO2e/m2]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

BAU
BAU ＋ No.1 杭長削減

上記＋No.2 仮設山留壁の本設利用
上記＋No.3 ロングスパン 中止

上記＋No.4 外皮性能の向上
上記＋No.5 設備容量の適正化

上記＋No.6 太陽光発電設備の導入
上記＋No.7 環境配慮コンクリート採用

上記＋No.8 電炉鋼採用率拡大
上記＋No.9 再生アルミの採用

上記＋No.10 デッキプレートの木質化
上記＋No.11 リサイクル石膏ボードの活用

上記＋No.12 現場内電力の再エネ化
上記＋No.13 軽油代替燃料の活用

[kg-CO2e/m2]

A1-A3 A4-A5 B1-B5
C1-C4 B6-B7

アップフロントカーボン：UC, エンボディドカーボン：EC, ライフサイクルカーボン/ホールライフカーボン：WLC

UC -25% WLC -9%

WLC     -20%

EC -14%
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3-3.  J-CAT 積み上げ型の整備に向けた課題整理 

建材・設備製造事業者における企業努力を適切に評価し、脱炭素化を促す観点から、CFP や 

EPD（製品環境宣言）などから構成される積み上げ型の原単位の整備・活用を目指すために今後

の課題を整理した。 

 5 
図 3-3-1 積み上げ型の原単位の整備・活用に向けた課題 

 

 J-CAT 積み上げ型は、積み上げ型指向データセットの整備状況に応じて、まずは試行版として

公開して使用者の意見を求めるとともに、その後のデータセットの充実状況に応じて改良して

正式版とする。なお、従来型の J-CAT は、積み上げ型正式版公開までは、EPD データの追加な10 

ど必要な改良を適時並行して行う。積み上げ型への移行に伴う課題についてツール開発 WG、デ

ータベース検討 WG の議題として取り上げ、両 WG で連携して調整を行っていく。 

 

 
図 3-3-2 積み上げ型の原単位の整備・活用に向けた課題①  15 

課題①「J-CAT 正式版（従来型）」から「積上げ型データ試行版（仮） 」
への移行方法・時期

課題② J-CAT の「算定ツール」と「データ」の分離時期

課題③ 「積み上げ型指向データセット」の、国の「デフォルト値」への移行時期

■積み上げ型の原単位の整備・活用に向けた課題

データ

データ

ツール

データツール

※ 本来は国において検討されるべき内容も含まれるが、J-CAT開発の立場から、積み上げ型へ
の移行方法および課題認識について先行して整理・検討する。
最終的な決定は国の方針に従う。

課題①「J-CAT 正式版（従来型）」から「積上げ型データ試行版（仮） 」への
移行方法・時期

論点1: 積み上げ型試行版公開の有無・公開時期（2026年度早期か）
論点2: 積み上げ型試行版を公開する場合、従来型と併用とするか否か

論点3: 積み上げ型試行版の利用開始時点でのJ-CAT用デフォルト値のあり方
主要建材のみとした場合、それ以外は波及効果を除去した産業連関分析法によるデータに係り増し係数を掛けたデータとするか、など

2028年度以降2027年度2026年度2025年度

積み上げ型正式版積み上げ型試行版従来型
ツール データ受入れ

調整期間
データ受入れ

調整期間

J-CAT用デフォルト値＝ベース値×係り増し係数
ベース値は個社製品データ（EPD・CFP）

又は
波及効果を除去した産業連関分析法によるデータ

（当面の間の過渡期の措置）

産業連関分析法
によるデータ

データセット

製品データ（EPD・CFP）、業界代表データ（EPD・CFP）EPD
＋波及効果相当

制度開始前準備
▼
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図 3-3-3 積み上げ型の原単位の整備・活用に向けた課題②③ 

 

今後のデータベースの更新、追加作業をタイムリーに対応していくためにツールを算定ソフ

トと原単位データに分けて整備することの可能性について議論 5 

 
図 3-3-4 J-CAT における EPD取り込み方法 1 

  

課題② J-CAT の「算定ツール」と「データ」の分離時期

課題③ 「積上げ型指向データセット」 国の「デフォルト値」への移行時期

2027年度中 国のデフォルト値検討・整備
官庁物件で算定開始

2028年4月～ 建築物LCA制度施行

2026.3-4月頃 主要建材について整備完了
2026.4月以降～その他建材について作成着手
2026年度中 WG 推進会議にて上記データ承認

積上げ型データ試行版（仮）作成スケジュール案

デフォルト値整備スケジュール（想定仮）移行

2026年度内：ツール側分離方法の検討ーデータ側データベース整備の検討
（データベースから算定ツールへの読み込み方法等）

2027年度以降：「J-CAT積上げ型」へ切り替えに合わせて
「算定ツール」と「データ」の分離を検討

＜今後の方向性案＞
算定ソフトと原単位データ

を分けて整備

＜現状＞
算定ソフト＋原単位データ

一体のツール
ツール
構成案

イメージ

柔軟性：ソフトとデータベース
が別管理のため、最新EPDなど
のデータベースを取込みやすい

1パッケージで原単位データ選択、
算定が可能メリット

操作性：算定ソフトへのデータ
取込み作業など追加発生

柔軟性：最新のEPDなどのデー
タベース取込がタイムリーに反

映しにくい
操作性：大量のデータベース装
備しているためにデータ容量大

デメリット

 　
　   

　

 
    

　 　
　
　
　
　

  
ホールライフカーボン　内訳① ホールライフカーボン (時系列)

アップフロントカーボン　内訳　（フロン漏洩除く）

排出係数固定
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B1
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B2-5
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B6-7
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63.6 84.8 28.9 109.9 128.8 58.2 
12.1 

55.7 
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直接仮設 土工・地業 コンクリート 鉄骨 鉄筋 木材 デッキプレート 外装 内装 その他 電気+太陽光発電設備 空調 衛生 搬送 共通費分
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資材製造 A1-A3 施工 A4-A5 使用 B1-B5 使用 B6-B7 解体 C1-C4 【参考】木材の炭素貯蔵/排出量

（GHG）

971.3 
（GHG）

kg-CO2e/m2

■複合原単位の資材構成

区分 コード 仕様 単位 資材構成
資材量

（kg/単位）

基準 対策 基準 対策 基準 対策 基準 対策 行ｺｰﾄﾞ 行部門名称

1 1.0-01 直接仮設 m2 0 0% 0% 0000000 その他

1 2.1-01 残土 m3 残土 2000 0% 100% 0000000 その他
1 2.1-02 汚泥（泥水） m3 汚泥 2000 0% 0% 0000000 その他

2 2.1-11 購入土 m3 山砂 1740 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-12 砂 m3 砂 1740 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-13 砂利 m3 砂利 2020 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-14 砕石 m3 砕石 1650 0% 622021 砕石
2 2.1-31 地盤改良材 m3 セメント系固化材 80 0% 2521011 セメント

2 2.2-01 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc24N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 300 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-01 天然骨材 1807 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-01 回収水 177 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-01 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-01 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-02 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc27N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 322 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-02 天然骨材 1787 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-02 回収水 178 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-02 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-02 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-03 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc30N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 348 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-03 天然骨材 1758 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-03 回収水 181 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-03 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-03 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-04 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc36N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 350 2% 2% 16% 16% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-04 天然骨材 1762 2% 2% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-04 回収水 175 100% 100% 0% 0000000 その他
2 2.2-04 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-04 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-05 現場打コンクリート杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc24m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 300 2% 2% 16% 16% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-05 天然骨材 1807 2% 2% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-05 回収水 177 100% 100% 0% 0000000 その他
2 2.2-05 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
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ホールライフカーボン　内訳① ホールライフカーボン (時系列)

アップフロントカーボン　内訳　（フロン漏洩除く）

排出係数固定
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資材製造 A1-A3 施工 A4-A5 使用 B1-B5 使用 B6-B7 解体 C1-C4 【参考】木材の炭素貯蔵/排出量

（GHG）

971.3 
（GHG）

kg-CO2e/m2

■複合原単位の資材構成

区分 コード 仕様 単位 資材構成
資材量

（kg/単位）

基準 対策 基準 対策 基準 対策 基準 対策 行ｺｰﾄﾞ 行部門名称

1 1.0-01 直接仮設 m2 0 0% 0% 0000000 その他

1 2.1-01 残土 m3 残土 2000 0% 100% 0000000 その他
1 2.1-02 汚泥（泥水） m3 汚泥 2000 0% 0% 0000000 その他

2 2.1-11 購入土 m3 山砂 1740 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-12 砂 m3 砂 1740 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-13 砂利 m3 砂利 2020 0% 622011 砂利・採石
2 2.1-14 砕石 m3 砕石 1650 0% 622021 砕石
2 2.1-31 地盤改良材 m3 セメント系固化材 80 0% 2521011 セメント

2 2.2-01 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc24N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 300 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-01 天然骨材 1807 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-01 回収水 177 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-01 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-01 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-02 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc27N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 322 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-02 天然骨材 1787 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-02 回収水 178 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-02 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-02 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-03 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc30N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 348 2% 2% 16% 16% 0% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-03 天然骨材 1758 2% 2% 0% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-03 回収水 181 100% 100% 0% 0% 0000000 その他
2 2.2-03 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-03 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-04 現場打RC杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc36N/mm2 m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 350 2% 2% 16% 16% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-04 天然骨材 1762 2% 2% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-04 回収水 175 100% 100% 0% 0000000 その他
2 2.2-04 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
2 2.2-04 鉄筋 100 2% 2% 98% 98% 0% 2621014 普通鋼小棒
2 2.2-05 現場打コンクリート杭(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Fc24m3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 300 2% 2% 16% 16% 0% 2521011p セメント（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）
2 2.2-05 天然骨材 1807 2% 2% 0% 622011 砂利・採石
2 2.2-05 回収水 177 100% 100% 0% 0000000 その他
2 2.2-05 生コン製造工程 0% 2522022ｘ 生コン製造工程
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図 3-3-5 J-CAT における EPD取り込み方法 2 

 

図 3-3-6 J-CAT における EPD取り込み方法 3 
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課題③：誰が監督・承認するのか（当面はデータベースWGが監督・承認）
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課題①：誰が作業するか（今後の方向性案＝建材・設備製造者が一定書式に記入後に提出）
課題②：更新頻度はどの程度が妥当か（今後の方向性案＝各社EPDの更新の都度）
課題③：誰が監督・承認するのか（今後の方向性案＝独立した永続的な組織）
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3-4.  J-CAT WEB 化と BIM 連携に向けた基本要件の整理 

 

図 3-4-1 J-CAT の WEB 化機能要件図案 

＜WEB 化基本要件 素案＞ 

・基本方針（API を活用した外部システムとの連携想定） 5 

J-CAT をクラウド上の Web アプリケーションとして提供 

API を公開し、外部システム（BIM, データベース, 他社ソフト）から利用可能にする 

・機能要件（多様な、データベース活用/結果出力の可視化） 

ユーザー管理（アカウント・権限分離） 

LCA 算定（A1～C モジュール） 10 

データベース接続（SuMPO EPD 等） 

結果出力（Excel, PDF, API 経由） 

可視化（棒/円/積上/グラフ、経年変化等） 

WEB 上での直接入力、エクセルアップロード(両方若しくはいずれか） 

 簡易、標準、詳細の切り替え（入力後切り替えた場合の入力保持） 15 

マルチインパクト対応（GWP に加え将来、酸性化・富栄養化などへの拡張対応を想定） 

保存機能（XML ファイル出力） 

・API 要件 

REST/JSON ベース 

入出力フォーマット：JSON / CSV / IFC 互換 20 

API 仕様書（OpenAPI/Swagger 形式等）を整備 

SuMPO EPDやBEI等

J-CAT WEBサービス
⓪-1 J-CAT 入力シート

DB

EDP DB
BEI DBなど

J-CAT WEB API

J-CAT WEB core

LCA算定

Web上での
編集

XML保存/リ
ストア

可視化/簡易、
標準、詳細
切替

Excel/CSV 
API(C案)

IFC API(B案)

JSON/XML 
API(A案)

⓪-2
データベース
接続

利用者

①
ダウンロード

③
アップロード

⑤
ブラウザベース

②
入力

④

⓪-1: J-CAT 入力シートをサーバに配置する
⓪-2: 原単位DBにSuMPO EDP DBからデータを取得する
①: J-CAT 入力シートをダウンロードする
②: J-CAT 入力シートに情報を入力する
③: J-CAT 入力シートをアップロードする
①～③はBIM連携パターン(C案)。IFCやAPI直接呼出しのフローは上記と異なるが、IN/OUTのAPIを使い分けることで、
LCA算定は同じものを利用するイメージ

④: アップロードされたデータを用いて建築物ライフサイクルカーボンを算定する。
⑤: 算定したデータを編集・表示切替・XMLにて一時保存する
⑥: 最終データをダウンロードする
⑤～⑥はBIM連携パターン(C案)。IFCやAPI直接呼出し時は⑤をスキップするなどフローは異なる

酸性化算定

富栄養化算
定

⑥
結果出力

J-CATのWEB化機能要件図案

資料作成協力：晝場委員、一部事務局更新
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・その他 非機能要件 

動作環境 

PC 環境（ブラウザ、CPU、メモリ等） 

クラウド・サーバ環境（クラウド事業者、リージョン、推奨/非推奨サービス） 

データシステム 5 

データベースエンジン・ストレージの指定（サーバにファイル保存しない等） 

バックアップ手法、ルール 

セキュリティ 

脆弱性診断（第三者による診断を受けること） 

通信の暗号化（TLS や AES256 による暗号化を行うこと） 10 

記録するログの種類と監査ルール 

アカウント認証のルール（二要素認証をする等） 

パスワードルール（強度やアカウントロック、有効期限等） 

アプリケーション・サーバ保存データへのウィルスチェック 

外部からの侵入への対策 15 

物理的なセキュリティ（ISO27001 等） 

プログラム実装 

開発環境（OSS 利用の可否、利用 OSS のバージョン） 

インジェクション対策 

コメント・コードレビュー 20 

AI コーディングについて 

システム管理者 

アカウント作成ルール（適切に削除しているか） 

アカウント運用ルール（アカウントを共用していないか） 

スケーラビリティ 25 

スケーリング方法（オートスケールアウト等） 

運用耐久年数 

同時アクセス数と負荷試験（ API 同時呼出 10 人等） 

建物規模（資材項目の種類？）の上限 

保守・運用 30 

サービス時間 

ヘルス監視 

障害対応時間 

保守・運用契約について 

  35 
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＜BIM 連携基本要件 素案＞ 

・基本方針 （建築物省エネと整合を図り、入力の二重化を防ぐ） 

建築物省エネ法 API 仕様に準拠し、同一エンドポイント・同一認証方式を使用共通建物 ID／ゾ

ーン ID で省エネ計算と LCA 計算を紐づけ入力データの再利用（部材・設備の数量入力を二重に

しない） 5 

モデル検査（未定義材料・単位不整合・重複データの検出） 

監査ログ（モデルバージョン、計算条件、マッピング履歴を記録）出力結果は JSON/PDF/Excel

で取得可能 

・BIM 連携方式 （One Click LCA を参考にした 3 つの連携方式に対応） 

(A) プラグイン直結方式 10 

Revit 等の BIM ソフト用プラグインを提供し、モデル情報を直接 API へ送信 

モデル内の部材・設備属性を自動抽出し、LCA データベースにマッピング 

計算結果を BIM 側に書き戻し（属性付与・色分け表示など）できる機能を検討 

設計段階ごとに必要精度を調整（概算→詳細） 

(B) 中間フォーマット方式 15 

IFC2x3/IFC4, gbXML など国際標準形式でモデルをエクスポート可能 

変換モジュールで、省エネ法 API と共通スキーマ（JSON/XML）にマッピング 

外皮・ゾーン・室用途・部材材料属性を正確に引き渡す 

他 BIM ソフト（ArchiCAD, Vectorworks, Tekla 等）にも対応可能 

(C) 表形式ファイル方式 20 

BIM から数量表（外皮面積、部材数量、設備仕様）を Excel/CSV で出力 

API がこれを受け入れて自動変換し、LCA 計算に活用 

Excel から API への直接接続（アドイン・マクロ）も提供可能 

既存建物や BIM モデル不十分な案件にも対応可能 

  25 
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図 3-4-2 建築物ライフサイクルカーボン算定と BIM の連携に関する民間企業の動向① 

 

図 3-4-3 建築物ライフサイクルカーボン算定と BIM の連携に関する民間企業の動向② 

参照：https://www.val-system.co.jp/service/helios
https://www.val-system.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/20251020_news.jpg

時代の最新先端を行く
業界No.1の建築積算システム「ヘリオス」

株式会社バル・システム

建築物ライフサイクルカーボン算定とBIMの連携に関する民間企業の動向①

建築物ライフサイクルカーボン算定とBIMの連携に関する民間企業の動向②

参照：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000154087.html
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3-5.  LEED v5 への J-CAT 活用検討 

U.S. Green Building Council と交渉の末、特例 (Guidance) を策定し、J-CAT が必須項目に適合し

ていることが認められる見込み。 

加点項目への適合には更に ISO 14044、ISO 21930、ISO 21931 準拠が求められることから、今

後も U.S. Green Building Council と継続して交渉を実施予定。 5 

 

 

図 3-5-1 LEED v5 必須・加点項目要件と J-CAT の関係 

 

 10 

図 3-5-2 USGBC にて公開予定の特例（Regional Guidance）の抜粋 

対象部材は構造体、外装材、舗装材
得点J-CAT要件

必須項目
-適合ベースラインとなるEC（A1-A3）算定+高排出源（トップ3）の特定

加点項目
2-6点適合するために

ISO21930準拠の
積み上げ方式デー
タ対応（オプショ

ン1&2）、
マルチクライテリ
ア対応（オプショ
ン1のみ）が必要

計画建物のEC（A-C）算定オプション1.
1-3点ベースラインと計画建物の個別製品EPDの比較オプション2. パス1.

1-2点

ベースラインと3又は5種類以上の材料の個別製品EPD
の比較

オプション2. パス2.

1-2点算定ツール不要施工段階EC算定オプション4.

• 今後、特例（Guidance）がUSGBC承認・公開予定
• ACPドラフト版と関連書式をUSGBCにて確認中
• 今後の予定：加点項目オプションでのJ-CAT使用について整理する。

LEED v5 必須・加点項目要件

USGBCにて公開予定の特例（Regional Guidance）の抜粋
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特例 (Guidance)を策定し、J-CAT を用いて必須項目を満足できることを明確化するため、U.S. 

Green Building Council と調整。申請時の必要書類や書式を J-CAT に合わせ整備。 

 

 

図 3-5-3 申請時の必要書類や書式 5 
 

  

m220,288
Building Gross Floor Area 
(GFA)

Total Value 
(quantity x 

GWP 
intensity/GFA

)
[kg-CO2e/m2 ]

Data Source

GWP Intensity 
[kg 

CO2e/unit] 
(A1-A3)

UnitQuantityMaterial TypeMaterial Code 
in J-CAT

Material 
Category 
in J-CAT

面積当たりの数
量

（デフォルト値 = 
input-output, 

EPD = EPD）
排出原単位
（生産段階）単位数量コード名称コード細目

13.98Input-output283.63m31000.0Concrete (Portland) Fc18N/mm23.1-01
3.1 
Conc
rete

Structure
0.00Input-output301.86m3Concrete (Portland) Fc21N/mm23.1-02
9.52Input-output303.76m3635.9Concrete (Portland) Fc24N/mm23.1-03

86.72Input-output321.17m35478.0Concrete (Portland) Fc27N/mm23.1-04
8.64Input-output341.69m3513.0Concrete (Portland) Fc30N/mm23.1-05

55.30Input-output343.33m33268.0Concrete (Portland) Fc36N/mm23.1-06
0.00Input-output413.01m3Concrete (Portland) Fc42N/mm23.1-07
0.00Input-output426.14m3Concrete (Portland) Fc45N/mm23.1-08

12.07Input-output477.34m3513.0Concrete (Portland) Fc48N/mm23.1-09
0.00Input-output486.04m3Concrete (Portland) Fc60N/mm23.1-10a
0.00Input-output599.92m3Concrete (Portland) Fc80N/mm23.1-10b
0.00Input-output696.05m3Concrete (Portland) Fc100N/mm23.1-10c
0.00Input-output984.41m3Concrete (Portland) Fc120N/mm23.1-10d

提出する材料情報を記載した表体裁案＝J-CAT入力シートと同体裁で英語表記したもの
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3-6.  J-CAT の使用登録状況 

J-CAT の使用者登録者数の累計は 2025 年 12 月 31 日時点で建築 3,771 名、戸建 325 名。直近

2025 年 12 月の新規登録者数は建築 176 名、戸建 123 名。継続的に登録者数が増加しており、J-

CAT の普及が進んでいる状況。 

 5 
図 3-6-1 J-CAT-建築及び J-CAT-戸建の新規使用登録者数の推移 

  

■J-CAT-建築及びJ-CAT-戸建の新規使用登録者数の推移（2026年1月31日現在） 2026/2/16

月
建築登録

者数
戸建登録

者数

2024/5月 701 -
6月 272 -
7月 211 -
8月 161 -
9月 130 -
10月 136 -
11月 460 -
12月 187 -

2025/1月 196 -
2月 119 -
3月 90 -
4月 123 -
5月 103 -
6月 143 -
7月 131 -
8月 95 -
9月 99 -
10月 147 -
11月 91 202
12月 176 123

2025/1月 109 38
合計 3,880 363

注） 2024年5月はJ-CAT-建築（試行版）公開の5月16日～5月31日、10月は10月1日～10月30日、11月はJ-CAT-建築(正式版）公開の10月31日～11月
30日の新規登録者数。　J-CAT-戸建（試行版）は2025年11月20日公開。
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J-CAT-建築の利用者の業種で最も多いのは「建設業・専門工事業」、次いで「設計事務所」、

「コンサルタント」、「材料・機器メーカー」、「大学・研究機関」の順となり産学の幅広い業種

で活用されている状況。 

 
図 3-6-2 J-CAT-建築の使用登録者の業種別データ 5 

 

J-CAT-戸建の利用者の業種で最も多いのは「住宅メーカー・工務店」、次いで「材料・機器メ

ーカー」、 「建設業・専門工事業」 、 「設計事務所」、「大学・研究機関」 、 「コンサルタント」

の順となり産学の幅広い業種で活用されている状況。 

 10 

 

図 3-6-3 J-CAT-戸建の使用登録者の業種別データ 

  

■J-CAT-建築（正式版）使用登録者の業種別データ（2026年1月31日現在）

人数 ％
839 30%
536 19%
284 10%
106 4%
297 10%
105 4%
84 3%

294 10%
50 2%
10 0%

239 8%
2844 100%

注1）
注2）

住宅メーカー･工務店
材料･機器メーカー
行政
不動産
大学･研究機関
エネルギー
金融
その他

計

J-CAT-建築（試行版）では登録者の「所属」から業種を推定していたが、J-CAT-建築（正式版）からは既登録者も含めて改めて「業種」をリ
ストから選択してもらう方式に改めたため、J-CAT-建築（試行版）のデータとは統合していない。

2024年10月31日公開のJ-CAT-建築（正式版）をダウンロードした者（既登録者及び新規登録者）の所属企業等の業種別人数と割合。

業種
建設業･専門工事業
設計事務所（積算等含）
コンサルタント

建設業･専門工事業
30%

設計事務所（積
算等含）

19%コンサルタント
10%

住宅メーカー･工
務店
4%

材料･機器メーカー
10%

行政
4%

不動産
3%

大学･研究機関
10%

エネルギー
2%

金融
0%

その他
8%

■J-CAT-戸建 使用登録者の業種別データ（2026年1月31日現在）

人数 ％
33 9%
33 9%
26 7%

107 29%
59 16%
11 3%
4 1%

28 8%
15 4%
1 0%

46 13%
363 100%

その他
計

行政
不動産
大学･研究機関
エネルギー
金融

建設業･専門工事業
設計事務所（積算等含）
コンサルタント
住宅メーカー･工務店
材料･機器メーカー

業種
建設業･専門工事業, 9%

設計事務所（積算等
含）, 9%

コンサルタント, 7%

住宅メーカー･工務店, 29%
材料･機器メーカー, 

16%

行政, 3%

不動産, 1%

大学･研究機関, 8%

エネルギー, 4%

金融, 0%
その他, 13%
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3-7.  J-CAT ファミリーの呼称整理 

商標登録済みの J-CAT に、そのファミリーとして戸建版を追加するあたり、J-CAT ファミリー

の個別ツールの呼称を定める。以下は、CASBEE ファミリーにおける各ツールの呼称･発行年･

改訂版の付与ルールに従って整理した。 

 5 

 

図 3-7-1 J-CAT ファミリーの呼称整理 

  

＜J-CATファミリーの各ツール呼称＞
J-CAT-建築
【今後 (新築)､(改修) などの付加も】

J-CAT-戸建

J-CAT-低層集合

【参考】＜CASBEEファミリーの各ツール呼称＞
CASBEE-建築（新築）

CASBEE-建築（既存）､ CASBEE-建築（改修）

CASBEE-戸建（新築）、CASBEE-戸建（既存）

CASBEE-低層集合（新築）

『CASBEE-建築(新築)
評価マニュアル
(2024年版)』

『CASBEE-戸建(新築)
評価マニュアル

(2025年版)』

『CASBEE－低層集合(新築)
評価マニュアル

(2025年 試行版)』
※2025年秋以降に正式版公開予定。

『CASBEE-建築(既存) 
評価マニュアル

（2014年版 改訂版）』

『CASBEE-建築(改修)
評価マニュアル
(2014年版 改訂版)』

『CASBEE-戸建(既存)
評価マニュアル

(採点基準)(2011年版)』

J-CAT®

2024.10 正式版
V2.0

Japan Carbon Assessment Tool for Building Lifecycle
建築物ホールライフカーボン算定ツール

算　定　ソ　フ　ト
標 準 算 定 法

2024/10/31 公開
2025/ 8/ 1 改訂版公開
『J-CAT-建築 (新築) 

2024年10月版 Ver2.2』※1

今後 開発予定
『J-CAT-建築 (改修) 

202X年X月版 VerX.X』

202X/X 公開予定
『J-CAT-戸建 (新築) 

202X年X月版 VerX.X』※2 

202X/X 開発予定
『J-CAT-低層集合 (新築) 

202X年X月版 VerX.X』

※１の正式名称：（J-CAT-建築）建築物ホールライフカーボン算定ツール（J-CAT）2024.10 正式版
※２の正式名称：（J-CAT-戸建）建築物ホールライフカーボン算定ツール（J-CAT）戸建 2025.11 試行版
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3-8.  成果まとめと今後の課題 

表 3-8-1 ツール開発 WG② 成果まとめと今後の課題 

 

今後の課題成果概要

複合原単位の充実、入力負荷の低
減などのさらなる改良
ケーススタディ事例の収集
各評価方法（標準版、簡易版な
ど）の評価精度の検証

これまでの非対応であった戸建住宅対
応に特化した「J-CAT-戸建」を開発
2025年11月試行版公表、2026年5月正
式版公表予定

1.
J-CAT-戸建の開発

削減手法や削減ケーススタディ結
果の対外公表等を通じてJ-CAT普及
を図り、建築物ライフサイクル
カーボン削減へ貢献

建築物ライフサイクルカーボン削減手
法、削減ケースタディ、削減に向けた
取組を収録した「建築物LCCO2削減の
ための設計施工事例集」を作成

2. 
建築物LCCO2削減の
ための設計施工事例集
の整備

2026年産業連関分析法の原単位か
ら波及効果を除外したデータベー
スへの以降＋新たに整備される積
み上げ型指向データセットの取込
み、
ツールとデータの分離管理検討

J-CATで活用する原単位を産業連関分
析法ベースから「積み上げ法」ベース
へ移行するロードマップを作成

3.
J-CAT積み上げ型の
整備検討

基本要件に沿った形で将来的に
WEB化へ移行

J-CATをクラウド上のWebアプリケー
ションとして提供、APIを公開し、外
部システム（BIM, データベース, 他社
ソフト）から利用可能にするなどの
将来的なBIM連携、WEB化の基本要件
整理

4. 
将来的なBIM連携、
WEB化の基本要件整理

加点条件（積み上げ法ベースデー
タへの移行やマルチクライテリア
対応等）適合のための継続検討

LEED v5における必須条件におけるJ-
CAT活用の承認（予定）

5. 
LEED v5への活用検討
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第 4章 データベース検討 

データ整備に向けた取り組みとデータベースの構築の検討 

国交省が示した今年度の検討体制の中で、具体的な制度化に向けた議論を開始したことが示

された。2028 年度制度化を見据えながら CO2 原単位の整備が加速化されることも示されてお

り、データベース検討 WG（以下本 WG）では早急に積み上げ型データの整備に向けた検討を進5 
め、データ作成や産業界への呼びかけを主力として今年度活動を行った。データ整備が進みに

つれ今後積み上げ型のデータが増加することが予想されるため、より一層のデータベースの構

築が求められるところである。本 WG では活動を進めながらデータの整備状況を把握しつつ、

昨年に継続してデータベースの構築、主にその在り方について検討を行った。 

 10 

4-1. 建築物 LCA の制度化支援 

国交省より LCA 算定手法の確立・制度化に向けた検討体制が示された。2028 年度制度化を見

据えながら CO2 原単位の整備が加速化されることも示された。また、当面のデータ整備の基本

的な方針として、原単位は積み上げ型（EPD・CFP）の原単位整備の推進が示された。 

ツール開発 WG では J-CAT 積み上げ型の開発、データベース検討 WG では J-CAT 積み上げ型15 
用のデータ作成に向けて活動を行った。両者は非常に密接な関係にあるため、共通課題として

それぞれの WG にて審議を行った。積み上げ型移行への対応に向け、まず移行スケジュールと

課題についてそれぞれの視点で整理した。 

 

 20 
図 4-1-1 積み上げ型原単位整備の推進 

「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想」に
て原単位は積み上げ型（EPD,CFP）の原単位整備推進が示された。これを受け、
制度化に向けて積み上げ型に対応したツール・データの整備が必要となる。

【図引用】建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた制度のあり方について（中間とりまとめ案）参考資料より抜粋 001964669.pdf
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図 4-1-2 データ作成の基本方針からデータ整備方針へ 

 

 

図 4-1-3 J-CAT積み上げ型移行への対応 5 

 

作成 建築物のライフサイクルカーボン算定・評価のための
建材設備CO2等排出量データ整備に係る当面の方針

（略称：建材設備CO2等排出量データ整備方針）
国交省住宅局素案

建築物のホールライフカーボン算定の
ためのデータ作成の基本方針（案）

データベースSWG案

役割継承

今後運用維持

本WGが作成した基本方針案を元に、「建材設備CO2排出量原単位整備方針」を
国交省が作成。今後は本整備方針を国交省所管にて維持管理される。

データベースWG

助言

国土交通省

昨年度成果

2024年度 2025年度～

本WGとしては積み上げ型データを整備するとともに既往の産業連関分析法によるデー
タ※を見直す体制構築を検討する。

【資料元】ツール開発WG第一回活動報告資料（2025/07/01開催）を元に事務局作成。

スケジュール・進め方関しては主要建材の作業状況により今後調整が必要

ツール開発WG資料より

※AIJ-LCA原単位データやJ-CAT搭載データ等の産業連関表を基に作成された原単位を示す。
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図 4-1-4 J-CAT積み上げ型の整備に向けた課題 

 
図 4-1-5 積み上げ型の整備に向けたツールとデータの移行方法と時期 

課題①「J-CAT 正式版（従来型）」から「積上げ型データ試行版（仮）」
への移行方法・時期

課題② J-CAT の「算定ツール」と「データ」の分離時期

課題③「積み上げ型指向データセット」の、国の「デフォルト値」への移行時期

■積み上げ型の原単位の整備・活用に向けた課題

データ

データ

ツール

ツール開発WG・データベース検討WG共通

データツール

※ 本来は国において検討されるべき内容も含まれるが、J-CAT開発の立場から、積み上げ型へ
の移行方法および課題認識について先行して整理・検討する。
最終的な決定は国の方針に従う。

建材・設備製造事業者における企業努力を適切に評価し、脱炭素化を促す観点から、
CFP や EPD（製品環境宣言）などから構成される積み上げ型の原単位の整備・活用を
目指すために今後の課題を整理。

J-CAT積み上げ型は、積み上げ型指向データセットの整備状況に応じて、まずは試行版として公開して使
用者の意見を求めるとともに、その後のデータセットの充実状況に応じて改良して正式版とする。なお、
従来型のJ-CATは、積み上げ型正式版公開までは、EPDデータの追加など必要な改良を適時並行して行う。

課題①「J-CAT 正式版（従来型）」から「積上げ型データ試行版（仮）」への
移行方法・時期

ツール開発・データベース検討WG共通

■ツール開発WG・データベース検討WGにて審議

論点1: 積み上げ型試行版公開の有無・公開時期（2026年度早期か）
論点2: 積み上げ型試行版を公開する場合、従来型と併用とするか否か

論点3: 積み上げ型試行版の利用開始時点でのJ-CAT用デフォルト値のあり方
主要建材のみとした場合、それ以外は波及効果を除去した産業連関分析法によるデータに係り増し係数を掛けたデータとするか、など

積み上げ型指向データセット整備とJ-CAT積み上げ型開発のスケジュール（案）(1/2)

2028年度以降2027年度2026年度2025年度

積み上げ型正式版積み上げ型試行版従来型
ツール データ受入れ

調整期間
データ受入れ
調整期間

J-CAT用デフォルト値＝ベース値×係り増し係数
ベース値は個社製品データ（EPD・CFP）

又は
波及効果を除去した産業連関分析法によるデータ

（当面の間の過渡期の措置）

産業連関分析法
によるデータ

データセット

製品データ（EPD・CFP）、業界代表データ（EPD・CFP）EPD
＋波及効果相当

制度開始前準備
▼
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図 4-1-6 ツールとデータの分離時期とデフォルト値への移行時期の検討 

 

図 4-1-7 波及効果の検討 

  5 

積み上げ型への移行に伴う課題については次回ツール開発WG、データベース検討WG
の議題として取り上げ、両WGで連携して今後スケジュールの調整を行っていく。

課題② J-CAT の「算定ツール」と「データ」の分離時期
■ツール開発WG・データベース検討WGにて審議

課題③「積上げ型指向データセット」 国の「デフォルト値」への移行時期
■データ整備SWG（本日） データベース検討WG（次回2/2）にて審議

2027年度中 国のデフォルト値検討・整備
官庁物件で算定開始

2028年4月～ 建築物LCA制度施行

2026.3-4月頃 主要建材について整備完了
2026.4月以降～その他建材について作成着手
2026年度中 WG 推進会議にて上記データ承認

積上げ型データ試行版（仮）作成スケジュール案

デフォルト値整備スケジュール（想定仮）参考

ツール開発・データベース検討WG共通

2026年度内：ツール側分離方法の検討ーデータ側データベース整備の検討
（データベースから算定ツールへの読み込み方法等）

2027年度以降：「J-CAT積上げ型」へ切り替えに合わせて
「算定ツール」と「データ」の分離を検討

4-1-4.積み上げ型指向データセット整備とJ-CAT積み上げ型開発のスケジュール（案）(2/2)

0

1

2

3

4

5

6

製
材

合
板
・
集
成
材

木
製
家
具

木
製
建
具

セ
メ
ン
ト

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト

セ
メ
ン
ト
製
品

普
通
鋼
形
鋼

普
通
鋼
鋼
板

普
通
鋼
鋼
帯

普
通
鋼
小
棒

そ
の
他
の
普
通
鋼
熱
間
圧
延
鋼
材

特
殊
鋼
熱
間
圧
延
鋼
材

普
通
鋼
鋼
管

特
殊
鋼
鋼
管

普
通
鋼
冷
間
仕
上
鋼
材

特
殊
鋼
冷
間
仕
上
鋼
材

普
通
め
っ
き
鋼
材

鋳
鉄
管

鋳
鉄
品

鍛
工
品
（
鉄
）

板
ガ
ラ
ス

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品

ア
ル
ミ
圧
延
製
品

kg
-C

O
2e

/k
g

AIJ-LCA 建築学会原単位一覧
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【参考資料】
AIJ-LCA建築学会単位 波及効果の検討

波及効果
相当分

第１カテゴリー 第２カテゴリー
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 データベース検討 WG では、効率的かつ統一性を持ったデータ整備を推し進めるため WG の

直下に実作業部隊の位置づけとしてデータ整備 SWG（以下 SWG）を新設した。 

 SWG の主な役割と活動目標は大きく２つ、①算定ルール及びデータの作成支援②積み上げ型

指向データの作成として掲げた。①は主に業界団体に対し業界代表データ作成の呼びかけを行

う活動であり、②は業界代表データ等積み上げ型データが不足する建材カテゴリーにおいて積5 

み上げ型データと産連法によるデータを活用したデータを「積み上げ型指向データセット

（SWG にて命名）」を整備する活動である。 

①としてアプローチを試みた対象団体は、主要建材に次いで設計者から整備要望の高い第二カ

テゴリー建材を扱う業界団体に向けた呼びかけをおこなった。まず、各団体に対しデータ整備

のお願い文を WG 名義にて SWG から発信を行った。その後に、オンライン面談への協力を呼び10 

かけ、各団体に対しヒアリングを行った。 

一巡目ヒアリングは全 31 団体に対し実施し、それぞれの団体のデータ整備に係る方針や進捗状

況、課題感について取りまとめを行った。二巡目以降も次年度以降の実施を計画している。 

②として、今年度は主要建材（鉄・コンクリート・木）について積み上げ型指向データセット

の収集、作成を行った。 15 

国産の木材の業界代表データの検討に関しては、林野庁事業に手進められており、SWG とは情

報共有を行っている。輸入材の業界代表データに関しては SWG にて積み上げ型指向データセッ

トを収集したが、今後は専門家オブザーバーの意見を聞きながら具体的な業界代表データの設

定方針について検討を進める予定である。 

 20 

図 4-1-8 積み上げ型データ作成に向けた新体制構築 

主査 ：清家剛 東京大学大学院教授
メンバー ：磯部孝行 武蔵野大学准教授

新藤幹 早稲田大学講師
日建設計（丹羽幹事・小上）

オブザーバー：経済産業省製造産業局
国土交通省住宅局
農林水産省林野庁
日本建材・住宅設備産業協会

報告

データベース検討WGのもとにデータ整備SWGを設置し、効率的かつ統一性を
もったデータ整備を短期間で推し進めることとした。

データベース検討WG

データ整備SWG

＜主な役割と検討項目（案）＞
・業界代表データ取得促進
・団体、個社との連絡窓口（各種相談等）
・積み上げ型指向データセットの作成
・J-CAT搭載済みデータと積み上げ型指向データセットの関係性の確認

ゼロカーボン推進会議

建材EPD検討会議
進捗確認

連携新設

体

制

承認 報告

承認
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図 4-1-9  SWGの活動計画 

 

図 4-1-10 J-CAT用デフォルト値の作成方針 

SWGの主な役割と活動内容
①算定ルール及びデータの作成支援
・「データ整備に向けたお願い」ペーパーの配布（第2カテゴリー（案）対象）
・業界団体ヒアリングの実施
・団体、個社との連絡窓口（各種相談等）
・建材EPD検討会議主催勉強会の当WGからの参加呼びかけ

②積み上げ型指向データセットの作成手順の検討
・第1カテゴリー（主要建材）
・以降は期間内に可能な範囲※で順次作成に着手
（※中間とりまとめ例示建材や第２カテゴリー（案）を参考とするなどが考えられる）

・積み上げ型指向データセットの検討

SWGの主な役割を大きく２つ設定し、それぞれの役割についての活動内容及び検
討項目について確認した。

データ整備SWG体制の活動計画

積み上げ型データ試行版（仮）の名称を、産業連関分析法によるデータを参考と
する場合は見直すべきとの意見を受けて、「積み上げ型指向データセット」とし
た。

J-CAT用デフォルト値の作成方針（案）

J-CAT用デフォルト値 ＝ ベース値 × 係り増し係数

対象建材 先行し主要建材（鉄・コンクリート・木）について検討
データ粒度 LCA算定者ニーズ等を参考に決定
ベース値 積み上げ型指向データセット*1のうち最大値とする

※1・各建材カテゴリーについて、「波及効果相当を抜いた産業連関分析法による
データ」と「積み上げ法によるデータ」を収集、整理したデータセット。

・バウンダリーはA1（建材量の調達）～A3（製造）
・A4（現場への輸送）は業界毎の状況により検討する

係り増し係数 原則として最大値を上回る割増し係数*2の採用を検討
※2 ・横並び比較・建材別事情を考慮した設定とする

・ LCA先進国の事例も参考とする
・統一値とするか個別設定とするか検討する
・”外れ値”への対応も考慮する

積み上げ型指向データセット（名称と作成方針の見直し）
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図 4-1-11積み上げ型指向データセットについて 

 

図 4-1-12 J-CAT用デフォルト値について  

【参考】積み上げ型指向データセットとJ-CAT用デフォルト値
の作成方針（案）のイメージ

積み上げ型指向データセットについて
⇒各建材カテゴリーについて、「波及効果相当を抜いた産業連関分析法

によるデータ」と「積み上げ法によるデータ」を収集、整理する
⇒J-CAT用デフォルト値（後述）の作成において活用する

業界代表データ
（EPD･CFP）

個社製品データ
（EPD･CFP）など

・ AIJ_LCA原単位データベース
・CORD（3EIDベース）

①

波及効果相当を抜いた
産業連関分析法によるデータ

積み上げ法によるデータ
・論文等で報告されているデータ
・EPD/Climate宣言
・CFP
・団体公表LCIデータ
・IDEA

建材カテゴリー：○○ 建材カテゴリー：××
▲波及効果相当

…

※波及効果相当を抜くのは
EPD・CFPとの円滑な併用のため

積み上げ型指向データセット

【参考】積み上げ型指向データセットとJ-CAT用デフォルト値
の作成方針（案）のイメージ

J-CAT用デフォルト値について➁

波及効果相当を抜いた
産業連関分析法によるデータ 積み上げ法によるデータ

建材カテゴリー：△△ 建材カテゴリー：□□

…
×1.●倍

ベース値※

ベース値 × 係り増し係数

= J-CAT用デフォルト値
×1.●倍

⇒個社製品データや業界代表データがない場合に代用することを目的として作成
⇒積み上げ型指向データセットと比べて大きい値として設定する ※

⇒J-CAT用デフォルト値は、積み上げ型指向データセットの中で最大の値をベース値
とし、係り増し係数を乗じることで作成する

※J-CAT用デフォルト値をデータセットより大きい
値とすることで、積み上げ法によるデータ（業界
代表データ、個社製品データ）の作成を促す
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4-2.積み上げ型の原単位整備の推進 _主要関係業界（素材系）データベース整備支援 

 主要建材（鉄コンクリート木）業界への働きかけ 

 データベース検討WGでは、主に業界団体に対し業界代表データ作成の呼びかけを行う取り組

みを行った。 

建材のデータ整備を進めるにあたり、材料ごとに異なる製造方法によって留意すべき点、業5 

界ごとの留意すべき点があることに着目し、WG では主要建材の鉄、コンクリート、木材につい

て業界ごとの留意すべき事情と論点を整理した。とりまとめにあたっては、各業界団体、所管

省庁の協力を得て内容照会を事前に実施した。 

 
図 4-2-1 グリーンスチールに関するガイドラインの改訂 10 

主要素材系建材の動き ①鉄鋼
日本鉄鋼連盟/グリーンスチールに関するガイドライン

排出の削減量を製品に配分するマスバランス方式を用いたグリーンスチールの供給
に関するガイドラインが4月に改訂された。マスバランス方式では、鉄鋼製造企業
が組織のCO2排出削減量を任意の製品に配分し、削減証書と共に顧客に供給される。

【資料URL】グリーンスチールに関する ガイドラインより事務局が要約、図を抜粋。

 削減実績量
組織内で実施され、追加性があ
り、削減実績が適切
に算定できるPJによる GHG 排
出削減量等
 管理と配分
削減実績量は組織内で管理さ
れ、任意の鉄鋼製品に配分。
物理的なつながりがある場合
に限り、第三者による認証が
必要。
 顧客による利用
削減証書を使用して、製品レベ
ルでの排出削減を主張できる。
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図 4-2-2 グリーンスチール GHG排出量の配分方法の考え方 

 
図 4-2-3 GX 促進に向けた CFPの製品別算定ルール策定支援事業 

GHG 排出量の配分方法

【参考資料】GX推進のためのグリーン鉄研究会（2025/1/23とりまとめ)

GX推進のためのグリーン鉄研究会 とりまとめ（PDF形式：2,642KB）【図引用】経済産業省HP

ISO 14067:2018（CFP の国際標準）及び ISO 14044:2006（LCA の 国際標準）
に明記されている「配分 (Allocation)」に整合する手法として整理

主要素材系建材の動き ①鉄鋼

サプライチェーン全体の排出量削減に貢献する先進例の創出を目的とし、CFPの製
品別算定ルールの策定について支援を行っている。昨年度は生コンクリート・プレ
キャストコンクリートが策定の支援対象となっている。

主要素材系建材の動向 ①コンクリート
経済産業省/R6年度GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定支援事業

【資料URL】令和６年度 GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定支援事業 （METI/経済産業省）より抜粋。

令和6年度支援対象団体
•参加団体①全国段ボール工業組合連合会
•参加団体②一般社団法人

生コン・残コンソリューション技術研究会
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図 4-2-4 GX 促進に向けた CFPの製品別算定ルール策定支援事業 

 
図 4-2-5 GX 促進に向けた CFPの製品別算定ルール策定支援事業 

 5 

コンクリート業界全体の基準統一と透明性向上などを目的にコンクリート及びコン
クリート製品のCFP算定ルールが策定された。コンクリートのCO2固定化技術を適
切に評価することを目指している。

【資料URL】https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/r6_cfp_rrcs_2.pdf508より抜粋。

順次拡大予定 順次拡大予定
対象

 委員会メンバー
東京大学 野口貴文教授
セメント協会
ゼネコン等
 適用範囲
コンクリートとコンクリート製品
 基本となる対象プロセス
A1－A3（資材製造段階）
 対象とするGHG
CO2が基本
 炭素固定化
－１/＋１アプローチ
※コンクリートは埋立においても CO2は固定されたま
まとして計上しない。

 有効期限
５年

主要素材系建材の動向 ①コンクリート
経済産業省/R6年度GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定支援事業

【資料URL】https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/r6_cfp_rrcs_2.pdf508より抜粋。

【参考】コンクリート・コンクリート製品のライフサイクルフロー

↑本ルールの対象

主要素材系建材の動き ①コンクリート
経済産業省/R6年度GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定支援事業
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図 4-2-6本とりまとめの位置づけ 

 

図 4-2-7 留意すべき事情と論点: 鉄鋼（1） 

建材のデータ整備を進めるあたり、まずは主要建材（鉄鋼・コンクリート・木
材）について、本WG内にて「建材の各業界毎の留意すべき事情とデータ整備を
進める上での論点」をとりまとめた。

本とりまとめの位置づけ
• 建材のデータ整備を進めるあたり、材料ごとに異なる製造方

法によって留意すべき点、あるいは業界ごとの留意すべき点
がある。

• 建築物の設計・施工及びLCCO2算定を行う建築生産者のニー
ズ及び素材・建材等の業界毎の事情を踏まえたデータ整備を
進める観点から、主要な鉄、コンクリート、木材について、
まずは留意すべき点を列挙して、論点について検討した。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点

（１）製造時の環境負荷
• 鉄は鉄鉱石から鉄を作る方法（高炉法）と、鉄スクラップか

ら鉄を作る方法（電炉法）がある。どちらも1400℃以上の高
温で生産するため、製造時のCO2排出量が大きい。

• 高炉法は石炭を用いて鉄鉱石を還元する工程で多くのCO2を
排出するが、電炉法では還元済みの鉄スクラップの溶解に必
要な電力製造が主なCO2排出であり高炉法の1/4程度である。
しかしながら、従来の電炉法では、主にスクラップ中の不純
物のため、高炉鋼と同じ特性の製品が製造できないので、電
炉法では日本の鉄鋼需要の3割程度しか満たせない。

• したがって我が国の脱炭素実現に向け、鉄鋼メーカーは還元
工程の脱炭素化技術として、（石炭の代わりに）水素による
還元法の確立を目指している。一方で、それが確立されるま
での間、革新電炉への移行も検討されている。グリーン電力
を採用した電炉法もCO2排出削減に貢献できる。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
① 鉄鋼（1/4）
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図 4-2-8 留意すべき事情と論点:コンクリート(1） 

 

図 4-2-9 留意すべき事情と論点:コンクリート(2） 

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
② コンクリート（1/3）

（１）生産プロセスと環境負荷
• コンクリートは、セメント、粗骨材（砂利）、細骨材（砂）、

水が主な原料で、これらを搬入して生コン工場で生産する。
• 粗骨材（砂利）、細骨材（砂）、水は、生産上の環境負荷は

大きくなく、その差も少ない。またこれらは生コン工場の近
距離から調達することが多く、輸送距離による環境負荷の差
は生じづらいと言える。（例えば100から200km圏内から調達
していることが多い。）

• 生コンはJIS規格で工場から建設現場まで（生コンの品質を低
下させないため）運搬時間の制限が決められており、現場ご
との輸送距離による環境負荷の差は生じづらいと言える。

全編はAPPENDIX参照

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
② コンクリート（2/3）

（１）生産プロセスと環境負荷（つづき）
• セメントは、生産時に大規模な設備であるセメントキルンで

1450℃以上の高温で焼成する点に加え、原料として石灰石を
活用することから、大量のCO2を排出する。その削減のため
には、混合材として高炉スラグ等を採用することでセメント
としてのCO2排出原単位を削減するものが多い。ただし高炉
セメントはCO2削減に有利だが、早期強度*1や耐久性に劣る*2

面もあるため、設計・施工条件によっては適さない場合があ
り、環境面だけでの選定は難しい。

• セメント工場の立地は全国的に見ると偏りがあるが、全国に
届く商流と物流が完成しており、入手可能性に地域差はない。
※1 早期に強度を必要とする構造物として床版、桁等がある。
※2 かぶりの小さい構造物等においては耐久性に劣る場合がある。

全編はAPPENDIX参照
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図 4-2-10留意すべき事情と論点:木材(1） 

 
図 4-2-11留意すべき事情と論点:木材(2） 

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（1/2）

（１）生産プロセスと環境負荷
• 木材は、伐採、製材工場への輸送、製材工場での製材・乾燥、プレ

カット工場への輸送、プレカット加工、 建設現場への輸送、建設と
いうプロセスを経る。集成材等については、製材工場での製材・乾
燥の後、集成材工場での加工（接着等）が入る。

• 伐採から製材工場への丸太の輸送については、丸太は重量物である
ことから輸送距離が100kmを超すことはまれであり、丸太輸送段階
での距離・方法による差は小さい。

• 製材工程は電動設備による加工が一般的であり設備による差はそれ
ほど出ない（大規模化により下がる可能性がある一方、人力への依
存の高い小規模施設の方が小さい可能性もある）。

• 乾燥工程は、構造用木材は人工乾燥が一般的。製材プロセスから出
る端材等によるバイオマスボイラー利用が拡大しており、排出削減
に貢献（連続運転のため重油との併用が多い）。敷地に余裕がある
場合は天然乾燥との組合せもみられる。

全編はAPPENDIX参照

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（2/2）

（１）生産プロセスと環境負荷（つづき）
• 上記により、伐採から製品の出荷までの間においては、乾燥工

程でのバイオマス利用等による更なる削減の余地はあると考え
られるが、その他の原材料（丸太）輸送や製材プロセスにおい
て削減の余地は大きくないと考えられる。

• また、木材製品の原単位は、製材（JAS構造用製材）の80kg-
CO2e/㎥や集成材（中断面）の161 kg-CO2e/㎥といった数値が
各製品別団体から出されており、これは他資材（鉄鋼等）と機
能単位を揃えた上で比較しても極めて少ないものである。

• なお、国内製造工場で利用する材料については、輸入丸太及び
輸入ラミナが存在し、製造・輸送プロセスが異なることに留意
が必要。また、欧州産の集成材等、製品で輸入されるものも一
定量存在。一方、それらは住宅産業等需要側からの供給安定性
や品質・強度上の要求に対応したものであることにも留意が必
要。

全編はAPPENDIX参照
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図 4-2-12 とりまとめを受けた WG委員からの意見 

 

図 4-2-13鉄鋼業界における業界代表データ整備方針 

• 原単位作成の主導者を原単位ごとに見極め、制度設計の参考にするの
がよいのではないか。

• 建材毎につくるべきデータは、政策としてどう社会を誘導していくか、
どのような削減を促したいかなど、目的によって変わってくるのでは
ないか。

• 排出原単位は様々な評価軸がある。正確な数値と共に、データ利用
者・作成者の目的に応じた数値を別で表示できるような仕組みが考え
られるのではないか。

• GHGの算定対象範囲はエネルギー起因、材料起因、生物由来炭素、土
地利用改変等様々ある。算定範囲を明記した上で目的に応じた算定が
できる仕組みが望ましい。

• 一つのルールで縛るのではなく、業界全体の脱炭素に対する取り組み
を後押しできるようなデータ整備が望ましい。

WG委員からの意見

とりまとめ資料は検討会への報告資料として提出した。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点

① 鉄鋼（1/3）
主要建材（鉄、コンクリート、木）のデータ整備に向けた取組み状況報告

鉄鋼はデータ収集の仕組みは一定程度確立しており、LCIデータ、個社データは整備さ
れている。昨年には鋼材のCFP算定ガイドラインを整備している。業界代表データにつ
いては「普通高炉鋼材」、「GXスチール」、「電炉鋼材」を対象とする方向で検討中。

資料全編は参考資料参照資料の引用) 日本鉄鋼連盟様からの提供資料より。
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図 4-2-14鉄鋼業界における業界代表データの種類 

 

図 4-2-15鉄鋼業界における業界代表データ算定例イメージ 

資料全編は参考資料参照資料の引用) 日本鉄鋼連盟様からの提供資料より。

① 鉄鋼（2/3）
主要建材（鉄、コンクリート、木）のデータ整備に向けた取組み状況報告

資料全編は参考資料参照資料の引用) 日本鉄鋼連盟様からの提供資料より。

① 鉄鋼（3/3）
主要建材（鉄、コンクリート、木）のデータ整備に向けた取組み状況報告
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図 4-2-16セメント EPD用 PCRの作成スケジュール 

  

 

図 4-2-17木材の CO2等排出量原単位（各木材製品の業界平均値） 5 

セメントのPCRは2026年3月に公開される見込み。
② コンクリート
主要建材（鉄、コンクリート、木）のデータ整備に向けた取組み状況報告

③木材(2/3) 木材のCO2等排出量原単位（各木材製品の業界平均値）

※ 計算条件や機能単位が異なるため、上記データにより各製品の環境負荷を単純に比較することはできない。
※ ②炭素貯蔵量については林野庁「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン（令和３年10月１日３林政産第85号（林野庁長官通知））により算定。

JAS構造用製材、JAS構造用集成材及びCLTはスギの密度を使用。
※ JAS構造用集成材（小断面）については使用環境Ｂ、JAS構造用集成材（中断面）については使用環境Ｃの排出原単位を表記。

次年度の活動計画（予定）
・ 製材：R8年度を目途にJAS構造用製材（人工乾燥）について業界代表データを設定する予定

（副産物とのアロケーション方法及び代表性を確保するための追加調査対象の検討を含む：
林野庁補助）。その後、製材全体（羽柄材・内装材等）の代表データの検討に移る予定。

・ 集成材：R8年度を目途に大断面の調査を実施し、小・中断面と合わせて代表データを設定する予
定（林野庁補助）。

・ LVL：R8年度を目途に調査を実施し代表データを設定する予定（林野庁補助）。
・ 合板・CLT：調査は概ね完了。各団体で代表データ設定の検討を進める予定。

→いずれも当SWGと情報共有・連携。

主要建材（鉄、コンクリート、木）のデータ整備に向けた取組み状況報告
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4-3.積み上げ型の原単位整備の推進 _業界代表データの整備推進に向けた取組み支援 

主要建材を第一カテゴリーと位置づけ、第一カテゴリーに次いで、第二カテゴリーとして設

計者から整備要望の高い建材を扱う業界団体に向けた呼びかけをおこなった。 

まず、各団体に対しデータ整備のお願い文を WG名義にて作成し SWGを通じて発信を行った。

その後に、オンライン面談への協力を呼びかけ、各団体に対しヒアリングを行った。 5 

 

 
図 4-3-1 データ整備に向けたお願い文概要 

 

ゼロカーボンビル推進会議 データベースWGについて
 「データベースWG」（主査：東京大学 清家剛教授）は、CO2等排出量に係るデータ作成等

の支援などを行っております。データ作成にあたりご不明な点等ございましたらご相談くだ
さい。

本資料の主旨
  本資料は、建材・設備製造事業者の業界団体の皆様に対し、建築分野における脱炭素化の

推進に向けた方策についてご理解を深めていただき、その基盤構築のために建材・設備に関
するCO2排出量等に係るデータの整備についてご検討をお願い申し上げるものです。

検討会で示された中間とりまとめを受け、主に各建材設備の業界団体・個社に向
けたデータ整備の検討を呼び掛けた文書を本WGより発行する。

構成
・検討をお願いしたい内容
・国⼟交通省の補助事業のご紹介
・データ整備に関する意⾒交換の機会について
参考資料）
―背景
ー建材・設備のCO2等排出量に係るデータ作成の重要性
ー建材・設備のCO2等排出量に係るデータの分類

建材･設備のCO2等排出量に係るデータの整備に向けたお願い
ゼロカーボンビル推進会議 データベースWG

はじめに
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図 4-3-2 お願い文の内容 

 

図 4-3-3 各カテゴリーに対するアプローチ仕分け 

概要

〇検討をお願いしたい内容 ※内容調整中のため一部変更の可能性があります。

業界団体の皆様向け 個社の皆様向け
①算定ルールの新規作成/改訂の検討
②業界代表データを作成する製品・製品群の検討
③業界代表データの作成方法の検討
④EPD作成において使用するプログラムの検討
⑤CFP作成に係るコンサルタントの検討や外部レ

ビューの検討（CFPを作成する場合）

①算定ルールの選択の検討
②個社製品データを作成する製品・製品群の検討
③個社製品データの作成方法の検討
④EPD作成において使用するプログラムの検討
⑤CFP作成に係るコンサルタントの検討や外部レ

ビューの検討（CFPを作成する場合）

〇国土交通省の補助事業の紹介
支給限度額 公募期間 提出物 等

〇データ整備に関する意見交換の機会について

・「建材EPD検討会議」（委員長：東京大学 清家剛教授）への委員としての
参加、あるいは、傍聴の呼びかけ。

・同上会議が主催する勉強会参加への呼びかけ。

主な内容の紹介

例）塗料系、壁紙、設備等

国内における建材設備業界団体と建材設備分類との紐づけを行い、中間とりまと
め案で示されたカテゴリーに分類を元に、WGや建材EPD検討会議にて分担し
ニーズの共有と協力依頼を行っていく。

第１優先カテゴリー

第２優先カテゴリー

第３優先カテゴリー

建築物LCCO2全体に占める割合の
大きい主要建材

様々な建築物において共通して使用される頻度が高く、建築物LCCO2全体に占める割合の
大きい建材

多様な製品で構成される設備などそのCO2等排出量原単位作成のハードルが高いものや建築物LCCO2に占める割合が極めて
小さい内装材等

建築物に関わる全ての建材設備

例）鉄鋼材料、コンクリート、木材

データベース検討WG

建材EPD検討会議

日本建材・住宅設備産業協会
参加団体・個社等他

日本建材・住宅設備産業協会
参加団体・個社等他

■建材設備業界団体への働きかけ イメージ図

勉強会・講習会等の啓発活動
と合わせたアプローチ

WG傍聴の依頼・個別アプローチ

WG傍聴の依頼・個別アプローチ

例）アルミサッシ、ガラス、
OAフロア、石こうボード等
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図 4-3-4 国交省取り組みの紹介：原単位作成ニーズ調査 

 
図 4-3-5 第二カテゴリー分類建材案 

中間とりまとめ（案）で記載した、各カテゴリーに該当する建材・設備の検討に向けて、建
材EPD 検討会議（委員長：清家剛教授、事務局：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協
会）作成の“建材カテゴリー別算定ルール・データ等整備状況一覧表”の建材・設備の項目リ
ストを活用し、国土交通省においてデータ整備の優先度について検討中。

【参考資料】原単位作成ニーズの共有と協力依頼

協会会員の関係企業・工業会
名1

第3優先
カテゴ
リー

第2優先
カテゴ
リー

第1優先
カテゴ
リー節分類番号

その他主内外装構造躯体節章
〇〇協会鉄骨7
〇〇連盟〇〇材料（鉄骨）27
〇〇連盟〇工作一般3
〇〇協会〇高力ボルト接合4
〇〇協会〇普通ボルト接合5
〇〇協会溶接接合6
〇〇工業会スタッド溶接及びデッキプレートの溶接7
？？？〇〇デッキプレート(合成デッキ、フラットデッキ、

配筋付デッキプレート）
ー

〇〇工業会コンクリートブロック、ＡＬＣパネル及び押出
成形セメント板

8

↓〇補強コンクリートブロック28
↓〇コンクリートブロック帳壁及び塀3
〇〇協会〇〇ＡＬＣパネル48
〇〇協会〇〇押出成形セメント板（ＥＣＰ）5

〇金属断熱サンドイッチパネル－
ガラス繊維強化セメント板（GLC）ー

〇〇協会防水9
↓〇〇アスファルト防水29

データ整備のための建材設備リスト（例）

公共工事標準仕様書（建・機・電・木造・解体）公共住宅建設工事標準仕様書を元に作成。

設計者要望により追加

主要建材

有識者、設計者等へのヒアリングを参考に決定
※目線は採用頻度や結果へのインパクト大

データベースWG
と建材EPD検討会
議でアプローチを
分担する。

その他算定対象とすることが望ましい
全般的な建材設備

国交省様取組の紹介

中間とりまとめ（案）で記載した、各カテゴリーに該当する建材・設備の検討に向けて、建
材EPD 検討会議（委員長：清家剛教授、事務局：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協
会）作成の“建材カテゴリー別算定ルール・データ等整備状況一覧表”の建材・設備の項目リ
ストを活用し、国土交通省においてデータ整備の優先度について検討中。

【参考資料】原単位作成ニーズの共有と協力依頼

第２優先カテゴリーに原案として分類されている建材（案）
鋼製建具デッキプレート
ステンレス製建具(合成デッキ、フラットデッキ、配筋付デッキプレート）
木製建具ＡＬＣパネル
ガラス押出成形セメント板（ＥＣＰ）
メタルカーテンウォールアスファルト防水
ＰＣカーテンウォール改質アスファルトシート防水
ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル塗膜防水
カーペット材料（石）
フローリング材料（陶磁器質タイル）
システム天井長尺金属板葺
せっこうボード、その他ボード及び合板軽量鉄骨天井下地
ビニールクロス軽量鉄骨壁下地
断熱・防露アルミニウム製笠木
OAフロア（プラスチック系、コンクリート系、金属系、木系）ロックウール吹付け
アスファルト舗装アルミニウム製建具
サイディング工事樹脂製建具

アルミ樹脂複合建具

第２優先カテゴリー
様々な建築物において共通して使用される頻度が高く、建築物LCCO2全体に占める割合の大きい建材

国交省様取組の紹介
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図 4-3-6 ヒアリング計画 

 

図 4-3-7 ヒアリング結果のとりまとめ 

■業界団体に対するヒアリング計画
配布資料：ヒアリングシート
調査対象：第2カテゴリー（案）に該当する業界団体からの

選出団体（既に取得見込みの団体等は省略か）
調査項目：①データ整備状況

取組み中 PCR策定中？業界代表データ取得中？検討中の製品カテゴリー
取組なし 情報集段階？対応検討中？
②データ取得の意向（展望）
業界代表EPD・CFP？PCR迄？個社志向？意向ナシ？
いつ頃までに取得見込みか？
③SWGサポート内容への要望
こんなサポートがありがたい。

サポート：団体の要求レベル別にサポート内容を検討する。
サポート必要性（軽）・コンサルの紹介、補助金制度の案内
サポート必要性（中）・データを整備する製品の整理・算定ルールのアドバイス

・業界代表の設定方法
サポート必要性（重）・作業手順の提案・製品カテゴリーの決定・

・競合他社のとりまとめ・以降（中）と同内容

お願い文を発信した後にデータ整備SWGによるオンライン面談への協力依頼を発信し
た。業界毎の事情に応じた個別相談、個別サポートをSWGにて検討、実施する。

例示（案）

SWGによる業界団体に対するオンライン面談の実施（1/2）

SWGに求めるサポートは団体の取組進捗状況により異なるためサポート必要レベル
を基に団体を大きく分類した。レベルに応じた具体的な支援策を検討し、来年度
SWGの活動計画を策定した。

サポート必要レベル重
（LCAについて検討経験なし）

★★★
・A工業会
・B工業会

・
・
・

8団体*

サポート必要レベル中
（整備方針の示唆が必要）

★★☆
サポート必要レベル軽
（既に取組中）

★☆☆
・H協会
・I協会

・
・
・

７団体*

支援（案）
‐生産プロセスのヒアリング
‐建材の特性に応じた助言
-算定対象製品と算定方針の提案
※ 算定自体は団体側で行う。
‐試算結果を基にした助言と調整等

支援（案）
‐現場オーダーメイド品の算定単位

への助言
‐別工業会との調整支援
‐輸入品への対応方法の提案
‐結果を基にした助言と調整等

・O協議会
・P協会

・
・
・

11団体*

支援（案）
‐値設定（最大or平均）の妥当性確認
‐製品カテゴリー粒度への助言等
-補助金制度の紹介
-コンサルリストの紹介等

SWGによる業界団体に対するオンライン面談の実施(2/2)

＊2/13段階での数値

‐LCAについて認識したばかり。
-専門知識を有する人材がいない。
-上・下流共にデータ要望がない。

現状
‐代表的な製品が決められない。
-別団体との調整が必要。
-輸入材を扱う。

現状
‐業界代表の値設定に迷いがある。
-製品数が多すぎる。
-コスト面で懸念がある。

現状



76 
 

 
図 4-3-8 団体の抱えている課題 

 
図 4-3-9 業界代表値の設定方法 

1

2

3

3

3
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6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

素材違いが及ぼす算定結果への影響…

輸入材の評価方法…

複合素材の考え方…

コンサルリストの提供…

データ作成にかかる費用…

OCとのトレードオフ…

会員企業の取りまとめ（秘匿情報の扱い・…

進め方がわからない…

業界代表の値設定（最大/平均等）…

業界代表データの整備にあたり団体が抱えている課題（特にSWGの助言を求める点）

SWGに求める助言として最も多く出されたのは「業界代表値の値設定方針」につい
て。その他は業界毎の事情によった様々な課題についてSWGへの支援を求める声が
多く出された。

業界向けオンライン面談の実施報告

【参考資料】業界代表値の値の設定方法 それぞれの特徴
平均値最大値

①業界全体の平均的な値設定が可能
・出荷量や販売量による加重平均等、値設定の方
針が立てやすい。
・各社事情の違いをならした平均的な状況が反映
できる。
・業界としての平均的な排出量とすることで、単
純な数値比較による偏ったイメージの誤誘導のリ
スクが少なくなる。
・多数のデータの中の一部の飛び値に影響されに
くい。

①設計初期 現場段階でのLCA数値の精査
・設計者は設計～竣工までの各フェーズでLCA算定を
行い、業界代表データは設計初期に使用されること
が想定される。
・業界代表データを安全側（大き目）の値設定とす
ることで、製品仕様が詳細決まってくるにつれ算定
精度が高まり算定結果を精査することが可能となる。
・上記流れをとることで関係者の合意形成が取りや
すい。

②会員企業間の円滑な合意形成
・複数企業からのデータを集めて設定を検討する
際に、平均値とすることで公平感があり合意形成
が得られやすい。

②個社によるデータ作成意欲の向上
・代表値より小さい数値が選定されやすくなるため、
自社製品のアピールとしてEPD、CFPの取得意欲が高
まる。
・全体としてデータ数の充実、整備促進につながる。

③真値との乖離抑制
・特に算定結果に影響の大きい建材は最大値では
なく平均値とすることで真値との乖離を抑えるこ
とができる。

③個社の脱炭素対策への意識向上
・②と同じ理由により、より脱炭素のための努力や
設備投資が促される。
・社会全体の脱炭素につながる。

業界向けオンライン面談の実施報告



77 
 

 
図 4-3-10 データのオーソライズ イメージの共有（業界代表データ） 

 
図 4-3-11 データのオーソライズ イメージの共有（積み上げ型指向データ） 

■WG・SWGにおけるデータのオーソライズのイメージ
・対象となるデータ：
①業界代表データ②積み上げ型指向データセット（仮）
オーソライズのイメージ（当面の体制案） ①業界代表データの場合

業界
団体

SWG

検討状況の進捗報告

＜主な役割＞
・業界間の調整・整理
・検討内容に対するアドバイス
・統一性、公平性の確認

報告

データベース検
討WG

算定ルール及びデータの
整備方針のオーソライズ

ヒアリング*
アドバイス等
各種サポート

連携

連携a例）J-CAT
ツール開発

WG
ユーザー

HP等で公表 閲覧

ツール

登録

*
・整備すべき製品
・算定ルールの検討
・業界代表データの検討

検証
機関

申請

レビュー

データ取得の報告

今後SWGの活動により整備されるデータを、安心してユーザーが使用できるようにす
るため、データの整備方針を最終的にWGでオーソライズする当面の体制を検討した。

ゼロカーボンビル推進会議

報告 承認

ルールやデータの中身
については策定過程の
公開や検証機関による
レビューで担保する

データのオーソライズ イメージの共有（具体化と当面の体制の検討）(1/2)

■WG・SWGにおけるデータのオーソライズのイメージ
・対象となるデータ：
①業界代表データ②積み上げ型指向データセット（仮）

業界
団体

SWG

監修
助言

＜主な役割＞
・積み上げ型データの調査
・データ作成手順の検討
・データ作成
・関連省庁との調整

報告

データベース
検討WG

データの整備方針の
オーソライズ

提供

連携J-CAT ツール開発
WG

データ作成

テストラン

オーソライズのイメージ（案） ②積み上げ型指向データセット（仮）の場合

確認

＜主な役割＞
・積み上げ型試行版の開発
・産業連関分析法によるデータより波及効果の除去

データのオーソライズ イメージの共有（具体化と体制の検討）(2/2)
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図 4-3-12 Core-PCR公開 

 
図 4-3-13 CO2固定化量の測定方法の JIS化  

  5 

【情報共有】「建材及び建設製品」Core-PCR公開

3月末に「建材及び建設製品」Core-PCRが発行された。

【参照】第三回建材EPD検討会議 SuMPO報告事項（2025.3.7）より図を引用。図は意見公募期間中のものでありリンクは墨消し。

CO2固定化量の測定方法のJIS化に関し意見受付公告がなされた。（～11/10）
共通ルールが示されることにより算定結果の精度が上がることが期待される。ｆ
【情報共有】 CO2固定化量の測定方法のJIS化 意見受付広告

日本産業標準調査会：産業標準化とJIS-意見受付公告(JIS)

JISA1016-2規格番号

コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量
－第２部：酸分解－逆滴定法による測定規格名称

JIS A 1016-1に基づいて、コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素を定量するための分析方法の一つで
ある酸分解-逆滴定法について標準化を行い、生産及び使用の合理化、品質の向上を図るために制定するものである。
主な規定項目は、次のとおりである。
・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・試薬及びガス ・装置 ・測定試料の量り採り量 ・測定手順 ・計算 ・報告書

概要

JISA1016-1規格番号

コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量－第１部：定量方法規格名称

コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量方法について標準化を行い、生産及び使用の合理化、
品質の向上を図るために制定するものである。 主な規定項目は、次のとおりである。
・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・試薬及びガス ・二酸化炭素量の定量操作の流れ ・コンクリート供試体の作製方
法 ・試料の調製 ・測定 ・コンクリート構成材料及び再生砕石に固定化した二酸化炭素量 ・コンクリートに固定化した二酸化
炭素量 ・報告書

概要

JISA1016-6格番号

コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量
－第６部：熱分解－重量測定法による測定規格名称

JIS A 1016-1に基づいて、コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素を定量するための分析方法の一つで
ある熱分解-重量測定法について標準化を行い、生産及び使用の合理化、品質の向上を図るために制定するものである。
主な規定項目は、次のとおりである。
・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・試薬及びガス ・装置 ・熱重量測定装置の校正 ・測定条件 ・操作 ・計算 ・報告書

概要

コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量に関するJIS

リンク：日本産業標準調査会：産業標準化とJIS-意見受付公告(JIS)規格情報
土屋委員からの情報提供
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建材 EPD 検討会議との連携 

昨年度に引き続き、日本建材・住宅設備産業協会による建材 EPD 検討会議との連携などを通

して、積み上げ型データ（EPD・CFP 等）の整備、データベース構築に向けた各産業界への働き

かけを実施した。建材等 CO2 排出量データ整備のため、検討会議では上半期において会員団体

を対象にアンケートを実施し、算定ルール・業界代表データの整備状況と製品カテゴリー分類5 

の整理を行った。また下半期には業界団体、個社による積み上げ型データの取得に関する基礎

知識の啓発を狙いとした勉強会を実施した。それらの実施結果について WG にて報告し、情報

共有を図った。 

 

 10 
図 4-3-14 業界代表データ整備状況把握調査  

アンケートに対し、工業団体からの回答率は約80％となった。
第２回建材EPD検討会議（9/26）の結果報告に向け、調査結果の分析を進めている。

【建材EPD検討会議との連携】建材EPD検討会議アンケート結果

【調査主旨と概要】
【主旨】
「建材等CO2排出量データ」整備のため、建材の製品別算定ルール（PCR他）と
製品データ（EPD、CFP他）の製品カテゴリーについて整理する必要がある。
各工業会の取扱う建材の製品カテゴリーについて意見を徴収する。
【調査項目】①建材別算定ルール・業界代表データ整備状況と今後の方針

②製品カテゴリー分類の整理
【調査方法】調査票によるアンケート形式
【調査期間】2025年7月2日 ～ 2025年7月31日
【調査対象】建材・設備系工業団体42 団体
（一社）日本建材・住宅設備産業協会団体会員 34団体

団体正会員以外の団体8団体
【回収率】33団体 / 42団体＝78.6% （昨年最終74.4％）
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図 4-3-15 調査結果総評  

 

図 4-3-16 現状の課題整理と在り方検討  

【調査結果総評】
1）算定ルール（PCRやCFPガイドライン他）のに対する取組の差が顕著

策定していない団体が60％と多数
策定していない団体は今後の方針も未定であるか、取り組まないと回答

2）業界代表データ（EPD、CFP）現状の取得状況は限定的
認定取得済み団体は3団体のみ
組立製品（ユニットやエクステリア製品など）は単一建材（断熱材など）と
比較し策定が遅れる傾向にある

3）業界全体としての算定ルール・データに関する今後の整備方針は未定である
傾向が高い
方針が「未定」または「検討中」であった回答率
・算定ルール（PCRやCFPガイドライン他）の今後の整備方針：50％
・業界代表データ（EPD、CFP）の今後の取得方針：70％

4）主な課題
「人材不足（要員）」：87％が課題として挙げている
（専門人材の不足、外部支援の必要性が考えられる）
「費用」（70％）、 「取得フロー）」（60％）も課題

5）製品カテゴリーと公共工事標準仕様書との整合性
PCR：75％が「可」と回答
EPD：69％が「可」と回答
一方で、仕様書に網羅されていない製品（エクステリアなど）や
木造工事仕様書に分類される製品（ボード類、防水など）への配慮要望あり

【建材EPD検討会議との連携】建材EPD検討会議アンケート結果

「現状の課題整理と在り方検討」とりまとめの方向性（案）

第二回建材EPD検討会議の報告会に向け、今回の調査を元に国内における現状の課
題の整理と在り方の検討を行う予定。

1）2028年度LCA算定制度化を見据えて
〇各業界団体の取組状況の把握
今回調査対象は建材業界全体の42団体/200以上（*概数）。
〇関連省庁および団体との連携と活動拡大の検討
より多くの工業団体との調査・連携を進めるためには、EPD検討会議にとどまらず、関連省庁や
団体との一層の協働と活動拡大の検討が必要である。

２）業界団体代表データの整備の推進において
〇専門要員による支援および人材育成支援
マッチング支援、LCA専門人材の育成を早急に進める必要がある。
〇先行取組団体への対応
すでに製品カテゴリーやデータ整理を進めている団体に対し、手戻りを生じさせない制度設計が
求められる。個別ヒアリングを実施し、課題については詳細な追加調査を行うことが望ましい。
〇検証方法の柔軟性
当面の対応としての簡易的な検証など新たな検証体制の検討、整備を支援する。

【建材EPD検討会議との連携】建材EPD検討会議アンケート結果
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図 4-3-17 勉強会の開催報告 

 

図 4-3-18 機械設備工事の対応団体調査  

より幅広い業界団体に対しEPD・CFPの基礎知識の啓発と取得促進を呼びかけるた
め、勉強会の実施を企画する。団体が早期に対策を検討できるよう年内2回の実施を
目指す。

【建材EPD検討会議との連携】工業会に向けたLCA関連講座の企画・支援 勉強会

【勉強会の企画概要】

主 催：建材EPD検討会議（協力：経済産業省・国土交通省 ）
事 務 局 ：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
目 的 ： EPD（環境製品宣言）、CFP（カーボンフットプリント）の取得に

関する基礎知識の啓発。「方針が未定」や「データ整備のアクショ
ンが取れてない」団体・個社の意識向上、啓発。

対 象 者 ： 個社および業界団体
（建産協、リビングアメニティ協会会員の個社団体、その他）

期 間 ： 2025年12月初旬〜2026年1月末
（反響に応じ2026年2月の追加開催を検討）

開 催 方 法 ：ZOOM オンライン開催
開 催 回 数 ： 3～4回程度 ※2025年内に2回開催を目指す

※ライブ開催と録画視聴も活用し幅広い学習機会を提供する。
※同一内容を複数回開催し、質疑を広く受け付ける工夫を行う。

設備機器の工業団体調査状況報告(1/3)
機械設備工事関連団体についても情報収集が進む。電気設備については電気設備学
会へのアプローチを検討中。建材EPD検討会議と連携し業界ヒアリングを進める。

団体節分類節章編団体節分類節章編
未タンク4ー空気調和設備工事3
〇(8)消火機器5〇(1)ボイラー11
〇(7)厨房機器6〇(1)温水発生機2
未排水金具7〇(2)冷凍機3
未桝及びふた8〇(2)コージェネレーション装置4
未雨水利用機器9〇(2)氷蓄熱ユニット5
未ガス設備工事6〇(3)冷却塔6
未都市ガス設備2〇(4)空気調和機7
未液化石油ガス設備3〇(4)空気清浄装置8
未さく井設備工事7〇(2)全熱交換器9
未揚水井設備2〇(12)放熱器等10
未地中熱交換井設備3〇(5)送風機11
未浄化槽設備工事8〇(5)ポンプ12
未現場施工型浄化槽2未タンク及びヘッダー13
未ユニット型浄化槽3施工団体ダクト及びダクト附属品14

〇(10)昇降機設備工事9未制気口及びダンパー15
〇(10)普及型エレベーター2未自動制御設備工事4
〇(10)一般エレベーター3未自動制御機器21
〇(10)非常用エレベーター4未自動制御盤3
〇(10)小荷物専用昇降機5未中央監視制御装置4
〇(10)エスカレーター6未計装用機材5
〇(11)機械式駐車設備工事10ー給排水衛生設備工事5
〇(11)二段方式機械式駐車装置2〇(6)衛生器具11
未医療ガス設備工事11未ポンプ2

医療ガス設備工事12〇(1)温水発生機等3

機械設備工事の対応団体調査状況

12団体を把握
（カバー率約60％）

※団体列（ ）内の数値は団体リストに対応した番号を示す。
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図 4-3-19 電気設備工事の対応団体調査(1) 

 
図 4-3-10 電気設備工事の対応団体調査(2) 

5 

団体節分類節章No.団体節分類節章編
〇(10)系統連系保護制御盤6ー電力設備工事2
〇(10)特別高圧監視制御装置7〇(1)電線類11
未絶縁監視装置8〇(1)電線保護物類2
ー電力貯蔵設備工事4〇(1)配線器具3

〇(11)直流電源装置12〇(2)照明器具4
〇(11)交流無停電電源装置（UPS）2〇(2)防災用照明器具5
〇(11)電力平準化用蓄電装置3〇(2)照明制御装置6
未分散電源エネルギーマネジメントシステム4〇(3)分電盤7
ー発電設備工事5〇(3)耐熱形分電盤8

〇(12)ディーゼルエンジン発電装置11〇(3)OA 盤9
〇(12)ガスエンジン発電装置2〇(3)実験盤10
〇(12)ガスタービン発電装置3〇(3)開閉器箱11
未マイクロガスタービン発電装置4〇(3)制御盤12

〇(12)燃料電池発電装置5〇(4)消防防災用制御盤13
未熱併給発電装置（コジェネ）6〇(5,6,7)電気自動車用充電装置14

〇(13)太陽光発電装置7〇(8)電熱装置15
〇(14)風力発電装置8〇(9)雷保護装置16
未小出力発電装置9〇(3)接地17
ー通信・情報設備工事6未外線材料18

〇(1)電線類11ー受変電設備工事3
〇(1)電線保護物類2〇(3)キュービクル式配電盤11
〇(1)配線器具3〇(10)高圧スイッチギヤ2
〇(15)端子盤・機器収納ラック等4〇(10)22/33kV 特別高圧スイッチギヤ3
〇(15)構内情報通信網装置5〇(10)66/77kV 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ4
〇(15)構内交換装置6〇(10)低圧スイッチギヤ5

電気設備工事関連団体についても情報収集が進む。

電気設備工事の対応団体調査状況 ※団体列（ ）内の数値は団体リストに対応した番号を示す。

設備機器の工業団体調査状況報告(2/3)

団体節分類節章No.団体節分類節章No.
〇(15)情報表示装置7

〇(16,17)映像・音響装置8
〇(16)拡声装置9
〇(18)誘導支援装置10
〇(19)テレビ共同受信装置11
〇(19)テレビ電波障害防除装置12

〇(16,20)監視カメラ装置13
未駐車場管制装置14

〇(20)防犯・入退室管理装置15
〇(16,21)自動火災報知装置16
〇(21)自動閉鎖装置（自動閉鎖機構）17
〇(21)非常警報装置18
〇(21)ガス漏れ火災警報装置19
未外線材料20
ー中央監視制御設備工事7

〇(22)警報盤21
〇(22)簡易形監視制御装置3

〇(22,23)監視制御装置4
ー医療関係設備工事8
未非接地電源用分電盤等2
未ナースコール設備3

電気設備工事の対応団体調査状況

23団体を把握
（カバー率約85％）

※団体列（ ）内の数値は団体リストに対応した番号を示す。

電気設備工事関連団体についても情報収集が進む。
設備機器の工業団体調査状況報告(3/3)
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4-4. 建材 EPD 検討会議から出された課題に対する方針審議 

簡易的な第三者検証の必要性の検討 

 建材 EPD 検討会議の調査結果を受け、業界代表データを整備するにあたっての主な課題感と

して、人材、時間、コスト、煩雑さ等が大きいことが分かった。 

 業界代表データ整備の促進を目的とし、積み上げ型データ移行期の過渡期における当面の対5 
応を前提とした「簡易的な第三者検証」の必要性について議論した。LCA 検討会においても

「簡易な第三者レビュー」という表現を用いてその必要性と今後活用する可能性について示さ

れている。 

 本WGでは現行の検証体制と簡易的な第三者検証の比較を行い、それぞれの特徴について整理

した。また、簡易的というポイントに焦点をあて、簡易の示すイメージやチェックリストを用10 
いた検証方法など具体的な手法を例として示した。必要最低限の確認すべき要件についてはカ

ーボンフットプリントガイドラインの「検証の水準及び手法」を参考にした。 

 

 

図 4-4-1 検証体制の比較 15 

 算定報告書に含めるべき項目の
内必須確認項目に限定した確認

 合理的/限定的保証*いずれも可
とする。

 データ詳細の検証は行わず申請
者の責任にて品質を担保する。

*詳細は次ページを参照

×
×

ー
◎検証する側は確認項目は限定
し、データの品質保証は申請者
が担保する。

△コスト、期間がかかる。取得

容易度

△情報利用者の求める水準によ
り条件を満たさない可能性があ
る。

〇公的に認められれば情報利用
者が求める水準を満たす可能性
がある。

◎情報の利用者が求める水準を
満たす。

社会的

信頼性

×望めない◎検証を受ける側、する側共に
当面の取り組みを阻むことなく、
段階的に検証体制を整えること
が可能。

△検証を受ける側、する側共
に体制を整えるのに時間を要す
る。

発展性
拡張性

×なし△ISOへの準拠を要件としない。
公的に認められれば水準を満た
す可能性がある。

◎ISOに準拠国際性

業界団体代表データを整備するにあたっての主な課題感として、認定取得要員や取得に要する
時間、取得フローの煩雑さが挙げられた。業界代表データ整備の促進を目的とし、当面の対応
を前提とした「簡易的な第三者検証」の必要性について議論する。

EPD・CFP（検証あり） CFP(簡易な第三者レビュー）

 原則としてEPDによる検証とする。
 CFPにおいては、合理的保証が好
ましいが実務的に困難な場合限定
的保証を用いてよい。

 ISO規格への準拠が必須。
 各種エビデンス資料、データの検
証を行う。

CFP（自己宣言）

当面の対応を前提とした検証体制（案）の検討

 客観性や社会的信頼性は低い。
 自社製品間での比較等に有効。

客観性あり 客観性なし

製品
データ
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図 4-4-2 カーボンフットプリントガイドラインにおける検証の水準と手法 

 

図 4-4-3 合理的保証と限定的保証 

【参考資料】カーボンフットプリントガイドライン 「検証の⽔準及び⼿法」

【参考資料】合理的保証と限定的保証について

【参考】合理的保証・限定的保証の違いとは？（排出量第三者検証） - 環境エネルギー事業協会を参考に事務局が作成

合理的保証限定的保証
高い保証水準を採用し積極的に
保証

低い保証水準で誤りが見受けら
れなかったことを消極的に保証

特徴

詳細な調査を行い、重大な誤り
はない、というかなり高いレベ
ルでの保証。

簡易で限定的な調査を行い重大
な誤りが見つからなかったこと
を報告する。完全な検証はしな
いため保証の範囲が限定的。

内容

高い低い保証のレベル

～が適性であると認める。～に誤りは認められなかった。結果の表現例

技術的限界やコスト制約を考慮
し、絶対保証ではなく十分な水
準での保証を提供する。

全数精査が困難な場合に採用さ
れるケースが多い。

適用シーン
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図 4-4-4  LCA制度化検討会における簡易な第三者レビューの記載 

 

図 4-4-5 簡易な第三者レビューのイメージ 

第6回検討会での建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた制度のあり方
9 中間とりまとめ（案）では、建材設備CO2等排出量原単位における簡易レビュー
の検討及び支援の実施について示されている。

【引用】第6回LCA制度化委員会資料04_資料4-1_建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価を促進するための制度のあり方（中間とりまとめ案）(PDF形式) 001912806.pdf

CFPの「簡易的な第三者検証」は、申請者・検証者の双方に対する負担を軽減させ
ることを目的とした、検証体制の成熟に向けた過渡期の対応としてとして位置づけ
てはどうか。

簡易な第三者レビューのイメージ（案）

データが最低限担保すべき項目について確認を行う。
「合理的保証」または「限定的保証」*のいずれも可とする。

算定結果及びデータの中身の厳密な検証は行わず
「自己保証」を活用するなどを検討する。

*CFPガイドライン（Step4検証・報告のア.検証 「基礎要件」より）ではCFPについて合理的保証を行う難易度が高く、実務的なハードルが高いこ
とを踏まえ限定的保障を用いてよいとされている。

135
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図 4-4-6 簡易な第三者レビューにおけるチェックリストの活用 

 

 

  5 

簡易的な第三者レビューのイメージとして、チェックリスト等を活用したレビュー
を案として想定する。複数の新規参入機関による検証品質の均一性とプロセスの簡
易化を図ることができる。

簡易な第三者レビュー 一案としてチェックリスト等の活用を想定。
チェックリスト 検証の深度と難易度の関係性に配慮しレベル設定する。

検討例）データが比較可能性の観点から最低限担保すべき項目をリスト化する。
深度Level１ ★☆
・ISO14067 「CFP算定報告書に含めなければならない情報」より、データが最
低限担保すべき項目を選定。
・各項目に対する記述の内容や考え方の「確認」を原則とする。
・データについては提示の有無の「確認」を行い中身については自己保証を前
提とする。

深度Level２ ★★ ※深度レベル１に追加して下記の確認を行う。
・レベル１で「確認」する対象を増やす、深度を深める。
・データについては国等の公的機関が示す推奨レベルを参照し適格性を確認す
る。

検証を受ける側・実施する側の対応力に配慮したレベル設定とする。
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4-5. 整備すべきデータベースの在り方の検討 

今年度はデータベースの在り方について議論を行った。在り方については、既往のデータベ

ースや海外事例を調査し参考とした。データベースは今後増加するデータの集約化と LCA の効

率化を目的とする。データベースはデータ提供者やデータ使用者共に、使いやすいシステムと

する必要がある。本 WG では既往のデータやデータベースとリンクしたリンク型のデータベー5 

スのイメージを示し、その在り方について審議した。 

 

 
図 4-5-1  データベースの在り方検討図 

今後整備すべきデータベースの在り方検討図（案）

データベース一元管理運営組織
（当面はデータベースWG）

①デフォルト値

参照

個社 ・・・個社

作成・更新
申請※

工業会

ユーザー
（設計者・施工者等）

参照

公開

検証あり 検証なし 海外EPD 検証あり 検証なし 海外EPD

個社 個社

②業界代表データ

データベース

③個社製品データ

個社

申請※

LCAの効率化のため提供者、使用者が対応しやすい建材データベースを構築する必
要がある。継続的なオーソライズの仕組みの検討と既往のデータやデータベース
等とリンクしたシステムを検討した。

EPD・CFP CFPEPD・CFP CFP
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図 4-5-2  国内新規データベース CORDの紹介 

【情報共有】共創強化型データベース CORD

CORD（CO-creation Reinforcement Database）
（SuMPO 5月29日リリース）

「製品・サービス」、「燃焼エネルギー」、
「廃棄物・リサイクル」のCO2排出原単位で構
成されたLCA・CFP算定用データベース

HP 共創強化型データベース CORD｜一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO ：さんぽ）

SuMPOより、LCA・CFP用排出原単位として算定を支援する共創強化型データ
ベース「CORD」が新たにリリースされた。
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4-6. データベース海外動向の詳細調査 

データベース検討 WG による日独意見交換会議の運営 

データベース検討 WG（以下本 WG）ではデータベース海外動向の詳細調査として、2024年よ

りドイツ連邦建設・都市・空間研究所 BBSR との意見交換会を継続している。今年度は全 4 回

（第４～７回）の意見交換会を行った。 5 
 

日独意見交換会議の開催報告 

全４回にわたり会議の資料の作成と本 WG への開催報告を行った。各回におけるドイツ側、

日本側の出席者の確認と主な議事、ディスカッションテーマを紹介し、議事要旨の報告を行っ

た。ドイツ側からの提供資料に関しては特に日本に関係の深いもの、LCA における新たな課題10 

と思われる内容についてピックアップし報告を行った。さらに、関係者意見や要望をとりまと

め、次回のテーマの提案も行った。 

今年度得られた情報と残課題を取りまとめ、今年度最後のＷＧ報告では、次年度の継続した

意見交換に向けての計画案とディスカッションテーマの提案を行った。 

 15 

図 4-6-1 第 4回意見交換会開催報告

脱炭素化に向けた建築物LCAに対する政策アプローチ方法について議論し
た。ドイツからは建築資源パスポートの取組みについて紹介があった。

BBSR側プレゼンテーション
・ドイツにおける建物資源パスポート - 意図、状況と動向
・エコバランスとドイツにおけるベストプラクティス
（新しいベンチマーキングに向けた多くのステップ）

日本側プレゼンテーション
・日本における建物の脱炭素化に向けた

ライフサイクルアプローチの導入（国交省様ご発表）
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図 4-6-2 第 4回意見交換会議事要旨

 

図 4-6-3  第 5回意見交換会開催報告

建物の脱炭素化に向けたライフサイクルアプローチについての意見交換
・日本では省エネ義務化が進む中、次の政策対象はエンボディドカーボン。
・制度化にはLCA計算のための制度整備や企業努力の見える化、データの柔軟な
活用が必要。
・日本は他国のアプローチを参考にしつつ、自国の対応策を検討している。
・ドイツでは既存建物へのアプローチを開始。義務化ではなく改修を促す方針。
・LCAの普及には教育が効果的。サステナビリティ専門家リストも活用される。
建築資源パスポートに関する意見交換
・国のツールとしてパスポートのフォーマットを作成している段階。
・政府の目標として、建物のサーキュラリティの実現により経済化を図る。
・設計段階でLCAツールを通じてパスポートが更新されることを目指す。
・パスポートとエネルギー証明書を統合した書式にまとめる計画がある。
・Raw material input（RMI）＊という指標を新たにEU規格に組み込みたい。

※1kgの材料を実現するために必要な天然物質のフットプリントを示す指標
ベンチマーク策定に関する意見交換
・ドイツではベンチマーク整備が進められている。
・構造架構の工夫や低炭素材の採用によりGWPは50~60％の削減が期待できる。

ドイツ側は、資源循環の実現に向けての取り組み、日本側は日本の建築分野にお
けるLCA関連の政策アプローチについて紹介し、意見交換を行った。

議事要旨

日本ではデータ整備に向けた取り組みが進められており、直近の要検討事
項についてドイツ側からの情報提供を元に議論を行った。

BBSR側プレゼンテーション
・ジェネリックデータの製品カテゴリー設定経緯
・鉄やコンクリートのデータについて（EPD/EPD以外）
・ÖKOBAUDAT -データフォーマットと”InData”取組紹介

日本側プレゼンテーション
・エネルギーセクターの変革経路とLCAでの扱いについて



91 
 

 
図 4-6-4  第 5回意見交換会議事要旨

 

図 4-6-5  第 6回意見交換会開催報告

ジェネリックデータの製品カテゴリー設定経緯
・国からSphera社にジェネリックデータの作成を委託している。
・ジェネリックデータはラウンドテーブルリスト70品目から精査し整備した。
ÖKOBAUDATについて（データセット受け入れ等）
・ジェネリックデータは500以上ある。
・業界EPD、個別製品EPD、個別製品EPDの平均データ、テンプレートデータ等
がある。
・データベースへの受け入れはEN規格遵守が要件。検証ツールで妥当性を厳格に
チェックし受け入れる。データフォーマットにも要件がある。
スチールとセメントのデータセットについて
・スチールとセメントについては現状として不均一で多様である。
・セメントはEPDで整備されている。
・スチールは既往データとEPD等の複数データベースで整備されている。
エネルギーの将来的な排出原単位の変化予測
・両国共に排出係数の将来予測はオペレーショナルカーボンのみに反映している。

日本側が取り組むデータ整備の検討事項についてドイツ側と意見交換を行った。
ÖKOBAUDATのデータ種類やデータの受け入れ要件について質疑回答を行った。

議事要旨

日本より、制度化に向けた検討の中で特に関心の高い項目についてドイツ
側の検討経緯についてヒアリングし、意見交換を行った。

ディスカッションテーマ

 前回会議データベースに関する質疑回答の確認
 ベンチマーク設定方法について
 モジュールDの評価項目について
 モジュールB6.1～6.3のデータ入手可能性について

（BBSR側提案議題）
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図 4-6-6  第 6回意見交換会議事要旨

 

図 4-6-7  ドイツの建築物 LCAの検討体制 

データベースについて
・規格の改訂や新しく制定された法に対応し更新していくことが重要。
・品質要件を担保することが使用者にとっての魅力につながる。
・運営維持費については民間と国とのパートナーシップにより成り立っている。
ベンチマークの設定方法について
・基礎はWLCA届け出算定対象に含む。基礎にも技術的な改善を求めたい考え。
・評価システムによりベンチマークが設定されているがEPBDに合わせ最適化する。
・EPBDに調和させるべく５つのWGで作業中。
・詳細な方法論を簡易化し、国内で広く普及させることを目指している。
モジュールDの評価項目について
・リサイクルについてはかなり進んでいる。次回詳細に報告する。
・リユースについては廃棄物の責任補償問題がありまだ議論中である。
モジュールB6.1～6.3のデータ入手可能性について
・J-CATではCASBEEと同じ方法でエネルギーを計算している。
・建築物省エネ法に基づいて計算するとともに統計データを掛け合わせて計算し
ている。

ベンチマークの設定経緯やモジュールDの評価など、日本で検討中の項目を中心に
意見交換を行った。ドイツではEPBD改定との調和に向けた議論が行われている。

議事要旨

EPBD改定への調和に向けたドイツ建築物LCAの検討体制
検討内容検討テーマWG

ソフトウェアについて、計算間違いの状況をインプッ
トアウトプットデータのプロトコルをみることで状況
を改善しようとしている。

LCA品質担保WG1

B6の国のルールをモデル全体に合わせて整合性担保
し、他の方法をつかわなくていいようにしている。

モジュールB6WG2

エコバウダットの耐用年数の表やEPBDをどのように
に統合していくか、どのモジュールを取り扱えるよう
にするかを議論している。

データのベースWG3

LCAでどこまで将来シナリオを描くことができるか、
エネルギー変革経路、気候変動に関わる他のデータを
考慮した時メリットデメリット何があるか考慮してい
る。グリーンウォッシュにならないよう留意している。

ダイナミゼーションWG4

どの部材までLCAの考慮に入れるか、材料のどの粒度
まで考慮するかについて議論している。LCA排出を増
やしているすべての要素を考慮しようとしている。

建物モデルWG5

EPBD改定との調和に向けた建築物LCA分野の検討は数十の研究機関から60人の専
門家が招集され、５つのWGに分かれて議論されている。
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図 4-6-8  第 7回意見交換会開催報告 

 
図 4-6-9  第 7回意見交換会議事要旨

ディスカッションテーマ

最新のLCA各種テーマに対する両国の検討状況について意見交換を行った。

①セッション１
金田委員からのBBSRに対する質疑

②セッション２
【リサイクル材の評価について】

・建設業界におけるリサイクル材の活用状況
・民間企業の取り組み
・評価方法

【ドイツLCAの方法論に関する新たな規格（DIN91606）について】
・将来的なドイツでのベンチマーク策定の検討状況について

【データベースの品質要件について】
・EPDの受入れ状況について（前回会議中に後日回答となった項目）

【炭素貯蔵効果の評価について】
・木造建築物の炭素貯蔵効果の評価について

リサイクル・リユース材の採用に対するインセンティブについて
・リサイクルプロセスの将来予測は難しくドイツでは現在テストフェーズ。
・QNG*では来年の夏以降に追加要件として取り組む予定。
生分解性建材について
・廃棄物を減らすことが優先されており、生物分解性のある製品はまずは熱源と
して使われている。
・ドイツの農業省では再生資源に関する専門の機関がある。
木造建物の推進について
・両国共に木造建築が注目されており、今後一層推進される傾向にある。
・EU委員会では木造建物の炭素貯蔵性能に関する排出量取引のための認証制度が
検討されている。
・ダイナミックLCAについては認識しているが採用には至っていない。将来的な
気候変動やエネルギー変革経路などから、より詳細な検討が必要と考えている。
ÖKOBAUDATのデータ受入れ品質要件について
・EN,ISO規格によりEPDプログラムオペレーターの受入れ可否をチェックする。
・データセットはツールを使ってフォーマットや完全性について確認している。

ベンチマークの設定経緯やモジュールDの評価など、日本で検討中の項目を中心に
意見交換を行った。ドイツではEPBD改定との調和に向けた議論が行われている。

議事要旨
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図 4-6-10 ドイツデータベースのデータ受け入れ要件 

 

 

  5 

データセット、プログラムオペレーター共に規格に準じた要件を満たす必要がある。厳格な要
件をクリアしたデータのみを扱うためデータベースの品質が担保されている。

要件は規格により定められる
DIN EN 15804
DIN EN ISO 14025

-EPDプログラムオペレーターは
ISO14025の要件を満たす
-PCRはEPDプログラムにてレビューがなされる
-EPDは第三者検証がなされる

ÖKOBAUDAT側ではデータの欠落がないかレビュー
データの妥当性についてはサンプルチェックのみを行う。

ツ―ルを用いて機読可能なフォー
マットとなっているかのチェック
を行う

今後の追加される予定のチェック項目
・材料特性の妥当性
（例：面密度、原料密度、層の厚さ）
・材料情報の欠落（建設製品の種類に
応じて）
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4-7. 成果まとめと今後の課題整理  

主な活動成果と次年度以降の課題を下記にまとめた。 

 
図 4-7-1 今年度 WG成果まとめ 

 5 

 
図 4-7-2 次年度以降継続すべき検討項目と課題のまとめ 

1) 建築物のホールライフカーボン算定のためのデータ作成の
基本方針（案）の移管と情報連携
2) 整備すべきデータベースの在り方の検討
3) 積み上げ型の原単位整備の推進

‐主要関係業界（素材系）データ整備支援
‐業界代表データの整備推進に向けた新体制の構築と取組み
支援

‐積み上げ型指向データセットの整備方針の提示
4) 簡易な第三者レビューの必要性とイメージの検討
5) 建材EPD検討会議を通じたLCA基礎知識の啓発
6) 日独意見交換会を通じた海外動向詳細調査の実施
7) 関連省庁との情報共有

WG活動成果

積み上げ型への移行方針を明示し、原単位整備を強く推進した。幅広い建
材設備業界団体の状況調査を通じて、業界代表データ作成に向けた働きか
けと支援を行った。さらにデータの普及に伴い必要となる、整備すべき
データベースの在り方についても検討を行った。

①整備すべきデータベースの在り方の検討
②積み上げ型の原単位整備の推進

‐主要関係業界（素材系）データ整備支援
‐業界代表データの整備推進に向けた取組み支援
‐積み上げ型指向データセットの作成

③工業会に向けたLCA関連講座の企画・支援
④関連省庁との連携と制度化支援
⑤日独交流会議の継続運営

(1) 継続検討

積み上げ型データ移行の方針を継承し、引き続き業界代表データの進捗管
理・支援と積み上げ型指向データセットの拡充を図る。データベースの在
り方については引き続き検討を行い、ツールとBIMとの連携方法を整理す
る。さらに、海外動向調査を通じた新たなLCAの課題について整理する。

(2) 次年度以降新たに取り組むべき課題
①ツールとデータの分離・連携方法の検討（ツール開発WGと協働）
②BIM推進会議との情報連携
③新たなLCAの課題に関する情報収集と整理
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第５章 海外情報 

5-1. WLC に係る世界の国・自治体等の動向調査 

5-1-1. 欧州制度調査 
欧州の制度に関する調査は、建築物の GHG 排出量規制値又は目安値を設定しているデンマー

ク、フランス、バンクーバー市（カナダ）、ヘルシンキ市（フィンランド）、ロンドン市（イギ5 

リス）、オランダ、フランスと、数値は設定していないが報告義務があるスウェーデンを対象と

して、主にヒアリングで実施した。表 5-1-1 に調査項目、表 5-1-2 に調査結果を示す。 

 
表 5-1-1 調査項目 

No. 調査項目 

1. 規制、算定ルール、評価基準の根拠：建築物のホールライフカーボン（WLC）又はエンボディドカ

ーボン（EC）算定のタイミング 

2. 規制、算定ルール、評価基準の根拠：規制値の設定方法と理由 

3. WLC 算定結果の活用方法 

4. 上限値設定方法・水準 

5. 他の建物機能を向上することで WLC が増加するトレードオフへの対応 

6. モジュール D や長寿命建築を含む中長期課題の評価を実施しているか 

7. WLC 又は EC 算定に用いる排出原単位データの管理方法 

  10 
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表 5-1-2 調査結果 
 

オランダ ヘルシンキ市 ロンドン市 デンマーク バンクーバー市 スウェーデン フランス 

1. WLC 算定 
タイミング 

建築許可時 建築許可時 建築許可時＋

竣工時 
竣工時 建築許可時 竣工時 建築許可時＋

竣工時 

2. 理由 ― ― ― 事業者・行政

双方の負担抑

制を念頭に、

既存の省エネ

規制との整合

を重視 

― • 省エネ規制と

の整合を重視 
• 計画値ではな

く実績値を把

握するため 

複数回確認す

ることで着実

にカーボン削

減につなげる

ため 

3. 活用方法 • 建築許可・不

許可の判断 
• 竣工時検査 

建築許可・不

許可の判断 
報告義務と目

安値の提示 
竣工時検査 報告義務と目

安値の提示 
竣工時検査 • 建築許可・不

許可の判断 
• 竣工時検査 

4. 上限値設定 
方法・水準 

基準設定時点

で 90％の建物

が適合する水

準 

• 公的住宅約

60 棟の約半

数が追加対応

なしで達成で

きる水準 
• 再エネ普及等

に応じてに段

階的な強化を

行っている 

業界主導団体

のデータを基

に設定 

約 100 件の実

例を基に追加

負担が生じな

い水準 

• ほぼ全ての建

物が追加対応

なしで達成で

きる水準 
• 現行「固定

値」と新規

「ベースライ

ンからの削減

量」の二本立

ての新基準を

検討中*1 

2025 年に上限

値規制を導入

予定だった

が、現在は

EPBD による

EU 規制との整

合を重視し、

2030 年直前の

導入を検討中 

― 

5. OC や構造

耐力とのトレ

ードオフ 

OC は別規制 現行 EC 上限

値が緩いため

問題視されて

いない 

構造起因（OC
への影響小）

の EC 低減が

中心のため問

題視されてい

ない 

非地震国のた

め耐震性能の

問題は存在し

ない 

「ベースライ

ンからの削減

量」方式で建

物の特徴（耐

震性等）をト

レードオフに

せず評価が可

能 

• OC は別規制 
• 安全性能は

性能規定とな

っており、UC
削減を阻むも

のではない 

OC は別規制 

6. 中長期課題 
モジュール D 
長寿命建築 
再利用材 

長寿命化のた

めの算定期間

の変更は考え

ていないが、

計算者が長寿

命化施策を反

映してより長

い算定期間を

採用すること

は可能。 

長寿命化のた

めの（その他

政策判断によ

る）算定期間

の変更は考え

ていない 

長寿命化のた

めの算定期間

の変更は考え

ていない 

• 長寿命化の

ための算定期

間の変更は考

えていない 
• 再利用材は

排出量 0 とし

て計上可 

再利用材の活

用には最大

5％の上限値緩

和 

• モジュール D
は報告義務の

内容には含ま

ない 
• 算定期間は

一律 
• 再利用材は

排出量 0 とし

て計上可 

― 

7. データ管理 政府支援の財

団が管理 
― 業界主導の民

間 DB で管理 
分散型管理 ― 国が管理 民間 DB で管

理 
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＜総括＞ 

1. WLC 算定（建築主に提出を求める）タイミング 

 建築許可時、竣工時又はその両方があったが、国及び都市による一様の傾向はない。 

 それぞれの算定タイミングを設定した理由は下記の通り。 

 建築許可時：計画～竣工のなるべく早い段階で算定することでホールライフカーボ5 

ン（WLC）低減を目指すため 

 竣工時：既存制度の提出タイミングと整合させ事業者と行政双方の負担を抑えるた

め、また実際に使用された建材を反映した詳細算定値を把握するため 

 両方：複数回実施することで着実に WLC 削減につなげるため 

2. 活用方法 10 

 全ての国及び都市で建築許可又は竣工検査の許可・不許可の判断に用いていた。 

 提出された算定値を将来の規制値の参考とすると回答した国もあったが、調査研究から

規制値引き下げのロードマップを設定している国もあり、一様な傾向はなかった。 

3. 上限値設定方法・水準 

 いずれの国及び都市でも容易に達成できる水準となるよう上限値を設定していた。 15 

 上限値の数値の根拠は 100件程度の算定例や業界団体がまとめた数値を基にしている例が

多かった。 

 バンクーバー市はオプションを 2つ用意しており、一律の上限値を設定するキャップ方式

か、計画建物に対する標準仕様を想定したベースライン方式のどちらかを選択できる。

ベースライン方式を選択すれば、例えば軟弱地盤で基礎・杭数量が増える条件の下に計20 

画された建物であっても不利にならないよう配慮されている。 

4. OC（オペレーショナルカーボン）や構造耐力とのトレードオフ 

 OC、構造耐力、防火性能等、各々の規制は別個に遵守を求めており、総合的な評価を可

能とすることでいずれかの性能に犠牲が発生する枠組みにはなっていない。また、現状は

EC（エンボディドカーボン）低減のために他の基準の順守が難しくなる場面に直面して25 

いない。 

5. 中長期課題（モジュール D、長寿命建築評価、再利用材） 

 評価方法が定着していない中長期課題については積極的に制度内で報告を求めない傾向

があった。 

 ただし、デンマークとスウェーデンは再利用材を使用する場合は特定のモジュールでの30 

排出量をゼロにして計上してよいとしている。（リサイクル材は不可） 

 長寿命建築の評価は、WLC 算定の評価年数は建物の実際の耐用年数の一部を切り取って

算出しているに過ぎないという考え方のため、今後も取り入れる考えはない国及び都市

が多かった。 

6. データ管理 35 

 データベースの管理主体は政府、政府系財団、民間等で、一様の傾向はなかった。 

 別途机上調査より、実務上、設計段階で製品個別 EPD を使用し建築許可時に算定結果を

提出可能であることが確認された。 
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図 5-1-1 欧州ヒアリング概要 
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果
建築物のGHG排出量規制値又は目安値を設定しているデンマーク、フランス、バン
クーバー（カナダ）、ヘルシンキ（フィンランド）、ロンドン（イギリス）、オラ
ンダにオンライン及びOECDラウンドテーブルでのヒアリングを実施した。

• OECDの主導の下、オンライン事前ヒアリングを各国自治体担当者と行った。
（出席者はOECD、国交省、海外情報WG）

• 対面ヒアリング
10月6-9日に開催されたOECDラウンドテーブルで情報収集を行った。

1. 規制、算定ルール、評価基準
1.1 建築物のホールライフカーボン（WLC）又はエンボ
ディドカーボン（EC）算定のタイミングと活用方法
1.2 規制値及び目安値の作り方と理由※1

1.3 モジュールDの記載内容
1.4 その他のテーマ（リユース、リサイクルしやすい材
の評価方法）
2. 表示等
2.1 EPDでの表示事項
3. GHG排出量原単位
3.1 データセットの種類と品質

担当者国・自治体日付
Hanna Wesslinヘルシンキ市9/17

Arun Rao
Rhian Williams

ロンドン市9/18

Roger Erikssonスウェーデン9/19

Helle Redder Momsenデンマーク9/24

Zahra Teshnizi
Patrick Enright
Sailen Black
Forest Borch
Matt Horne

バンクーバー市9/25

Robert Dijksterhuisオランダ9/26

質問項目 大枠は以下の通り。各国の現状に応じてピッ
クアップしながら議論した。

実施スケジュール
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果
2025年10月9～10日にパリのOECD本部で、11か国・4自治体・4国際団体が参加し、
建築分野におけるライフサイクル炭素（WLC）とサーキュラリティ（循環性）につ
いて半日の議論が行われた。（OECDでの議論については第3回WGで報告予定）

山田委員提供資料
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図 5-1-2 欧州ヒアリング回答（オランダ） 

 

図 5-1-3 欧州ヒアリング回答（ヘルシンキ） 
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（オランダ）
• WLC算定タイミングは建築許可時。許可判断と竣工後確認に活用される。
• 上限値は改定時点で90％の建物が適合する水準で設定。
• OCは使用者の使い方、ECは設計・施工者の選択により影響を受けるため別々

に規制。データは政府支援の財団が管理。

山田委員提供資料
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（ヘルシンキ市）
• WLC上限値は、公的住宅約60棟の約半数が追加対応なしで達成できる水準で

設定。再エネ普及等に応じて技術的・運用的に段階的な強化を行っている。
• 他の性能強化によるUC増とのトレードオフは、現行EC上限値が緩いため問題

視されていない。※非地震国のため耐震性能の問題は存在しない。
• 政策判断（長寿命化の奨励等）による算定期間の変更は想定していない。

山田委員提供資料
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図 5-1-4 欧州ヒアリング回答（ロンドン市） 

 

図 5-1-5 欧州ヒアリング回答（デンマーク） 
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（ロンドン）
• WLC算定タイミングは建築許可時と竣工時。ほとんどの事業者が建築許可時の事

前協議（任意）を当局と実施している。
• 他の性能強化（OC低減等）によるUC増とのトレードオフは、構造起因（OCと

無関係）のEC低減が中心のため問題視されていない。
• 長寿命化を意識した算定期間の変更は考えていない。

山田委員提供資料
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果
• WLC算定のタイミングは竣工時。事業者・行政双方の負担抑制を念頭に、既存の

省エネ規制に合わせた。
• 上限値は約100件の実例を基に追加負担が生じない水準で設定。
• 算定期間は50年。長寿命化や中央集約型のデータ管理制度は議論されていない。

山田委員提供資料
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図 5-1-6 欧州ヒアリング回答（バンクーバー市）(1) 

 

図 5-1-7 欧州ヒアリング回答（バンクーバー市）(2) 
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（バンクーバー）
• WLC上限値は、ほぼ全ての建物が追加対応なしで達成できる水準で設定。
• 強化案：現行「固定値 (Intensity limit)」と新規「ベースラインからの削減量」の

二本立ての新基準を検討中。ベースライン方式では耐震性等個別要件を考慮した
削減量設定が可能となる一方、算定者の裁量が大きい点が課題。

• 再利用材の活用には最大5％の上限値緩和が認められている。

山田委員提供資料
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（バンクーバー市）
現行の「固定値 (Intensity Limit) パス」ではEC上限値を800 kg-CO2e/m²に設定して
いる（統計値から設定したベンチマーク+100%に相当）。

山田委員提供資料
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図 5-1-8 欧州ヒアリング回答（バンクーバー市）(3) 

 

図 5-1-9 欧州ヒアリング回答（バンクーバー市）(4) 
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（バンクーバー市）
導入予定の「固定値 (Intensity Limit) パス」ではEC上限値を360 kg-CO2e/m²に設定
している（統計値から設定したベンチマーク-10%に相当）。施行は延期されている。

山田委員提供資料
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2.1. 欧州動向調査
2.1.1 欧州各国へのヒアリング結果（バンクーバー市）
導入予定の「ベースライン削減 (Baseline Reduction) パス」では、機能的に同等の
「標準的建物 (Baseline)」を想定し、そこから10％以上削減することで基準を達成。
施行は延期されている。

山田委員提供資料
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図 5-1-10 欧州ヒアリング回答（スウェーデン）(1) 

 
リンク：Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration 

図 5-1-11 欧州ヒアリング回答（スウェーデン）(2) 5 
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2.2. 欧州動向調査
2.2.1 欧州各国へのヒアリング（スウェーデン）（山田委員）
• 竣工時にUC報告義務。より正確な実績値の把握、省エネ基準との整合、申請

者・審査者の省力化を理由に竣工時提出としている。

山田委員提供資料
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2.2. 欧州動向調査
2.2.1 欧州各国へのヒアリング結果：補足（スウェーデン）（事務局）
Boverket（スウェーデン建設局）の技術資料より、
• EPDを用いない場合のために国がジェネリックデータのDBを整備している。
• 上限値と厳格化ステップは調査研究により初期時点で設定済み。

Boverket公開報告書とスウェーデン政府担当者Roger Eriksson氏ヒアリングより事務局作成
Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration

1.1.2 個社製品EPDを用いない場合、設計段階ではどのように計算を実施するか。
一般及び低炭素製品のジェネリックデータを使用するのか。

国が整備したジェネリックデータを使用する。
データベース: The National Board of Housing, Building and Planning's climate database
Boverkets klimatdatabas - en tjänst från Boverket

1.1.3. 竣工時の個社製品EPDを用いた計算結果は上限値規制の数値設定に使用するのか。

導入時のA1-A5（設備、内装以外）を対象とした上限値はKTH（スウェーデン王立科学大学）
の調査論文を基に設定済み（下表参照）。B、C、Dは、対象に含むメリットに対して気候変
動へのインパクトが小さいので、導入時点では対象外とした。
2025年上限値規制導入予定だったが、EPBDによる
EU規制の動向に合わせ2030年直前の導入の可能性も
出てきている。
当初計画では、2027年（導入2年後）に算定対象を
A1-C4（B1, B3, B5除）に拡大、2030年（導入5年後）
に上限値を2025年比25%減とする予定だった。
（EUは2028年1月1日からA1-C4（B5, B7, B8任意））

算定事例が豊富
な用途

算定事例が乏しい用途

https://www.boverket.se/globalassets/engelska/limit-values-for-climate-impact-from-buildings-and-an-expanded-climate-declaration.pdf
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リンク：Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration 

図 5-1-12 欧州ヒアリング回答（スウェーデン）(3) 

 
リンク：Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration,  5 
Climate database from Boverket - Boverket 

図 5-1-13 欧州ヒアリング回答（スウェーデン）(4) 
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2.2. 欧州動向調査
2.2.1 欧州各国へのヒアリング結果：補足（スウェーデン）（事務局）
• 調査研究から、上限値を設定する際は算定事例が多い用途は中央値（厳しめ）、

少ない用途は75パーセンタイル値（緩め）とした。
• モジュールDは別途報告も求めない。

Boverket公開報告書とスウェーデンWLC報告制度担当者ヒアリングより事務局作成
Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration

1.2.1. 上限値設定方法

導入時の上限値（予定）は下記の通り：
→Group 1はその中央値を上限値とする（戸建住宅のみ75パーセンタイル値）
→Group 2は75パーセンタイル値を上限値とする
[Group 1 サンプル数]
• 戸建住宅 – 11件
• 集合住宅 – 19件
• 幼児保育施設 – 14件
• 学校（上記以外） - 10件
• 事務所 – 11件
計65件
（少ないという認識あり）

1.3.1. モジュールDの扱い: 各国の記述内容
現在の報告制度は新築UCのみでDは含まない。2027年導入予定だった対象範囲拡大時もDは
含まない。システム外へのエネルギー供給量や炭素貯蔵の別途報告は求めず、算定方法やルー
ルが成熟してから導入を検討する。

P.89 Figure 11にも記載あり
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2.2. 欧州動向調査
2.2.1 欧州各国へのヒアリング結果：補足（スウェーデン）（事務局）
• EPC表示内容はEPBDに倣う予定。
• 算定に用いる個別製品排出量データは、EPD以外に確認できなかった。

Boverket公開報告書とスウェーデンWLC報告制度担当者ヒアリングより事務局作成

Limit values for climate impact from buildings and an expanded climate declaration
Climate database from Boverket - Boverket

2.1.1. EPCでの表示事項: WLC、EC、OC、炭素固定量、その他のうち何を表示するか

スウェーデン独自のEPC表示ルールは検討せず、EPBDに倣う予定（＝完成時のライフサイク
ルGWP）。
3.1.1. データセットの種類と品質 : EPDとジェネリックデータ以外に認めているデータ
3.1.2. 〃 : 業界データの作成ルール（平均値を用いるのか）
3.1.3. 〃 : 国のCFPデータ作成の指針
EPD以外のCFP、自己宣言データ、業界データ等を認める記述は確認できない。（従ってCFP
データ作成の指針も確認できない。）
P.118 Proposal concerning the calculation methodology

ジェネリックデータは”typical climate data”に25%上乗せして作成している。Typical climate 
dataはIVL（スウェーデン環境研究所）がEPDの平均値とスウェーデンの建材業界データを基
にまとめたものだが、建材業界データに平均値を用いたかは確認できない。
[参考] フィンランドは20%上乗せ、デンマークはÖkobaudatをベースにGenDK整備に取り掛
かっているため、Ökobaudatの10~30%上乗せを引き継ぐ形。

https://www.boverket.se/globalassets/engelska/limit-values-for-climate-impact-from-buildings-and-an-expanded-climate-declaration.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/engelska/limit-values-for-climate-impact-from-buildings-and-an-expanded-climate-declaration.pdf
https://www.boverket.se/en/start/laws-and-regulations/climate-declaration/climate-database/
https://www.boverket.se/en/start/laws-and-regulations/climate-declaration/climate-database/
https://www.boverket.se/en/start/laws-and-regulations/climate-declaration/climate-database/
https://www.boverket.se/en/start/laws-and-regulations/climate-declaration/climate-database/
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実務において、設計段階で個別製品 EPD を使用するかを調査した。調査を行ったドイツ、ア

メリカ、イギリスでは、実務で個別製品 EPD を使用した LCA 算定が容易に行える状況にあるこ

とが確認された。 

一般的には、設計の初期段階では炭素排出量の大きい汎用データを使用し、中期・工期段階

で個別製品 EPD を使用した詳細算定を行う。初期段階で低炭素建材を想定すると、設計が進む5 

につれて排出用が増大することもある（この現象は”Carbon creep”と呼ばれる）。 

 

リンク：Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) P5, DGNB System – New buildings criteria set P67 

図 5-1-14 設計実務での EPD 使用・普及状況（ドイツ） 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. 設計段階（着工前）での個別製品EPD使用
• ドイツでは、DGNB認証（民間の任意認証制度）とBNB認証（一定規模以上の公

共建築で取得義務の認証制度）及び将来義務化されるEPBD（EU指令）を動機と
してEPDの使用が促されている。

• 設計段階でも実施設計段階で個別製品EPDを使用している。（初期段階ではジェ
ネリックデータ（国の公式データベース「エコバウダット」）を使用する。）

金田委員提供資料

解説と根拠資料2 
資料1：Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) P5 
Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude 
原文： Kostengruppen 300 und 400 sowie ausgewählte Teile der Kostengruppe 500 nach DIN 276. 
訳文：DIN 276のコストグループ300および400、ならびにコストグループ500の選択された部分が含まれます。 

資料2：DGNB System ‒ New buildings criteria set P67 
原文：Foundations - only mineral / metal-based materials e.g. concrete incl. reinforcement 
訳文：基礎 - 鉱物／金属系芯材のみ（例：補強材を含むコンクリート） 

ドイツ

ドイツモデルの全体像 
ドイツの建築物LCAのエコシステムでは、
ÖKOBAUDATが公的なデータ基盤を提供し、BNB
が公共建築物の評価システムとなっています。 
一方DGNBは、民間の主導で発展した認証システ
ムとしてÖKOBAUDATデータを活用し、広範な建
築物でLCAの適用を推進しており、それぞれの役
割を相互に補完し合う関係にあります。 

補足1：EPD利用を促すドイツの「2つの方針」 

• 市場を牽引する力： DGNB認証という市場インセンティブ 
• 義務化の枠組み：公共建築（BNB）でのBNBの義務化（一定規模以上や州毎）と、EU指
令（EPBD）に基づく将来の全面的な法規制 

補足2：設計実務における段階的ワークフロー「ジェネリックからスペシフィックへ」 

• 初期設計： 国の公式データベース「ÖKOBAUDAT」のジェネリックデータで検討 
• 詳細・実施設計：不確実性マージンが付与されたジェネリックデータから、個別のメー
カーEPDに置き換え、計算精度と環境性能を向上 

https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.bnb.bund.de/SharedDocs/Downloads/Webs/BNB/DE/Downloads/Dokumente-NB/Steckbriefe/Steckbriefe-NB/2.1.1_nb_2015_de.pdf
https://www.dgnb.de/filestorages/Downloads_unprotected/dokumente/kriterien/dgnb-criteria-env1.1-new-construction-version-2020.pdf
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図 5-1-15 設計実務での EPD 使用・普及状況（アメリカ） 

 

図 5-1-16 設計実務での EPD 使用・普及状況（ロンドン市） 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. 設計段階（着工前）での個別製品EPD使用
• アメリカでも、設計中~後期段階で個別製品EPDを使用している。
• 設計初期段階ではジェネリックデータ、業界標準データ、CLFベースラインを使

用する。
アメリカ

岡田委員提供資料

（基本設計）

（実施設計前半～後半）
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. 設計段階（着工前）での個別製品EPD使用
• イギリスでも、設計段階で個別製品EPDを使用している。
• ロンドンプランでは基本設計段階から個別製品EPDを使用する。
• RICSガイダンスでは初期見積としては一般的な値（ジェネリックデータ）の使用

を求めている。しかし、実務では初期からEPDが使用されており、設計が進むに
つれて結果的に排出量が増大してしまうこともある。

柿川委員提供資料

イギリス
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図 5-1-17 EPD 登録件数 

ヒアリングを実施した国及び都市の外、EU とアイスランドの制度について調査を行った。 

EUは 2025年 12月に建築物のライフサイクル GWP算定の枠組みを正式採択した。今後は、加

盟国が、先行する自国の制度と EU の新しい制度に齟齬がないよう調整を図ることになる。 5 

 
リンク：EU framework for calculating the global warming potential of new buildings,  

図 5-1-18 EU の建築物のライフサイクル GWP 算定の枠組み  
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. 設計段階（着工前）での個別製品EPD使用
各国のEPD登録数の最新かつ正確な情報は乏しいが、参考としては下記の通り。
• ドイツ 4,500件（2023年1月時点）、うちエコバウダット収録 1,378件（2025年6月時点）
• フランス 5,000件（2023年末時点）
• アメリカ 90,000件（2023年末時点）

1 2025/7/2開催 第5回 日独意見交換会資料 P.2
2 2024年度第一回データベースSWG資料 P.22
3 建築ホールライフカーボン・LCAの海外調査及び日本における在り方検討業務調査結果報告書（国土交通省・JSBC委託）P.156, 182, 183

出所年月EPD登録件数データベース又は
EPDプログラム

12025年6月1,378件エコバウダット
ドイツ

22023年1月4,500件不明
22023年末5,000件不明フランス
22023年1月90,000件不明アメリカ

出所年月データセット登録件数データベース

3
2024年11月

（注：デフォルト値、EPD、LCIデータを含むDB
全体のデータセット登録数であり、EPD登録件数
のみは不明）
7,523件

INIESフランス

32024年11月（注：同上）346件BR18, bilag 2, Tabel 6デンマーク
32023年（注：同上）3,000件NMDオランダ

<参考>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2.2. 欧州動向調査
2.2.2 関連文献・ウェブ調査 EUにおける建築物のライフサイクルGWP算定の枠組み
• 欧州委員会が2025/10/3に建築物のライフサイクルGWP算定方法ドラフトを公開

（2028年以降の新築建築物に対するGWP開示義務化の制度設計の一環）
• 10月末までパブコメ→12月に正式採択された。
--概要--
1. 算定の基準
• EN 15978:2011（建築物の環境性能評価）に基づいて算定。
• WLC削減のために、設計変更が間に合う着工前の設計段階でのGWP算定が望ましい。
• EPC（エネルギー性能証明書）に「完成時点のGWP」を表示。

2. 算定期間
• 50年間のライフサイクルを対象。

3. 使用するデータの種類
• 建設製品規則（CPR）やエコデザイン・エネルギーラベリング規則に基づくデータを優先。
• プロジェクト固有・製品固有・平均値・汎用データ・デフォルト値も使用可能（国の規定により）。

4. 算定単位
• kg-CO₂e/m²（有効床面積）で表示。有効床面積の定義は各国で整備する。

5. 対象となるライフサイクルステージ
• 原材料供給（A1）から廃棄（C4）、再利用・エネルギー回収（D1, D2）までを網羅。B6を含む。
• 一部ステージ（B5, B7, B8など）は任意で算定可能。

6. 建物要素の範囲
• 構造体、外装、内装、設備（電気、給排水、空調、照明、再生可能エネルギー設備など）。外構は任意。
• 再エネ設備はエネルギー貯蔵部分は100%、その他部分のうち建築一体型部分（外壁型発電パネル等）は100%、それ以外は発電量のうち自己消

費%分を算定対象とする。
• 外部設備や付属建物も同一所有者が使用する場合は対象にすることを推奨。但し有効床面積には含まない。
• 既存解体は対象外。

8. 結果の表示方法
• EPCにて、各ステージごとのGWPを明示的に表示（右図 A1〜D2まで）。

EU framework for calculating the global warming potential of new buildings
Amending Annex III to Directive 2024/1275/EU of the European Parliament and of the Coucil on the energy performance of buildings and setting out a Union framework for the 
national calculation of life-cycle global warming potential

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14604-EU-framework-for-calculating-the-global-warming-potential-of-new-buildings_en
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アイスランドは、先行する他の北欧建設連合所属国を追う形で 2025 年 9 月から建築許可時の

WLC 算定結果提出を義務化した。導入時点で報告のみが求められ、上限値は 2027 年に施行予定。 

 
リンク：Skilagátt LCA | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 

 5 
リンク：EPD：Data — InData, Search | Database | ÖKOBAUDAT (oekobaudat.de), EPDs in digital form on IBU.data | Institut 
Bauen und Umwelt e.V. (ibu-epd.com), Welcome! - International EPD® System - Data hub (environdec.com), EPD Digitalizzate 
– EPD Italy, EPD Norway - EPD-Norway Digi/ILCD+EPD, EPD-Hub (epdhub.com), EPD Database (epddanmark.dk), Digital EPD 
Databases | EPD for World Construction Products and Materials | InData | ILCD | The EPD Registry™ 
A1-3 以外の平均原単位：Íslensk meðaltalsgildi | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 10 
デンマーク BR18：https://www.bygningsreglementet.dk/bilag/b2/bilag_2/tabel_7/#4f10dbac-ba91-4bad-9f1e-2b7054ec8547、
スウェーデン The National Board of Housing, Building and Planning's climate database, Boverkets klimatdatabas - en tjänst från 
Boverket 
フィンランド CO2data syke, Building Construction Emissions Database  

図 5-1-19 WLC 申請制度概要（アイスランド）  15 
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2.2. 欧州動向調査
2.2.2 関連文献・ウェブ調査
アイスランドが2025年9月1日より確認申請時のWLC (A-C) 算定結果提出を義務化
した。2027年に上限値設定予定。

算定条件

• 中規模（1,000 m2以上）
主な用途：集合住宅、事務所、商業施設（EN 15978 カテゴリ2）
• 大規模（5,000 m2以上）
主な用途：公共施設、大型事務所、大型商業施設、産業用建築物、病院、学校
（EN 15978 カテゴリ3）

対象建物

必須：A1-A3, A4, A5, B4, B6, C1-C4,
任意：D

対象モジュール

50年評価期間

kg-CO2e/m2/年単位

設計時（確認申請前）（他の北欧諸国は竣工時申請であるのに対し確認申請時の
提出とした理由はウェブページに明記されていない。）

提出時期

公式ポータルに入力。入力完了通知をダウンロードし、確認申請書類として提出
する。Skilagátt LCA | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

提出方法

構造、外皮、内装、設備（外構、家具は対象外）算定対象部位
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2.2. 欧州動向調査
2.2.2 関連文献・ウェブ調査

デンマーク BR18, https://www.bygningsreglementet.dk/bilag/b2/bilag_2/tabel_7/#4f10dbac-ba91-4bad-9f1e-2b7054ec8547
スウェーデン The National Board of Housing, Building and Planning's climate database, Boverkets klimatdatabas - en tjänst från Boverket
フィンランド CO2data syke, Building Construction Emissions Database

算定条件

なし。推奨はEG Sigma、GaBi、LCAbyg、Madaster、One Click LCA、Real-
Time LCA、 OpenLCA、SimaPro。

指定ソフト

追跡可能なデータ。できる限りアイスランド国内平均データを推奨。その他デン
マーク、スウェーデン、フィンランドで使用されているデータセットを推奨。

指定データセット

できる限りアイスランド国内EPDを推奨。その他以下のEPDを推奨。
• Data — InData
• Search | Database | ÖKOBAUDAT (oekobaudat.de)
• EPDs in digital form on IBU.data | Institut Bauen und Umwelt e.V. (ibu-epd.com)
• Welcome! - International EPD® System - Data hub (environdec.com)
• EPD Digitalizzate – EPD Italy
• EPD Norway - EPD-Norway Digi/ILCD+EPD
• EPD-Hub (epdhub.com)
• EPD Database (epddanmark.dk)
• Digital EPD Databases | EPD for World Construction Products and Materials | InData | ILCD 

| The EPD Registry

指定EPD

アイスランド国内の平均値がまとめられており、使用を推奨している。（住宅建
設局のホームページで確認可能Íslensk meðaltalsgildi ​ | Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun）

A1-3以外の平均原単位

不要算定資格

生涯教育センター、アイスランド大学、レイキャビク大学で講座開設算定方法講座

再利用材は排出量0 kg-CO2e/m2/年として計上できる。再生材は不可。再利用材

https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/skilagatt-lca
https://www.indata.network/data/
https://www.indata.network/data/
https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/search.html
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://ibu-epd.com/en/ibu-data-start/
https://data.environdec.com/
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/
https://digi.epd-norge.no/
https://manage.epdhub.com/
https://www.epddanmark.dk/uk/epd-database/
https://www.theepdregistry.com/epd-database/
https://www.theepdregistry.com/epd-database/
https://www.theepdregistry.com/epd-database/
https://www.theepdregistry.com/epd-database/
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://hms.is/lifsferilsgreining/islensk-medaltalsgildi-lca
https://www.bygningsreglementet.dk/bilag/b2/bilag_2/tabel_7/
https://klimatdatabasen.boverket.se/
https://klimatdatabasen.boverket.se/
https://co2data.fi/rakentaminen/
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5-1-2. アジア動向調査 
アジアの制度に関する調査は、中国、香港、台湾、シンガポールを対象として、欧州と同じ

調査項目について主に机上調査で実施した。表 5-1-3 に調査結果を示す。 

 
表 5-1-3 調査結果 5 

 
中国 香港 台湾 シンガポール 

0-1. 制度化 • 未対応 
• 一部特区で先行制度化が

進む 

未対応 未対応 未対応 

0-2. 指針・ 
認証制度 

• WLC 算定指針（国）あ

り 
• 緑色建築基準（民間）内

に評価項目あり 

HKGBC climate change 
framework、HK BEAM 
Plus（全て民間）内に EC
評価項目あり 

Low Embodied-carbon 
Building Rating（民間）内

EC に評価項目あり 

Green Mark（民間）内に

UC 評価項目あり 

1. WLC 算定 
タイミング 

認証制度の検討タイミン

グから、設計時が多いと

推測される。 

同左 同左 同左 

2. 理由 ― ― ― ― 

3. 活用方法 未調査（認証取得による

付加価値等と推測され

る） 

• 公共建築物では一定規模

以上の新築建物は一定ラ

ンク以上の BEAM Plus
取得義務あり 

• BEAM Plus 取得が容積

緩和、税制優遇に紐づく 

未調査（認証取得による

付加価値等と推測され

る） 

• 公民共に一定規模以上の

新築建物は一定ランク以

上の Green Mark 取得義

務あり 
• Green Mark 取得が建築

許可、容積緩和、補助金

受給に紐づく 

4. 上限値設定 
方法・水準 

― 上限値なし（climate 
change framework に任意

の目標値あり） 

― • 上限値設定方法は不明 
• 容易に達成できる水準 

5. OC や構造

耐力とのトレ

ードオフ 
（地下躯体の

取り扱い） 

― 香港全域における多様な

地盤条件により、基礎形

式にも大きな違いが生じ

る。基礎形式による EC の

有利不利を統一的に考慮

する手法がまだ確立して

いないため、算定対象か

ら除外した。 

地下躯体は評価対象外。 地下躯体は建物にとって

重要な基礎構造であり、

EC 削減のために数量を減

らす等、強度を犠牲にす

ることがないよう、シン

ガポール建築建設庁 
(BCA) の意向を受けて算

定対象から除外した。 

6. 中長期課題 
モジュール D 
長寿命建築評価 
再利用材 

― 認証制度内に再利用材評

価項目あり 
― 認証制度内に再利用材評

価項目あり 

7. データ管理 ― 民間 DB で管理（主要建材

のみ） 
― 民間 DB で管理（国外

EPD 事業者への登録が主

流） 
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＜総括＞ 

12. 制度化 

 アジアでは制度化されている国はまだない。 

 ただし、中国の一部スマートシティ特区で先行制度化が進んでいる。（上限値が示されて

いることは確認済だが、算定・報告・遵守義務については未調査） 5 

13. 指針・認証制度 

 まだ制度化はされていない一方、各国は指針や民間の認証制度で WLC を包含している。 

14. WLC 算定タイミング 

 認証制度は一般的に設計段階からの検討を要するものが多いため、設計時点に算定する

ことが多いと推測される。 10 

15. 活用方法 

 認証取得は基本的には任意だが、公共建築物については一定規模以上の新築の場合に一

定ランク以上の認証取得が義務付けられている国もある。このことにより、一定ランク

以上を取得するための手段として WLC 算定に取り組む機会が設けられている。 

 民間建築物でも、認証取得が容積緩和や税制優遇に紐づく形で WLC 算定に取り組む機会15 

が設けられている。 

16. 上限値設定方法・水準 

 特区制度又は認証制度内に上限値又は任意の目標値が設定されている場合や、いずれも

設定されていない等の幅がある。 

 シンガポールの Green Mark では容易に達成できる水準の上限値が設定されている。（数値20 

の設定根拠については詳細未調査） 

17. OC（オペレーショナルカーボン）や構造耐力とのトレードオフ 

 アジアでは EC 低減のために基礎・杭の数量を減らす等で構造耐力を犠牲にすることがな

いよう、地下躯体を評価対象から除外している認証制度が多数あった。地盤条件の違い

を公平に考慮する手法が確立していないことも理由として挙げていた。 25 

18. 中長期課題（モジュール D、長寿命建築評価、再利用材） 

 認証制度内に再利用材使用の評価項目があり、多く採用するほど高い評価につながる仕

組みとなっている。 

19. データ管理 

 国の制度化には至っていないため、建材の排出原単位データ管理は民間データベースが30 

行っている。香港の場合は主要建材（コンクリート、セメント、鉄鋼材）のみを取り扱

う国内建材認証機関がある。シンガポールの場合は国外の EPD 登録事業者を利用するこ

とが主流。 
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図 5-1-20 中国と台湾の取り組み状況 

 

図 5-1-21 WLC 計算方法の指針 GB/T 51366 概要（中国） 
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2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）
中国本土ではWLC算定指針やグリーンビル認証制度（一部自治体では必須）への評
価項目追加など公的文書への取り込みが徐々に進んでいる。義務を課す制度には
至っていない。（各地共、地震に配慮した取り組みについては不明。次年度ヒアリングで確認予定）

范委員提供資料

算定/報告義務取り組み地域
なしWLC計算方法の指針 GB/T 51366中国（全国）
なしグリーンビル認証制度内で削減率を評価

GB/T 50378
不明
（来年度以降、ヒアリング
等を通じて確認予定）

上限値規制（500 kg-CO2e/m2）中国（雄安新区*）
*河北省保定市近郊にあるスマート
シティ特区。

なしWLCA算定・評価・表示制度
Low Embodied-carbon Building Rating

台湾
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范委員提供資料

建物のホールライフカーボン（建築全生命周期炭排放）の計算方法については、
2019年に発行された国家標準である GB/T 51366《建筑碳排放计算标准》におい
て、建物のホールライフカーボン算定方法が規定されている。

算定については義務化されていない

中国
建設および解体段階における炭素排
出量の計算

建材の製造および輸送段階における
炭素排出量の計算
• 建材の炭素排出量には、建材の製造

段階および輸送段階において発生す
る炭素排出量を含めるものとし、現
行の国家標準、《環境管理―ライフ
サイクルアセスメント―要求および
指針》（GB/T 24044）に基づいて
算定するものとする。

• 算定範囲：建築主体構造用材料、建
築外装材料、建築部材および部品類
等

• 主要建築材料の総重量は、建築に使
用される建材総重量の95％以上と
すること。

• 重量比が0.1％未満の建築材料につ
いては、算定対象から除外してよい。

2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）
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図 5-1-22 グリーンビル認証制度 GB/T 50378 概要（中国） 

 

図 5-1-23 EC 規制概要（中国（雄安新区）） 
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范委員提供資料

グリーン建築評価制度（GB/T 50378）では、建物のホールライフカーボン（建築
全生命周期炭排放）の考え方が評価の枠組みに導入されている。

全寿命期（全生命周期）という概念を明確に採用し、炭素排出削減を評価項目の
一つとして組み込んでいる。一方で、建物のホールライフカーボン（WLC）を定
量的に算定することまでは要求していない。

中国

2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）
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范委員提供資料

一部の都市では、WLCに関する規制が導入されている
全プロセス・ゼロカーボン建築（全过程零碳建筑）を定義し、算定範囲は、建材

の製造、輸送、建築施工等に伴うエンボディド・カーボンも含められている。
指標として、建築のエンボディド・カーボン排出量は、500 kgCO₂e/m²以下とす

る
中国

3.2.4 全プロセス・ゼロカーボン建築
は、次の規定に適合しなければならな
い。

• 建築のエンボディド・カーボン排
出量は、500 kgCO₂e/m²を超えて
はならない。

• 再生可能エネルギー・クレジット
およびカーボン・クレジットを用
いて残余の炭素排出量を相殺した
後、建築の全プロセスにおける正
味炭素排出量は0を超えてはなら
ない。

4.3.2 不透光の外皮構造
同等の断熱性能目標を満たすことを前
提として、エンボディド・カーボンの
低い断熱材料を選定すること。

2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）
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リンク：PowerPoint 演示文稿 

図 5-1-24 WLCA 算定・評価・表示制度 (Low Embodied-carbon Building Rating, LEBR) 概要（台湾） 

 

図 5-1-25 LBER 対象モジュール（台湾） 5 
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2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）

范委員提供資料

 2024年7月1日より運用されているLEBR（Low Embodied-carbon Building 
Rating）は、台湾・内政部建築研究所（ABRI）が主導し、建築物のエンボディ
ド・カーボン（蘊含碳）をライフサイクル評価（LCA）に基づいて算定・評価・
表示する公式制度である。

現時点では任意制度として運用されている。
蘊含碳排標示等級は7段階で構成されており、第4級以上～第1級は「低碳（低蘊

含碳）建築」として認定される。

出典：低碳(低蘊含碳)建築評估制度
https://www.tccarch.org.tw/Upload/20230913105223_25996.pdf

台湾
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2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）

范委員提供資料

建材製造、輸送建設施工更新、修繕解体、廃棄、4段階における蘊含炭素排出量
を評価する

評価対象は、主構造（柱・梁・床・耐力壁など）と非主構造（外壁、外窓、カー
テンウォール、内装、地坪など）。地下躯体は計算範囲に含まれるが、評価対象
外とされている（地下躯体の取り扱いについて、地震との関連性は不明。次年度ヒアリングで確認予定）。

算定対象モジュールはA1-C4で、Dは参考値として付記する
台湾

https://www.tccarch.org.tw/Upload/20230913105223_25996.pdf
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リンク：PowerPoint 演示文稿 

図 5-1-26 LBER 炭素削減率と等級の対応（台湾） 

 
リンク：Hong Kong Green Building Council Limited | HKGBC 5 

図 5-1-27 環境認証制度 HKGBC climate change framework 内の EC 基準値（香港） 
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2.1. 各国制度に関する調査
2.1.1. 中国・台湾におけるホールライフカーボン制度の概要（范委員）

范委員提供資料

算定期間と更新数は部位と材料によって異なる。
ランクは削減率で評価

出典：低碳(低蘊含碳)建築評估制度
https://www.tccarch.org.tw/Upload/20230913105223_25996.pdf

台湾
低碳（低蘊含碳）建築
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
• 香港では、HKGBC climate change frameworkがECベンチマーク（推奨値）を示

している。
• 評価は削減率又は絶対値で行う。
• 地下躯体は地盤によって大きく異なるため含まない。

香港

2024年度柿川委員提供資料

（2024年度資料再掲）

Hong Kong Green Building Council Limited | HKGBC

https://www.tccarch.org.tw/Upload/20230913105223_25996.pdf
https://general.hkgbc.org.hk/download/ccf/index.php?ref=36656593
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図 5-1-28 climate change framework において地下躯体を対象外とする理由（香港） 

 

図 5-1-29 EPD 設計実務での EPD 使用・EC 算定結果活用状況（香港） 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
香港の地盤条件は多様であり、地下躯体の一貫したベンチマークの設定が困難であ
ることから、初期段階のフレームワークにおいて地下躯体を評価対象外とした。

香港

中島委員提供資料

Q. ECベンチマークにおいて地下躯体を評価対象外とした理由
A. 香港全域における地盤条件が多様であり、一貫したベンチマークの設定が困難。
• 香港全域における地盤条件は地表に露出した岩盤から、60m深さに位置する岩盤層まで多

岐にわたり、軟弱地盤や風化の進んだ岩盤、さらには大規模な埋め立て地も含まれる。
• 地盤条件の違いから、採用される基礎の形式にも大きな違いが生じる。例えば高層建物で

あってもラフト基礎が採用されるケースもあれば、低層～中層建物においても深い杭基礎
が採用されるケースもある。

Q. データの入手可能性、標準化の難しさ、あるいは地下躯体がEC全体に与える相
対的な影響は、地下躯体を評価対象外とした判断に影響したか
A. 地下躯体の評価については現在も議論が進んでいる。
• 地下躯体のECへの影響が大きいことは認識しているが、全体のフレームワークを早期に公

表し、基礎的なベースラインを業界に提供するため、初期段階のフレームワークからは除
外することとした。

• 地下躯体を効果的にフレームワークに組み込む方法については現在も研究が進められてお
り、将来の改訂において検討される予定である。

ヒアリング先：HKGBC Executive Director, Ir Harry LAI氏
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2.2.各国制度に関する調査
2.2.1.建築物のWLC算定のタイミングと活用方法
香港ではCICGP（建設業協議会グリーン製品認証）において主要建材のEPDが活用されて
いる。

香港

中島委員提供資料

Q. 個別製品EPDを設計段階（着工前）の計算で使用しているか
• 3種類の建材（コンクリート、セメント、鉄鋼材）についてA1～A3段階のCF値をCICGP認

証1データベースで公開している。この値を用いて計算することは可能。
• A1～A3段階のCF値を算出するための定量化ツールの提供されており、対象製品はコンク

リート、セメント、鉄鋼材、ガラス、アルミニウムの5種類。※ガラス、アルミニウムは今後hpに掲
載予定。

Q. プロジェクト完了時のEC算定結果がScope3の報告に使用されることがあるか
• Scope3の報告に活用することは可能だが、製品単位のCFP値を建物全体または購入量ベー

スに換算するための追加計算が必要となる。

ヒアリング先：HKGBC Executive Director, Ir Harry LAI氏

EC低減策によるコストアップやアフォーダビリティの低下については情報なし
1 Construction Industry Council Green Product Certification

※補足情報
CICGP認証建材を一定割合以上使用することでBEAM Plusの評点がUP（直接的加点）、また
は、CICGP認証に取り組むことでBEAM Plusでの評価にも有利になる（間接的加点）項目が
ある。



117 
 

 
リンク：20240101_wholelifecarbon_technical_guide_r2.pdf 

図 5-1-30 Green Mark の UC 上限値と地下躯体を対象外とする理由（シンガポール） 

 

図 5-1-31 設計実務での EPD 使用・普及状況（シンガポール）  5 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
• シンガポールのGreen MarkではEC上限値を設定しており、保守的な（高い）値

となっている。
• 香港同様、地下躯体は評価対象外で、その理由はEC削減のために基礎構造の強度

確保を犠牲にしないように配慮したため。
シンガポール

中島委員提供資料

既存新築CN 1.1 WLCA
N.A.3 pt(i) WLCA（最低限の範囲）

1 pt
1 pt
2 pt

0.5 pt
1 pt
2 pt

(ii) EC
a. ECを計算
b. ECを基準値から＞10%削減（コンクリート、ガラス、鉄）
c. ECを基準値から＞30%削減（コンクリート、ガラス、鉄）

「上部構造のみ」かつ「コンクリート、
ガラス、鉄のみ」が対象

基準値 [kg-CO2e/m2]
A1-A5※1の上部構造のみ建物用途

1,000非住宅
1,300※2住宅
2,500工場

※1 2024年1月の改訂で評価対象がA1-A4からA1-A5に変更さ
れた。
※2 同上の改訂で基準値が1,500から1,300に変更された。

Green MarkにおけるWLCAの評価

Green Mark 2021 Cn TECHNICAL GUIDE

Green Markで地下躯体が除外されている理由
地下躯体は建物にとって重要な基礎構造であり、EC
削減のために数量を減らす等、強度を犠牲にするこ
とがないよう、シンガポール建築建設庁 (BCA) の意
向により算定対象から除外した。
上限値の設定根拠は
設定根拠は不明だが、容易に達成できるレベルに設
定されていると言える。
下記の方々へのヒアリングより（岡田委員、中島委員、事務局）
Eugene De Rozario: 清水建設シンガポール支社、Karl: 清水建設フィリ
ピン支社、伊藤氏及び原田氏: 清水建設本社
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. 設計段階（着工前）での個別製品EPD使用
• シンガポールでは、設計段階での材料情報の把握が難しいため、 EPDを使用した

検討はあまり行われていない。
• 一方で、施工者が入札時にEPDを含む材料情報を提案することが発注要件として

組み込まれる流れがある。

中島委員提供資料

シンガポール
Q. 個別製品EPDを設計段階（着工前）の計算で使用しているか
A. 使用していない。
• 設計施工会社であれば材料情報を握っているためEPDの活用が容易。
• クライアントとコンサルチームがEPDを活用してWLCAすることは、材料情報の把握が難

しいことから困難。
• 施工前にクライアントに材料（EPD含む）情報を提案することが、今後施工者に対する発

注要件として組み込まれる流れ。
Q. EPDの普及状況は
A. 急速に普及しつつある。
• まだ十分ではないものの、市場の要請に応じる形で増え続けている。
• 10年前と比べてもEPDの普及度合いは全く状況が異なり、急速に増えている。認証取得の

機運の高まりとともに環境が整備されていると感じる。
• シンガポール独自のEPD登録制度はなく、メーカーは国際的なEPD事業者で登録を行って

いる。市場が小さいため、国内でPCRやEPD事業者を設立する状況ではない。
岡田委員、中島委員、事務局にてヒアリングを実施
Eugene De Rozario: 清水建設シンガポール支社／Karl: 清水建設フィリピン支社／伊藤氏、原田氏: 清水建設本社

https://isomer-user-content.by.gov.sg/338/1ae12125-59d8-48dc-a63f-001d351bf719/20240101_wholelifecarbon_technical_guide_r2.pdf
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5-1-3. 規制値（上限値）・目標値の分類方法 
表 5-1-4 に各国の規制値（上限値）及び目標値を示す。現状、用途別に数値を設定している国/

都市が全てで、構造種別、規模、地盤条件等によって数値を設定している地域はなかった。こ

れは、まだ十分なバックデータ不足であること、有意な差が確認できるのが用途別であること

等が理由だった。 5 
表 5-1-4 各国の WLC 制度対象用途・規模・上限値 

規制として取り入れている国及び都市 

国/都市 用途 評価範囲 評価 
期間 

規制値 
[kg-CO2e/(m2*year)] 算定 

時期 
2025 2027 2029 

デンマーク 

一般建築物 
（50 m2 以上） 

WLC A1-3, B4, 
B6, C3, C4 

含む： 
躯体、外装、
内装、設備
（電気、冷暖
房、換気）、 
バルコニー 
 
除く： 
設備（排水、
通信、消防）、
造作＋置き家
具、植栽、 
舗装 

50 年 

7.1 6.4 5.8 

工事完了時 

別荘（短期使用） 
（150 m2 未満） 4.0 3.6 3.2 

一戸建て、長屋、 
狭小住宅、150 m2 以上
の別荘 

6.7 6.0 5.4 

集合住宅 7.5 6.8 6.1 
公的機関（学校等） 8.0 7.2 6.4 
その他新築建物 
（インフラ施設は対象
外。水道処理施設、病
院、拘置所、防衛施設
等） 

8.0 7.2 6.4 

施工 UC1 A4-5 1.5 1.3 1.1 

一般建築物 
（50 m2 以上） WLC A1-5, B4, 

B6, C3-4 8.6 7.7 6.9 

    
規制値 [kg-CO2e/m2] 

 2024-
2027 

2028-
2030 2031- 

フランス 

一戸建て又は長屋 

EC A1-5, B1-5, 
C1-4 

含む： 
建物、設備、
外構 
除く： 
家具 

50 年 

530 475 415 

確認申請時 
集合住宅 650 580 490 
事務所 810 710 600 
学校（初等・中等教育） 770 680 590 

 
   規制値 [kg-CO2e/m2]  

2025   

バンクーバー 
（カナダ） 全て EC A1-5, B1-5, 

C1-4 

含む（必須）： 
地下躯体、 
地上躯体、 
外装 
含む（任意）： 
内装（下地＋
仕上げ）、 
設備、家具、
外構 

60 年 400   確認申請時 

    規制値 
[kg-CO2e/(m2*year)] 

 

ヘルシンキ 
（フィンランド） 集合住宅 WLC A1-5, B4, 

B6, C1-4 
 50 年 14   確認申請時 

      規制値 
[MPG-cost≦€/(m2*year)] 

 

オランダ 
住宅 

EC  整理中 
75 年 2 0.80   

確認申請時 
事務所（100 m2 以上） 50 年 2 1.00   

注記 1 UC: アップフロントカーボン、2 割増算定法あり  
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報告制度として取り入れている国及び都市 

国/都市 用途 評価範囲 評価 
期間 

報告制度における上限

値 [kg-CO2e/m2] 算定時期 
2024 2030 

ロンドン 
（イギリス） 

住宅 

UC 
（炭素固定含まず） A1-5 

含む： 
地上躯体、 
地下躯体、 
外装、内装、

家具、設備、

外構 

60 年 

850 500 

確認申請時+
工事完了時 

エンボディド 
（使用、解体時のみ） B1-5, C1-4 350 300 

エンボディド 
（炭素固定含む） 

（建設、使用、解体時） 

A1-5, B1-5,  
C1-4 1200 800 

事務所 

アップフロント 
（炭素固定含まず） A1-5 950 600 

エンボディド 
（使用、解体時のみ） B1-5, C1-4 450 370  

エンボディド 
（炭素固定含む） 

（建設、使用、解体時） 

A1-5, B1-5,  
C1-4 1400 970 

学校 

アップフロント 
（炭素固定含まず） A1-5 750 500 

エンボディド 
（使用、解体時のみ） B1-5, C1-4 250 175 

エンボディド 
（炭素固定含む） 

（建設、使用、解体時） 

A1-5, B1-5,  
C1-4 1000 675 

店舗 

アップフロント 
（炭素固定含まず） A1-5 850 550 

エンボディド 
（使用、解体時のみ） B1-5, C1-4 200 140 

エンボディド 
（炭素固定含む） 

（建設、使用、解体時） 

A1-5, B1-5,  
C1-4 1050 690 

スウェーデン 全て アップフロント A1-A5 除く： 
設備機器 50 年 - - 工事完了時 

 

任意の認証制度の一部として取り入れている国及び都市 

国/都市 用途 評価範囲 評価 
期間 

任意の目標値 [kg-CO2e/m2] 

算定時期 現行 
ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ -20% 

-40%  
（2030
目標ﾚﾍﾞ

ﾙ） 

-60% 

香港 
（中国） 

非住宅（オフィス、学校、

複合施設） 

UC A1-5 

含む： 
外装 
 
除く： 
地下躯体、

設備、非構

造材、内装 

―1 

800 640 480 320 
認証制度の

一部のため

設計時が多

いと思われ

る 

住宅（宿舎、ホステル） 1000 800 600 400 
業務、公的施設（警察署、

消防署、病院、診療所） 2000 1600 1200 800 

その他（空港、スタジア

ム、スポーツセンター） 2500 2000 1500 1000 

      認証制度が設定する上限値  
[kg-CO2e/m2] 

 

シンガポール 

非住宅 

UC A1-5 除く： 
地下躯体 50 年 

1000 - - - 

同上 住宅 1300 - - - 

工場 2500 - - - 

注記 1 50 年と思われるが HKGBC climate change framework ガイドラインに記載なし  
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リンク：Der Gebäuderessourcenpass der DGNB 

図 5-1-32 規制値（上限値）・目標値の分類方法（ドイツ） 

 

図 5-1-33 規制値（上限値）・目標値の分類方法（ドイツ）地下躯体の取り扱い 5 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
ドイツでは、①評価の公平性（与条件を排除した「標準仕様」の仮想建物との比較
評価）、②既存規制との整合性、③設計努力や技術のイノベーション促進のため用
途別目安値としている。

ドイツ

金田委員提供資料

解説と根拠資料 
資料：ÖKOBAUDAT P28 
原文：(“generic data” ). This life cycle assessment data is provided with uncertainty margins of 10 % to 30 % when the data is generated. 
訳文：（「ジェネリックデータ」）。このライフサイクル評価データは、データが生成された時点で10％から30％の不確実性マージンが付与されています。 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
ドイツでは、設計努力の対象であるという理由で地下構造物も算定対象に入る。地
下構造物の種類別に比較した調査も行っている。

ドイツ

金田委員提供資料

9/19 BBSRとの意見交換会より
地下構造物を算定対象とするかについて海外事例を調査している。ドイツでは基礎
は計算対象に入っていると考えてよいか。
⇒その通り。
⇒それは建物を正確に評価するという考え方に基づくか。
⇒地下構造物にもいろいろあるが、地下構造物に対してもGHG排出に関しよりよい
パフォーマンスを考えてほしい、という意図である。一部地域ではドイツにも地震
がある。地盤の条件も考えることで将来的にインセンティブになればいいと考える。
⇒アメリカでは地下に設備を置くと地下構造物が大きくなるため、機械室を地上階
に設けるという判断をしたケースがあるようだ。インセンティブとは技術的な改善
余地を残しているということか。
⇒その通りである。これまでは抜き取りデータでベンチマークを設定したが、今後
は個別のアプローチが必要であると考えている。種類の異なる建物構造を比較した
調査が完了したが、地下構造物に関しても同様の調査を行っている。地震に対する
耐震性などもパラメータとして含まれると考えている。

https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/zirkulaeres-bauen/gebaeuderessourcenpass
https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/zirkulaeres-bauen/gebaeuderessourcenpass
https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/zirkulaeres-bauen/gebaeuderessourcenpass
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図 5-1-34 規制値（上限値）・目標値の分類方法（ドイツ）数値設定方法 

 

図 5-1-35 規制値（上限値）・目標値の分類方法（アメリカ） 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
ドイツでは、LCAのベンチマーク及び規格が複数存在しており、EPBDに合わせて
一本化を図っている最中。

金田委員提供資料

9/19 BBSRとの意見交換会より
・ベンチマークのボーダーラインは、リファレンス建物に仕様や設計要件を入れて
比較するのか。それとも一定の比較対象があるのか。
⇒リファレンス建物はオペーレーショナルに特化したものであり、実建物とリファ
レンスの異なるのはパラメータである。リファレンス建物は法的に定められたパ
ラメータ（具体例：窓のＵ値等）を入力して一次エネルギー消費量を算出し比較
する。実際の建物では項目によって、上回るもの下回るものがあるが、全体とし
て下回ればよい。
⇒LCAでも同様に参照建物との比較になっているのか。
⇒システムによる。BNBの場合はモデルの建物があり固定のベンチマークがある。

QNGの場合はB6.1の要件値とLCAのクラスを組み合わせたものとなっており、
B6.1は今後厳しくする方針がある。現在は、二つの手法を組み合わせて、国の
LCAをEPBDに合わせて最適化する方針である。DIN91606（ドイツ国内における
LCAの方法論）やDIN18599 （建物のエネルギー性能を評価する方法を提供する
規格）も合わせながら最適化に向かっているところ。

ドイツ
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
• アメリカでは、CLFが2025年4月に用途別のEC目安値をまとめたレポートを発表

した（規制値ではない）。
• 用途別にまとめた理由は、①用途間で顕著なEC目安値の差が確認できる、②既存

の様々な制度との整合が取れ受け入れられやすい、③設計の自由度を妨げないた
めとしている。（②③はドイツ同様）

岡田委員が下記2名へのヒアリングを実施
Michelle Lambert: Carbon Leadership Forum ポリシー研究者
Aurora Jensen: Carbon Leadership Forum 低炭素ビル研究者

アメリカ

岡田委員提供資料
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図 5-1-36 規制値（上限値）・目標値の分類方法（アメリカ） 

 
リンク：Built Environment Carbon Database, How the UKNZCBS limits were set: 
6ea7ba_8eaff0e25fcc494c8b7fb92c3fac4821.pdf, Pilot version: 6ea7ba_1ef36b6835de46668f2ad8b589ff1b93.pdf 5 

図 5-1-37 規制値（上限値）・目標値の分類方法（イギリス）  
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
• CLFレポートでは用途として、集合住宅、集会所、教育施設、事務所、倉庫、そ

の他（研究所、病院、警察等の公的機関、工場等）に分類。
• 倉庫は410 kg-CO2e/m2、事務所は760 kg-CO2e/m2等、用途による差が確認され

た。

アメリカ

岡田委員提供資料
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2.2. 各国制度に関する調査
2.2.1. 目安値の分類方法（構造種別、規模、地盤、杭・基礎の状況等）
• イギリスでは、バックデータが不足しているため細かい分類ができず、用途別目

安値の設定となっているが、用途以外で分類する取り組みも進行中。
• 実務者の私見では、混構造等のケースもあり、構造種別、地盤、杭・基礎で分類

するのは難しいとの見解。

イギリス

柿川委員提供資料

バックデータの実例

Built Environment Carbon Database How the UKNZCBS limits were set: 
6ea7ba_8eaff0e25fcc494c8b7fb92c3fac4821.pdf
Pilot version: 6ea7ba_1ef36b6835de46668f2ad8b589ff1b93.pdf

https://www.becd.co.uk/
https://www.nzcbuildings.co.uk/_files/ugd/6ea7ba_8eaff0e25fcc494c8b7fb92c3fac4821.pdf
https://www.nzcbuildings.co.uk/_files/ugd/6ea7ba_8eaff0e25fcc494c8b7fb92c3fac4821.pdf
https://www.nzcbuildings.co.uk/_files/ugd/6ea7ba_1ef36b6835de46668f2ad8b589ff1b93.pdf


123 
 

5-1-4. サーキュラーエコノミーにつながる取り組みの評価事例及び実態調査 
制度調査と同様の国及び都市を対象として、サーキュラーエコノミーにつながる取り組みの

評価事例及び実態調査を行った。表 5-1-5 に調査結果まとめを示す。 
表 5-1-5 調査結果まとめ 

調査項目 論点 調査結果 

1 再利用材 

将来リユース/リサ

イクルしやすい材の

評価 
（優先的に採用させ

るインセンティブ） 

• 北米｜リユース・リサイクルしやすい建材の評価はまだ成熟してい

ないが、州や郡単位でリユース/リサイクルするためのディコンス

トラクションに関する条例や補助金制度が広がっている。 
• ロンドン｜ロンドンプランで提出が求められるサーキュラー・エコ

ノミー・ステートメントで、リユース/リサイクル材の使用目標率

が示されている。 
• ドイツ｜DGNB 認証制度内で評価される。DGNB 認証結果が融資に

紐づいているため、間接的にインセンティブが付加されている。 
• 香港｜BEAM Plus v2.0内で評価される。一定規模以上の公共建築物

には BEAM Plus ゴールドやプラチナランク取得義務であり、容積

緩和、税制優遇に紐づくため、間接的にインセンティブが付加され

ている。 
• シンガポール｜Green Mark 内で評価される。公民共に一定規模以

上の新築建物は一定ランク以上の Green Mark 取得義務であり、建

築許可、容積緩和、補助金受給に紐づくため、間接的にインセンテ

ィブが付加されている。 
再利用材の排出量を

ゼロまたは極めて少

なく計上する手法 

北欧のうちデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェ

ー、スウェーデンは再利用材の排出量をゼロとして計上して良い。 

2 長寿命化 
オランダでの評価期

間延長計算の位置づ

け 

制度上は原則デフォルトの参照年（住宅 75 年、非住宅 50 年）を用

いて MPG を算定するが、任意で参照年を延長する計算手法も認めら

れている。 

3 モジュール D 各国の記述内容 
ロンドン｜「ネット・アウトプット・フロー方式」（リユース/リサイ

クル/エネルギー回収のうち、建物で再使用されず外部に出ていく

分）で算定された排出量を D1 として表記する。 

4 
マテリアル 
パスポート、 
マテリアルバンク 

設計実務での 
普及状況 

 マテリアルパスポートのプラットフォームは複数（Madastar、
circuland、SUM4Re 等）市場に出回っており、先進事例や研究開発

プロジェクトでの使用実績が増えつつあるが、まだ一般的ではな

い。 
 マテリアルバンクの考え方は、使用中の建物に取り付けられている

建材を将来のリユース資材と見なすものと、再利用材を含むオンラ

イン上の流通市場自体をそれと見なすものの 2 種類が提唱されてい

る。前者については、施工実態に即した流通が成立するかは未調

査。 

5 GHG 以外の 
環境負荷 表示の拡大動向 

 各国制度において GHG 以外の算定、表示義務化の動きはない。 
 各国認証においては、BEAM Plus（香港）、LEED（米）、BREEAM
（英）がマルチクライテリア算定（BEAM Plus はうち 3 項目の削

減）を求めている。 

6 オフセット WLC 相殺が認めら

れるオフセット 
英｜特定の団体（ICROA、ICVCM）が発行するカーボンクレジット

で EC のオフセットが認められている。 

7 生分解性建材 普及への取り組み 

オランダ｜2030 年までに①30%以上の住宅が、30%以上のバイオベ

ース建材を用いて建設される、②30%以上の断熱材がバイオベース

材で作られる、③非住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて

建設されることを目標に市場構築のための補助金が投入されてい

る。対象素材は亜麻、麻、ナピアグラス（イネ科の植物）、藁、木。 

8 既存建物再利用 
既存建物再利用のサ

ーキュラリティー全

体における位置づけ 

デンマーク｜解体した建材の再利用ではなく、既存建物の再利用を

明確にサーキュラリティーの優先施策と位置付けている。 
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図 5-1-56 図 5-1-38～図 5-1-56 に各国の再利用材に関する調査結果を示す。 

 
リンク：Portland OR Portland City Code, Palo Alto CA - Deconstruction Ordinance, Boston MA Zero Waste Boston,  
Seattle WA Deconstruction Incentive Pilot, Hennepin MN Building Reuse Grants, Victoria BC Demolition & Construction Waste 
Bylaw, San Antonio TX Deconstruction Ordinance, Vancouver BC Green Demolition Bylaw 5 

図 5-1-38 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(1) 

 
リンク：Portland Oregon Certified Deconstruction Contractor 

図 5-1-39 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(2) 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
アメリカではリユース・リサイクルしやすい建材の評価はまだ成熟していないが、
リユース・リサイクルするためのDeconstruction条例の補助プログラムが広がりを
みせている。

岡田委員提供資料

Portland OR Portland City Code, Palo Alto CA - Deconstruction Ordinance, Boston MA Zero Waste Boston, 
Seattle WA Deconstruction Incentive Pilot, Hennepin MN Building Reuse Grants, Victoria BC Demolition & Construction Waste Bylaw, San 
Antonio TX Deconstruction Ordinance Vancouver BC Green Demolition Bylaw
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
Deconstruction業者資格やトレーニングを重視する傾向。トレーニングをうけた認
定業者の採用を必須項目とする条例や、補助の一部として認定業者のサポートの提
供を補助の対象とするという自治体もある。

岡田委員提供資料

Portland Oregon Certified Deconstruction Contractor

アメリカ

https://www.portland.gov/code/17/106
https://www.paloalto.gov/Departments/Public-Works/Zero-Waste/Zero-Waste-Requirements-Guidelines/Deconstruction-Ordinance
https://www.boston.gov/departments/environment/zero-waste-boston
https://govlaunch.com/it/projects/seattle-wa-deconstruction-incentive-pilot-encourages-reuse-and-recycling-of-building-materials
https://www.hennepin.us/building-reuse
https://www.victoria.ca/building-business/permits-development-construction/building-renovating/demolition-construction-waste
https://www.victoria.ca/building-business/permits-development-construction/building-renovating/demolition-construction-waste
https://www.sareuse.com/deconstruction
https://www.bcgreendemolition.ca/
https://www.portland.gov/bps/garbage-recycling/decon/become-certified-deconstruction-contractor
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リンク：Palo Alto Deconstruction Ordinance 

図 5-1-40 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(3) 

 
リンク：①Victoria News、②Victoria BC 5 

図 5-1-41 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(4) 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
CA州パロアルト市は2020年7月からすべての建物解体を「Deconstruction」方式に
全面移行。市は事前の資材調査と再利用・リサイクル報告を義務付け、公認業者
ネットワークと技術支援体制によって再資源化を徹底

岡田委員提供資料

根拠資料
資料：Palo Alto Deconstruction Ordinance

アメリカ
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
• カナダ・ビクトリア市は2022年9月から、解体建物からの木材再利用を義務化
• 1960年以前建設の小規模住宅が対象で、再利用木材量に応じて最大1万9,500ドル

の廃棄物管理費が全額返金

岡田委員提供資料

アメリカ

資料：①Victoria News、②Victoria BC
解説：資料①条例により木材の廃棄量の現象を伝えるニュース 資料②提出書類 完了報告書

https://www.paloalto.gov/Departments/Public-Works/Zero-Waste/Zero-Waste-Requirements-Guidelines/Deconstruction-Ordinance
https://www.vicnews.com/local-news/victoria-deconstruction-bylaw-diverts-200-tonnes-from-landfill-7835476
https://www.victoria.ca/media/file/demolition-and-deconstruction-bylaw-consolidated-22-06
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リンク：End-of-Life Modeling and Data in North American Whole Building Life Cycle Assessment Tools - Carbon Leadership 
Forum 

図 5-1-42 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(5) 

 5 

リンク：Build Reuse の EPA 補助金をうけた研究の発表録画 

図 5-1-43 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（アメリカ）(6) 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
Carbon Leadership Forumは、建築LCA実務者とともにエンド・オブ・ライフ
（モジュールC・D）のモデル化に関する課題を検討。再利用材の定量化や適切な
EPD選定の不確実性、再利用材の寿命調整や回避できた排出の扱い、LCAツールの
機能制約などが、リユース材評価の精度向上を妨げる課題としてあげている。
アメリカ

根拠資料 
資料：「End of Life Modeling Data in North American Whole Building Life Cycle Assessment Tools」 
 

岡田委員提供資料
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
米国の非営利団体Build Reuseは、再利用建材の環境製品宣言（EPD）開発に向け
てEPAから5年間の補助金を獲得。LEEDで再利用木材や内装材の活用が進む中、
EUの評価手法を参考にしつつ、再利用材向けPCR・EPDの策定研究をすすめる。

岡田委員提供資料

根拠資料 
資料：Build ReuseのEPA補助金をうけた研究の発表録画 
 

アメリカ

https://carbonleadershipforum.org/eol-modeling-data-wblca/
https://carbonleadershipforum.org/eol-modeling-data-wblca/
https://www.youtube.com/watch?v=82EzvdeOocE
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図 5-1-44 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（イギリス） 

 

図 5-1-45 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（イギリス） 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
イギリスでは、リユースやリサイクルのしやすさは、WLCAとは別に「サーキュラ
リティ（循環性）」の枠組みで評価。英国では統一指標はないが、ロンドン・プラ
ンで廃棄物削減やリユース材採用の目標が示される。現時点では特定材料の採用を
促すインセンティブは設けられていない。

柿川委員提供資料
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
UK Green Building Council（UKGBC）は「Circular Economy Metrics for Buildings」
で、建物におけるリユース材・再生材・リサイクル材の使用割合やマテリアルパス
ポートへの登録状況などを指標とするサーキュラリティ評価基準を提唱。

柿川委員提供資料

イギリス
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リンク：Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2025 QNG General Requirements 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2025 QNG Certification Requirements 

図 5-1-46 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（ドイツ） 

 5 
リンク：BEAM Plus New Buildings Assessment Manual Version 2.0 

図 5-1-47 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(1) 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材の評価
ドイツでは、連邦政府の優遇融資制度BEGが事業者に対して資金調達の条件として
「持続可能な建築品質シール（QNG）」取得を義務付け。QNG認証はDGNB等の
評価に基づくため、この連動構造がリユース・リサイクルしやすい建材採用を促す。

ドイツ

金田委員提供資料

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2025 QNG General Requirements
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2025 QNG Certification Requirements

評価ツール6種類
（DGNB等）
日本のCASBEEに相当

品質ラベリング
（QNG）

日本のBELSに相当

政府系政策金融公庫

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2.3.各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリでは室内および建築設備の設計において、空間レイア
ウトの可変性を高めるとともに改修・解体時の廃棄物削減する取組を評価する。

BEAM Plus香港

(c) 構造適応性(b) 柔軟な設備設計(a) 空間適応性
• 将来の用途変更に対応可能な建築構造

システムを採用し、室内計画モジュー
ルと連携した設計：＋1点

• レイアウトや用途の変更に対応できる
柔軟な設備設計：＋1点

• 様々な用途に対応できる空間の
柔軟性を確保し、将来の追加的
な空間要求にも対応できる設
計：＋1点

MW11 Adaptability and Deconstruction 適応性と解体
対象：すべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0

(a), (b), (c)すべての要件を満たす場合、＋追加ボーナス1点

https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://www.qng.info/en/qng-certification/qng-requirements/2400-2/
https://studylib.net/doc/27535987/beamplus-new-buildings-v2-0
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図 5-1-48 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(2) 

 

図 5-1-49 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(3) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリでは建材の選定や露出した建材の適切な保護により更
新頻度を最小限に抑える取組が評価される。

BEAM Plus香港

建物の露出部分の材料劣化防止建物の脆弱部分の損傷防止建材選定の評価
• 環境要因による材料劣化から建物の露

出部分を保護する設計対策を示す
• 以下の少なくとも2項目を含める：
基礎、地下躯体、最下階、擁壁
外壁
屋根またはバルコニー
窓ガラス：窓、天窓
外部ドア
手すりまたは欄干（外部環境に露出
している箇所）
階段またはスロープ（外部環境に露
出している箇所）
ランドスケープ

• 内装外装およびランドスケープの脆弱
部分を損傷から守るための適切な保護
策や設計上の工夫を示す

• 以下の少なくとも2項目を含める：
メインエントランス、公共エリア、
通路（廊下、EV、階段、ドア）にお
ける歩行者の影響からの保護
保管、配送、廊下、厨房エリアにお
ける建物内部から1m以内の範囲での
車両またはトロリー移動による影響か
らの保護
外装から1m以内（駐車場）または2m
以内（配送エリア）で車両が接近・操
作する場合の衝突からの保護

• 建材選定において、必要な改修
や更新を最小化し、過剰な材料
仕様を防ぐ適切な耐久性を持つ
ことを示す

• 以下の少なくとも3項目をカバー
すること：
木製ドアセット（防火ドア）
パネル壁（間仕切り用）
セメント製品（建築用）
タイル用接着剤
セラミックタイル（床・壁）
アルミニウム窓
ヒートソーク強化ガラス
排水用uPVCパイプおよび継手
その他申請者の裁量による

• 建材は、香港認定サービス
（HKAS）による認定を受けた認
証機関による特定の製品認証ス
キームに準拠すること

MW4 Design for Durability and Resilience 耐久性とレジリエンスを考慮した設計
対象：すべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリではリサイクル材の使用が評価される。

BEAM Plus香港
MW6 Recycled Materials リサイクル材
対象：すべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0

(c) 室内非構造部材(b) 外装及び構造部材(a) 外面および構造
• 室内非構造部材に使用される全材料の

うち10%以上をリサイクル材使用で＋1
点

• 外装や構造部材に使用される全材料の
うち10%以上をリサイクル材使用で＋1
点

※リサイクル材の定義
コンクリート中の代替セメント25%以上
コンクリート中の高炉スラグ40%以上
鉄鋼、ガラス、PFA、GGBS以外のリサイ
クル材

• 外面工事、構造、設備で使用さ
れる全材料のうち10%以上をリ
サイクル材使用で＋1点

• (a), (b), (c)すべての要件を満たす場合、＋追加ボーナス1点
• (a), (b), (c)いずれかの材料の50%以上をリサイクル材使用で＋追加ボーナス1点
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図 5-1-50 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(4) 

 

図 5-1-51 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(5) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリでは既存構造物の再利用の他、モジュール化や標準化
による施工性向上および廃棄物の削減が評価される。

BEAM Plus香港

適合方法2適合方法1
• 上部構造および外装材の25%以上を再利用：＋ボーナス1点
• 上部構造および外装材の50%以上を再利用：＋ボーナス2点
• 上部構造および外装材の90%以上を再利用：＋追加ボーナス1

点
※上部構造には最低限床、屋根デッキを含むこと
※再利用割合は表面積ベースで評価

• 既存構造物の20%以上を再利用：＋ボーナス1点
• 既存構造物の40%以上を再利用：＋ボーナス2点
• 既存構造物の90%以上を再利用：＋追加ボーナス1点

※既存構造物＝基礎および上部構造
※再利用割合は質量または体積ベースで評価

または

MW1 Building Re-use 既存建物の再利用

MW2 Modular and Standardised Design モジュール化及び標準化されたデザイン

適合方法2適合方法1
プロジェクトの基準階延床面積の50%以上がモジュール化された
要素で構成されている場合に＋1点

プロジェクトの主要構造およびモジュールのうち、質
量・体積・金額・表面積のいずれかで50%以上がモ
ジュール化された要素で設計されている場合＋1点

または

• 以下のいずれかで90%以上がモジュール化要素で構成されている場合に、＋追加ボーナス1点
• プロジェクトの主要構造およびモジュールの質量・体積・金額・表面積のいずれか
• プロジェクトの基準階延床面積

対象：すべての建築物

対象：延床面積230m2以下の単層建物を除くすべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリでは建築要素のプレハブ化を推進し、資源の無駄や現
場での廃棄物量を削減することを評価する。なお、長距離輸送を避けるため、プレ
ハブ工場の立地に条件が設定されている。

BEAM Plus香港

(c) 建築／内装(b) 外装(a) 構造
• 建築／内装の10%をプレハブ化で＋1点
• 建築／内装の20%をプレハブ化で＋追

加ボーナス1点

• 外装の10%をプレハブ化で＋1点
• 外装の20%をプレハブ化で＋追加ボー

ナス1点

• 構造の10%をプレハブ化で＋1点
• 構造の20%をプレハブ化で＋追

加ボーナス1点

または

MW3 Prefabrication プレハブ化
対象：すべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0

または

• (a), (b), (c)すべてにおいて10%以上をプレハブ化で＋追加ボーナス1点
• (a), (b), (c)いずれかにおいて50%以上をプレハブ化で＋追加ボーナス1点
• 長距離輸送を避けるため、製造工場は以下の範囲内に位置している必要がある：

• 香港特別行政区から道路輸送で半径800km以内
• 鉄道輸送で半径1,600km以内
• 海上輸送で半径4,000km以内
※香港内の移動距離は簡略化のため無視できる
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リンク：Green Certification | Hong Kong | Global Sustainable Buildings Guide | Baker McKenzie Resource Hub／BEAM Plus 
Frequently Asked Questions | HKGBC／Tax Incentives & Funding Assistance | HKGBC 

図 5-1-52 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(6) 

 5 

図 5-1-53 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（香港）(7) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1.将来リユース・リサイクルしやすい材の評価｜補足
BEAM Plus自体は任意の認証制度だが、一部の公共建築では認証取得が求められて
いる。また、BEAM Plusの取得が容積緩和を申請する際の前提条件として定められ
ている他、BEAM Plusブロンズ評価以上で建築物エネルギー効率登録制度
（HKEERSB）に登録できることで、税制優遇を受けることが可能。

BEAM Plus香港

中島委員提供資料

出典：Green Certification | Hong Kong | Global Sustainable Buildings Guide | Baker McKenzie Resource Hub／BEAM Plus 
Frequently Asked Questions | HKGBC／Tax Incentives & Funding Assistance | HKGBC

政府による導入状況
 2009年以降、延床面積10,000㎡を超える新築公共建築物は、Gold評価以上が目

標
 2015年10月以降は、延床面積5,000㎡以上かつ中央熱源を有する公共建築物にも

適用範囲を拡大。さらに、ランドマーク的建築物では可能な限りPlatinum評価を
目指すことが求められる。

 公共住宅開発においてもグリーンビルディング目標が取り入れられ、2015〜
2016年度以降の新築公共住宅はBEAM Plus Gold相当以上が目標
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2.3.各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
HKGBCは建築資材の廃棄物削減に向けたガイドラインを提供している。BEAM 
Plusとも密接に関連しており、建材の選定や解体・再利用を考慮した設計アプロー
チなどについて紹介する内容となっている。

Green Design Guide for Material Resources Optimisation in Building Life Cycle
香港

中島委員提供資料

出典：HKGBC, Green Design Guide for Material Resources Optimisation in Building Life Cycle

解体を考慮した設計

解体計画

解体影響評価

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-sustainable-buildings/asia-pacific/hong-kong/topics/green-certification
https://www.hkgbc.org.hk/eng/beam-plus/beam-plus-faq/faq.jsp
https://www.hkgbc.org.hk/eng/beam-plus/beam-plus-faq/faq.jsp
https://www.hkgbc.org.hk/eng/beam-plus/incentive-funding/incentive-funding.jsp
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図 5-1-54 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（シンガポール）(1) 

 
リンク：Regulatory Requirements for New Buildings and Existing Buildings Undergoing Major Additions and Alterations (A&A) | 
Building and Construction Authority (BCA) 5 

図 5-1-55 リユース・リサイクルしやすい建材の評価（シンガポール）(2) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 将来リユース・リサイクルしやすい材の評価
Green mark 2021 WLCAセクションにおいて建物の耐用年数終了後の部材の再利用
又はリサイクルに関して、モジュールC, Dも含むフル評価を実施した場合5点（うち2

点はイノベーションポイント）を得点可能。WLCAの手法はRICSガイドラインに準拠。

中島委員提供資料

シンガポール Green Mark 2021

WLC評価には、建物の耐用年数終了
後の部材の再利用又はリサイクルに
よる潜在的な炭素排出量の「便益」
の評価も含まれる。再利用とリサイ
クルの便益は予測が困難であるため、
別途報告する必要がある。

完全なWLC評価には、WLC評価の最
低限の範囲に加えて、残りのライフ
サイクルステージ（別途報告される
Dを含む）が含まれ、プロジェクト
の数量明細書（BoQ）に記載されて
いるすべての項目、または指定され
た建築要素カテゴリに該当する図面、
仕様書などに記載されている設計情
報が網羅されること。その場合に、
合計5ポイントが付与される。そのう
ち2ポイントはイノベーションセク
ションで付与される。出典：Green Mark 2021 CN Technical Guide
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. 補足
BCA Building Control (Environmental Sustainability) RegulationsにおいてGreen 
Markの取得が義務化されている。また、Green Markの取得は容積緩和（～2019年）や改
修補助金の要件となっている。

中島委員提供資料

シンガポール Green Mark 2021

出典： Regulatory Requirements for New Buildings and Existing Buildings Undergoing Major Additions and Alterations (A&A) | 
Building and Construction Authority (BCA)

Green Mark Certified相当
以上

公共・民間ともに
 2,000㎡以上の新築建物
 2,000㎡以上の冷暖房設備の大規模改修を

伴う既存建物

2008年4月15日～

Green Mark Gold認証以上民間
GLS (Government Land Sales) プログラム
（政府の土地売却プログラム）に関係する
建築工事

同上

2,000㎡→5,000㎡に改訂2021年12月1日～

 Building Control RegulationsにおけるGreen Mark取得義務化の流れ

10/28 WG後赤字更新

https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/regulatory-requirements-for-new-buildings-existing-buildings-undergoing-major-aanda
https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/regulatory-requirements-for-new-buildings-existing-buildings-undergoing-major-aanda
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リンク：Reuse of construction materials is rewarded in the Nordic building LCA | Nordic Sustainable ConstructionLCA 
regulations of reuse in the Nordic 

図 5-1-56 リユース・リサイクルしやすい建材のゼロ計上評価（北欧 5 ヶ国） 

 5 

図 5-1-57～図 5-1-58 に、オランダにおける長寿命建築の評価に関する調査結果を示す。 

 

図 5-1-57 長寿命化：評価年延長計算（オランダ）(1) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.1. リユース・リサイクルしやすい建材及び再利用材の評価

現時点では、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、アイスラン
ドが再利用材の排出量をゼロとして計上可としている。

事務局作成

（デンマーク、アイスランド以外に再利用材の排出量をゼロまたは極めて少なく計
算できる国があるか）（事務局）

Reuse of construction materials is rewarded in the Nordic building LCA | Nordic Sustainable 
ConstructionLCA regulations of reuse in the Nordic

再利用材をゼロ計上
して良いモジュール
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2.3.各国制度に関する調査
2.3.2. 長寿命化（オランダでの参照年延長計算の位置づけ）（山田委員）
オランダ｜参照年延長は最大100%（2倍）まで可能。

山田委員提供資料

https://www.nordicsustainableconstruction.com/news/2023/may/reuse-of-construction-materials
https://www.nordicsustainableconstruction.com/news/2023/may/reuse-of-construction-materials
https://www.nordicsustainableconstruction.com/Media/638942126807001511/LCA%20regulations%20of%20reuse%20in%20the%20Nordic.pdf
https://www.nordicsustainableconstruction.com/Media/638942126807001511/LCA%20regulations%20of%20reuse%20in%20the%20Nordic.pdf
https://www.nordicsustainableconstruction.com/Media/638942126807001511/LCA%20regulations%20of%20reuse%20in%20the%20Nordic.pdf
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リンク：milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-
versie-12 

図 5-1-58 長寿命化：評価年延長計算（オランダ）(2) 

 5 

図 5-1-59～図 5-1-60 に、ロンドンにおけるモジュール D の記述内容に関する調査結果を示

す。 

 

図 5-1-59 モジュール D の記述内容（ロンドン市）(1) 
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2.3.各国制度に関する調査
2.3.2. 長寿命化（オランダでの参照年延長計算の位置づけ）（柿川委員、事務局）
オランダ｜参照年延長の計算は制度上は任意。

事務局作成

新築建物の環境性能（MPG）
評価手引き
NMD（オランダ国環境データベー
ス）発行

milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-versie-12/

前頁で紹介した計算方法

デフォルト参照年
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ロンドン｜Module Dは推定要素が大きいため、設定したEnd of Lifeシナリオに基づ
き、Module A–Cとは分けて報告することが求められる。RICS基準では、材料別に
英国の一般的なEnd of Lifeシナリオが示されている。

2.2. 各国実務に関する調査
2.2.1. モジュールD 各国の記述内容（柿川委員）

柿川委員提供資料

ロンドン

https://milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-versie-12/
https://milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-versie-12/
https://milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-versie-12/
https://milieudatabase.nl/en/downloads/download/environmental-performance-assessment-method-for-construction-works-versie-12/
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図 5-1-60 モジュール D の記述内容（ロンドン市）(2) 

 

図 5-1-61～図 5-1-75 に、マテリアルバンク/パスポートに関する調査結果を示す。 

 5 
リンク：【EU】改正建設製品規則、発効。建材の環境報告義務化や DPP 適応。公共調達にも影響 | Sustainable Japan 
【前編】英 Waterman、建設業界におけるマテリアルパスポート普及に向けた戦略とは？ロンドン初の実証から学ぶ | Circular 
Economy Hub - サーキュラーエコノミー（循環経済）メディア 
Edenica – Waterman 
Chapter 5 From Data Templates to Material Passports and Digital Product Passports 10 

図 5-1-61 マテリアルパスポート・マテリアルバンク定義の整理
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ロンドン｜Module A1–A3とModule Dの重複を避けるため、EN15804に基づきネッ
トフロー方式を採用する。リユース・リサイクル・エネルギー回収を算定対象とし、
将来の電力や材料の脱炭素化も考慮する。

2.2. 各国実務に関する調査
2.2.1. モジュールD 各国の記述内容 （柿川委員）

柿川委員提供資料

ロンドン
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5-3. 各国実務に関する調査
5-3.3 マテリアルパスポート/マテリアルバンク 定義の整理（案）
1. マテリアルパスポート（Material Passport）
■概要
• マテリアルパスポートとは、建物に使用される各素材・部材に関する詳細情報（成分、産地、再利用可能性、環境負荷、
設置場所など）をデジタルで記録・管理する仕組み。
建材のライフサイクル全体を通じて、再利用や資源価値の最大化を目指す。

■最新動向
• EU改正建設製品規則（CPR）が2025年1月に発効し、デジタル製品パスポート（DPP）※1の導入が義務化された。これに

より、建材の環境報告義務や再利用可能性の情報開示が求められる。EUでは2030年までにほとんどの製品にDPP導入を
義務化する方針で、建材分野も対象となっている。

• ロンドンのEdenicaプロジェクト（商業ビル）では、マテリアルパスポート（サービスプロバイダーはCirculand）を導入
し建材の履歴管理やCO2排出量の削減を実現しようとしている。部材の80%をデータ登録し、長期に渡る台帳として使用
する。

• オランダではマテリアルパスポートが一定程度普及しており、Madaster社が主要プラットフォーマーの一つ。

2. マテリアルバンク（Material Bank）
■概要
• マテリアルバンクは、使用済み建材を再利用可能な資源とし、建物を「建材の貯蔵庫」として捉える考え方。資源枯渇に

よりバージン素材からの建材を作りにくくなることを想定し、使用済み建材の価値を蓄えるという意味が込められている。
• また、使用済み建材を管理・流通させる仕組みとの意味もある。マテリアルパスポートと連動し、建材の再販・再利用を

促進するプラットフォーム。
■最新動向
• EU助成プロジェクト「BAMB（Building as Material Bank）」が代表的な取り組みで、欧州7か国（ベルギー、ドイツ、オ

ランダ、ポルトガル、スウェーデン、イギリス）が参加している。
• 建材の再利用市場の整備が進められており、履歴情報付きのリユース材の販売が可能になるよう、標準化と政策支援が進

行中。

【EU】改正建設製品規則、発効。建材の環境報告義務化やDPP適応。公共調達にも影響 | Sustainable Japan
【前編】英Waterman、建設業界におけるマテリアルパスポート普及に向けた戦略とは？ロンドン初の実証から学ぶ | Circular Economy Hub - サーキュラーエコノミー（循環経済）メディア
Edenica – Waterman
Chapter 5 From Data Templates to Material Passports and Digital Product Passports

※1 DPPは、個々の製品レベルで製造者が発行し、EUの「持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）」の一環として導入された製品ライフサイクル全体にわたる情報をデジタル形式で記録・管理する仕組
み。一方、マテリアル・パスポートは、建物全体を対象に使用資材・数量・再利用可能性などを記録するサーキュラーエコノミー実践ツールであり、法的義務ではなく自主的な取り組みとして運用されている。

[全委員の確認未了。今後アップデート予定]

https://sustainablejapan.jp/2025/01/11/eu-cpr/109684
https://sustainablejapan.jp/2025/01/11/eu-cpr/109684
https://sustainablejapan.jp/2025/01/11/eu-cpr/109684
https://sustainablejapan.jp/2025/01/11/eu-cpr/109684
https://sustainablejapan.jp/2025/01/11/eu-cpr/109684
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://cehub.jp/interview/waterman-material-passport-1/
https://www.watermangroup.com/project/100-fetter-lane/
https://www.watermangroup.com/project/100-fetter-lane/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-39675-5_5.pdf
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リンク：A Circular Built Environment in the Digital Age | Springer Nature Link (formerly SpringerLink) 
SUM4Re Project | BUILD UP 
SUM4Re - D1.5 Proof of Concept Demonstration 

図 5-1-62 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（欧州での試行プロジェクト） 5 

 

図 5-1-63 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（アメリカ）(1) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.5. マテリアルバンクの概念整理、事例調査、文献調査（事務局）
建物=建材貯蔵庫としてのマテリアルバンクの建材登録プラットフォームは続々と
開発中。例: 紹介済みのMadastar、Circulandの他、EUが補助金を投資して研究開発
中のSUM4Re等。物理的な倉庫に代わり建物から建物へ建材を流すデジタル流通シ
ステムとしての社会実装には至っていないが、長期的な期待はされている。

A Circular Built Environment in the Digital Age | Springer Nature Link (formerly SpringerLink)
SUM4Re Project | BUILD UP
SUM4Re - D1.5 Proof of Concept Demonstration

ユーザー

建材供給者

API (Application 
Programming 
Interface)

UIであるGeniaにプロジェクト登録されている様子

SUM4Reに参加している団体、学術組織、企業
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
• アメリカでも、マテリアルパスポートは普及していない。Deconstructionの方が

大きなテーマとして扱われている。
• マテリアルパスポートに近い建材検索プラットフォームが立ち上がっているが、

開発途上。

岡田委員提供資料

アメリカ

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39675-5
https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/links/sum4re-project
https://www.youtube.com/watch?v=hvW5NoLMpHg
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図 5-1-64 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（アメリカ）(2) 

 

図 5-1-65 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（イギリス）(1) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.5. マテリアルバンクの概念整理、事例調査、文献調査（岡田委員）
アメリカ｜
• CMF: 建材情報を統一・デジタル化する共通言語の構築が進められている。
• Material Passport実装に向けた基盤として発展する可能性がある。

岡田委員提供資料

※製造年月日の登録情報（ロット番号）はあるが、
建物内の設置場所の情報はプラットフォーム内で
は登録できない。
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
• イギリスでも、マテリアルパスポートは普及していない。
• 標準化と大規模な採用には時間を要する状況。

柿川委員提供資料

イギリス
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図 5-1-66 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（イギリス）(2) 

 

図 5-1-67 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（イギリス）(3) 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
複数の企業（マダスター、ウォーターマン等）による取り組みは進められているが、
評価範囲や表示方法の標準化には至っていない。

柿川委員提供資料

イギリス
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
取り組み事例では、マテリアルパスポートに含む範囲（材料～製品）、情報（修繕
スケジュール、再利用・リサイクル、EC、分解マニュアル、循環性、End of lifeレ
ポート等）の整理を行っている。

柿川委員提供資料

イギリス
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図 5-1-68 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（イギリス）(4) 

 

図 5-1-69 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（シンガポール） 
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
採用実事例では基礎や外装等4,817要素（質量比80%）を、材料の技術特性、EC、
施工、維持管理、分解、循環性、EPD等の情報を取り込んだマテリアルパスポート
化した。

柿川委員提供資料
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2.2. 各国制度に関する調査
2.3.2. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況
シンガポールでは、マテリアルパスポートは存在せず、今後も議論される流れはな
い。

中島委員提供資料

Q. マテリアルパスポートの設計実務での普及状況は
A. 普及していない。
• マテリアルパスポートそのものはシンガポールには存在しないが、防火関連の情報開示に

ついては求められる。
• Green Markのワーキンググループにおいてもマテリアルパスポートについて議論されてい

るという話は聞いていない。

シンガポール
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図 5-1-70 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（ベルギー）(1) 

 

図 5-1-71 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（ベルギー）(2) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.5. マテリアルバンクの概念整理、事例調査、文献調査（金田委員）
ベルギー｜World Trade Center Towers
• ブリュッセル初のCO2ニュートラルを達成した大規模オフィスプロジェクトで、

1960年代建設の既存タワーを高い再利用率で再生。
• 既存コンクリートの89％再利用や、既存建物からの建材調達を実施。将来的な再

利用を前提としたマテリアルバンクの考え方を実装した。

金田委員提供資料
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.5. マテリアルバンクの概念整理、事例調査、文献調査（金田委員）
ベルギー｜
• WTC I&IIは2023年に改修が行われ、解体段階で約1,600トンの既存建材利用と7万

トンのアップサイクルにより、解体コストを約15％削減。
• 建材構成は、現地での既存再利用が52％、Cradle to Cradleに基づく新材が32％、

既存建物由来のリサイクル材を新建物に再利用したものが16％だった。

金田委員提供資料

木材パネル OAフロア 構造躯体

コンクリート
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リンク：https://www.construction-products.eu/wp-content/uploads/2025/10/04_Roger-Tan-The-Dutch-DigiGO-data-space-and-
trust-framework_071025.pdf 
 

図 5-1-72 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（オランダ）(1) 5 

 
リンク：https://www.gtb-lab.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=xQE2ZseQU9c 

図 5-1-73 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（オランダ）(2) 
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Material Passport（Madaster）と連動するためには、建材情報に関する共通言語と
情報流通基盤の整備が不可欠である。DSGOのようなオランダ主導の枠組みも進ん
でいるが、将来的には各国ごとの共通言語として展開される可能性がある。

2.2.各国実務に関する調査
2.2.2. マテリアルパスポート動向調査（岡田委員）

https://www.construction-products.eu/wp-content
/uploads/2025/10/04_Roger-Tan-The-Dutch-DigiGO-data-space-and-trust-framework_071025.pdf

オランダ

岡田委員提供資料
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Material Passport（Madaster）とBIMを連動させ、建材の環境負荷に加えて再利用
可能性や将来価値、削減貢献量（Avoided Carbon）を可視化する取り組みが、オラ
ンダを中心に欧州のパイロットプロジェクトで進んでいる。将来的には、建材や空
間の可逆性をBIM上で定義・共有することが、循環型設計の基盤とされている。

2.2.各国実務に関する調査
2.2.2. マテリアルパスポート動向調査（岡田委員）

岡田委員提供資
https://www.gtb-lab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xQE2ZseQU9c

オランダ

https://www.construction-products.eu/wp-content
https://www.construction-products.eu/wp-content/uploads/2025/10/04_Roger-Tan-The-Dutch-DigiGO-data-space-and-trust-framework_071025.pdf
https://www.construction-products.eu/wp-content/uploads/2025/10/04_Roger-Tan-The-Dutch-DigiGO-data-space-and-trust-framework_071025.pdf
https://www.gtb-lab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xQE2ZseQU9c
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リンク：https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-
netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf 

図 5-1-74 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（オランダ）(2) 

 5 
リンク：https://sb.chalmers.se/create/ 

図 5-1-75 マテリアルパスポート・マテリアルバンク（スウェーデン） 
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アムステルダムや南ホラント州では、サーキュラーエコノミー推進の一環として、
未利用地を活用した再利用建材の循環拠点（Circular Hub）整備が輸送由来の排出
削減と需給の安定性の観点から検討など、実装にむけての研究がすすむ。

2.2.各国実務に関する調査
2.2.2. マテリアルパスポート動向調査（岡田委員）

岡田委員提供資料
出典: OECD
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
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マテリアル・パスポートは主に新築を対象としているが、既存建物を将来の再利用
建材の供給源と捉え、GIS等を活用した都市デジタルツインに取り組む自治体も増
えている。一方で、新築・既存建物のデータを共通基盤でどう共有するかや、デー
タセキュリティの整理が今後の課題とされている。

2.2.各国実務に関する調査
2.2.2. マテリアルパスポート動向調査（岡田委員）

出典 Sustainable Built Environments-Chalmers University Of Technology
https://sb.chalmers.se/create/

岡田委員提供資

スウェーデン

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-circular-economy-in-zuid-holland-netherlands_b5553182/d568d66e-en.pdf
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https://sb.chalmers.se/create/
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図 5-1-76～図 5-1-81 に GHG 以外の環境負荷に対する取り組みに関する調査結果を示す。 

 

図 5-1-76 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（イギリス） 

 

図 5-1-77 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（香港）(1) 5 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取り組みの展望
現時点でロンドン・プランが義務付けているのは、建築物のホールライフカーボン
アセスメントのみ。任意認証制度のBREEAMは2025年7月改訂で、従来のマルチク
ライテリア評価からエンボディド・カーボン単独のベンチマーク評価へと変更。

柿川委員提供資料

イギリス

BREEAMがマルチクライテ
リアからカーボンのみに変更
した背景
→GHGに限った方が原単位
情報が充実しており、LCAを
実施しやすいため。

10/28 WG後赤字更新
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取組の展望
香港独自のグリーンビル認証制度であるBEAM Plus v2.0においてマルチクライテリ
ア評価が採用されている。WLC評価に関しては、MWカテゴリにおいて主要構造に
対するLCAまたはEC評価が加点対象となる。

中島委員提供資料

BEAM Plus
香港

• HKGBCが開発した建築物の持続可能性を評価する認証制度
• 新築、既存、改修建物の環境性能を多面的に評価し、スコアに応

じて認証レベル（Platinum, Gold, Silver, Bronze）が与えられる

BEAM Plus V2.0におけるマルチクライテリア評価
• Integrated Design and Construction Management

統合設計と施工管理
• Sustainable Site 持続可能なサイト
• Materials and Waste 材料と廃棄物
• Energy Use エネルギー消費
• Water Use 水消費
• Health and Wellbeing 健康とウェルビーイング
• Innovations and Additions イノベーション

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0
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図 5-1-78 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（香港）(2) 

 

図 5-1-79 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（香港）(3) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取組の展望
BEAM Plus v2.0の材料と廃棄物カテゴリにはGHG以外の環境負荷に関する評価や
WLC低減に資する建材選定を評価する評価項目が含まれる。

中島委員提供資料

BEAM Plus｜Materials and Wasteの評価項目香港
• MW P1 Minimum Waste Handling Facilities 廃棄物の最小化
• MW 1   Building Re-use 既存建物の再利用
• MW 2   Modular and Standardised Design モジュール化および標準化された設計
• MW 3   Prefabrication プレハブ化
• MW 4   Design for Durability and Resilience 耐久性とレジリエンスを考慮した設計
• MW 5   Sustainable Forest Products 持続可能な森林製品
• MW 6   Recycled Materials リサイクル材
• MW 7   Ozone Depleting Substances オゾン層破壊物質★
• MW 8   Regional Materials 地場産材
• MW 9   Use of Green Products グリーン製品の利用
• MW 10 Life Cycle Assessment ライフサイクルアセスメント★
• MW 11 Adaptability and Deconstruction 適応性と解体
• MW 12 Enhanced Waste Handling Facilities 廃棄物管理の強化

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0

★GHG以外の環境負荷に対する取組を評価
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取組の展望
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリではLCAの他にも冷媒やその他の材料に対してオゾン
層破壊の影響を評価する項目が設けられている。

BEAM Plus香港
MW7 Ozone Depleting Substances オゾン層破壊物質
対象：(a)新規に設置された空調および冷凍設備を備えるすべての建築物／(b)すべての建築物

中島委員提供資料

出典：BEAM Plus New Buildings Version 2.0

(b) オゾン層破壊材料(a) 冷媒
• 建物の構造材や設備において、製造、組成、使用において

オゾン層破壊物質を避けた製品を使用：＋1点
• 指定された式によって計算されるオゾン層破壊ポテンシャ

ルと地球温暖化ポテンシャルの合計が閾値以下の冷媒を使
用：＋1点
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図 5-1-80 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（香港）(4) 

 

図 5-1-81 GHG 以外の環境負荷に対する取り組みの展望（香港）(5) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取組の展望
BEAM Plus v2.0 MWカテゴリでは主要構造に対するLCAまたはEC評価で+1点、さ
らに完全なEC評価により＋ボーナス1点の加点となる。

中島委員提供資料

BEAM Plus｜MW10 Life Cycle Assessmentカテゴリにおける加点要件香港

主要構造におけるEC評価主要構造におけるLCA
• (a)地下躯体および(b)上部構造に使用される材料が、提案

ケースに置いて基準ケースよりもECが低いことを示すこ
と。

• CIC Carbon Assessment Toolの「Design Input」モジュー
ルまたはiBEAM Unison Carbon Assessment Toolまたは同
等の評価ツールを用いる必要がある。

• 上記の要件に代えて、EMSDが開発したLCAツールも使用
可能。

• 以下の影響カテゴリーから少なくとも3項目について削減
を示すこと。
i. GWP [CO2e]
ii. 成層圏オゾン層の消耗 [kgCFC-11]
iii. 陸地および水源の酸性化 [mol H+ または kgSO2]
iv. 富栄養化 [kg窒素 または kgリン酸塩]
v. 対流圏オゾン層の生成 [kgNOx または kgエチレン]
vi. 非再生可能エネルギー資源の消耗 [MJ]

または

• 申請者が正当化した基準ケースと提案ケースについてLCAまたはEC評価を実施し、環境影響／EC削減を示すこと。
• 評価は基礎、壁、主要および二次構造、外装に使用される建材のみを対象とし、建築設備システムは含めない。
• 基準ケースと提案ケースの耐用年数は同一であり、少なくとも50年とする。
• 両ケースの評価には同じツールおよびデータセットを使用し、すべての指定された影響カテゴリを報告すること。データ
セットはISO 14044に準拠していなければならない。

• LCAまたはEC評価は設計段階で実施すること。
• iBEAM Unison Carbon Assessment Tool以外のツールを使用する場合は基礎構造に関する評価を杭工事開始前に完了

し、上部構造、外装の構造要素およびその他の建築構造部分に関する評価を上部構造工事開始前に完了すること。
• iBEAM Unison Carbon Assessment Toolを使用する場合は構造BIMモデルの材料データを用いてECを算出し、上部構

造工事開始前に評価を完了すること。

• 地下躯体、上部構造、仮設構造物、サイトインパクトを含む完全なEC評価の報告書を提出した場合、追加のボーナスクレ
ジットが付与される。これらについてはCIC Carbon Assessment Toolの「Construction Input」モジュールまたは同等の評
価モジュールを使用して実施すること。

出典: BEAM Plus New Buildings Version 2.0

LEEDのマルチクライテリアと同じ

10/28 WG赤字後更新
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.2. GHG以外の環境負荷に対する取組の展望
シンガポールでは持続可能性目標であるSingapore Green Plan 2030においてGHG
の他、都市緑化、廃棄物削減、水の効率利用などに関する目標を設定している。
SGP30は幅広い環境・持続可能性政策を含む国家戦略であり、建築物のWLCに直
接関係する政策は主にSingapore Green Building Masterplan（第1回参考資料参照）で取り
上げられている。現状、マルチクライテリア評価の枠組みはない。

中島委員提供資料

シンガポール Singapore Green Plan 2030における目標の5本柱

出典: Singapore Green Plan 2030ホームページ

緑地拡充、都市の自然強化、徒歩圏の公園整備など。City in Nature
廃棄物削減、水の効率利用、学校の脱炭素化、公共交通機関の利用
促進など。

Sustainable Living

建物の省エネ、グリーン建築の普及、再生可能エネルギーの導入拡
大、クリーンエネルギー車や公共交通の強化など。

Energy Reset

企業の持続可能性能力開発、グリーンファイナンス（グリーンボン
ドなど）、クリーンテクノロジーの促進と投資拡大。

Green Economy

気候変動やそれに伴う海面上昇に適応し、洪水に対する回復力を高
める、農作物の自給率向上など。

Resilient Future

10/28 WG後赤字更新
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リンク：DGNB_Kriterienkatalog_V23_Gebaeude_Neubau_Kommentierungsversion.pdf 

図 5-1-82 WLC 削減に向けたオフセットの考え方（ドイツ） 

 

図 5-1-83 WLC 削減に向けたオフセットの考え方（イギリス）(1) 5 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.3. WLC削減に向けたオフセットの考え方
DGNBでは、WLC（Whole Life Carbon）削減のための環境評価においてカーボン・
オフセットの利用を明確に認めていない。

ドイツ

金田委員提供資料

DGNB_Kriterienkatalog_V23_Gebaeude_Neubau_Kommentierungsversion.pdf 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.3. WLC削減に向けたオフセットの考え方
イギリスでは、2024年の「UK Net Zero Carbon Buildings StandardーPilot」にエン
ボディド・カーボンのオフセットをカーボンクレジット購入によって行えると記載。

柿川委員提供資料

イギリス

https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-ev/de/verein/system/DGNB_Kriterienkatalog_V23_Gebaeude_Neubau_Kommentierungsversion.pdf


147 
 

 
リンク：80 Charlotte Street, King's Cross Redevelopment 

図 5-1-84 WLC 削減に向けたオフセットの考え方（イギリス）(2) 

 

図 5-1-85 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（イギリス） 5 
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2.3. 各国実務に関する調査
2.3.3. WLC削減に向けたオフセットの考え方
事例：ロンドンの80 Charlotte Streetでは、建設時のアップフロント・カーボンを
カーボンクレジットでオフセットし、東アフリカの再植林プロジェクトを支援。
King’s Cross再開発では、累積排出量をクレジットで相殺し、アフリカでのクリー
ン調理器具提供や風力発電支援、さらに60万本の植林計画を進める。

柿川委員提供資料

根拠資料  
資料：➀80 Charlotte Street ➁King's Cross Redevelopment 
 

イギリス
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.3. 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（柿川委員）
イギリス｜
• 生分解性建材の中でも、木材の積極利用に関する研究が政府主導で行われた。
• 木材利用増加によるメリットとしてGHG排出削減効果とその評価手法の改善点、

デメリットとして防耐火性能、調達性等について調査検討が実施された。

柿川委員提供資料

https://www.climateimpact.com/global-projects/smallholder-farmer-reforestation-east-africa/
https://www.kingscross.co.uk/offsetting-historic-emissions
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図 5-1-86 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（オランダ）(1) 

 

図 5-1-87 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（オランダ）(2) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.3. 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（山田委員、事務局）
オランダ｜CO2&窒素化合物の排出量低減、循環型経済、自然環境/生物多様性/空間
の質の再生のために、バイオベース建材の使用と原材料の栽培を推奨する制度が
2023年に試行開始された。€2億（2030年までの執行）の予算が設定されている。

山田委員提供資料 4th OECD Sustainable Buildings RoundtableでのRobert Dijksterhuis氏 (Envoy Sustainable Building, The Netherlands) 発表資料より

対象素材：
亜麻、麻、ナピアグラス
（イネ科の植物）、藁、木

ナピアグラス

建設

農業

経済・気候

インフラ・水

参加省庁
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.3. 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（山田委員、事務局）
オランダ｜2030年までの目標：
• 30%以上の住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて建設される
• 30%以上の断熱材がバイオベース材で作られる
• 非住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて建設される

山田委員提供資料 4th OECD Sustainable Buildings RoundtableでのRobert Dijksterhuis氏 (Envoy Sustainable Building, The Netherlands) 発表資料より

MPG厳格化
基準設定

NMD製品仕様書追加
バイオベース断熱材への補助金支給

加工業者への投資支援スキーム
バイオ原料の栽培促進制度
カーボンクレジットの自立型市場

追加の介入措置は年度計画に含む

バイオ原料制度試行

カーボンクレジット制度開発

土木・道路・水利分野に
おける基準設定の調査

MPG厳格化
農家、加工業者、建設業者からなるバリューチェーンの構築と拡大
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図 5-1-88 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（オランダ）(3) 

 

図 5-1-89 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（オランダ）(4) 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.3. 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（山田委員、事務局）
オランダ｜2025年までの初期評価
• 制度構築の様相が不確定な中、原料栽培に時間がかかる点が不安要素。
• 生産者に偏るリスク（購入保証がない）をバリューチェーン関係者で分担しなけ

ればならない。

山田委員提供資料 4th OECD Sustainable Buildings RoundtableでのRobert Dijksterhuis氏 (Envoy Sustainable Building, The Netherlands) 発表資料より
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.3. 生分解性建材の積極利用に向けた現況調査（山田委員、事務局）
オランダ｜2025年までの初期評価
• 原料収穫にこぎ着けた生産者も見られるが、買い手がつかず余剰状態。大量栽培

している近隣国との競争も存在する。
• 加工、建設業者のための製品規格、性能保証、技術支援が必要。

山田委員提供資料 4th OECD Sustainable Buildings RoundtableでのRobert Dijksterhuis氏 (Envoy Sustainable Building, The Netherlands) 発表資料より



150 
 

 

図 5-1-90 既存建物利用とサーキュラリティ 
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2.3. 各国制度に関する調査
2.3.4. サーキュラリティへのアプローチ（既存利用が主流なのか）（山田委員）
• 北欧サステナブル建設連合の基本方針としては、再生材や再利用材の使用よりも

建物の使用年数の延命を重視している。
• これを受けて、北欧では既存建物の再利用に政策的に注力している。

山田委員提供資料
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5-2. 海外各種基準や認証制度との国際協調 

海外各種基準や認証制度の改定の動向調査や、国際的な調査活動との協働を行った。表 5-2-1

に調査結果及び活動内容を示す。 
表 5-2-1 調査結果及び活動内容 

調査項目 論点 調査結果 

1 SBTi、IEA/EBC/Annex89、
GHG プロトコル等の動向 

SBT 企業版ネッ

トゼロ基準改定 

• 2025 年にパブリックコメントを経て 2026 年に発行予定。 
• 改訂案では、 

• 認証取得要件に進捗管理が加わる 
• 削減経路の選択が可能になる 
• スコープ 2 の再エネ証書は物理的に接続されたグリッ

ド供給エリア内での調達が加わる 
等の変更点が議論された。 

セクターガイダ

ンス公開動向 

• ビルディングセクターガイダンスが 2025 年に公開され、す

でに初の認定取得企業が現れている。また、申請中の企業も

複数存在する。 
• 他にも自動車業界ガイダンス等、多数のセクターガイダンス

が公開されているが、企業版ネットゼロ基準との整合を取る

作業が進められる予定。 

Annex89 専門家

会議への調査協

力 

• 10 月に Annex 89 が各国への調査開始。日本も WG にて調査

協力している。 
• 11 月のエキスパート・ミーティング参加（ノルウェー）。 

GHGプロトコル

改定 

• スコープ 2 の再エネ供給に関して時間マッチング（同時同量

供給）、物理的に接続されたグリッド供給エリア内での調達

等、厳しい要件が追加される可能性が示唆された。 

 5 

図 5-2-1～図 5-2-18 に SBTi に関する調査結果を示す。 

 
リンク：CNZS-V2 原文、CNZS-V2 解説日本語版、パイロットテスト参加 

図 1-4 SBT 企業版ネットゼロ基準改訂スケジュール 
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
• 企業版ネットゼロ基準 (CNZS) v2ドラフトが2025年3月に発行され、現在パイ

ロットテスト フェーズ1の段階。
• 2025年Q3のフェーズ2を経て、2026年にv2正式版公開予定。

小林委員提供資料

1.  企業版ネットゼロ基準（CNZS）
2021年10月 V1発表

（日本初：2022年7月 三菱地所 認証）

2.  CNZS-V2ドラフト発行
2025年3月ローンチ

3. パブリック・コンサルテーション
2025年 発表～6月1日（終了）

4. パイロットテスト フェーズ１
2025年6月16日～8月15日
サーベイ期間（参加企業の絞り込み）

5. パイロットテスト フェーズ２
2025年 Q3 実施予定（選定された企業によりトライアル実施）

6. CNZS-V2 最終版ローンチ予定（2026年）

リンク：CNZS-V2解説 日本語版はこちら

リンク：CNZS-V2原文はこちら

リンク：パイロットテスト参加はこちら

閲覧 お勧め

https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/Net-Zero-Standard-v2-Consultation-Draft.pdf?dm=1742292873&_gl=1*8invqg*_gcl_au*MTY0NzY5NzY2MC4xNzQ3MTkzMzg5*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NTMxNDYwNTIkbzQzJGcxJHQxNzUzMTQ5NjExJGoxNCRsMCRoMjA0MjEwNjIyNg..
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-_-Detailed-Explanatory-Guide_Japanese.pdf?dm=1750452487&_gl=1*vlrqi*_gcl_au*MTY0NzY5NzY2MC4xNzQ3MTkzMzg5*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NTMxNDYwNTIkbzQzJGcxJHQxNzUzMTQ5NjExJGoxNCRsMCRoMjA0MjEwNjIyNg..
https://www.surveymonkey.com/r/2NDGHR7
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図 5-2-2 SBT 企業版ネットゼロ基準改定案で議論された変更点 

 

図 5-2-1 SBT 企業版ネットゼロ基準改定パブコメの論点 
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
主な改定の内容は、①スコープ1と2を分けて目標設定、②スコープ1の総量同率削
減法の改定、③スコープ2はロケーション基準とマーケット基準（又はゼロ炭素電
力）の両方について目標設定、④バリューチェーン外の削減へのインセンティブ追
加、⑤企業規模でA/Bに分類し異なる要件を設定等。

小林委員提供資料
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
SBTがパブコメでフィードバックを求めている点は、①総量同率削減の算定方法、
②グリッドに接続しない（VPPA等）市場のエネルギー属性証書の使用の正当性、
⑤企業規模カテゴリA（大規模）で限定的保証（第三者検証）を必須とする等。

小林委員提供資料
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図 5-2-2 削減経路算定方法案 

 

図 5-2-3 企業版ネットゼロ v1.2 から v2 への移行ステップ 
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
総量同率削減の算定方法には、①炭素予算を調整する総量同率削減と②線形の同率
削減が検討されている。①は参照年（2020年）~基準年の累積排出量実績（オー
バーシュート）を考慮し、もとのネットゼロ年までの間に相殺（修正）できるよう
調整後ネットゼロ年を定め、企業の排出削減経路を決定する。②はオーバーシュー
ト値ともとのネットゼロ年を結んだ削減経路となる。
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
2027年以降の新規目標設定は完全にv2へ移行予定。既に短期目標を設定済み、もし
くは2026年中までに目標設定する場合は現行のCNZS v1.2と短期要件v5.2を用いる
が、いずれの場合も2030年末でv2へ更新が必要となる。

小林委員提供資料
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図 5-2-4 SBT ビルディングセクターガイダンス公開時の骨子 

 

図 5-2-5 ビルディングセクターガイダンス公開後のバージョン更新と取得企業 
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
ビルディング・セクター・ガイダンスのおさらい。2024年8月に公開され、①2030
年以降の化石燃料器具禁止、②既存ビルの排出削減（CRREMで評価）、③EC削減
等がデベロッパーや不動産系金融機関がSBT認証を取得、更新する際に求められる
ことになった。
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
ビルディング・セクター・ガイダンス公開後、バージョン更新とFAQの蓄積が進捗
している。現在までにING（オランダ）、Urban Partners（デンマーク他）、PT. 
Pakuwan Jati Tbk（インドネシア）等6つの金融機関を含む12社が申請、検証の過
程にある。

小林委員提供資料

ING, 最初のグローバルレベルの銀行による検証

Urban Partners, 建物ポートフォリオで「化石燃料禁止」
を最初にコミットした金融機関

PT. Pakuwon Jati Tbk, このクライテリアを使用して申請
しているの最初のアジアの上場ディベロッパー（インドネシア）
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図 5-2-6 企業版ネットゼロ基準とセクターガイダンス併用時の留意点 

 
リンク：ネットゼロ基準 V2、自動車業界ガイダンス、パイロットテスト募集、金融機関向けネットゼロ基準、FLAG（森林・
土地利用・農業）基準更新 5 

図 5-2-7 セクターガイダンス公開スケジュール 
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向
SBTはセクター横断的な基準（短期と企業版ネットゼロ基準）の他、セクター別ガ
イダンスを多数公開している。それらの選択や併用については、両方を満たすこと
を前提に考えた方が良いことがわかった。

小林委員提供資料
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SBTi コーポレートネットゼロ基準の最近の動向。分野別ガイダンスを順次発表し
ている。

小林委員提供資料

3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. GHGP関連の動向

根拠資料  
資料：ネットゼロ基準V2、自動車業界ガイダンス、パイロットテスト募集 
   金融機関向けネットゼロ基準、FLAG（森林・土地利用・農業）基準更新 

https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-launches-draft-corporate-net-zero-standard-v2-for-consultation
https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-calls-on-companies-to-test-draft-automotive-sector-net-zero-standard
https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-calls-for-companies-to-pilot-draft-corporate-net-zero-standard-v2
https://sciencebasedtargets.org/news/the-sbti-opens-net-zero-standard-for-finance-industry
https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-opens-consultation-on-urgent-updates-to-forest-land-and-agriculture-flag-criteria
https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-opens-consultation-on-urgent-updates-to-forest-land-and-agriculture-flag-criteria
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リンク：ビルディングセクターの相互分要請の性能フレームワークプロジェクト 

図 5-2-8 セクターガイダンスと企業版ネットゼロ基準他全体の整合を図るプロジェクトチーム 

 
リンク：パブコメ概要：https://sciencebasedtargets.org/consultations/cnzs-v2-second-consultation/key-resources 5 
パブコメ一回目のフィードバック：https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-
Feedback-
Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5
NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA.. 

図 5-2-9 SBT 企業版ネットゼロ基準改定第 1~2 回パブコメ動向 10 
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SBTiのビルディングセクターチームは、SBT全体基準との整合性を図るため
建築分野のパフォーマンスフレームワーク構築プロジェクトを2026年第1〜第3
四半期に実施予定。技術パートナーを募集。

小林委員提供資料

3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. SBTi関連の動向

根拠資料  
資料：ビルディングセクターの相互分要請の性能フレームワークプロジェクト 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜コーポレートネットゼロ基準 (CNZS) V2のパブリックコメント第2弾が開始
され、期間は2025年11月6日～12月12日で当初予定より延長。第2回パブコメは第1
回（2025年3月18日～6月1日）のフィードバックを踏まえた改訂版だが、内容は初
回から大きく変更されている。

小林委員提供資料

パブコメ概要 ⇒ https://sciencebasedtargets.org/consultations/cnzs-v2-second-consultation/key-resources

パブコメ2回目は１回目のフィードバック内容を受けての更なる改訂だが、1回目から相当変わっている。
その内容については、次頁以降で解説。

パブコメ一回目のフィードバック ⇒ こちらから

https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-seeks-technical-partner-to-advance-buildings-sector-project
https://sciencebasedtargets.org/consultations/cnzs-v2-second-consultation/key-resources
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-Feedback-Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA..
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-Feedback-Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA..
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-Feedback-Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA..
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-Feedback-Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA..
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/CNZS-V2-First-Public-Consultation-Feedback-Report.pdf?dm=1762964299&_gl=1*qpagh4*_gcl_au*NDY3Mjk2ODEuMTc2NTI0MDQ2OQ..*_ga*MTQ3MzY4OTkxOC4xNzI5NTg3NDk5*_ga_22VNHNTFT3*czE3NjUyNTIxMDYkbzUxJGcxJHQxNzY1MjUyOTI3JGo0NyRsMCRoMTY1NDIxNDIyMA..
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図 5-2-10 SBT 企業版ネットゼロ基準改定第 2 回パブコメ向け暫定基準(1) 

 

図 5-2-11 SBT 企業版ネットゼロ基準改定第 2 回パブコメ向け暫定基準(2) 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜
• セクター共通のネットゼロ枠組みを最新の科学とベストプラクティスに整合させ

つつ、定期的な審査制度、野心の強化、多様なスコープ1目標設定手法の導入に
より、企業の説明責任と実効性を高める。

• スコープ2では低炭素電力100％（2040年まで）との整合を求め、地理的・時間
的マッチングを含むより厳格で信頼性の高い基準を段階的に導入。

小林委員提供資料
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜
• スコープ3では、優先度の高い排出源に焦点を絞った柔軟な目標設定を認め、多

様なアプローチと段階的なサプライチェーン関与により実効的な脱炭素化を促進。
• 継続排出への段階的責任付けと新たな認証制度、年次開示と目標更新の明確化を

通じて、企業の透明性と説明責任を強化する。

小林委員提供資料
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図 5-2-12 削減経路決定手法の更なる拡充案 

 

図 5-2-13 低炭素電力の要件の厳格化案 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜コーポレートネットゼロ基準-V2では、目標設定として線形削減、セクター
別脱炭素、資産脱炭素化計画、アライメント型目標の4手法を提示し、従来手法の
制約を踏まえ、多様なスコープ設定手法が提案されている。

小林委員提供資料
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜
• 低炭素電力の基準を厳格化し、低炭素属性の排他性、追加性（原則運用10年以内、

2035年以降は5年以内）＋消費地域と発電地域の一致を求めている。
• 時間的マッチングを強化し、2030年以降は1時間単位の同時同量要件を段階的に

導入（2030年50％、2035年75％、2040年90％）する方針。

小林委員提供資料
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図 5-2-14 企業版ネットゼロ基準改定案：優先度の高い排出源に絞ったスコープ 3 の枠組み 

 

図 5-2-15 電力データの同時同量・タイムマッチング要求 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜スコープ3で、排出量全体の5％以上を占める重要カテゴリを対象に短期目標
を設定する点は、カテゴリーAでは必須、カテゴリーBでは任意とされている事は維
持された。変更点としては優先排出源の重視、目標設定手法の柔軟化とサプライ
ヤーエンゲージメント目標の必須要件は削除された。

小林委員提供資料
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向 （小林委員）
SBTi｜
• 改訂により時間単位データの必要性が高まる一方、日本では一部電力会社がデー

タ提供を行っているものの、手作業での取得・加工が大きな負荷となっている。
• 海外では電力会社DBとの連携が制度化されているが、日本でも同様のデータ連携

整備が進めば、GHG算定やEMSにおけるデータ収集の効率化と迅速化が期待さ
れる。

小林委員提供資料
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図 5-2-16 ビルディングセクターガイダンス取得事例 (1) 

 

図 5-2-17 ビルディングセクターガイダンス取得事例 (2) 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
SBTi｜SBTiビルディング・セクター・ガイダンス（2024年公表）は、①2030年以
降の化石燃料機器設置禁止、②CRREMと連携した運用時排出削減目標、③建設時
排出量を10年で31％削減する目標という厳格な3要件を柱としている。
この基準に基づくネットゼロ認証を香港の不動産大手が取得したのは香港・中国圏
で初めてであり、準拠の難しさから達成企業は世界的にもまだ限られている。

小林委員提供資料
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
SBTi｜スワイヤ・プロパティーズは、2050年までにバリューチェーン全体でネッ
トゼロを達成することを掲げ、2034年までに運用時排出量を床面積当たり75.7％、
新築建物のエンボディドカーボンを69.5％削減するとともに、2030年以降の化石燃
料機器の新規導入を行わない、また2050年に向けて、運用時排出量を98.8％、新築
建物の初期エンボディドカーボンを98.5％削減するという極めて高い水準の長期目
標を設定。

小林委員提供資料
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図 5-2-18 SBT の厳しい基準への対応方法の市場への普及サイクル 

 

図 5-2-19～図 5-2-28 に、GHG プロトコル関連の調査結果を示す。 

 5 
リンク：GHG プロトコル改定組織概要、改定スケジュール 

図 5-2-19 GHG プロトコル改訂 組織構成 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
制度導入がプロジェクトの開発サイクルで事業者の検証活動に与えた影響を調査す
ることで市場への浸透が進むと期待される。ただし、他の事業者にどのように伝達
できるか、守秘義務の観点でクリアすべき問題も残っている。
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組織体制は、ステアリング・コミッティ、独立基準委員会、そして企業基準、ス
コープ2、スコープ3、アクションと市場インスツルメント、森林炭素会計などの主
要基準を策定・維持する複数のテクニカルワーキンググループで構成

小林委員提供資料

3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. GHGP関連の動向

根拠資料  
資料：GHGプロトコル改定組織概要 
             改定スケジュール 

https://ghgprotocol.org/our-governance?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503
https://ghgprotocol.org/blog/2024-reflections-and-looking-ahead-letter-ghg-protocol-steering-committee-chair-and-vice-chair
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リンク：スコープ２ TWG アップテート、スコープ２ISB がロケーションアプローチ承認、ISO と GHG プロトコルが提携、
スコープ２ パブリックコンサルテーション 

図 5-2-20 ロケーション基準とマーケット基準（改訂されつつも引き続き併用）(1) 

 5 

図 5-2-21 ロケーション基準とマーケット基準（改訂されつつも引き続き併用）(2) 
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GHGプロトコルの改定では、引き続きロケーション基準とマーケット基準の併用が
認められ、両者の整合を図るためにロケーション基準のルール策定とマーケット基
準の新たな要件が盛り込まれる予定。

小林委員提供資料

3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. GHGP関連の動向

根拠資料  
資料：スコープ２ TWGアップテート、スコープ２ISBがロケーションアプローチ承認、 
   ISOとGHGプロトコルが提携、スコープ２ パブリックコンサルテーション 
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GHGプロトコル改訂概要：ロケーションベースとマーケットベースのデュアル報告
義務は維持。

小林委員提供資料

3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.1. GHGP関連の動向

https://ghgprotocol.org/blog/scope-2-technical-working-group-progress-update?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503
https://ghgprotocol.org/blog/scope-2-standard-advances-isb-approves-consultation-market-and-location-based-revisions?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503
https://ghgprotocol.org/blog/release-iso-and-ghg-protocol-announce-strategic-partnership-deliver-unified-global-standards?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503
https://ghgprotocol.org/blog/upcoming-scope-2-public-consultation-overview-revisions?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503
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リンク：①GHG プロトコル / パブコメページ：https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-public-
consultations?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503、 
② TF パブコメセミナー（アーカイブ）：https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/hV3IgAXWAc0AxpkBwtCazQGlfH1_W7bMhAf8 
③ 自然エネルギー財団ウェビナー：https://www.renewable-ei.org/activities/events/20251125.php 5 
土地利用と炭素除去の基準詳細：https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-
standard?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503&utm_campaign=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_content=cli-ghgp-lsrs-save-the-
dat&utm_medium=email&utm_source=ortto 

図 5-2-22 GHG プロトコル改訂スケジュール 

 10 

図 5-2-23 GHG プロトコル改訂組織構成 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜GHGプロトコルのパブリックコメント期間は当初の2025年10月20日～12
月19日から、2026年1月31日まで延長。「土地利用と炭素除去の基準（Land Sector 
and Removals Standard）」が2026年1月30日に発表予定となっている。

小林委員提供資料

＜参考＞スコープ２改訂関連の諸リソース

① GHGプロトコル / パブコメページ
https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-public-consultations?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503

② TFパブコメセミナー（アーカイブ）
https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/hV3IgAXWAc0AxpkBwtCazQGlfH1_W7bMhAf8

③ 自然エネルギー財団ウェビナー
HP⇒ https://www.renewable-ei.org/activities/events/20251125.php
YouTube⇒ https://www.youtube.com/watch?v=yBUdTSwTPBk2. 「土地利用と炭素除去の基準」発表予定

標題基準（Land Sector and Removals (LSR) Standard）・・・・2026年1月30日発表予定
詳細 ⇒ こちらから
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜GHGプロトコルのスコープ2のパブリックコンサルテーションは終了。次
のパブリックコンサルテーション対象はアクション・市場WGが次のパブリップコ
ンサルテーション対象の可能性。

小林委員提供資料

https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-public-consultations?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503%E3%80%81
https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-public-consultations?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503%E3%80%81
https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/hV3IgAXWAc0AxpkBwtCazQGlfH1_W7bMhAf8
https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/hV3IgAXWAc0AxpkBwtCazQGlfH1_W7bMhAf8
https://www.renewable-ei.org/activities/events/20251125.php
https://www.renewable-ei.org/activities/events/20251125.php
https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-standard?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503&utm_campaign=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_content=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_medium=email&utm_source=ortto
https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-standard?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503&utm_campaign=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_content=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_medium=email&utm_source=ortto
https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-standard?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503&utm_campaign=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_content=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_medium=email&utm_source=ortto
https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-standard?apcid=0065e0dd1528a3e64fd00503&utm_campaign=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_content=cli-ghgp-lsrs-save-the-dat&utm_medium=email&utm_source=ortto
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図 5-2-24 改訂案に追加検討されている新枠組（Action and Market Instruments） 

 

図 5-2-25 AMI ホワイトペーパー目次 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜AMI（GHG Protocolの新枠組み）は、物理的インベントリに加え、契約や
投資による低炭素化の取組を報告するためのスタンダード／ガイダンスを開発中。
電力・産業・運輸・農業分野を対象に、4区分で整理し、最終版は2027年。

小林委員提供資料

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2025-12/AMI-Phase1-WhitePaperDraft-ISB%20Review-v2.1.pdf
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜AMI（GHG Protocolの新枠組み）の2025年12月に公表のフェーズ1のホワ
イトペーパーV2の目次

小林委員提供資料
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図 5-2-26 AMI で報告される内容 (1) 

 

図 5-2-27 AMI で報告される内容 (2) 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜AMIのレポーティングは、物理的GHGインベントリ、契約型GHGインベン
トリ、行動によるGHGインパクト、そして日GHG指標によるトランジション指標
の枠組みで行うことを検討されている。

小林委員提供資料
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
GHGP｜AMIのレポーティングは、今までのインベントリ内と今まで含まれなかっ
た環境属性の枠組みがある。マスバランス鉄は認められる方向性だがどこに入るか
未定。

小林委員提供資料
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図 5-2-28 削減貢献量 

 

図 5-2-29～図 5-2-36 に Annex 89 の活動内容を示す。 

 5 
リンク：https://annex89.iea-ebc.org/ 

図 5-2-29 Annex 89 Expert meeting 
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4. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
4.1. GHGP、SBTi関連の動向（小林委員）
インパクトとして認められる可能性のある「削減貢献量」の概要。仮想のベースラ
インシナリオとプロジェクトの排出量の差を評価する。
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3. Annex 89活動状況報告
3.1. Expert Meeting (11/27-28@ノルウェー/トロンハイム）（范委員）

范委員提供資料
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2025年11月27～28日にノルウェー・トロンハイムのNTNU（ノルウェー科学技術大
学）で、IEA EBC Annex 89の第5回全体ミーティングが開催された。4つのサブタ
スクのそれぞれについてセッションが設けられ、進捗報告が行われた。
日本は今回から正式に参加、2名が対面で参加（新藤・八木）。初日冒頭に日本の状
況について20分ほどプレゼンを行い、日本の取組に関する情報発信および海外最新
動向を収集した。

ゼロ・エミッションラボ（会場）の前で集合写真（Annex89 メンバー） 海外への情報発信・情報収集
出典: IEA EBC Annex89 https://annex89.iea-ebc.org/
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図 5-2-30 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (1) 

 

図 5-2-31 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (2) 
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3. Annex 89活動状況報告
3.2. アンケート回答状況（范委員）

データ取得の可
能性 (1=可、5 

=不可)
データ取得・提供の可能性(統計、文献、その他)必要なデータ方法論的ステップ

1
• 戸建住宅、共同住宅、事務所、卸売・小売業、飲食店、宿泊施設、

娯楽施設、医療施設、教育施設などの用途区分ごとに統計データ
を提供しており、築年数は5年刻み。

• 住宅については、断熱性能等級ごとに延床面積が示されている

下記の分類の有無、ある場合マッピング
• 建築類型や築年数のクラスに基づいた分類
• エネルギー効率や主要建築材料による分類（任意）

1.既存建築ストック
データの分類と集計

12010年から2020年までの統計データが利用可能であり、2050年の
予測も提示できる。建築類型ごとのストックの数と延床面積面積の有無

1住宅の空室率に関する統計データがある。建築類型ごとに、占有率に関する情報
1戸建住宅と共同住宅の平均居住者数のデータがある各住宅建築類型の居住者の平均数

5住宅建築タイプ別の所得分布に関する統計データや分析を提供する
ことはできない住宅の種類別に居住者の所得分布

1
• 戸建住宅のアーキタイプは、延床面積126㎡の木造2階建て
• 集合住宅のアーキタイプは、延床面積81㎡のユニットをモデル

とし、鉄筋コンクリート造3階建て、12戸の集合住宅で構成され
ている

建築類型ごとの基本情報（総床面積、容積、階数など）

3戸建て住宅、マンションともに、断熱性能グレード（グレード1～グ
レード7）別に複数のモデルががある。建築類型ごとの建物部材のリスト、表面積、U値

2.エネルギーと材料
の一覧

1各建築部材の材料と数量のリストが用意されており、提供できる。建築類型ごとに含まれる材料と数量

1
暖房、冷房、給湯、照明 (B6.1)、およびその他の機器 (B6.2、
B6.3) のエネルギー需要と電力消費に関するデータが利用可能であ
り、提供できる

各類型について、暖房・冷房・給湯・照明・その他機器に
関するエネルギー需要と消費量

3
日本のケーススタディでは、建築物エネルギー指数（BEI）が確定
されており、これを裏付けるために、暖房および冷房システムに関
する前提条件が定義されている

各エネルギー消費タイプ（暖房・冷房）ごとに、使用技術
の構成（例：ガスボイラー90%、薪暖房10%）

1改修プロジェクトでは、エネルギーと物質のフローのインベントリ
も考慮されている

このセクションで必要なデータは、既存建物だけでなく、
改修パッケージについても提供する必要がある。例えば、
改修で使用する材料の構成や、改修後のエネルギー消費量
など。

范委員提供資料

2025年10月にAnnex89へ、国内データの種類及び有無と用途類型に関するアンケー
トを回答した。
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3. Annex 89活動状況報告
3.2. アンケート回答状況（范委員）

データ取得の可能性
(1=可、5 =不可)データ取得の可能性(統計、文献、その他)必要なデータ方法論的

ステップ

1

2010年から2020年までの情報を入手し、提供する
ことができる。

過去10年間の建物類型別新築延床面積（2014～2024年）

3.空間と時間の
動態の統合

1過去10年間の建物類型改修延床面積（2014～2024年）

1過去10年間の建物類型解体延床面積（2014～2024年）

5

私たちのケーススタディでは、解体のモデル化にワ
イブル分布（Weibull probability）を使用せず、代
わりに、指定された耐用年数に達した建物が均一に
解体されるという決定論的なアプローチを採用して
いる。

建物タイプごとの寿命や更新タイミングをモデル化するためのデータ
（Weibull probability関数）

1過去の人口推移の数値に関する情報は入手可能であ
り、提供できる人口推移データ（古い建物から新しい建物まで）

1
投入産出分析から得られた建築材料データを使用し
て、ライフサイクルアセスメント (LCA) を通じて
計算されたケーススタディが利用可能。

すべての材料のEmbodied greenhouse gas emissions とすべての技術
システムoperational greenhouse gas emissionsに関する国または汎
用データベース

4. ライフサイク
ル影響評価 1

2010 年から 2050 年までの期間における、すべて
の住宅および非住宅建築物の運用上の GHG 排出量
をまとめたケース スタディの結果が利用可能

基準年における住宅および非住宅建物の運用時温室効果ガス排出量、可
能であれば2020～2024年までの建物類型別集計値

1建設および不動産セクターの温室効果ガス排出量
データは入手可能であり、提供可能である。

従来の国内セクターの排出量のうち、建築物や不動産に起因する割合
（例：産業や輸送の排出量のうち、どれだけが建物の建設に割り当てら
れるか）。

12100年までの人口変化の予測シナリオに関する情
報は入手可能であり、提供可能である。2050年または2100年までの将来の人口推移シナリオ

5. シナリオ分析

5現時点では、一人当たりの平均居住空間の将来的な
変化を予測するのに適したシナリオはない可能であれば、1人当たりの平均居住面積の将来推移。

1
電気と都市ガスの温室効果ガス排出原単位の予測変
化に関するシナリオが用意されており、要望に応じ
て提供できる

可能であれば、電力の温室効果ガス排出原単位の将来推移に関するシナ
リオ、および必要に応じて地域暖房のエネルギーミックスに関するシナ
リオ（複数のシナリオも可能）

310 大温室効果ガス削減戦略を実施する日本の能力
については、ある程度推定評価を行うことができる。

Alauxら（2024）で定義された主要な10の温室効果ガス排出削減戦略に
対する国内の実施能力の推定値
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122915

3
日本における10の主要な緩和戦略の普及ポテン
シャルと温室効果ガス削減ポテンシャルの指標評価
をある程度提供することができる

可能であれば、Alauxら（2024）で定義された主要な10の温室効果ガス
排出削減戦略の普及可能性および排出削減ポテンシャルの推定値
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122915

范委員提供資料
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図 5-2-32 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (3) 

 
図 5-2-33 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (4) 
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3. Annex 89活動状況報告
3.2. アンケート回答状況（范委員）

范委員提供資料

追加情報として、日本の建物分類 (Building classification system mapping) に関する
内容を、以下の通り提供した。

エネルギー消費予測に関する分類
非住宅 ：DECCの分類
住宅 ：住宅は世帯当たりの原単位

で想定することが多く、
原単位には世帯類型別、
地域別、世帯人数別、
世帯収入別などの分類がある

省エネ基準
非住宅 ：延床面積2000 m2以上、300 m2~2000 m2、300 m2以下の3区分
住宅 ：延床面積300 m2以上と300 m2以下の2区分

WLCに関する分類（案）
事務所用途かつ5,000 m2以上／それ以外の2区分（細分化を検討中）
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3. Annex 89活動状況報告
3.1.報告書（Subtask 1の調査内容）に関連する調査回答状況（范委員）

范委員提供資料

アンケート項目：
各国の温室効果ガス排出量算定手法の類型化（Morphological Matrix）
報告書および各章の分析を通じて、各国の温室効果ガス排出量算定手法を体系的

に類型化する。特に、建設・建築分野における排出量算定手法を明らかにする。

Category 6Category 5Category 4Category 3Category 2Category 1Aspects 

Not 
specified

-

Global 
emissions 
(natural + 
anthropogenic
)

Global and 
Anthropogenic 
emissions 
reported 
seperately

Anthropogenic/ma
n-made emissions 
only, inlcuding
sinks (net)

Anthropogenic/man
-made emissions 
only, excluding 
sinks (gross)

(Chapter 1.1) 
Reference system for 
“100%” GHG

Not 
specified

All 
anthropoge
nic sources 
and sinks 
(net)

Energy- and 
process-
related 
emissions + 
LULUCF

Energy- and 
process-related 
emissions + 
agriculture and 
waste

Energy-related + 
process-related 
emissions from 
industry

Only energy-related 
emissions 
(combustion in 
energy and 
transport sectors)

(Chapter 1.1) 
Specification of 
anthropogenic 
emissions 

Not 
specified

--
GHG total (in 
CO₂-equivalent)

Emissions of 
individual GHG by 
gas type (CO₂, 
CH₄, N₂O, F-gases)

CO₂ emissions 
(Chapter 1.2) Main 
Indicator 

Not 
specified

-GWP lulucf GWP luluc GWP biogenic GWP fossil 

(Chapter 1.2) GHG 
emissions 
differentiated by 
origin 

Not 
specified

Time-Bound 
monitoring 
of Sectory 
Dynamics

Dynamic 
Budgeting 

Hybrid IO–LCA 
approach

Life Cycle 
Assessment (LCA)

Input–output 
models (I-O) models 

(Chapter 1.6.2)  
Allocating Methods  
(sectoral level)

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

報告書第1章の内容
に関連する項目

主に、温室効果ガ
ス（GHG）排出量
の報告に関する項
目であり、報告範
囲および算定方法
を対象とする。

報告書では、各項目について方法論をカテゴリー1～6に定義し、各
国の手法が該当するカテゴリーを選択する



169 
 

 

図 5-2-34 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (5) 

 

図 5-2-35 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (6) 
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3. Annex 89活動状況報告
3.1.報告書（Subtask 1の調査内容）に関連する調査回答状況（范委員）

范委員提供資料

アンケートの回答：
環境省の地球温暖化対策計画および温室効果ガスインベントリを基に回答した。
報告範囲については、建築物に関してはオペレーショナルカーボンのみを対象と

しており、エンボディードカーボンは含まれていない
NotesChapter 

Category 2 Anthropogenic/man-made emissions only, inlcuding sinks (net)
人為的排出のみ、吸収源を含む（純）

(Chapter 1.1) Reference system for “100%” GHG
「100%」温室効果ガス排出の参照システム

Category 5 All anthropogenic sources and sinks (net) すべての人為的排出源と吸収源（純）
(Chapter 1.1) Specification of anthropogenic emissions 
（第1.1章）人為的排出の特定

Category 2 Emissions of individual GHG by gas type (CO₂, CH₄, N₂O, F-gases) ガスの種類別の温室効
果ガス排出量（CO₂、CH₄、N₂O、Fガ

(Chapter 1.2) Main Indicator 
（第1.2章）メインインジケーター

Category 4 GWP lulucf
(Chapter 1.2) GHG emissions differentiated by origin 
（第1.2章）温室効果ガス排出量の発生源別

Category 2 Industry (NACE/ISIC): 
(1) Construction Industry 
(2) Real Estate Industry 
(3) Construction Product Industry 
(4) Energy Supply
(5) Waste Management

(Chapter 1.3) Existing Differentiation of the "built environment" 
（第1.3章）「建築環境」の既存の分類

Category 1 Cross-Sectoral 
(Chapter 1.3) Existing Differentiation of Statistics (Emissions Accounting)
（第1.3章）既存の統計の差異化（排出量会計）

Category 3 B1–B7 (Use stage, incl. B6 operational, B7 water)
(Chapter 1.4) If Linkage between macroeconomic accounting and building 
life cycle assessmentマクロ経済会計と建物ライフサイクルアセスメントの連携

Category 6  Not specified
(Chapter 1.4) Differentiation of buildings and infrastructure
建物とインフラの差別化

Category 1 Operational carbon – building-related direct 
(Chapter 1.4)  Emission categories in use phase (operational carbon)
使用段階における排出区分

Category 3 B1–B7 (Use stage, incl. B6 operational, B7 water)
(Chapter 1.4) Further differentiation of emission categories
排出カテゴリーのさらなる差別化

Category 2 Territorial principle(Chapter 1.5) Accounting principle applied
Category 3 Both: national and sectoral breakdown(Chapter 1.6) Breakdown of a Global Budget 

Category 2 Equal per capita
(Chapter 1.6.1) Allocation principle of GHG budget (national level)
温室効果ガス予算の配分原則（国家レベル）

Category 1 Grandfathering
(Chapter 1.6.2)  Allocation principle of GHG budget (sectoral level)
温室効果ガス予算の配分原則（セクターレベル）

Category 1 Input–output models (I-O) models 
(Chapter 1.6.2)  Allocating Methods  (sectoral level)
配分方法（セクターレベル）
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3. Annex 89活動状況報告
3.1.報告書（Subtask 1の調査内容）に関連する調査回答状況（范委員）

范委員提供資料

アンケート項目：
類型別の緩和経路およびロードマップ（Typology mitigation pathways and 
roadmaps）
報告書第2章に関する調査内容
緩和経路・ロードマップに適用されている方法の調査（経済全体／建築分野）
回答：環境省の温暖化実行計画の内容をベースに回答

回答方法項目
2030年46%削減（50%に向け努力）2035年 60%削減、2040年 73%削減の目標は政府
から定められている（1） 「必要な曲線」：科学的炭素予算

（第2.1章）緩和策の種類 （2）「ターゲットカーブ」: 政治的に決定された目標年

地球温暖化対策計画や第7次エネルギー基本計画は、政策に基づて、2030・2035・2040
年に向けた部門別排出量見通し、シナリオを想定されている（3） 「予測」または「予想」曲線：将来の発展に関する仮定

日本は毎年、温室効果ガスインベントリ（GHG実排出量）を公表し、実績から達成状況を
確認している（4） 「実際の」曲線 - モニタリング/GHG報告

2050年カーボンニュートラルは「温対法」に明記されているが、2030年や2040年の削減
目標は法的に義務付けられていない

（1）予算ベースのアプローチ：定められた確率で排出削減目標を達
成すること

（第2.2章）拘束力のあるコ
ミットメントの程度：目標
設定

NDC
日本のNDCについて、部門別に目標値が設定されている。
ただし、建築物においてはオペレーショナルカーボンに相当する
家庭部門と業務部門の目標のみ示されており、
エンボディドカーボンに相当する産業部門の建築関連の内訳までは示されていない

（2）ポイントインタイムアプローチ：目標年が決定または事前に定
義されている

（3）政治的目標と残余予算アプローチ：政治的に決定された目標年
と科学的に導き出されたトップダウンの残余予算を組み合わせたもの

温対計画では産業・運輸・業務・家庭・エネルギー転換などの部門別目標が設定
されている。

（1）含まれるセクター/産業の種類と範囲（法律または経済セクター
によって定義）（第2.3章）スケールとシス

テムの境界
（2）対象となる建物の種類と範囲、用途（地上・地下）
（3）ライフサイクルの各段階における含まれる排出物の種類と範囲
（ISO 14040、EN 15978、運用、組み込み、Fガス）
（4）含まれる建設活動の種類と範囲（新築、近代化）

過去データを用いた長期的な排出推移がある（1）履歴データのある長期期間（「履歴」排出量を含む）
（第2.4章）時間的次元 毎年最新の排出実績を報告し、モニタリングされている（2）監視および報告の目的で暦年からの最新データ

2030年度：46%削減（NDC）
2035年度：60%削減（新NDC）
2040年度：73%削減（新NDC）

（3）マイルストーン年（2030年、2045年） => 削減目標の実現

地球温暖化対策計画に2035年までの短期目標を記載されている（4）短期予測（2020年～2035年）
2050年までの目標は定められている（5）中長期予測（2050年までまたは2100年以降）
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図 5-2-36 日本におけるデータ類型に関する Annex 89 への調査回答 (7) 

 

図 5-2-37 に GRESB の動向に関する調査結果を示す。 
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図 5-2-37 GRESB の動向 
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3. Annex 89活動状況報告
3.1.報告書（Subtask 1の調査内容）に関連する調査回答状況（范委員）

范委員提供資料

アンケート項目：
類型別の緩和経路およびロードマップ（Typology mitigation pathways and 
roadmaps）

回答方法項目

（１）トップダウンモデル（第2.5章）モデリング
（２）ボトムアップモデル

Top-downとBottom-up両方使っている（３）ハイブリッド／統合モデル
（1）静的モデル

（第2.6章）時間要因の処理
（静的、動的） 技術進展、エネルギーシステム変化などを考慮したシナリ

オ
（2）D決定論的動的モデル

（3）確率的動的モデル

（１）「ホワイトボックス」完全な方法論文書とオープンデータ/モデル：
（第2.7章）仮定の透明性と
追跡可能性 一部情報は公開している

https://www.flaticon.com/free-icons/flexion
（２）「グレーボックス」部分的な文書化、再現性が限られている：

（３）「ブラックボックス」：専門家主導、文書化されていない、あるいはブラック
ボックス化された仮定
（4）「ブラックボックス」：外部コンサルタントによる、情報公開のない経路

環境省（１）国家政府または省庁
責任主体または機関 （２）地方自治体または地域自治体

（３）科学界
（4）NGOまたは市民社会
（５）民間セクター（企業、コンサルタント会社）
（1）1.5℃と2℃のシナリオ（IPCC AR6）検討されたシナリオ（将来の

開発シナリオの種類と範囲を
含む）

（2） 1.5℃のみ含まれている
（3） 1.5℃から2℃の間のステップを含める
（4） 2℃のみ含まれます
（5） 2℃を超えるシナリオの組み込み
（6）国家基準シナリオ

（7）複数のポリシー主導のシナリオ
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3. WLC関連の脱炭素に向けた国際イニシアティブの動向調査
3.2. GRESBの動向
• GRESBでは、現状ポートフォリオレベルでまとめたEC合計値の報告が求められ

ている。（加点項目ではない）
• 今後個別アセットレベルでの報告が求められる方向の議論になっている。

新築及び改修プロジェクトの
• 平均EC
• 合計EC
• ポートフォリオ全数に対する算

定対象件数の割合
を報告する

今後はアセットレベルでのEC
（アップフロントのみ）の報告が
必要に
• フルスコープ（A1～A5、建物

全体）または限定スコープ
（A1～A3、地上構造、地下構
造、外皮）でのEC算出

• EPDの取得状況も加点項目
• 2026年から報告対象、2027年

から採点対象の予定
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5-3. 海外のエンボディドカーボンに係る取組みと効果に関する調査結果 

海外各国の EC に係る取り組みとそれらが建築物に係るステークホルダーに及ぼした行動変容

に関する調査をヒアリング及び机上調査にて行った。表 5-3-1 に各国の取り組み、表 5-3-2 に調

査結果である建築物に係るステークホルダーの行動変容まとめを示す。5-3-1 章以降に各国の制

度概要と民間企業の意識及び行動変容について詳述する。 5 

 
表 5-3-1 各国の EC に係る取り組み 

 

アメリカ カナダ イギリス 

オランダ フランス ドイツ デンマ

ーク 連邦 カリフォ

ルニア州 

マサチュ

ーセッツ

州 

ニューヨ

ーク州 
バンクー

バー市 
ロンドン

市 

報告制度   
〇 

自治体 
レベル 

〇 
公共建築 

のみ 
〇 〇   

〇 
公共建

築 
のみ 

 

規制制度           

 

建築物 
上限値 
規制 

固定値     
〇* 

報告制度

の目標値 

〇 
報告制度

の目標値 
〇 〇  〇 

標準仕様

を想定し

たベース

ライン 

 〇  
〇 

NY 市の

み 

〇* 
報告制度

の目標値 
     

建材上限値規制 〇 〇  〇       

建材支援 〇      〇    

EPD 施策 〇   〇    〇   

公共調達 〇  〇 〇    〇 〇  

融資・補助金 〇 〇  〇    〇 〇  
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表 5-3-2 建築物に係るステークホルダーの行動変容まとめ 

立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

事業者 

北米 
（総括・共通事項） EPD 施策 

• 環境イメージを重視する大学、データセンタープロジェ

クトで LCA への関心が高い。 
• 住宅や小規模案件ではコスト制約から導入は限定的。 

 マサチューセッツ州 ― • LEED や ILFI 等の環境認証制度も LCA 実施の後押しとな

っている。 

 バンクーバー市 報告制度 • 制度の数値基準の根拠や水準設定に透明性を持たせるこ

とで、理解が広がりつつある。 

EU+ロンドン市 報告制度 
建築物上限値規制 

• 先進的な事業者の間では既存建物の活用や材料再利用、

低炭素建材の採用を事業判断に組み込み、プロジェクト

初期から WLC 目標を設定する動きが強まっている。 

 オランダ 建築物上限値規制 

• MPG が義務的に算出する値ではなく、より高い環境性能

をアピールする指標として受け止められ始めており、入

札要件に盛り込まれている場合もある。包括的なサステ

ナビリティを達成するため、環境認証制度の併用も増え

ている。 

 ドイツ ― 

• 既存利用、改修、建材再利用の可能性を検討する機会が

増えた。 
• EU の政策を背景に、LCA 実施や LCA を ESG 戦略に統合

する動きもある。 
• LCA 専門家の参画を事業体制に組み込む機会が増えた。 

 フランス 建築物上限値規制 

• 上限値規制は義務であるため、事業主はプロジェクトの

基本構想、コスト計画、設計への影響を受け入れてい

る。大手デベロッパーは社内に ESG の部署を抱えたり、

特定の専門家と組むことを前提としている。そのための

費用確保にも前向きな姿勢。 

建築 
設計者 

北米 公共調達 
建材上限値規制 

• 公共調達要件や州・都市の報告/規制制度を背景に、特に

構造に焦点を当てた LCA が設計プロセスの一部として導

入され始めている。 
• そのためのコストや LCA コンサルタント等の専門職が増

えている。 

 カリフォルニア州 建材上限値規制 

• EPD が普及していることから、建築物上限値規制よりも

建材上限値規制を選択するケースが多い。LCA への関心

が高い事業者（教育施設、データセンター）のプロジェ

クトでは、設計初期段階から構造エンジニアを主体とし

た LCA が実施されている。 

 バンクーバー市 報告制度 

• LCA 実績の蓄積を基に建物用途別の排出量の分布が明ら

かになりつつあり、これを実務的な参照基準として活用

しながら設計プロセスの一部として LCA 分析を行うこと

が浸透しつつある。 

EU+ロンドン市 報告制度 

• より設計初期段階での LCA が一般化している。 
• 木質材料や低炭素建材、既存建物活用などを比較検討が

増えている。 
• LCA 専門家や BIM マネージャー等新たな専門職の役割も

増えている。 

 ロンドン市 報告制度 

• コストコンサルタントや積算士（QS）との連携が強化さ

れている。 
• 民間主体のガイダンスの発行が盛んで、知見の共有が活

発に行われている。 

 オランダ 建築物上限値規制 
• 設計初期段階での LCA専門家を交えた LCA実施が検討、

申請プロセスの一体化につながっている。 
• BIM の活用も見られ始めている。 
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立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

 ドイツ 

融資・補助金

（DGNB 認証＋

QNG 認証取得によ

る融資獲得） 

• 低炭素建材として、木、木質ハイブリッド構造、低炭素

コンクリート、グリーンスチール、バイオベース材料等

（特に木質系建材）が検討されるケースが増えている。 
• 材料効率の観点からモジュール建築やプレファブ建築へ

の関心も高まっている。 

 フランス 建築物上限値規制 

• EC 最適化のために構造システム（木/混合システム、低

炭素コンクリート、材料効率）、内外装、INIES を用いた

建材選択を検討することが一般化している。上限値遵守

自体は左程難しくないという認識が浸透し、設計事務所

が自身の LCA 能力をアピールする声も大きい。 
• 低炭素に配慮した構造と外装設計に検討することが増え

た。 
• 木材の採用が増えている。 

構造 
設計者 

北米 ― 

• 環境データの整備や SE2050※の影響を背景に、構造設

計者は設計初期から LCA 分析に関与し、材料比較や構造

最適化を通じて低炭素設計を主導する役割が強まってい

る。 

EU 報告制度 
建築物上限値制度 

• エンボディドカーボンが設計判断に直結する中で、構造

設計者は材料効率やプレファブ化、木質ハイブリッド構

造などの低炭素構造技術の検討を主導する役割を担って

いる。 

 ロンドン市 報告制度 • 民間の各分野のガイドライン発行が盛んに行われるよう

になり、構造設計者もその動きを主導している。 

設備 
設計者 

北米 

― 

• 建材中心の政策や環境データ不足の影響により、設備設

計者の LCA 対応は他分野に比べて遅れており、関与は現

時点で限定的である。 
• 民間主導でガイダンス（米 ASHRAE 240P、英 CIBSE 

TM65 等）が発行され始めている。 
EU+ロンドン市 

施工者 

北米 公共調達 
報告制度 

• 低炭素建材調達要件への対応を背景に、施工者は EPD 付

き資材の調達管理やサプライヤーとの早期調整を行いな

がら、設計・調達との連携を強化する必要が高まってい

る。 
• 建材の実数量・データを把握しているため、LCA 分析に

おいて鍵となる立場であることが認識され始めている。

クラウド型等、数量・材料データの管理方法も広がりを

見せている。 

EU+ロンドン市 上限値規制 
• 施工者は数量情報や実装条件の調整に加え、プレファブ

化や再利用材料の活用を通じて施工効率と低炭素化を両

立する役割が強まっている。 

建材 
製造者 

北米 公共調達 

• Buy Clean型公共調達を背景に鉄鋼、コンクリート、アス

ファルト等主要建材の EPD 整備と低炭素製品開発が進展

している。  
• その他建材や設備の EPD は乏しく、整備を進めるに当た

り加工業者やファブリケーター等を含めたサプライチェ

ーン全体でのデータ共有の枠組みを構築する必要があ

る。 

 連邦 EPD 施策 

• 中小企業に対して、講習会や個別相談等の技術提供、業

界団体から EPD 生成ツールや平均データの提供を行う等

の支援策を講じることで中小企業の EPD 作成の支援にな

っている。 

EU 建築物上限値規制 
• 建材製造者では個別製品 EPD の整備が一般化し、低炭素

建材やリユース材を含む循環型サプライチェーンの構築

が進んでいる。また、国家データベースの整備や規制の
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立場 国/都市 行動変容を誘引した

施策 行動変容の内容 

影響により、特にコンクリート分野では低炭素材料への

転換が加速している。 

 ロンドン市 
報告制度（サーキュ

ラーエコノミーステ

ートメント） 

• 再利用型材料の市場が急成長し高付加価値が付く製品も

登場した。 
• スクラップ材等「供給制約のある資源」の多用による弊

害も提唱され始めた。 

 オランダ 建築物上限値規制 

• 製品固有 EPD が製造者の競争力の原動と見なされ増加し

た。急速な拡大を支えたのは、EPD 発行、第三者検証、

データ連携を可能としたデジタル制度基盤。 
• 低炭素建材の技術改善や新規開発も活発化している。 

 ドイツ ― • EPD 整備と ÖKOBAUDAT への登録が一般化している。 

 フランス EPD 施策 

• EPD（フランスでは FDES）を INIES に登録しなければ

採用されないため、EPD 作成の強い動機となり整備が進

んでいる。特に低炭素コンクリート EPD への移行が進ん

でいる。 

 

5-3-1. アメリカ（連邦） 
(1) 制度概要 
a. 建材支援・公共調達・補助金に関する制度 

Inflation Reduction Act (IRA) 5 

米国連邦レベルのエンボディドカーボンに係る制度として、Inflation Reduction Act（インフレ

抑制法。以下、IRA）がある。IRA は 2022 年に成立した約 3700 億ドル規模の財源が確保された

大規模な気候政策パッケージであり、建築分野では特に建材製造段階の温室効果ガス（以下、

GHG）排出削減に関連する 40 億ドル規模の政策が導入されている。具体的には、低炭素建材の

公共調達政策、環境製品宣言（以下、EPD）作成支援及びラベリング制度整備、低炭素建材への10 

投資支援等複数の政策手段が組み合わされている。 

表 5-3-3 に IRA における建材関連の施策及び予算を示す。IRA に基づき、環境保護庁

（Environmental Protection Agency。以下、EPA）には予算が拠出されており、EPA が執行主体と

なる施策として、①EPDの作成及び標準化を支援する施策（予算 2.5 億ドル）と、②低炭素建材

に関する環境性能ラベリング制度の整備（予算 1 億ドル）が実施されている。②は 2031 年まで15 

の比較的長期にわたる期間が設定されている。また、一般調達庁（General Services 

Administration。以下、GSA）が執行主体となる施策として、連邦政府の所有する公共建築物の

建設・改修プロジェクトにおいて低炭素建材の優先調達（予算 21.5 億ドル）が実施されている

（実施期間は 2026 年 9 月 30 日まで）。連邦政府の購買力を活用した公共調達政策（米国での通

称は Buy Clean 政策）で、予算規模も大きい。 20 

ただし、近年のトランプ政権による気候政策の見直しや政策方針の変化により、これらの補

助金制度や政策の実施状況については不透明な部分もあり、今後の制度運用には不確実性が残

されている。 

 

 25 
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表 5-3-3 IRA における建材関連の施策及び予算 

対応

省庁 施策名 支給形態 受給対象 施策の内容 
予算 

2022-2031 
（ドル） 

EPA Environmental 
Product Declaration 
Assistance 

競争的資金

（補助金）、

協力協定、契

約、技術支

援、連邦政府

直接公共投資 

建設資材産業を

支援する州、部

族、非営利団体 

建設資材や製品の温室効果ガス

排出量の測定を含む、環境製品

宣言の開発と標準化への支援 

2.5 億 

EPA Low Embodied 
Carbon Labeling for 
Construction 
Materials 

未定 未定 温室効果ガス排出量が大幅に少

ない建設資材や製品を特定し、

ラベル付けするプログラムを開

発・実施 

1 億 

GSA Use of Low-Carbon 
Materials 

連邦政府直接

公共投資 
連邦政府 連邦政府の所有する公共建築物

に使用する建材を EPA が業界

平均に比べて低炭素であると認

めた物から選定 

21.5 億 

https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-28-IRA-Guidebook-Funding-Programs-Online-
Table.csv 
Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf 

b. 建材上限値規制 5 

Buy Clean 政策 

Buy Clean 政策は IRA の一部であるが、公共調達において低炭素建材の評価と選定を多角的に

行うために他の施策に基づき実務的な基準設定が先行して進んでいる。例えば、コンクリー

ト、セメント、鉄鋼、アスファルト、ガラスを対象として製品ごとの EPDの提出を義務付けて

いる。また、GSA が誘導する形で EPD 作成と EPD 公開が進み、それに基づく建材の Global 10 

Warming Potential（温暖化係数。以下、GWP）上限値基準の設定や、建材の排出原単位整備が進

められている。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 建材製造者の意識・行動変容： 15 

要点：鉄鋼、コンクリート、アスファルト等主要建材の EPD 整備が進んでいる。EPD 支援策が

中小企業の EPD 整備に貢献している。 

上述の政策により EPD の作成及び公開が進んでいる。特に鉄鋼、コンクリート、アスファル

ト等の主要構造材料分野では、業界団体及び企業による EPD の整備が進められている。公共調

達におけるライフサイクルアセスメント（以下、LCA）評価では EPD データの利用が前提とな20 

る場合があり、EPD の整備が製品情報の一部として扱われるケースが増えている。 

EPD の作成にはライフサイクル分析の実施や第三者検証等が必要となるため、一定の費用及

び専門的な分析が必要となる。このため、建材製造者の対応状況には企業規模による違いが見

られる。大手企業では EPD作成や EPD公開が進んでいる事例が多く、公共調達政策や LCA関連

政策への対応が進められている。一方で、中小企業にとっては EPD 作成が負担となる場合があ25 

るとの指摘もある。これに対して、連邦政府及び州政府では EPD 作成を支援する補助金制度や

https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-28-IRA-Guidebook-Funding-Programs-Online-Table.csv
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-28-IRA-Guidebook-Funding-Programs-Online-Table.csv
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/12/Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf
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支援施策が実施されている。例えば、IRA に関連する資金を活用し、州政府を通じて EPD 作成

を支援する取り組みが行われている。主な支援策として、講習会実施や作成方法に関する個別

技術相談等が挙げられる。さらに、業界団体による支援も行われている。建材産業では、業界

団体が EPD 生成ツールを提供したり、業界平均データを整備したりする取り組みが進められて

おり、これらは中小規模の製造者による EPD 作成を支援するための手段として有効に活用され5 

ている。 

 

5-3-2. アメリカ（カリフォルニア州） 
(1) 制度概要 
a. 建築物上限値規制（ベースライン比）及び建材上限値規制に関する制度 10 

CALGreen, Part 11 

カリフォルニア州のCALGreen建築基準1では、2024年7月から、大規模非住宅建築物及び

教育施設を対象にエンボディドカーボン（以下、EC）に関する規制が導入された。 

規模要件： 

― 非住宅：延床面積 100,000 平方フィート以上（約 9300m²以上） 15 

― 教育施設：50,000 平方フィート以上（約 4650 m²以上） 

規模要件を超える建築物は次の 3 つの適合ルートのいずれかを満たす必要がある。 

ルート 1：建築物上限値規制 

建物全体の LCA を実施し、標準仕様を想定したベースラインと比較して GWP を 10％以上

削減することを示す。 20 

ルート 2：既存利用 

既存建物の構造及び外皮の 45％以上を再利用する。 

ルート 3：建材上限値規制 

レディミックスコンクリート、構造用鋼材、フラットガラス、ミネラルウール断熱材等の

主要材料について GWP上限値を満たす。これらの上限値は EPD によって検証される必要が25 

ある。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 事業主の意識・行動変容 
要点：環境イメージを重視する大学、データセンタープロジェクトで LCA への関心が高い。 30 

特に大学、コミュニティカレッジ、データセンター等のプロジェクトでは、LCA や低炭素建

材への関心が高まりつつある。これは LEED 等の認証制度において LCA が評価ポイントとなる

ことや、ESG 戦略への対応が背景にある。データセンター開発では特に LCA への関心が高く、

こうしたプロジェクトが市場に対して LCA への意識付けの契機となっている。 

一方で、住宅開発やオフィス開発ではコスト制約の影響が大きく、LCA 導入は限定的である。 35 

 
1 California Green Building Standards Code (CalGreen), Title 24, Part 11 https://www.dgs.ca.gov/bsc/calgreen 
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また、開発事業者や施工者の中には、低炭素材料の採用に対してコストや施工リスクへの懸

念を持つケースも多い。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：EPD が普及していることから、建築物上限値規制よりも建材上限値規制を選択するケー

スが多い。LCA への関心が高い事業者（大学、データセンター）のプロジェクトでは、設計初5 

期段階から構造エンジニアを主体とした LCA が実施されている。 

CalGreenでは複数の適合ルートが用意されているが、現状では要求水準が比較的緩く、多くの

プロジェクトは LCA を実施しない「ルート 3：建材上限値規制」を選択していることが多い。

これは、(3)で述べるように EPD の入手が比較的容易になってきているためとも考えられる。こ

のため、LCA を実施する「ルート 1：建築物上限値」を選択するプロジェクトはまだ限定的であ10 

る。 

一方で、社会的に環境配慮が強く求められる公共プロジェクトや大学施設等では LCA の実施

が増えており、基本計画段階（SD）において構造エンジニアと協議しながら材料選択や構造方

式を検討するケースが増えている。また、SE20502等の業界イニシアティブの影響により、構造

エンジニアが LCA 分析を担うべきとの認識も広がっている。BIM を活用した材料数量の把握や15 

LCA 分析の標準化も進みつつあるが、ベースライン設定やモデリング手法に関するガイドライ

ンは依然として不足している。 

c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：インフラ需要に引っ張られる形で鉄鋼、コンクリート等主要建材の業界団体と製造者に

よる EPD 作成・整備は急速に進み、CALGreen でも活用されている。建築物のみに用いられる20 

ガラス等や設備機器はこれから。 

連邦政府の IRA は、建築物に加えて高速道路等のインフラも対象としており、これらの分野

で主要な構造材料である鉄鋼やコンクリートについては EPD の整備が進展し、LCA に必要なデ

ータの入手性は向上しつつある。特にコンクリートおよび鋼材については EPD 数の増加が確認

されている。 25 

一方で、主に建築物で使用されるガラスや設備機器については、データ整備は相対的に限定

的であり、LCA 分析の精度を制約する要因となり得るとの指摘もあった。 

d. 総括 
要点：制度の施行後間もない時期であり、EPD の活用から実務に広がっている状況。公共プロ

ジェクト、教育施設、データセンターでは LCA実施例が増えつつある。LCAに誘導するための30 

制度改定、算定方法標準化、データ整備、教育が求められる。 

現在の制度は、厳格な炭素削減義務を課す段階というよりも、LCA の実施や低炭素材料の利

用を促す段階にあり、実務への影響は徐々に広がりつつある状況。このため、全体としてカリ

 
2 SE2050は、米国の構造エンジニア団体であるStructural Engineering Institute (SEI) 
が主導するイニシアティブで、2050年までに構造設計におけるエンボディドカーボンの実質ゼロ化を目指して、設計実務への

LCA導入、データ共有、設計手法の改善を促進する業界主導の取り組み。 
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フォルニア州では LCA 政策が市場に与える影響はまだ限定的であるものの、公共プロジェクト、

教育施設、データセンターを中心に徐々に実務へ浸透しつつある段階にある。現行制度では

LCA算定以外の適合ルート 2（既存利用）、3（建材上限値規制）が選択されやすいため、LCAの

実施を促進するにはルート 1 のベースライン設定の明確化、ルート 3 の建材上限値の引き下げ等

の改善が必要と指摘された。一方で、ルート 1 の削減目標の（現行では-10%）の強化も WLC 全5 

体の縮減には必要とされる。また、LCA 実務の普及には、ガイドラインの明確化、データ整備、

設計者・施工者への教育等の支援策が重要であるとの示唆が得られた。 

 

5-3-3. アメリカ（ニューヨーク州） 
(1) 制度概要 10 

a. 公共調達、EPD 施策、補助金、建材上限値規制に関する制度 
Executive Order 22（州）、Executive Order 23（市） 

ニューヨーク州では、建築物の LCA算定及び WLC削減に向けた政策が段階的に導入されてい

る。これらの政策は主に州政府の公共調達や公共プロジェクトを対象としており、建材の環境

情報の収集と低炭素材料の利用促進を通じて、建設分野の WLC 削減を図ることを目的としてい15 

る。その政策の一つが、州政府の公共プロジェクトを対象とした Executive Order 223である。こ

の政策では、州政府機関が実施する工事費 100 万ドル以上の建築・インフラプロジェクトにおい

て、コンクリート、アスファルト、鉄、ガラスについて使用量と EPD の提出が求められ、材料

由来の GWP の把握が進められている。建材製造者に対する EPD 作成のための指導講習会等、技

術支援も行っている。 20 

ニューヨーク州では「Buy Clean Concrete」政策 4が導入されている。この制度は州の建設プロ

ジェクトで使用されるコンクリートの環境性能を評価するもので、一定規模以上の公共建設プ

ロジェクトでは EPDの提出が義務付けられている。また、コンクリートの GWP に関する基準値

が設定され、低炭素コンクリートの利用が促進されている。これにより、公共調達を通じて建

材製造者による環境情報の開示と低炭素材料の普及が促されている。 25 

ニューヨーク州で経済規模が最も大きい都市であるニューヨーク市の代表的な建築カーボン

政策の一つが、2022 年に発表された Executive Order 235である。この政策は、市が所有する公共

建築やインフラ等の資本プロジェクトを対象に、 

①低炭素コンクリート使用 

②鉄とコンクリートの EPD 提出 30 

③低炭素重機（可能な限り電化重機）の使用 

④LCA 実施を仕様に盛り込むこと 

 
3 州の建築・インフラプロジェクトにおいて建材数量及び EPD の報告・開示を求める政策。 
https://ogs.ny.gov/executive-order-22-embodied-carbon-guidance 
4 2022 年施行した州一般サービス局（OGS）が公共調達において低エンボディドカーボンのコンクリートの使用を求める指針。 
 https://ogs.ny.gov/nys-buy-clean-concrete-guidelines-0 
5 市の公共建築・インフラ事業においてエンボディドカーボン削減を推進するため、低炭素コンクリートの採用、建材の EPD
提出、低排出建設機械の導入、及び建物 LCA の実施を求める政策。 
https://www.nyc.gov/mayors-office/news/2022/09/executive-order-23 
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⑤エンボディドカーボン削減のためのアクションプラン提出 

を求めている。対象プロジェクトでは、建物の外装（屋根や外壁等）や基礎・柱・梁等の構造

システムを含め設計初期にベースラインとなる LCA、設計完了時には最終 LCA を実施して、

10%以上の EC 削減を求めている。評価は LEED6等の基準に基づいて実施され、報告される。 

 5 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 事業主の意識・行動変容 
要点：環境イメージを重視する大規模不動産デベロッパー開発案件やデータセンターで LCA 導

入事例が確認されている。調達に留意しながら、低炭素建材を採用する事例も増えている。 

特に大規模不動産デベロッパーやデータセンタープロジェクト等で、企業の ESG 戦略やネッ10 

トゼロ目標への対応として LCA 分析を導入する事例が確認されている。また、低炭素コンクリ

ートの採用等、材料選択の段階で排出量削減を検討するプロジェクトも増えている。こうした

取り組みの背景には、企業の環境イメージや ESG 評価への配慮があるとされる。一方で、低炭

素材料の採用には建設スケジュールやコストへの影響が懸念される場合もあり、材料調達に際

してはサプライヤーとの調整が必要となるケースも報告されている。 15 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：制度としては公共建築物に EPD 提出が求められるだけだが、民間建築物においても特に

構造に焦点を当てた LCA が設計プロセスの一部として導入され始めている。 

設計実務者の間では、LCA 分析が設計プロセスの一部として導入され始めている。ニューヨ

ーク市では、プロジェクトの計画段階及び竣工後の 2 回にわたり LCA を提出する仕組みが検討20 

されており、設計初期段階での LCA 分析が設計判断を支援するツールとして利用されている。 

構造エンジニアリング分野では、SE2050 等の業界イニシアティブを背景に、構造材料の排出

量評価や低炭素構造設計の検討が設計の初期段階で進めらることが増えている。また、LCA 分

析の方法やベースライン設定については統一された基準が十分に整備されておらず、現在は

ASHRAE 240P7等の標準化作業が進められていることに期待している。設計事務所の中には、社25 

内方針として LCA を標準設計プロセスに組み込む事例も見られる。 

c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：鉄鋼、コンクリートの EPD 整備が進んでおり、設計者が材料比較を行うのに十分な数が

揃いつつある。その他建材や設備の EPD は乏しく、整備を進めるに当たり加工業者やファブリ

ケーター等を含めたサプライチェーン全体でのデータ共有の枠組みを構築する必要がある。 30 

鉄鋼やコンクリート等の主要構造材料の EPD 数が増加している。特にコンクリート産業では

低炭素コンクリートの開発や EPD の提供が進められており、設計者が材料比較を行うための

EPD が整備されつつある。一方で、設備機器や一部の建材では EPD が不足している場合もあり、

 
6 LEED：米国グリーンビルディング協会（USGBC）が開発・運用する建築物の環境性能評価・認証制度 https://www.usgbc.org/ 

7ASHRAE 240P は、建築物の LCA の実施方法及び報告に関する標準化を目的として米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）が策

定を進めている規格。 
https://www.ashrae.org/about/news/2025/ashrae-and-international-code-council-announce-second-public-review-period-for-proposed-

emissions-quantification-standard 
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建材分野によって対応状況に差が見られる。また、サプライチェーン全体での EPD 整備が必要

となるため、製造業者だけでなく加工業者やファブリケーターともデータ共有の必要性が生じ

ている。 

d. 総括 
要点：州及び市の公共建築物を対象とした報告制度や指針が民間の LCA 実施にも前向きな変化5 

を与えている。 

ニューヨーク州及びニューヨーク市では、LCA 政策が主に報告義務や指針として導入されて

おり、データ収集と市場の学習を進める段階にある。これらの政策は、設計実務者による LCA

分析の導入、建材メーカーによる EPD データ整備、開発企業による低炭素材料の検討等、市場

主体の行動に一定の変化をもたらしている。一方で、LCA 算定方法やベースライン設定の標準10 

化、データ整備、行政側の審査体制等が、今後の政策運用における課題として指摘されている。 

 

5-3-4. カナダ（バンクーバー市） 
(1) 制度概要 
a. 建築物上限値規制に関する制度 15 

Vancouver Building By-law (VBBL) 

カナダのバンクーバー市は、建築物の EC 削減に関する政策を先進的に導入している都市の一

つである。同市では、建築分野の GWP 排出削減を目的として、建築物 LCA を制度導入してお

り、都市計画政策、建築規制、技術ガイドラインを組み合わせた包括的な政策枠組みを構築し

ている。バンクーバー市の建築 LCA 政策の中核は Vancouver Building By-law (VBBL) である。 20 

2022 年に Vancouver Building By-law (VBBL)の改正 8によりバンクーバー市では新築建築物と区

画整理事業 (rezoning) に対して LCA の実施及び EC の報告が義務化された。 

要件 

― 規模：3階以上または延床面積600平方メートル以上の建物（Part 3建築物） 

集合住宅、商業施設、オフィス、公共施設等 25 

― 評価対象：基礎、構造躯体、床、外壁、屋根、開口部等の主要な建築要素 

― 材料製造から施工まで（A1-A5）を中心としEC算定が求められる。 

― 建物のEC排出原単位は800 kg-CO₂e/m²程度のベンチマークが提示されているが、 

現時点では排出上限としての義務的基準ではなく、将来的な基準設定に向けた指標とし

て位置付けられている。 30 

実務者への算定手法の参考となっているのが Embodied Carbon Guidelines9である。このガイド

ラインは、建築 LCA の実施方法や評価範囲、データの取り扱い、報告書の作成方法等を詳細に

示した技術文書である。ガイドラインでは、LCA の対象となる建築部位やシステム境界、使用

 
8 Embodied Carbon in City of Vancouver Building By-Law  
https://vancouver.ca/green-vancouver/zero-emissions-buildings.aspx#embodied-carbon 
9 バンクーバー市のエンボディドカーボン算定ガイドライン 
https://vancouver.ca/files/cov/embodied-carbon-guidelines.pdf 
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するデータの種類等が具体的に定義されており、評価には第三者認証された EPD 等を活用する

ことが推奨されている。製品固有の EPD が存在しない場合には、業界平均データの利用も認め

られている。 

算定と報告は市が管理するフォームに入力する形で行い、市の比較可能なデータ蓄積に貢献

している。 5 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 事業主の意識・行動変容 
要点：高層 RC建築が多い土地柄から消極的な不動産デベロッパーもいるが、制度の数値基準の

根拠や水準設定に透明性を持たせることで、理解が広がりつつある。 10 

不動産デベロッパーの間では、LCA 政策に対する受け止め方にはばらつきが見られる。特に

高層 RC 建築が多い都市特性のため、炭素削減目標に対して開発者側の懸念も存在する。一方で、

市が段階的にベンチマークを設定し、実務上達成可能な水準を基に基準を設計していることか

ら、制度に対する理解は徐々に広がりつつある。市は 80 件以上のプロジェクトデータを分析し、

建物の平均的な排出量を基に基準値を設定しており、こうしたデータベースの構築が市場の透15 

明性向上につながっている。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：構造設計者やサステナビリティコンサルタントを主体とした LCA 実施が増えつつある。

市のデータ蓄積が参照基準として有効活用されている。 

設計者やコンサルタントの間では、LCA 分析が設計プロセスの一部として徐々に組み込まれ20 

つつある。特に構造エンジニアやサステナビリティコンサルタントが中心となり、材料選択や

設計仕様の段階で炭素排出量の比較検討が行われるケースが増えている。また、政府が提出さ

れた LCA 実績データを蓄積することで、建物用途別の排出量の分布が明らかになりつつあり、

これが設計者にとって実務的な参照基準として機能し始めている。一方で、LCA 算定ツールや

計算方法にはばらつきがあり、算定方法の標準化やガイドライン整備の必要性が指摘された。 25 

c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：コンクリートの EPD 整備や低炭素コンクリートの開発が進んでいる。低炭素コンクリー

トは必ずしもコストアップにならない事例も報告されている。 

建材産業では特にコンクリート産業が LCA 政策への対応を進めている。バンクーバーでは

2017 年頃からコンクリートが建物の主要な排出源であることが明確になり、業界団体が排出量30 

の業界平均値を EPD としてまとめる整備や低炭素コンクリートの開発を進めてきた。具体的に

は、SCM（補助セメント材料）を利用した低炭素コンクリートの採用が主要な削減手段となっ

ている。こうした技術はコスト増が 5％程度とされる場合もあるが、追加コストがほとんど発生

しないケースも報告されている。一方で、鉄鋼業界の対応は比較的慎重であり、EPD データ整

備や低炭素製品の展開はコンクリート産業に比べて遅れている。 35 
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d. 総括 
要点：市は報告制度、データ収集、制度改定を段階的に進め、ステークホルダーに受け入れら

れやすいよう配慮していることが LCA 実施、EPD 整備、低炭素材料の開発に効果を現している。 

バンクーバー市では、LCA の報告制度とデータ収集を基盤として、段階的に建築分野の炭素

削減政策を発展させるアプローチが採用されている。こうした制度は、設計実務者による LCA5 

分析の普及、建材製造者による EPD の整備、そして低炭素材料の開発を促進する効果を生みつ

つある。一方で、算定手法の標準化やデータ品質の確保、建物用途別のベースライン設定等が

今後の政策運用における重要な課題として指摘された。 

 

5-3-5. イギリス（ロンドン市） 10 

(1) 制度概要 
a. 報告制度 

The London Plan（ロンドンプラン） 

① ロンドンプランの背景 

ロンドンはイギリスの 9 つの区域の一つであり、Greater London Authority が 32 の区と City of 15 

London を統括している。グレーターロンドンの都市開発の基本方針は、約 20~25 年の都市発展

を見据えた都市計画マスタープランである、ロンドンプラン 10によって示される。 

英国では 2019 年の気候変動法改正により、温室効果ガス削減の法的目標が「1990 年比 80%削

減」から「ネットゼロ」へ強化された。これに先立ち、ロンドンは 2030 年までのネットゼロ達

成を目標として掲げている。この方針を受け、2021 年改定のロンドンプランでは建築プロジェ20 

クトに対する Whole Life Cycle Assessment（以下、WLCA。本報告書では LCA と同義とする）の

実施が義務化された。 

② The London Plan Chapter 9 における WLCA の義務化 

Policy Sustainable Infrastructure (SI) 2: Minimising Greenhouse Gas Emissions において、市長への

照会対象となる開発は、「国が認めた Whole Life Carbon 評価を用いて建物の全ライフサイクルに25 

おける炭素排出量を算定し、排出削減のために講じた措置を示さなければならない」と規定さ

れている。また、この評価は廃棄物削減と資源循環を促進する Policy SI7 (Circular Economy)とも

連動することが求められている。 

対象となるのは、市長への照会対象となる大規模開発で、下記に該当するプロジェクト： 

― 1A: 150 以上の住宅を含む 30 

― 1B: (a) City of London: 総床面積が 100,000 m2以上 

 (b) Central London: 総床面積が 20,000 m2以上 

 (c) その他：総床面積が 15,000 m2以上 

― 1C: (a) テムズ川に隣接：高さ 25 m 以上 

 (b) City of London: 高さ 150 m 以上 35 

 
10 ロンドンプラン（The London Plan）経済、環境、交通、社会を統合した長期の都市発展方針を示す計画 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2021.pdf 
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 (c) その他：高さ 30 m 以上 

― 1D: 既存建物の改変を含む開発： 

 (a) 開発により建物の高さが 15 m 以上増加する場合 

 (b) 完成後の建物が、1C の高さ基準を超える場合 

③ WLCA 算定方法に係るガイドライン 5 

これらの WLCA の実施方法については、London Plan Guidance (LPG)の一つである“Whole Life-

Cycle Carbon Assessments Guidance”において具体的な算定手法が示されている。同ガイダンスで

は、評価範囲としてモジュール A~C を必須評価とし、モジュール D は別途報告すること、建物

の想定使用年数を 60 年とすること、また EN15978 に適合する LCA ツール（例：One Click LCA

等）の使用が可能であること、排出原単位は EPDを優先して使用すること等が示されている。 10 

報告制度では算定の実施と報告のみが義務化されている。現行と 2030 年時点（現行の 40%削

減）の用途別目標値も設定されているが、適合義務はない。ただし、基準値を満たさない場合

は説明が求められる。 

さらに、算定結果のうちモジュール C と D は Circular Economy Statement との整合が求められ

る。 15 

④ ロンドンプラン以降のグレーターロンドン内の展開及び他都市への波及効果 

ロンドンプラン以降、City of London と City of Westminster では独自に既存利用や改修を重視す

る方針を打ち出し、City of London は改修の小～大規模と新築による炭素排出（主に EC）を比較

検討するガイダンスを公表、City of Westminster は既存建物の再利用や保持を優先し、解体や建

て替えは最終手段とする都市計画指針「Retrofit First」を宣言した。 20 

この様なロンドンプランやグレーターロンドン区域内の地区における WLC 評価の義務化や既

存建物の再利用を重視する政策は、イギリスの他都市にも影響を与えている。例えば、グレー

ターマンチェスターでは公共建築の改修を支援する助成制度が導入され、既存建物の改修による

GWP 削減が推進されている。また、ケンブリッジ市でも一定規模以上の非住宅開発に対して

WLC の提出を義務付ける等、建築分野の WLC 管理を強化する方向性が見られる。 25 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 事業主の意識・行動変容 
要点①：事業者ごとに温度差があるが、先進的な事業者による民間主導の力は強い。 

2021 年のロンドンプラン改定以降の事業主の WLCA やサーキュラーエコノミーへの関与度は、30 

事業主ごとに大きな差が見られる。先進的なオーナーは、プロジェクト初期から目標を設定し、

政策動向や評価内容を理解した上で自治体と積極的に対話しながら開発を進めている。例えば

ウェストミンスターの「Retrofit First」政策 11では、地区の建設・不動産関係者約 240社を代表す

る Westminster Property Association（WPA）が市議会と連携し、政策検討に関与している。一方で、

 
11 Westminster Retrofit First Policyは、ロンドン・ウェストミンスター市において導入されている方針であり、新築よりも既存

建物の改修・再利用を優先的に検討することを求めるもの. 
https://www.westminster.gov.uk/news/westminster-council-launches-retrofit-first-policy-and-boosts-affordable-housing-city-plan-partial 

https://www.westminster.gov.uk/news/westminster-council-launches-retrofit-first-policy-and-boosts-affordable-housing-city-plan-partial
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市場参入が新しいオーナーや優先事項が異なる事業者では、ややサーキュラーエコノミーへの

関与が限定的なケースも依然として見られる。 

要点②：事業主の WLCA への意識の高さは環境認証取得動向からも見える。ただ、環境認証の

難易度が上がって来ていることで、今後取得しない事例が増えた場合、見えづらくなる可能性

がある。 5 

環境認証の取得動向は、事業主の WLCA やサーキュラーエコノミーへの関心度を測る一つの

目安とされてきた。ロンドンでは制度の要件が任意の環境認証制度よりも高いために環境認証

取得が容易という指摘もある。しかし、最新の LEED v5 や BREEAM v7 では WLCA 要件が厳格

化している。さらに、取得にあたっては WLCA 以外にも個別の検討や配慮が求められるため、

プロジェクト管理を含む総合的な取得難易度が上昇している。この結果、認証の取得動向その10 

ものを事業主の関心度の指標として捉えることが難しくなる可能性がある。 

a. 設計実務者の意識・行動変容 

要点①：より設計初期段階での LCA が一般化している。 

WLCA 制度の導入により、建築プロジェクトでは設計初期段階から WLC の推定・評価を行う

必要性が高まっている。従来はBREEAM12や LEED等の環境認証が中心で評価範囲は限定的であ15 

ったが、現在では RIBA Plan of Work の Stage0~213でカーボンバジェットを設定することが一般化

し、プロジェクト初期から WLC 削減の検討が進む傾向が強まっている。特に構造・ファサード

エンジニアは初期段階から推計に関与する一方、設備エンジニアや建築家では取り組みの成熟

度に差が見られる。また、計画申請前の段階で詳細な検討や削減目標へのコミットメントを行

うことは設計変更のリスクを伴うため、その許容度はプロジェクトやオーナーによって異なる。 20 

要点②：コストコンサルタントや積算士（QS）との連携が強化されている。 

WLCA への対応に伴い、コストコンサルタントや積算士（Quantity Surveyor。以下、QS）との

連携も強化されている。QS には設計初期段階から構造や外装等の数量情報を把握・提供する役

割が求められ、WLCA に必要な数量データを QS に依存するケースも増えているため、設計者と

QS の間で数量や前提条件に関する調整・整合確認が増加している。 25 

要点③：数量算定における BIM の活用は期待されているものの、活用度はまだ低い。 

BIM は WLCA に有用なデータソースとして期待されているものの、現時点では数量算定に十

分活用できる段階には至っておらず、実務では設計者や QS から提供されるデータを用いること

が多い。一方で、建築家やエンジニアは WLC 算定ツールの開発者と協働し、WLCA に対応した

ツール整備を進めている。 30 

 
12 BREEAM（Building Research Establishment Environmental Assessment Method）は、英国で開発された建築物の環境性能評価

制度であり、エネルギー、資源、健康・快適性、材料、廃棄物等複数の観点から建物の持続可能性を評価・認証する国際的な

グリーンビルディング認証制度 
https://breeam.com/ 
13 RIBA Plan of Work は、英国王立建築家協会（RIBA）が策定した建築プロジェクトの標準的な業務プロセス指針であり、企

画から設計、施工、運用に至るまでの各段階（Stage 0〜7）を体系的に整理したフレームワーク 
https://www.riba.org/media/sszn5kkt/2020ribaplanofworktemplatepdf.pdf 
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要点④：プロジェクトにおいて WLCA コンサルティングという新たな専門領域が形成されつつ

ある。 

WLCA コンサルティングという新たな専門領域も形成されつつあり、エンジニアリング会社

やコンサルティング企業の専門チームが評価を担うケースが増えている。なお、WLCA 分野に

は正式な資格制度はまだないものの、業界主導の研修や認証プログラムが登場し始めている。 5 

b. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：ロンドンプラン以降、再利用型材料の市場が急成長し高付加価値が付く製品も登場した。

スクラップ材等「供給制約のある資源」の多用による弊害も提唱され始めた。 

ロンドンプランの WLCA 制度の導入は、建設業界全体の知識体系やサプライチェーンにも変

化をもたらしている。WLCA に関する最初の業界ガイダンスは 2017 年に公表され、2023 年には10 

第 2 版が発行される等、実務での経験を踏まえたガイダンスの整備が進んでいる。さらに、分野

別の補完的なガイドラインも更新され、建設業界全体で WLCA に関する知識や実務能力の高度

化が進んでいる。 

設計実務者の意識変化に対応するため、ロンドンプラン以降、再利用型材料の市場は急速に

成長しており、回収された OA フロアパネル等一部の建材では需要が供給を上回り価格が上昇す15 

る等、従来は廃棄・粉砕されていた材料が高付加価値で再流通する事例も見られる。 

さらに、カーボン削減に関連する新たな金銭付加価値を付けるスキームも増加しており、環

境価値証書（EAC）やマスバランスモデル、ブックアンドクレームモデル、自発的カーボンク

レジット等の仕組みが民間投資を促進している。しかし、これらの制度は WLCA 評価との整合

性が十分に整理されていないという課題も残されている。 20 

また、GGBS（高炉スラグ水砕微粉末）やスクラップ鋼材等の「供給制約のある資源」を利用

したカーボン削減については、他プロジェクトでの高炭素材料使用を誘発することで結果的に

排出が増加する「リバウンドエミッション」の可能性が指摘されており、WLCA 実務において

これらの材料利用をリスクとみなすクライアントも増えつつある。 

c. 総括 25 

要点：ロンドンプランが WLCA 報告制度とサーキュラーエコノミーステートメントを連携され

た包括的な設計になっていることから、実務レベルでも設計初期段階から WLCA 専門家を交え

た LCA 実施事例が増えている。 

ロンドンプランにおける WLCA 制度の導入は、建築プロジェクトに関わる多様な主体の役割

や市場構造に広範な影響を与えている。設計実務者においては、設計初期段階から評価を組み30 

込む設計プロセスへの転換が進み、QS との連携や WLCA コンサルティング等新たな専門領域の

形成が見られる。事業主においても、目標の設定や政策理解を前提とした開発マネジメントが

求められる一方、関与度には依然として差が存在している。さらに、建材メーカーやサプライ

チェーンにおいては、EPD の普及やリユース市場の拡大等、材料環境性能を軸とした新たな市

場の競争構造が形成されつつある。ロンドン市では民間の意識が高く、LCA に関わる研究や実35 

践活動、例えば各分野のガイダンス発行や、低炭素建材の新たな市場形成等が活発である。 
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5-3-6. オランダ 
(1) 制度概要 
a. 建築物上限値規制に関する制度 

MPG (MilieuPrestatie Gbouwen) 5 

① オランダの気候政策と都市計画 

オランダは国名の Nederland が「低地の国」を意味するように、国土の約 26％が海面下に位置

し、約 59％が高潮や洪水による浸水リスクにさらされている。気候変動による海面上昇は国家

にとって重大な課題であり、対策が取られない場合、海面が 1m 上昇するだけで国土の約半分が

水没すると予測されている。アムステルダム、ロッテルダム、ハーグ、ユトレヒトといった主10 

要都市も影響を受ける可能性がある。このような地理的背景から、オランダ政府は積極的に気

候変動対策を進めており、2025 年に公表された Climate Plan 2025–203514では 2050 年までの気候

中立達成に向けて 2040 年までに温室効果ガス排出量を 90％削減する目標を掲げ、10 年ごとに国

家気候計画を策定する制度を導入した。 

② 建築分野の政策：EC とオペレーショナルカーボン（以下、OC）を別々に規制 15 

建築分野では、建物のライフサイクルカーボンを「運用段階」と「材料段階」に分けて評価

している。運用段階のエネルギー性能は BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)によって算定さ

れ、建物使用時のエネルギー消費（モジュール B6・B7）を対象とする。一方、建材の環境負荷

は MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)15によって評価され、製造（A1–A3）、輸送・施工（A4–A5）、

使用段階（B1–B5）、解体・廃棄（C1–C4）、及びシステム外便益（D）を含むライフサイクル全20 

体を対象とする。 

③ OC 規制：BENG 

BENG は EU の建築物エネルギー性能指令（EPBD）の改正を背景に 2021 年に導入され、建築

許可申請時に用途ごとに設定された 3 つのエネルギー性能指標を満たす必要がある。算定はオラ

ンダのエネルギー性能評価基準 NTA8800 に基づく。さらに 2024 年の EPBD 改正では新築建物の25 

ゼロエミッション化が求められ、オランダ政府は BENG を ZEB 基準へ置き換える方針を示して

おり、従来より厳しい基準になると予測されている。 

④ EC 規制：MPG 

MPG は 2013 年施行の建築令に基づき導入された制度で、100 m2以上の事務所とすべての新築

住宅に対して建築許可申請時の提出が義務付けられている。MPG で GWP排出量ではなく、建材30 

の環境影響を社会的コスト（MKI）としてユーロ単位で評価し、延床面積と供用年数で割った値

（€/m2/year）として算出する。規制値は段階的に強化されており、2021年には新築住宅の上限が

 
14 オランダ気候計画 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/03/14/minvkgg-klimaatplan-2025-2035 
15  オランダにおける建築物の環境性能評価制度であり、建物に使用される材料のライフサイクルにおける環境負荷（主にエ

ンボディドカーボンを含む環境影響）を定量的に評価 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/milieuprestatie-gebouwen-mpg 
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0.8€/ m2/year となり、2030 年には住宅・オフィスとも 0.5€/ m2/year まで引き下げる方針が示され

ている。 

⑤ 国家 EPD データベース：NMD 

MPG 算定には、国が整備した LCA データベースである National Environmental Database (NMD)

が用いられる。NMD はメーカー固有データ、業界平均データ、汎用データの 3 種類の EPD を提5 

供し、認証された計算ツールによって評価が行われる。近年は再利用建材の評価方法や脱着性

の概念等も制度に取り込まれ、循環型建築への対応が進められている。また現在の EN15804+A1

の 11 種類の環境影響カテゴリによる評価から、2026 年 7 月には EN15804+A2に基づく 19カテゴ

リの環境影響カテゴリの評価へ完全移行する予定であり、この拡張等により評価基準のさらな

る厳格化が見込まれている。 10 

 
b. 建材支援に関する制度 

National Biobased Building Approach (NABB, 2023)16 

オランダでは、CO2&窒素化合物の排出量低減、循環型経済、自然環境/生物多様性/空間の質

の再生のために、バイオベース建材の使用と原材料の栽培を推奨する制度が 2023 年に試行開始15 

された。€2 億（2030 年までの執行）の予算が設定されている。 

2030 年までの目標として、下記が設定されている： 

 30%以上の住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて建設される 

 30%以上の断熱材がバイオベース材で作られる 

 非住宅が、30%以上のバイオベース建材を用いて建設される 20 

2025 年までの初期評価としては、 

 制度構築の様相が不確定な中、原料栽培に時間がかかる点が不安要素 

 生産者に偏るリスク（購入保証がない）をバリューチェーン関係者で分担しなければ

ならない 

 原料収穫にこぎ着けた生産者も見られるが、買い手がつかず余剰状態 25 

 大量栽培している近隣国との競争も存在する 

 加工、建設業者のための製品規格、性能保証、技術支援が必要 

といった点が挙げられた。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 30 

オランダでは、建築物の環境性能評価指標である MPG の導入を通じて、建築 LCA が設計実

務、事業主の意思決定、建材サプライチェーンに広く影響を及ぼしている。MPG は当初、建築

許可取得のための規制要件として位置付けられていたが、運用が進むにつれて、建築プロジェ

クトの設計条件、調達条件、さらには市場競争の構造そのものを変える指標として機能するよ

うになっている。 35 

 
16 Nationale Aanpak Biobased Bouwen | Rapport | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/08/nationale-aanpak-biobased-bouwen
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a. 事業主の意識・行動変容 
要点：MPG が義務的に算出する値ではなく、より高い環境性能をアピールする指標として受け

止められ始めており、入札要件に盛り込まれている場合もある。包括的なサステナビリティを

達成するため、環境認証制度の併用も増えている。 

事業主の間では、MPG に対する認識が変化している。制度導入初期には、MPG 算定は建築許5 

可取得のための形式的・行政的要件として受け止められることが多かったが、近年では環境性

能向上のための戦略的指標として認識される傾向が強まっている。MPG スコアは、環境配慮へ

の積極的な取り組みの証明、ESG 目標への貢献、長期的な資産価値向上に資する要素として理

解されつつある。 

また、公共機関や機関投資家を中心に、入札時に法定基準を上回る MPG 性能を求める動きが10 

広がっている。MPGスコアが価格、工程、品質と並ぶ評価項目として扱われ、より低い MPG値

が競争上の優位性につながるケースが増えている。これに加え、GPR Gebouw、BREEAM-NL、

WELL、LEED、DGNB 等の任意認証への関心も高まっており、MPG 単独ではカバーしきれない

包括的なサステナビリティ要素を補完する手段として活用されている。 

さらに、事業主のサステナビリティ目標は、単なる法規制対応から、気候適応、生物多様性、15 

サーキュラーエコノミー、水資源管理、エネルギー中立等を含む広範な戦略へと拡大している。

MPG はその中核的な定量指標の一つとして位置付けられ始めている。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：MPG 上限値規制が設計初期段階での LCA 専門家を交えた LCA 実施が検討、申請プロセ

スの一体化につながっている。BIM の活用も見られ始めている。 20 

設計・エンジニアリング分野では、MPG の導入により、LCA が後工程の確認作業ではなく、

設計初期から継続的に管理すべき条件として扱われるようになった。特に、MPG や LCA の専門

家がプロジェクト初期から設計チームに参加し、設計案ごとの MPG 算定、環境負荷の大きい材

料や部材の特定、代替案の提示、許認可申請資料の作成等を担う体制が一般化しつつある。こ

れにより、環境性能が意匠・コスト・工程と並ぶ重要な設計条件として組み込まれている。 25 

また、構造システムや材料選択におけるシナリオ検討も高度化している。構造設計の最適化

による躯体量の削減、木材や天然繊維複合材等のバイオベース材料の採用、製品固有の EPD を

有する材料の優先採用等、MPG 低減を目的とした具体的な設計代替案の検討が増加している。

さらに、これらの検討を支えるために、材料メーカーやサプライヤーとの早期連携も重視され

るようになっている。特に、NMD に登録された検証済み EPD を有する製品は、設計段階から採30 

用候補として優先されやすくなっている。 

MPG 算定は BIM ワークフローにも組み込まれつつある。BIM モデルを用いた材料数量の自動

集計により、設計段階を通じた MPG の継続的モニタリングが可能となり、LCA 評価の精度と効

率の両面で改善が進んでいる。 

c. 建材製造者の意識・行動変容 35 

要点：製品固有 EPD が製造者の競争力の原動と見なされ増加した。急速な拡大を支えたのは、

EPD 発行、第三者検証、データ連携を可能としたデジタル制度基盤。低炭素建材の技術改善や
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新規開発も活発化している。 

建材サプライチェーンでは、MPG 規制を背景に EPD の作成と NMD への登録が急速に拡大し

ている。これにより、設計者や施工者は従来のジェネリックデータではなく、製品固有の EPD

に基づいて材料選定を行うことが可能になっている。環境性能データは、単なる規制対応情報

ではなく、製造者にとって競争力を左右する商業資産として位置付けられるようになっている。 5 

この動きを支えているのが、NMD、DigiGO、Stichting MRPIといったデジタル・制度基盤であ

る。これらのプラットフォームや制度運営機関は、EPD の発行、第三者検証、データ連携を支

え、建材情報の標準化と流通を促進している。結果として、建築家、エンジニア、施工者が

MPG 最適化を目的に建材を比較・選択する市場環境が形成されつつある。 

加えて、建材製造者の技術革新も進展している。低炭素セメントや低炭素コンクリートの開10 

発、リサイクル材含有率の向上、製造プロセスにおけるエネルギー消費削減等、MPG 規制を背

景とした材料・製造技術の改善が進められている。さらに、大学や研究機関との連携も強化さ

れており、製品 LCA の最適化、革新的材料の開発、サーキュラーな材料戦略、リサイクル技術

の高度化等をテーマとする共同研究が活発化している。 

d. 総括 15 

要点：11 種類の環境影響カテゴリと統合した指標やサーキュラーエコノミーとの連携等、包括

的な制度設計で、ステークホルダーにとって義務ではなく付加価値として LCA が位置づけられ

るようになってきた。 

MPG が EN15804+A1 の 11 カテゴリ（2026 年 7 月から 19 カテゴリに拡大）の環境負荷と統合

した評価などの包括的な制度設計となっていることから、事業主、設計実務者、建材製造者の20 

ステークホルダー全体を義務への対応ではなく戦略的な WLC 評価に徐々に誘導している。 

制度への適合だけでなく、業務の獲得、環境認証といった付加価値につながることも行動変

容を促すために効果的と考えられる。 

 

  25 
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5-3-7. ドイツ 
(1) 制度概要 
a. 報告制度 
ドイツでは、建築物の WLCA を全国規制として直接義務化する制度は存在しない。一方で、

公共建築ガイドライン、建築認証制度、補助金制度、建材データ基盤等を組み合わせることで、5 

建築分野における LCA の実務利用が段階的に普及してきた。 

① 連邦政府のライフサイクル全体の環境評価制度：BNB 

連邦政府は公共建築を対象に建築物の計画・設計・建設・運用を含むライフサイクル全体の

環境評価を推奨している。この評価方法として導入されているのが BNB (Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen)である。BNB では、環境品質・経済品質・社会品質等複数の観点から建築物10 

を評価するが、その中でも建築の LCA は環境評価の重要な要素として位置付けられている。 

② 民間主導の環境認証制度：DGNB 認証 

DGNB認証は持続可能な建築物の評価制度としてドイツ連邦政府によって公式に認められてい

る。DGNB はエコロジー、エコノミー、社会文化的品質という 3 つの分野に基づいて評価し、建

物のライフサイクル温室効果ガス排出量をエコロジーの評価項目としており、設計段階におけ15 

る材料選択や設計代替案の比較に LCA を活用することを推奨している。また、住宅分野では

NaWoh や BNK 等の認証制度が導入されており、集合住宅や小規模住宅における持続可能建築評

価の普及を支えている。 

③ 補助金と連動する連邦政府の持続可能性建築品質保証制度：QNG 

QNG (Quality Seal Sustainable Building)は住宅金融公庫の補助金制度と連動している国家レベル20 

の持続可能建築品質保証制度であり、DGNB や BNB 等既存の認証制度を評価ツールとして利用

する。 

④ 連邦政府運営のデータベース：ÖKOBAUDAT 

建材 EPD 基盤としては、連邦政府が運営する ÖKOBAUDAT が重要な役割を担う。

ÖKOBAUDATは建材のライフサイクル EPDを提供する国家データベースであり、建物LCAの基25 

礎データとして広く利用されている。また、公共建築プロジェクトでは eLCA と呼ばれる政府開

発の LCA 算定ツールが利用され、ÖKOBAUDAT と連携して建物の環境負荷を計算することが可

能である。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容定量データ 30 

a. 事業主の意識・行動変容 
要点：既存利用、改修、建材再利用の可能性を検討する機会が増えた。EU の政策を背景に、

LCA 実施や LCA を ESG 戦略に統合する動きもある。LCA 専門家の参画を事業体制に組み込む

機会が増えた。 

既存建物の再利用や改修の重要性が高まっている。新築建設では建材製造による排出が大き35 

いため、開発事業者は既存建物の保存や材料再利用の可能性を検討するようになっている。EU
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の循環経済政策や建設廃棄物削減政策も、この動きを後押ししている。コストや投資回収の問

題から、新材料や新設計の採用には慎重な姿勢も見られる。また、再利用材料の実務利用はま

だ限定的であり、LCA 評価が単なる数値比較にとどまるとの批判も存在する。 

不動産デベロッパーでは EU タクソノミーや CSRD 等の開示制度の影響により、建物ポートフ

ォリオの GWP 排出量管理が重要になっている。その結果、建物 LCA の実施や ESG 戦略への統5 

合が進んでいる。また、建築プロジェクトでは LCA 専門家や BIM マネージャー等新たな専門職

の役割も増えている。一方で、市場全体への影響には限界もある。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：低炭素建材として、木、木質ハイブリッド構造、低炭素コンクリート、グリーンスチー

ル、バイオベース材料等（特に木質系建材）が検討されるケースが増えている。特に、再利用10 

のしやすさという観点から、木が非常に注目を浴びている。また、材料効率の観点からモジュ

ール建築やプレファブ建築への関心も高まっている。 

建築設計においては低炭素材料の採用が増加している。木造や木質ハイブリッド構造、低炭

素コンクリート、グリーンスチール、バイオベース材料等が検討されるケースが増えている。

LCA の導入により、建材製造段階の排出量が設計判断に直接影響するようになったためである。15 

また、材料効率の観点からモジュール建築やプレファブ建築への関心も高まっている。 

c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：EPD 整備と ÖKOBAUDAT への登録が一般化している。 

多くの建材製造者が EPD の公開を進めている。特にドイツでは ÖKOBAUDAT 等の建材 EPD

ベースへの登録が一般化している。一方で、中小企業にとっては EPD 作成コストがまだ課題と20 

なっている。 

d. 総括 
要点：EU の政策と整合する形で市場の意識変化が現れ始めている。 

EU の建築政策、気候政策、認証制度、開示制度等が組み合わさることで、建築開発、設計、

建材調達、建材産業の行動に徐々に変化が生じていることが指摘された。特に近年は、建築分25 

野の議論が運用エネルギー中心から、EC を含む LCA へと移行している。これは、住宅では建材

製造段階が建物のライフサイクル GWP の 60~70％を占める場合があるという認識が広がったこ

とが背景にある。 

 

(3) WLC 評価に係る定量的データ 30 

EU の EPBD（建物エネルギー指令）により、建物のライフサイクル全体での GWP 評価は、

2028 年以降 1,000 m2以上、2030 年以降すべての新築で義務化される予定である。 

この動きに向けて、DGNB と BPIE (Buildings Performance Institute Europe) はドイツの住宅建築

28 件を対象に WLC とコストの関係を分析した 17。その結果、下記のように分析した。 

 
17 Life cycle-based assessment of buildings: An analysis of 28 residential buildings with regard to climate impact and costs in Germany, dgnb-
short-study-life-cycle-based-assessment-of-buildings-climate-impact-and-costs.pdf 

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2025/09/dgnb-short-study-life-cycle-based-assessment-of-buildings-climate-impact-and-costs.pdf
https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2025/09/dgnb-short-study-life-cycle-based-assessment-of-buildings-climate-impact-and-costs.pdf
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• WLC 最適化（低炭素化）と建設費に明確な相関はない 

• 使用段階の OC 削減と建設費の高さにも相関は見られない 

• ライフサイクルコストでは建設費と同程度の運用費が発生するため、建設費だけでなく、

運用費を含めたライフサイクル全体の評価が重要 

• 主要構造材が排出削減の最大の鍵である 5 

 

図 5-3-1 検討対象建物の WLC と建設費の相関 18 

つまり、本研究は同じコストでより低炭素な建物の建築が可能であることを示している。こ

れを踏まえ、DGNB および BPIE は全ての市場関係者に対し、建物をライフサイクル全体で捉え

る視点の採用を推奨している。これは、気候変動対策だけでなく経済的な側面も含めて、低炭10 

素建築の長期的な運用が可能であるという主張に基づく。 

 

  

 
18 文献 17, P.8, Figure 3 より 
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5-3-8. フランス 
(1) 制度概要 
a. 建築物上限値規制に関する制度 

RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) 

フランスは、建築分野におけるライフサイクルカーボン政策の中心となるのは環境規制5 

RE2020 (Réglementation Environnementale 2020)であり、新築建築物に対して建物全体の LCA を義

務付けるとともに、GWP 排出量の上限値を設定している。フランスの政策体系は、RE2020 を中

心に、既存建物の運用エネルギー規制、都市計画政策、自主認証制度（BBCA、E+C-）、さらに

EU の開示制度（EU Taxonomy、CSRD）等複数の制度によって構成されている。 

RE2020では、建物の 50年間の参照期間を対象としたLCAを実施し、炭素排出量を評価する。10 

炭素排出量は OC (lc énergie)と EC (lc construction)に分けて算出する。 

① 国家 EPD データベース：INIES 

LCA 算定には国家 EPD データベース INIES が用いられ、建材の環境製品宣言 (FDES)や設備の

環境宣言 (PEP)、及び製品データが存在しない場合のデフォルトデータが提供されている。デフ

ォルト値は保守的に設定されているため、製造者には製品別 LCA データの公開を促す仕組みと15 

なっている。 

② RE2020 導入から現在までの変遷 

RE2020 は段階的に導入されており、2022 年に住宅、同年にオフィス・教育施設へ適用され、

2026 年以降はさらに多くの建築用途へ拡大される予定である。また上限値は 2025 年、2028 年、

2031 年と段階的に厳格化される設計となっており、建築設計と建材市場の脱炭素化を促すこと20 

が目的である。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
フランスでは RE2020 が建築 LCA 政策の中心となっており、新築建築物に対して建物 LCA の

実施とエンボディドカーボンの上限が設定されている。RE2020 の導入以前には、E+C−（Energy 25 

Positive & Carbon Reduction）等の自主認証制度が存在し、これらが市場に LCA 評価を導入する

先行的な役割を果たした。また、BBCA（低炭素建築認証）等の自主制度も存在し、特にオフィ

スビルではテナント側が CSRD等の開示要請に対応するため、認証取得を求めるケースも増えて

いる。 

a. 事業主の意識・行動変容 30 

要点：上限値規制は義務であるため、事業主はプロジェクトの基本構想、コスト計画、設計へ

の影響を受け入れている。大手デベロッパーは社内に ESG の部署を組織化したり、特定の専門

家と組むことを前提としている。 

建築市場全体では、新築よりも既存建物の改修や再利用を重視する傾向が強まっている。建

築物上限値制度によるところもあるが、その他パリでは都市計画制度（PLU Bioclimatique）の改35 

定により、解体・再建築よりも既存建物の活用を促す都市政策が導入されている。また、住宅
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分野ではエネルギー性能証明書（EPC）の規制により、エネルギー性能の低い住宅（F ランク以

下）は賃貸が制限される等、既存建物の改修を促す制度も存在する。 

RE2020 の施行により、大手デベロッパーは提供する建築の EC を積極的に低減するために、

専門家の雇用、設計期間の確保、そのための費用確保にも前向きな姿勢になっている。確認申

請時と竣工時の検査で上限値を遵守できない場合、是正作業による損害補償が深刻な理由とな5 

り、確実に EC 低減できるようにする意識が強い。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点：設計者は EC 最適化のために構造システム（木/混合システム、低炭素コンクリート、材

料効率）、内外装、INIES を用いた建材選択を検討することが一般化している。設計事務所によ

る自身の LCA 能力の対外訴求も強い。各社特に低炭素に配慮した構造と外装設計に力を入れて10 

いる。 

RE2020 の導入により、建築設計及び開発の意思決定には大きな変化が生じている。新築建築

物では LCA によって排出量が基準以下であることを証明できなければ建築許可が得られないた

め、現在の上限値は左程厳しくないものの、設計段階から低炭素材料の採用や既存建物の活用

が検討されるようになった。設計者の間では、木材や石材等のバイオベース材料、低炭素コン15 

クリート、既存建材の再利用等の検討が増えている。特に構造設計やファサード設計では、木

材とコンクリートを組み合わせたハイブリッド構造やプレファブ床構造等の新しい技術が検討

されている。建築プロジェクトにおける専門分野の変化も見られる。多くの設計事務所ではサ

ステナビリティ専門部署が設置され、環境エンジニアや LCA 専門家の役割が拡大している。 

材料再利用の方法論や評価手法の研究開発も進められている。ただし、再利用材料の品質評20 

価や責任分担等の課題が残っており、実務での適用はまだ限定的である。 

c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：EPD（フランスでは FDES）を INIES に登録しなければ採用されないため、EPD 作成の

強い動機となり整備が進んでいる。特に低炭素コンクリート EPD への移行が進んでいる。 

LCA 算定に必要な EPD を提供するため、多くの主要建材メーカーが製品の EPD を作成するよ25 

うになっている。特にコンクリート産業では、従来のポルトランドセメント (CEM1)から、より

低炭素のセメント（例：高炉スラグ）(CEM3)への移行が進んでいる。2028 年の上限値引き下げ

後は CEM3 を用いないと上限値を遵守できなくなる。一方で、機械設備（HVAC）等の設備機器

については EPD が不足しており、建材に比べて LCA 対応が遅れているという課題も指摘された。

木を基材としてコンクリートで被覆する複合建材で低炭素を実現しようとする取り組みもある。 30 

d. 総括 
要点：RE2020 を中心とした建築 LCA 政策により、設計手法、建材産業、都市政策、建築実務

の各分野で変化が生じている。 

フランスでは、RE2020 を中心とした建築 LCA 政策により、設計手法、建材産業、都市政策、

建築実務の各分野で変化が生じている。特に建設時カーボンの上限値は段階的に厳格化される35 

予定であり、2031 年に向けて建築市場のさらなる変化が見込まれている。  
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5-3-9. デンマーク 
(1) 制度概要 
a. 建築物上限値規制に関する制度 

Building Regulations 2018 (BR18)19 

§297：気候影響 (Climate impact) 算定の義務 5 

§298：建物全体の上限 (Whole-building cap) 

デンマークでは、建築物の WLCAは全国レベルで制度化が進んでおり、特に建築規制BR18の

中に直接組み込まれている点が特徴である。建築分野における温室効果ガス排出削減を目的と

して、LCA の義務化と排出量上限規制が段階的に導入されており、設計実務への組み込みが急

速に進んでいる。BR18 はこれまでも建物のエネルギー性能に関する規制を含んでおり、エネル10 

ギー消費量基準（法的最低基準は Nearly-ZEB (=NZEB) のうち A2015 レベル）が設定されている

他、それに対応する部位別外皮性能（U 値）、透過熱損失上限値、更に上位の自主的な高省エネ

性能基準（NZEB A2020 レベル）も整備されている。これらの低減と WLC のバランスを考慮し、

総合的に WLC が最小となる部材構成や省エネ性能を求めるアプローチを取っている。更に、改

修建築物についてもエネルギー消費量の算定及び削減目標が定められている。 15 

① BR18 の背景 

デンマークにおける建物の WLC への関心は、もともと学術分野から始まり、2010 年代初頭に

DGNB Denmark 認証を通じて建設業界に広がり、その後拡大してきた。当時は、認証建築物の付

加価値を求める先進的なデベロッパーによって牽引されていた。この流れは業界からの圧力

Reduction Roadmap20運動の他、先進的な個人や企業が集まり当局や業界全体に働きかけを行う多20 

くの取り組み、業界横断のネットワークやイベントによって推し進められた。この「業界」に

は、政治家、活動家、そして設計者・施工者から不動産所有者に至るまで、バリューチェーン

全体にわたる先進的な企業が 600 社以上含まれていた。自らに負担を課すことになるため建材メ

ーカー等の関与は比較的限定的であるが、それでも一部のメーカーはこの動きを支持している。 

こうした業界からの推進の主な動機は、地球への負荷が「プラネタリー・バウンダリー（地25 

球環境の限界）」の範囲内に収まることを目指すことであり、そのために低炭素製品の生産を促

す等、メーカーを巻き込む動きとなった。 

② 建築規制に基づく WLCA 義務化及び排出量上限制度 

デンマークでは、2023 年に BR18の改正により、新築建築物に対して建物全体のライフサイク

ルアセスメントの実施が義務付けられた。対象は一定規模以上の新築建築物（表 5-1-4 参照）で、30 

建物の WLC を算定し工事完了時に提出する。評価対象は A1-A3（製品段階）、A4-A5（施工段

階）、B4（更新）、B6（運用エネルギー）、C3・C4（廃棄段階）及び D（再利用、再資源化、そ

の他回収）が含まれ、EC と OC を統合した WLC として評価する。WLC の排出量上限

（kgCO2e/(m²*年)）が設定され、対象建物はこの上限値を下回ることが求められている。また、

本制度は 2025年以降 2年ごとに段階的な強化が予定されている。 35 
 

19 BR18, §297-§298 Climate impact 
20 Beyond the Roadmap — Reduction Roadmap 

https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/11/krav/
https://reductionroadmap.dk/beyond-the-roadmap
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③ 国家主導の LCA 算定手法、ツール LCAbyg2321とデータベース EPD Denmark22 

デンマークでは、LCA の算定実施にあたり、国家が算定手法やデータ基盤の整備を主導して

いる。代表的な算定ツールとして LCAbyg23 が提供されており、建築物のライフサイクル排出量

を標準化された手法で評価することが可能となっている。このツールは BR18 への適合確認にも

用いられており、設計者やエンジニアの実務に広く組み込まれている。 5 

EPD データベースとしてはデンマーク国内向けに EPD Denmark がある。EPD を作成するメー

カーに EN 規格等の解説を提供する等の情報支援と、外部検証者と連携した第三者検証を実施し

ている。 

また、BR18 に基づき、LCA の計算結果および計算条件はエネルギー計算と同様に扱われ、建

築物の完成時に当局へ提出する書類として位置付けられている。これにより、LCA は単なる設10 

計支援ツールではなく、制度的な確認プロセスの一部として運用されている。 

算定にあたっては、建物の使用年数を 50 年とする共通の前提が採用されている。これは個々

の建築物の実際の寿命を示すものではなく、建築物間での LCA 結果の比較可能性を確保するた

めの標準化された条件である。そのため、実際の耐用年数が 50 年を超える場合であっても、評

価上は 50 年に統一して算定が行われる。 15 

b. 建材上限値規制 
デンマークは建材ごとの排出量上限値は設定されていないが、建物全体の上限値と EU の CPR

（Construction Products Regulation：建設製品規則）を通じて EPD の発行やメーカーの低炭素化努

力に影響を与えている。 

c. EPD 施策・補助金 20 

2023 年までの申請案件を対象として、EPD 作成の政府補助金が設けられていた（締め切り済

み）23。概要は以下の通り。 

• 対象：建材メーカー、業界団体が提供するデンマーク国内市場製品 

• 総額：15 百万 DKK（約 3.7 億円）先着順 

• 1/2（約 1.85 億円）は個別製品 EPD 用 25 

o 1 社当たり 2 種類の EPD まで 

o 1 種類当たり支給上限 370 万円 

• 1/2 は業界 EPD 用 

o 1 団体当たり EPD の種類数の制限なし 

o 1 団体当たり支給上限 860 万円 30 

• 支給額の充当は EPD 作成費用の 50%以下とする（50%を超える分に補助金を充て

てはいけない） 

 
21  LCAbyg は、デンマーク政府（住宅・社会庁）が開発した建築物のライフサイクルアセスメント（LCA）算定ツール 。
https://wwabyg.dk/en/publications/ 
22 EPD Denmark は、デンマーク国内の EPD 登録制度。EN15804、ISO14025 準拠、ECO Platform（欧州）に加盟しており、他国

EPD（EPD International 等）とも互換性がある。第三者検証が必須。About EPD Danmark 
23  Grants for the preparation of EPDs for construction products, statens-tilskudspuljer.dk/social-bolig-og-ældreministeriet/social-og-
boligstyrelsen/18 

https://www.epddanmark.dk/uk/about-epd-danmark/
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/social-bolig-og-%C3%A6ldreministeriet/social-og-boligstyrelsen/18
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/social-bolig-og-%C3%A6ldreministeriet/social-og-boligstyrelsen/18
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• その他条件：EN 15804+A2準拠、第三者検証、プログラムオペレーターによる公開

等 

d. 公共調達に関する制度 
国には公共調達に関する制度はない。一方で、自治体等が独自に「特定の材料に課す要件」

や「環境認証（DGNB等）の取得」を国の規制に重ねて、入札条件にする動きが拡大している。 5 

e. EU やグローバルな制度に関連する今後の国内制度の動向 
EU の EPBD（建築物のエネルギー性能指令）により、EU 全体で建物の WLC に関する要求が

導入される予定であり、デンマークも比較的軽微な調整に留まると予想されるものの、自国の

規制をこの指令に整合させる必要がある。CPR についても同様。この他、EU タクソノミーや

SBTi (Science Based Target Initiative) 等の枠組みも、制度そのものには直接影響しないものの、こ10 

れらを参照・活用する企業の炭素排出に関する意思決定に大きな影響を及ぼしている。 

 

(2) 民間企業の意識及び行動変容 
a. 事業主の意識・行動変容 
要点：上限値遵守が必須要件となり、WLC 削減が体制、計画、コスト、設計の前提条件になっ15 

た。 

制度化以前から意識的に取り組む事業者はいたが、定期的な上限値の引き下げによって、よ

り一層プロジェクトの計画初期段階から WLC 削減を最優先事項として取り組むようになった。 

b. 設計実務者の意識・行動変容 
要点①：デンマーク国内の電力の低炭素化により、建築物の WLC は大きく低減している。長期20 

的に低炭素な建物を実現するために、設計段階でエネルギー効率向上、OC 低減を検討すること

が極めて重要であると改めて認識した。 

デンマークの電力は既に低炭素化が進んでおり、今後も改善が見込まれるため、この恩恵に

より建物に関連する WLC は大きく低減している。デンマークとエネルギー構成が異なる国では、

OC を低減するためのエネルギー効率の向上がまず注力すべきポイントと考える。 25 

要点②：ほぼ全ての材料や設備について、構造形式、材料効率、低炭素等、LCA に基づく最適

化が求められるようになった。 

定期的な上限値の引き下げが見通されているため、それに対応するために多くのプロジェク

トで設計段階から WLC 削減を最優先事項として取り組む必要がある。主要構造体だけでなく、

建物のほぼ全ての材料や設備について、EPD に基づく低炭素ソリューションの最適化を検討し30 

ている。 

構造形式については、木構造への関心も高まっているが、デンマークでは歴史的に鉄筋コン

クリート造の設計が主流だったことと、厳しい防火規制により実現には課題がある状況。ただ

し、スウェーデンやノルウェーといった欧諸国で一般的となっている CLT や集成材構造へと移

行するプロジェクトが徐々に増えているため不可能ではなく、先例を見ながら浸透していく流35 

れはある。 
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c. 建材製造者の意識・行動変容 
要点：従来の製品と比べて大幅に低い炭素排出量を示す EPD を発行するメーカーが増えており、

顕著な改善が見られる。 

炭素排出量削減の理由は主に、生産時のエネルギー源の低炭素エネルギーへの転換や、再エ

ネ由来の電力証書（Guarantees of Origin）の購入によるものであり、その妥当性については議論5 

がある。こうした根本的な製造方法の改善ではない手法による削減は、将来的には限界に達す

ると想定されるものの、現時点では、先進的なメーカーにより多様な材料において年々削減が

進展している。 

d. 総括 
要点：デンマークでは、もともと建設業界関係者の意識が高く WLC 上限値規制制度整備が業界10 

関係者からの圧力によって進めてられた。定期的な上限値の引き下げが予定されていることも

あり、継続的に新たな WLC 削減手法を考え続ける必要があるという点で、検討のタイミングや

範囲等、プロジェクト運営のあり方に大きな影響を与えている。 

 

(3) WLC に関連する定量データ 15 

デンマークの主要な環境認証制度である DGNB Denmark、LEED、BREEAM（建築物認証）、

Nordic Swan Ecolabel（製品認証）、を取得している場合、非認証と比べて家賃が住宅で 8%、非

住宅で 16%高いという調査結果が報告されている 2425。環境認証制度は WLC を含む包括的な

「価値、ウェルビーイング、気候目標」を促進するという位置づけであり、WLC 単独の効果に

限定した評価ではない。ただし、示唆としては、規制（BR18）、投資枠組み（EU タクソノミ20 

ー、SBTi）に加え認証制度が揃うことで、 

• 企業が LCA/EPD データを整備しやすくなる 

• 低炭素材の選定が「特別対応」から「標準プロセス」へ移行する 

• 設計初期から WLC 最適化を行う文化ができる 

という効果が期待される。 25 

 
24 Ramboll Management Consulting & Green Building Council Denmark, Press release: Certified buildings promote value, well-being and 
climate ambitions Council for Sustainable Construction 
25 Value and Effect of Sustainability Measures in the Built Environment through Certification, report-value-and-effect-of-certification.pdf 

https://rfbb.dk/nyhed/ny-analyse-af-v%C3%A6rdien-af-certificeringer-i-bygge--og-ejendomsbranchen
https://rfbb.dk/nyhed/ny-analyse-af-v%C3%A6rdien-af-certificeringer-i-bygge--og-ejendomsbranchen
https://cdn.realdania.dk/media/2l3fc5ok/report-value-and-effect-of-certification.pdf
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図 5-3-2 デンマークにおける環境認証取得建物と非取得建物の賃料と空室率の差 26 

  

 
26 文献 25, P.15, Figure 3.1 
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5-4. 今後の調査項目及び取り組み 

2026 年度の調査項目案として、下記を検討している。 

【優先度高】 

1. LCCO2 制度の内容、更新事項（欧州各国及び EU、米国、シンガポール、香港、中国、台湾

他）（2025 年度から継続） 5 

：建築物全体の上限値規制、建材ごとの上限値規制等 

：LCCO2算定の普及施策（公共調達、ツール整備等） 

：建築主へのインセンティブや削減支援策（税優遇、融資、補助金、中小企業支援等） 

：建材メーカーへのインセンティブや技術支援策（低炭素建材支援、EPD 施策、融資、

補助金、ツール整備、中小企業支援策等） 10 

：各国内 LCCO2制度で用いる各種化石燃料やバイオマス燃料の CO2換算係数と引用元 

：EPBD の新築建物の LCGWP 算定枠組みの検討状況・進捗（算定方法やその他義務化に

関する事項の検討内容、施行年の最新情報等） 

：長寿命化評価（躯体の長寿命化措置の評価） 

2. LCCO2制度導入による市場への影響、民間企業の変化及びその契機となった政策 15 

：各国の実務者の間で EPD 登録件数の増加、環境配慮設計の普及、木造建物の増加等の

変化が生じたか 

3. 企業の LCCO2算定結果活用方法（2025 年度から継続） 

：竣工時の算定結果を Scope 3 Category 2 や 11 の報告に活用することはあるか（ビジネス

上）又は制度でそのように方向づける考えはあるか（開示義務上） 20 

4. 海外各国における改修工事の LCA 手法 

：各国制度で改修工事は LCA 算定の対象か 

：対象の場合、含まれる改修工事の種類（省エネ改修／大規模リノベ／躯体再利用等） 

：計算方法、評価方法（基準値/目安値の有無と設定方法、削減量評価／絶対量評価か）、

評価範囲／部材、評価年数（評価年数を超える躯体長期利用の評価方法）、炭素排出回25 

避の評価方法（前世代の建物の廃棄焼却回避を評価又は次世代の建物の継続炭素固定

を評価か） 

5. 建築物 LCCO2評価における再生可能エネルギー活用の考え方 

：再生可能エネルギーを LCCO2評価の対象としている制度や認証 

：EC と OC から差し引きできる再生可能エネルギーは、オンサイト自己消費のみ認めて30 

いるのか、自営線を引いていればオフサイト自己消費も認めているか、PPA や売電は認

めているか、追加性は求められるか、使用（契約）期間の長さに条件はあるか 

：バイオマスエネルギーの評価方法 

6. 海外含む既往制度（各国制度、GHG プロトコル、ISO 等）における OC の算定方法 

：既往の各種制度の炭素排出係数は直接排出量なのか、間接排出量なのか 35 

：EC と OC で算定対象の範囲に差異があるか（例：家電等、EC には含まれない電力消費

機器を OC のみに含む差異を許容しているか） 
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：竣工後の建物を評価する場合、OC は使用期間の実績値を用いるのか。OC 実績値には

EC 算定範囲外の家電等によるエネルギー使用が含まれるが、どのように考慮するか 

：エネルギー・燃料毎の排出係数将来シナリオの採用可否 

：建物運用段階のコミッショニングの評価 

7. LCCO2 算定結果の第三者保証・検証プロセス 5 

8. 各国の実務で使用される LCA 算定規格 

：ISO、EN 等の国際規格以外に各国で認められている国内 LCA 算定規格はあるか（英国規

格協会 BSI 等） 

 

【優先度中】 10 

9. 建築物 LCCO2 評価におけるサーキュラリティーの評価方法（2025 年度から継続） 

：再利用材、マテリアルバンク/マテリアルパスポート等 

10. EPD のスクリーニング 

：使用可能な EPD に条件/制限を設けている国はあるか、ある場合どのような条件/制限か 

11. 各国の NDC（2050 年ネットゼロ等）やカーボンバジェットと EC 規制制度の相関 15 

：計画されている制度の厳格化スケジュールで NDC を達成できるか検証されているか 

：建築分野のカーボンバジェットが設定されているか 

 

【優先度低】 

12. 各国の制度において LCCO2 算定対象としている GHG ガス 20 

：7 ガス（CO2（二酸化炭素）、CH4（メタン）、N2O（一酸化二窒素）、フッ素系 4 種：

HFC（ハイドロフルオロカーボン）、PFCs（パーフルオロカーボン）、SF6（六フッ化硫

黄）、NF3（窒化三フッ素））の他、IPCC が GWP を定義する全てのガスか 

 

 25 
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第 6章 まとめと今後の課題 

今年度の成果概要と今後の課題を取りまとめた。 

 

表 6-1 2025 年度の成果概要と今後の課題 

 5 
 

2025年度ゼロカーボンビル推進会議の成果概要と今後の課題
今後の課題成果概要

1. 建築物のWLCAにおける中長期戦略の立案
2. 日本型WLCAの情報発信

中長期戦略・情報発信
WG ①

i. J-CAT の改良､活用､普及
ii. 削減ケーススタディの充実
iii. 積み上げ型指向データセットのJ-CAT

への取込み
iv. 改修評価検討
v. WEB化、BIM連携
vi. LEED加点要件への適合検討

1. J-CAT-戸建の開発
2. 建築物LCCO2削減の
3. ための設計施工事例集の整備
4. J-CAT積み上げ型の整備検討
5. 将来的なBIM連携、WEB化の基本要件整理
6. LEED v5への活用検討

ツール開発WG ②

i. 整備すべきデータベースの在り方の
検討

ii. 積み上げ型の原単位整備の推進
iii. 工業会に向けたLCA関連講座の企画・

支援
iv. 関連省庁との連携と制度化支援
v. 日独交流会議の継続運営
vi. ツールとデータの分離・連携方法の

検討（ツール開発WGと協働）
vii. BIM推進会議との情報連携
viii. 新たなLCAの課題に関する情報収集と

整理

1. 建築物のホールライフカーボン算定のため
のデータ作成の基本方針（案）の移管と情
報連携

2. 整備すべきデータベースの在り方の検討
3. 積み上げ型の原単位整備の推進
4. 簡易な第三者レビューの必要性とイメージ

の検討
5. 建材EPD検討会議を通じたLCA基礎知識の啓

発
6. 日独意見交換会を通じた海外動向詳細調査

の実施

データベース検討WG 
③

i. 加速化する海外動向の調査継続

1. 先行する海外（欧米、アジア圏）動向調査
2. サーキュラーエコノミーにつながる取り組

みの評価事例及び実態調査
3. 海外各種基準や認証制度との国際協調

海外情報WG ④
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APPENDIX-1 建築物のWLCAによる中長期戦略 参考資料 

 

  

WLCA基盤の高度化/WLCAを基盤とした環境・社会・経済への波及促進

脱炭素 資源循環 技術革新 人材 市場 地域

既存ストック
活用

WLCA基盤の高度化に向けた中長期戦略

建築物のWLCA

WLCAを基盤とした環境・社会・経済への波及を促す中長期戦略

評価領域の段階的拡張
GHG削減・省エネ・省資源＋
長寿命化・既存ストック活用・

サーキュラリティ等

建築が備えるべき性能との両立
耐震性能、レジリエンス性能、防火
性能、衛生環境、快適性・ウェルネ
ス、意匠・景観、バリアフリー等

WLCAを含む統合的な評価の枠組み構築

環境・社会・経済の持続可能な好循環の創出

各ステークホルダーの相互連携
革新的な技術の開発や設計・施工の変革を促進

統合マネジメント能力を有する多様な人材の育成

投資、イノベーション、日本発技術の国際展開を促進

投資価値、環境価値および健康影響に関する便益の可視化
都市・地域における資源、再生可能エネルギー等を正当に評価

脱炭素
資源循環

技術革新

市場
人材

地域

建築物のWLCAを基盤に、脱炭素・資源循環によるWLCA基盤の高度化の中長期戦略と地
域・市場・人材・技術革新によるWLCAを基盤とした環境・社会・経済への波及を促す中
長期戦略を区分して整理。

エネルギー・資源安全保障への貢献
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中長期戦略案を作成する上で参考とした資料（1/2）
参照元資料の概要中長期戦略案を作成する上で

参考とした資料No.

https://www.mlit.go.jp/
report/press/house04
_hh_001327.html

建築物の省エネ性能の一層の向
上と、ライフサイクル全体での
カーボン評価の促進を両輪とし
て、住宅・建築物分野の脱炭素
化を制度的に加速させる方向性
を示した答申。

国土交通省
社会資本整備審議会 建築分科会
今後の住宅・建築物の省エネル
ギー対策のあり方（第四次答申）
「脱炭素社会の実現に向けた建築
物のライフサイクルカーボン評価
の促進及び省エネルギー性能の一
層の向上について」, 2026.1

資料1

https://www.mlit.go.jp/
policy/shingikai/house
05_sg_000302.html

2050年を見据え、脱炭素や人口
減少などの社会変化に対応する
ため、既存ストック活用や人
材・技術・制度の強化を柱とす
る建築分野の中長期的な方向性
を整理した報告。

国土交通省
社会資本整備審議会 建築分科会
「建築分野の中長期的なビジョン
の策定に向けて～中間的なとりま
とめ～」, 2026.1

資料2

https://www.meti.go.jp
/shingikai/sankoshin/s
hin_kijiku/pdf/2025060
3_1.pdf

2040年を見据えた新たな経済産
業政策の方向性を示し、成長投
資・人材・地域・デジタル・
GXの総合的戦略を整理した中
間整理報告。

経済産業省
経済産業政策新機軸部会
第４次中間整理
「～ 成長投資が導く 2040 年の
産業構造 ～」, 2025.6

資料3

中長期戦略案を作成する上で参考とした資料（2/2）
参照元資料の概要中長期戦略案を作成する上で

参考とした資料No.

https://www.mlit.go.jp/t
otikensangyo/content/
001404752.pdf

ESG要素を不動産鑑定評価に反
映するための枠組みを整理。
ESG配慮が市場・投資・資産価
値に与える影響を検証。

国土交通省 不動産・建設経済局
「不動産鑑定評価における ESG 
配慮に係る評価に関する検討業
務」報告書, 2021.3

資料4

https://www.fsa.go.jp/s
ingi/singi_kinyu/tosin/
20260108.html

サステナビリティ情報（ESG・
気候変動等）の信頼性・比較可
能性の確保に向け、開示制度と
第三者保証のあり方を整理・提
言

金融庁 金融審議会
「サステナビリティ情報の開示と
保証のあり方に関するワーキン
グ・グループ」報告, 2026.1

資料5

https://www.wbcsd.org
/resources/a-global-
framework-to-
measure-manage-
and-communicate-
business-
circularity/?submitted
=true

企業が循環性（Circularity）を
「測る・管理する・伝える」
ための 国際的に統一されたフ
レームワーク（プロトコル）
を提供。企業の資源循環・サー
キュラー経済への移行を加速さ
せ、投資家・ステークホルダー
に 比較可能で信頼性の高い情
報を提供。

WBCSD
「Global Circularity Protocol for 
Business (GCP) v1.0」, 2025.11

資料6
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APPENDIX-2 データベース検討 参考資料 

 

 

（１）製造時の環境負荷
• 鉄は鉄鉱石から鉄を作る方法（高炉法）と、鉄スクラップか

ら鉄を作る方法（電炉法）がある。どちらも1400℃以上の高
温で生産するため、製造時のCO2排出量が大きい。

• 高炉法は石炭を用いて鉄鉱石を還元する工程で多くのCO2を
排出するが、電炉法では還元済みの鉄スクラップの溶解に必
要な電力製造が主なCO2排出であり高炉法の1/4程度である。
しかしながら、従来の電炉法では、主にスクラップ中の不純
物のため、高炉鋼と同じ特性の製品が製造できないので、電
炉法では日本の鉄鋼需要の3割程度しか満たせない。

• したがって我が国の脱炭素実現に向け、鉄鋼メーカーは還元
工程の脱炭素化技術として、（石炭の代わりに）水素による
還元法の確立を目指している。一方で、それが確立されるま
での間、革新電炉への移行も検討されている。グリーン電力
を採用した電炉法もCO2排出削減に貢献できる。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
① 鉄鋼（1/4）

（２）企業の状況（鉄鋼材料の用途）
• 鉄鋼メーカーには高炉メーカーと電炉メーカーがあり、高炉メー

カーは大企業3社、電炉メーカーは大小数十社ある。
• 高炉メーカーは、主に形鋼、熱延コイル、厚中板、めっき鋼板、鋼

管等を供給。用途は柱や大梁、床材や仕上材など比較的高い力学的
な特性や耐久性が求められ高価格。

• 電炉メーカーは、主に棒鋼や形鋼を供給。用途は鉄筋やH形鋼（小
梁）であまり高い力学特性を要求されず低価格。

• 以上、形鋼など一部の用途では、高炉鋼と電炉鋼が競合しているも
のの、多くの用途では高炉鋼と電炉鋼の棲み分けが成立している。

• 建築用鋼材は、重量あたりの単価が高いため、製造工場から現場ま
での輸送費よりも製品や加工費の価格差の影響が大きい。そのため
一定の距離を輸送することが一般的。（例：岡山→富山→柏）

• ただし、輸送時の環境負荷は製造時と比べ遥かに小さい。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
① 鉄鋼（2/4）
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（３）論点
• 建築物LCCO2の削減を目指して低CFP製品を採用する建築生産

者側のニーズを踏まえれば、高炉鋼と電炉鋼を区別し、高炉
鉄と電炉鉄それぞれのデータが必要ではないか？

• 建築物において電炉鉄を促進するだけでは中長期的な脱炭素
社会構築には不十分であることから、水素還元鉄などインフ
ラ投資を促すためには、どのような製品カテゴリーのデータ
整備が必要となるか？

• 脱炭素化への移行期において、どのようなデータをつくれば、
建築生産者側に選ばれGXが進むのか？

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
① 鉄鋼（3/4）

＜論点に対する補足＞
• 電炉法の主原料である鉄スクラップは95％以上が既にリサイクルされている。電炉

鋼の使用を促進するだけでは、他用途とスクラップの取り合いとなるだけであり、
我が国全体の脱炭素には寄与しない。

• 脱炭素化への移行期においては、水素による鉄鉱石還元や（従来高炉でしか作れな
かった品質の鋼材を大量に製造できる）革新電炉といった、追加的な脱炭素プロセ
スで製造され削減実績量を伴った鋼材が選好される仕組みも必要。

• 電炉メーカーは非化石電力を使用した低CFP鋼材の商品化を検討している。
• 高炉メーカーは自社のCO2削減プロジェクト（プロセス転換等）から生み出される

削減実績量を特定の鋼材に配賦して販売するGXスチールを既に商品化している。
脱炭素化への移行期の間、建築分野でもGXスチールを積極的に活用して将来への
投資を行うことは重要。

• 従来通りの設計（部材の機能に応じた製品選択）を行い、その中で低CFP鋼材や削
減実績量付の鋼材（GXスチール）のそれぞれの良さを各々の指標で活用して建物
全体のCO2削減を目指すのがスムースな取り組み方ではないか。

• 輸送段階の環境負荷は製造段階に比べると小さいので、今後工夫する対象となり得
るかどうか並行して検討してはどうか。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
① 鉄鋼（4/4）
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主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
② コンクリート（1/3）

（１）生産プロセスと環境負荷
• コンクリートは、セメント、粗骨材（砂利）、細骨材（砂）、

水が主な原料で、これらを搬入して生コン工場で生産する。
• 粗骨材（砂利）、細骨材（砂）、水は、生産上の環境負荷は

大きくなく、その差も少ない。またこれらは生コン工場の近
距離から調達することが多く、輸送距離による環境負荷の差
は生じづらいと言える。（例えば100から200km圏内から調達
していることが多い。）

• 生コンはJIS規格で工場から建設現場まで（生コンの品質を低
下させないため）運搬時間の制限が決められており、現場ご
との輸送距離による環境負荷の差は生じづらいと言える。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
② コンクリート（2/3）

（１）生産プロセスと環境負荷（つづき）
• セメントは、生産時に大規模な設備であるセメントキルンで

1450℃以上の高温で焼成する点に加え、原料として石灰石を
活用することから、大量のCO2を排出する。その削減のため
には、混合材として高炉スラグ等を採用することでセメント
としてのCO2排出原単位を削減するものが多い。ただし高炉
セメントはCO2削減に有利だが、早期強度*1や耐久性に劣る*2

面もあるため、設計・施工条件によっては適さない場合があ
り、環境面だけでの選定は難しい。

• セメント工場の立地は全国的に見ると偏りがあるが、全国に
届く商流と物流が完成しており、入手可能性に地域差はない。
※1 早期に強度を必要とする構造物として床版、桁等がある。
※2 かぶりの小さい構造物等においては耐久性に劣る場合がある。
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主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
② コンクリート（3/3）

（２）企業の状況
• セメントメーカーは、セメントキルンという巨大な設備を必

要とするため、ある程度以上の規模の企業であり国内では10
数社程度である。

• 生コン工場は大小あるが、建設量に合わせて全国に分散して
おり、比較的小規模な企業が多い。

• 粗骨材（砂利）、細骨材（砂）の供給業者も、比較的小規模
な企業が多い。
（３）論点
• コンクリートの環境負荷は、多くはセメント生産時の負荷が

占めている。また製造プロセスの他の部分ではあまり差が無
いので、セメント等主要な原料の差のみを評価することでよ
いのではないか？
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主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（1/4）

（１）生産プロセスと環境負荷
• 木材は、伐採、製材工場への輸送、製材工場での製材・乾燥、プレ

カット工場への輸送、プレカット加工、 建設現場への輸送、建設と
いうプロセスを経る。集成材等については、製材工場での製材・乾
燥の後、集成材工場での加工（接着等）が入る。

• 伐採から製材工場への丸太の輸送については、丸太は重量物である
ことから輸送距離が100kmを超すことはまれであり、丸太輸送段階
での距離・方法による差は小さい。

• 製材工程は電動設備による加工が一般的であり設備による差はそれ
ほど出ない（大規模化により下がる可能性がある一方、人力への依
存の高い小規模施設の方が小さい可能性もある）。

• 乾燥工程は、構造用木材は人工乾燥が一般的。製材プロセスから出
る端材等によるバイオマスボイラー利用が拡大しており、排出削減
に貢献（連続運転のため重油との併用が多い）。敷地に余裕がある
場合は天然乾燥との組合せもみられる。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（2/4）

（１）生産プロセスと環境負荷（つづき）
• 上記により、伐採から製品の出荷までの間においては、乾燥工

程でのバイオマス利用等による更なる削減の余地はあると考え
られるが、その他の原材料（丸太）輸送や製材プロセスにおい
て削減の余地は大きくないと考えられる。

• また、木材製品の原単位は、製材（JAS構造用製材）の80kg-
CO2e/㎥や集成材（中断面）の161 kg-CO2e/㎥といった数値が
各製品別団体から出されており、これは他資材（鉄鋼等）と機
能単位を揃えた上で比較しても極めて少ないものである。

• なお、国内製造工場で利用する材料については、輸入丸太及び
輸入ラミナが存在し、製造・輸送プロセスが異なることに留意
が必要。また、欧州産の集成材等、製品で輸入されるものも一
定量存在。一方、それらは住宅産業等需要側からの供給安定性
や品質・強度上の要求に対応したものであることにも留意が必
要。
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主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（3/4）

（２）業界の状況
• 現状、木材製品の需要先の大部分は住宅向けであり、柱材や横架

材などの寸法規格は概ね統一されている。大規模建築物に向けて
は、大断面集成材やCLT、木質耐火部材といった特殊部材が少量
ながら物件ごとに特注生産されている。

• 製材工場数は全国で約3,700（令和５年）。うち原木消費量10万
㎥/年以上の大規模工場は13だが、それらの原木消費量の合計は
全体の約２割であり、中規模から小規模の工場も主要な役割を
担っている。

• 工場は森林資源が豊富な地域に⽴地し、消費地から離れているこ
とから、製品の輸送距離が長くなる傾向がある。またその手段も
陸送となる。

• 地域材（建築物の所在する近傍地域で生産・流通する木材製品）
の利用によって製品輸送距離の短縮が期待できる一方、製造工場
が偏在している特殊部材は、地域材利用に限定した場合は輸送距
離が長くなる可能性があることに留意が必要。

主要建材の各業界毎の留意すべき事情と論点
③ 木材（4/4）

（３）論点
• 木材製品*は、製品ごとに製造プロセスを大きく変えることはできな

いこと、主要な排出工程である乾燥においてもバイオマス利用が進
展していること、資材製造段階(A1～A3)の排出原単位は他の材料に
比べて大幅に小さいことから、脱炭素化の取組による差は他の材料
のそれと比して必ずしも大きくないとみなし、LCA実務においては
原則として製品ごとの原単位を使用することでよいか？

• 木質耐火部材等、各社によって仕様が異なる製品は、製品ごとの原
単位の整備が必要か。未整備の際に使用するデフォルト値の設定は
どうするか？

• 製品供給量の多くを占める中・小規模事業者による環境負荷低減の
取組（バイオマス・天然乾燥の活用等）をどのように評価するか？
個社ごとのEPD/CFP取得は困難ではないか？

• 国産材や地域材の利用を推奨することで建築物LCCO2の削減が可能
か？国産材・地域材製品の原単位整備は可能か？
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【参考資料】建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会 第3回
「06_資料3-4_服部委員からの情報提供」資料より抜粋して掲載 001898983.pdf

【参考】リンク型建材データ一覧の事例「石綿（アスベスト）含有建材データベース」

【出典】https://asbestos-database.jp/about/

整備すべきデータベースの在り方の検討
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【参考】リンク型建材データ一覧の事例：「石綿（アスベスト）含有建材データベース」
「ご利用上の注意」

【出典】https://asbestos-database.jp/notice/

※詳細「石綿（アスベスト）含有建材データベースサイトの

ご利用について」は資料末尾参考資料に掲載

ドイツではBBSR（ドイツ連邦建設都市空間整備研究所）
が開発したLCI データベースÖKOBAUDATが無料公開され
公共建築物について活用が義務化されている。

図と概要一部出典：ÖKOBAUDAT Basis for the building life cycle assessment
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/publications/zukunft-bauen-forschung/volumes/volume-11-2e-dl.pdf;jsessionid=74F26FD7EE4C2A6F66131C1F2088FC84.live21323?__blob=publicationFile&v=1

・ドイツ政府により無料で公開
・建築製品用の 1,400 以上のデータセット

木質系材料の代表平均データセット

アルミニウム産業工業団体

EPDデータベース

建具の研究機関データベース

オランダのEPDデータベース

民間データベースEPDデータベース

【参考資料】
整備すべきデータベースの在り方の検討
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将来的なBIMや算定ツールとの連携を想定したデータベー
ス整備とすることでLCAの効率化も図ることができる。

図と概要一部出典：ÖKOBAUDAT Basis for the building life cycle assessment
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/publications/zukunft-bauen-forschung/volumes/volume-11-2e-dl.pdf;jsessionid=74F26FD7EE4C2A6F66131C1F2088FC84.live21323?__blob=publicationFile&v=1

建材
データベース

BIMソフト

LCA算定ツール

建築確認審査
各種環境認証

省エネ計算

電子評価
政府によるプロジェクト管理

【参考資料】

材料情報

EPDやDPPなど

循環性の分析

デジタル建物資源パスポート

第4回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋①ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向

【参照】BBSR提供資料PDFより抜粋「ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向」

建物資源パスポートのスキーム

製品カタログ

＊Digital Product Passport：デジタルプロダクトパスポート。製品の持続可能性を証明する情報として、製造元、使用材料、リサイクル性、解体方法などの情報が含まれる

新たな建設行為

建物のマスターデータ

循環性インベントリ材料インベントリ 資源インベントリ

ドイツでは建物資源パスポートのパイロットフェーズが開始された。
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第4回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋①ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向

【参照】BBSR提供資料PDFより抜粋「ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向」

デジタル建物パスポートの将来展望
既存

新築

汚染物質の分析 排出による環境影響 資源による環境影響

新たな循環性基準

デジタル建物資源パスポート

将来的には既存ストック管理にも拡張する計画である。

第4回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋①ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向

【参照】BBSR提供資料PDFより抜粋「ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、傾向」

新たな指標RMI*（Raw Material Input)
*1kgの材料を実現するためにどの程度天然物質を使うかのフットプリントを示す指標

天然資源投入量の指標を今後EU規格に取り込み、EPDと並行した運用に。
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第4回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋②ドイツにおける新たなベンチマークに向けたステップ

【参照】BBSR提供資料PDFより抜粋「ドイツの建築資源パスポート-意図、現状、ドイツにおけるエコバランスとベストプラクティスの応用
新たなベンチマークに向けた多くのステップ」

持続可能な建築システムBNBのためにベンチマークを策定している。
結果には構造方式が大きく影響するため、１用途１指標で良いのか模索中。

スパン幅 5.4× 5.4m 8× 8m 5.4× 5.4m 8× 8m

S造
S造

S造
S造

コンクリート造
コンクリート造

コンクリート造
コンクリート造

構造方式、スパン幅、耐震強度、設計工夫の違いによる排出量比較

※低炭素材料の採用と支持構造物の最適化で50~60％の削減が見込める。

第5回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋①CSC PROBAS LESS ÖKOBAUDAT CCC

【参照】BBSR提供資料No.4より抜粋「CSC PROBAS LESS ÖKOBAUDAT CCC」

ドイツにおけるセメント・スチールのデータ整備状況の紹介
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第5回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋②ÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative

【参照】BBSR提供資料No.5 より抜粋「ÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative」

ÖKOBAUDATへのデータ提供元は国外EPDプログラムやSphera社
（ジェネリックデータ）、研究機関（業界代表データ）などがある。

【参照】BBSR提供資料No.5 より抜粋「JulyÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative」

国際的なオープンデータネットワーク“InData”がBBSR主導で設立された。共通
のデータフォーマットとオープンソフトウェアを使用することでLCA/EPDデー
タの国際的なネットワーク構造を確立する。

第5回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋②ÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative
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 【参照】BBSR提供資料No.5 より抜粋「ÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative」

ドイツにおけるセメント・スチールのデータ整備状況の紹介

第5回ドイツBBSR意見交換会開催報告
【参考資料】BBSR提供資料の抜粋②ÖKOBAUDAT -Data Format and InDataInitiative
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